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－ 1 － 

令和２年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１ 議事日程 

     第１日（令和２年６月９日 火曜日） 

午前１０時 開議 
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      議案第 ８号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

      議案第 ９号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

      議案第１０号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

      議案第１１号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

      議案第１２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

      議案第１３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

      議案第１４号 令和２年度宿毛市一般会計補正予算について 

      議案第１５号 令和２年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算について 

      議案第１６号 宿毛市空き家活用移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例 

             の一部を改正する条例について 

      議案第１７号 宿毛市旅費条例の一部を改正する条例について 

      議案第１８号 宿毛市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

      議案第１９号 宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

      議案第２０号 宿毛市介護保険条例の一部を改正する条例について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

   日程第２ 会期の決定 

   日程第３ 議案第１号から議案第２０号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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３ 出席議員（１３名） 

   １番 今 城   隆 君     ２番 堀     景 君 

   ３番 三 木 健 正 君     ４番 川 田 栄 子 君 

   ５番 川 村 三千代 君     ７番 髙 倉 真 弓 君 

   ８番 山 上 庄 一 君     ９番 山 戸   寛 君 

  １０番 岡 﨑 利 久 君    １１番 野々下 昌 文 君 

  １２番 松 浦 英 夫 君    １３番 寺 田 公 一 君 

  １４番 濵 田 陸 紀 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

  な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        朝比奈 淳 司 君 

   次長兼庶務係長 

   兼 調査係 長 
奈 良 和 美 君 

   議 事 係 長        宮 本 誉 子 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  中 平 富 宏 君 

   副 市 長  岩 本 昌 彦 君 

   企 画 課 長  黒 田   厚 君 

   総 務 課 長  桑 原   一 君 

   危機管理課長  岩 本 敬 二 君 

   市 民 課 長  沢 田 美 保 君 

   税 務 課 長  山 岡 敏 樹 君 

   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
佐 藤 恵 介 君 

   健康推進課長  松 田 まなみ 君 

   長寿政策課長  中 山 佳 久 君 

   環 境 課 長  山 戸 達 朗 君 

   人権推進課長  谷 本 裕 子 君 

   産業振興課長  谷 本 和 哉 君 

   商工観光課長  上 村 秀 生 君 

   土 木 課 長  川 田 和 徳 君 

   都市建設課長  小 島 裕 史 君 

   福祉事務所長  河 原 志加子 君 

   水 道 課 長  川 島 義 之 君 
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   教 育 長        出 口 君 男 君 

   教 育次長 兼 

   学校教育課長 
和 田 克 哉 君 

   生涯学習課長 

   兼宿毛文教       

   センター所長 

岡 本   武 君 

   学 校 給 食 

   センター所長 
平 井 建 一 君 

   農 業委員 会 

   事務局長心得 
小 松 憲 司 君 

   選挙管理委員会 

   事 務局 次長 
埜々下 哲 広 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開会 

○議長（野々下昌文君） これより令和２年第

２回宿毛市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議長より報告いたします。 

 新型コロナウイルス感染症予防のため、今議

会においては、マスクの着用並びに、マスク着

用による熱中症対策として、水、お茶のペット

ボトルの持込みを認めるとともに、窓をあけて

の会議、あるいは１時間置きに換気するなど、

議場の適切な換気に努めますので、御理解と御

協力を、よろしくお願いいたします。 

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定

により、議長において髙倉真弓君及び山上庄一

君を指名いたします。 

 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 この際、議会運営委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長。 

○議会運営委員長（寺田公一君） 議会運営委

員長。 

 ただいま議題となっております今期定例会の

会期につきましては、議長の要請により、去る

６月５日、議会運営委員会を開きまして、今期

定例会に提案予定の案件等を勘案の上、慎重に

審査した結果、本日から６月２４日までの１６

日間とすることに、全会一致をもって決定をい

たしました。 

 以上、報告をいたします。 

○議長（野々下昌文君） お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から６月２４日までの１６日間といたした

いと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、今期定例会の会期は、本日から６月

２４日までの１６日間と決定いたしました。 

 この際「諸般の報告」をいたします。 

 去る５月２７日に書面議決されました第９６

回全国市議会議長会定期総会において、濵田陸

紀君が議員２５年以上の特別表彰を受けられま

した。本席から、多年にわたり地方議会に貢献

されましたその功績と名誉に対し、衷心よりお

祝いを申し上げます。 

 会議規則第６２条第２項の規定により、一般

質問の通告の期限を本日午後３時と定めました

ので、質問者は期間内にその要旨を文書で通告

してください。 

 なお、閉会中の議員派遣及び事務的な報告に

つきましては、お手元に配付いたしました文書

のとおりでありますので、これにより御了承願

います。 

 市長から報告事項がありますので、発言を許

します。 

 市長。 

○市長（中平富宏君） 皆様、おはようござい

ます。 

 本日は、令和２年第２回宿毛市議会定例会に

御参集いただきまして、誠にありがとうござい

ます。 

 先ほど、議長からも報告がありましたように、

濵田陸紀議員の長年にわたる功績に対しまして、

全国市議会議長会より、特別表彰を受けられま

したことは、誠に喜ばしいことでありまして、

心よりお祝いを申し上げます。 

 濵田議員におかれましては、今後とも市政発

展のため、より一層の御尽力を賜りますようお

願いを申し上げます。 

 報告事項の説明に入ります前に、本市におけ

る新型コロナウイルス関連の状況を御報告いた
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します。 

 ３月３１日、本市における初のコロナウイル

ス感染者が確認され、その後、クラスター事例

も発生したことを受けまして、４月１５日、宿

毛市非常事態宣言を発表しました。 

 この日より５月６日までの間、市民の皆様に

は何かと御不便をおかけしましたが、皆様の御

協力が功を奏し、４月２０日の感染確認を最後

に、本日まで、本市における感染者は出ていな

い、そういった状況でございます。この場をお

借りいたしまして、御協力いただきました市民

の皆様に、心より感謝を申し上げます。 

 全国的にコロナウイルスの第２波に見舞われ

ている、そういった地域もございますが、３密

の回避やマスクの着用といった基本的な感染防

止対策を、引き続き徹底していただき、新しい

生活様式の実践をお願いしたいと、そのように

思っております。 

 続いて、宿毛市の経済活動を支えるための協

力金、給付金事業の６月５日現在での実績でご

ざいますが、１件当たり３０万円を支給する市

独自の休業等要請協力金事業の利用実績は、１

６９件の申請を受け付けしており、金額にして

４，１７０万円の支給が終了をしております。 

 また、休業等要請協力金事業に該当しない全

事業者の中で、一定の要件を満たす事業者を対

象に、一律１０万円を給付する宿毛市コロナ対

策緊急支援給付金の利用実績は、３８４件の申

請を受け付けしておりまして、金額にして３，

１２０万円の支給が終了をしております。 

 また、市民一人当たり１０万円を給付する特

別定額給付金につきましては、支給対象世帯が

１万１０８世帯ある中、６月５日現在で申請の

受け付けが終了している世帯は、全体の約９

５％、９，６７４世帯であります。そのうち給

付金の支給が完了している世帯は、全体の約９

３％、９，４４６世帯となっております。 

 宿毛市は、県下では高知市に次いで、新型コ

ロナウイルス感染者が多く出た地域でございま

す。事業を営む方々にとっては、大きな打撃で

あったことは想像にかたくありません。 

 今こそ、宿毛市の経済活動を活性化させるた

め、ぜひとも市民の皆様には、市内での消費活

動をお願いをしたい、そのように考えていると

ころでございます。 

 それでは、報告事項につきまして、御説明申

し上げます。 

 報告第１号から第３号までは、令和元年度予

算の繰越明許費の報告についてでございます。 

 報告第１号は、令和元年度宿毛市一般会計予

算繰越明許費としまして、空き家対策総合支援

事業ほか２８事業、総額１９億２，２６３万６，

０００円を。 

 報告第２号は、令和元年度宿毛市下水道事業

特別会計予算繰越明許費としまして、宿毛ポン

プ場長寿命化対策事業１，５００万円を。 

 報告第３号は、令和元年度宿毛市国民宿舎運

営事業特別会計予算繰越明許費としまして、国

民宿舎改修事業１，９６２万８，０００円を、

それぞれ繰越計算書のとおり令和２年度に繰り

越ししましたので、地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定により、御報告申し上げるもの

でございます。 

 報告第４号は、令和元年度宿毛市一般会計予

算事故繰越しの報告についてでございます。 

 平成３０年度から令和元年度へ繰り越しして

おりました、過年度公共土木施設災害復旧事業

につきまして、災害復旧工事の急増による資材

不足及び周辺地区との調整に不測の日数を要し

たため、２億４,９２３万７，０００円を繰越

計算書のとおり、令和２年度に事故繰越ししま

したので、地方自治法施行令第１５０条第３項

の規定により、御報告申し上げるものでござい

ます。 
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 次に、令和元年度の各会計の決算状況につき

まして、お手元に配付しております資料をもと

に、その概要を御説明申し上げます。 

 一般会計では、実質収支は約４億４，０４９

万円の黒字決算となり、剰余金のうち２億５，

０００万円を財政調整基金に積立てをいたしま

した。 

 特別会計では、国民健康保険事業、後期高齢

者医療の２会計が黒字決算となっております。 

 今後も、庁舎や保育園、学校などの大型建設

事業が控えておりますので、引き続き適正で効

率的な行財政運営を推進してまいります。 

 議員の皆様方におかれましては、今後ともよ

り一層の御支援、御協力を賜りますようお願い

申し上げまして、報告事項の説明とさせていた

だきます。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） 以上で諸般の報告を

終わります。 

 日程第３「議案第１号から議案第２０号ま

で」の２０議案を一括議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（中平富宏君） それでは、御提案申し

上げました議案につきまして、提案理由の御説

明をいたします。 

 議案第１号から議案第１１号までの１１議案

は、令和２年７月１９日をもって任期満了とな

る農業委員会委員につきまして、１１名の委員

の方々を任命するに当たり、農業委員会等に関

する法律第８条第１項の規定に基づき、議会の

同意を求めるものでございます。 

 議案第１２号及び議案第１３号は、令和２年

９月３０日をもって任期満了となる人権擁護委

員につきまして、２名の方を人権擁護委員候補

者として推薦するに当たり、人権擁護委員法第

６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求め

るものでございます。 

 議案第１４号は、令和２年度宿毛市一般会計

補正予算でございます。総額で、８億２，１１

８万１，０００円を追加しようとするものです。 

 歳入で増額する主なものは、国庫支出金５億

２，５７６万５，０００円、基金繰入金１億２，

６８０万１，０００円、市債１億６６０万円と

なっております。 

 一方、歳出で増額する主なものは、総務費で、

津波避難タワー建設設計委託料２，７６８万７，

０００円、商工費で、幡多広域観光協議会運営

事業費負担金１，４０８万６，０００円、土木

費で、地方道整備事業費１，６７１万円、河川

等環境整備事業費２，１７９万９，０００円。 

 教育費で、小・中ＧＩＧＡスクール環境整備

事業１億２，５０９万円、災害復旧費総額で６

億５６１万３，０００円を計上しております。 

 一方、歳出で減額するものといたしまして、

新型コロナウイルス対策の財源とするため、４

月の臨時議会で議員提案にて可決されました議

員報酬の減額及び１１名の議員による政務活動

費の請求辞退による政務活動費の減額によりま

して、３０８万円の歳入確保ができております。 

 この場をお借りいたしまして、御報告申し上

げます。ありがとうございました。 

 議案第１５号は、令和２年度宿毛市学校給食

事業特別会計補正予算でございます。 

 総額で、８４万９，０００円を増額しようと

するもので、主な内容としましては、電解水生

成装置を購入しようとするものです。 

 議案第１６号は、宿毛市空き家活用移住定住

促進住宅の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例についてでございます。 

 内容につきましては、宿毛市への移住定住を

促進することを目的に設置しております宿毛市

空き家移住定住促進住宅につきまして、新たに

１軒の住宅の整備が完了しましたので、本条例
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の一部を改正しようとするものです。 

 議案第１７号は、宿毛市旅費条例の一部を改

正する条例についてでございます。 

 内容につきましては、現行条例では、宿毛市

内で宿泊する際の宿泊費として７，０００円が

支給されておりますが、沖の島町に宿泊する際、

現状の旅費では宿泊費に不足を生じております

ので、本条例の一部を改正しようとするもので

す。 

 議案第１８号は、宿毛市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例についてでございます。 

 内容につきましては、新型コロナウイルス感

染症の影響により、一定程度収入が減少した被

保険者に対して国民健康保険税の減免を行うた

めに、本条例の一部を改正しようとするもので

す。 

 議案第１９号は、宿毛市手数料徴収条例の一

部を改正する条例についてでございます。 

 内容につきましては、情報通信技術の活用に

よる行政手続等に係る関係者の利便性の向上並

びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、

行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する法律等の一部を改正する法律の一部が施行

されたことに伴い、本条例の一部を改正しよう

とするものです。 

 議案第２０号は、宿毛市介護保険条例の一部

を改正する条例についてでございます。 

 内容につきましては、議案第１８号同様、新

型コロナウイルス感染症の影響により、一定程

度収入が減少した被保険者に対して介護保険料

の減免を行うために、本条例の一部を改正しよ

うとするものです。 

 以上が、御提案申し上げました議案の内容で

ございます。 

 よろしく御審議の上、適切な御決定をいただ

きますようお願い申し上げ、提案理由の説明と

させていただきます。 

○議長（野々下昌文君） これにて、提案理由

の説明は終わりました。 

 お諮りいたします。 

 議事の都合により、６月１０日から６月１２

日まで休会いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、６月１０日から６月１２日まで休会

することに決しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 ６月１０日から６月１４日までの５日間休会

し、６月１５日午前１０時より再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前１０時１７分 散会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（野々下昌文君） これより本日の会議

を開きます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） おはようございます。 

 世界中で蔓延するコロナウイルス感染症です

が、当市におきましても、３月末に感染者が確

認され、その後、急速に感染が拡大し、４月１

５日には宿毛市独自で非常事態宣言が出される

に至り、多方面におきまして、その対策が打た

れてまいりました。 

 その対応につきまして、新型コロナという、

当時その段階では、性格も性質もまだ分からな

い、そういった状況の中におきましても、非常

にスピード感のある対応により、また何より市

民の皆様の多大なる御協力をもちまして、一旦

の封じ込めに成功したのではないかと思ってお

ります。 

 しかしながら、市民生活、事業者、生産者等

への影響は大きく、現在もなお大きな陰を落と

した、先の見えない状況が続いていることに間

違いはありません。 

 そしてまた、第２波も懸念される中で、まだ

まだ予断を許さない状況にあることは、誰もが

認識していることだと思っております。 

 それでは、早速、質問に移らせていただきま

す。 

 今回の一般質問は、新型コロナウイルスの感

染症による地域への影響及びその対策につきま

して、確認を含め、伺ってまいります。 

 まず、初めに、宿毛市におけるコロナウイル

ス感染症防止対策として実施している取組、ま

た今後予測される第２波への対応等につきまし

て、その概要をお聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 皆様、おはようござい

ます。 

 三木議員の一般質問にお答えをさせていただ

きます。 

 まず、感染防止対策の現状についてですが、

３月３１日に本市における初の新型コロナウイ

ルス感染者が確認をされまして、その後、クラ

スター事例も発生したことを受けまして、４月

１５日に宿毛市非常事態宣言を発出しておりま

す。 

 翌１６日には、高知県に緊急事態宣言が出さ

れ、さらなる感染防止を防ぐため、事業者の皆

様に対しまして、休業や営業時間短縮等の要請

を行いました。 

 また、小・中学校の休校や、保育園の登園自

粛要請、公共施設の貸し館の休止等を行い、市

民の皆様に対しましては、広報や屋外放送、動

画配信等を通じて、感染拡大防止のための要請

やメッセージを配信してまいりました。 

 事業者や市民の皆様の御協力によりまして、

４月２０日の感染確認を最後に、本日まで本市

における感染者は出ていない、そういった状況

でございます。 

 今後、予想される第２波への取組といたしま

しては、手洗い、身体的距離の確保、マスクの

着用といった基本的な感染対策を引き続き徹底

していただき、新しい生活様式を実践していた

だくよう、市民の皆様に対しての啓発に努める

とともに、飲食店等に対しましては、ソーシャ

ルディスタンスの確保など、感染リスクの高い

状況を回避する対策を講じていただくよう、依

頼文書を発送するとともに、商工会議所、観光

協会、旅館ホテル生活衛生同業組合に対しまし

ても、所属する事業者の皆様に向けて、感染対

策の取組の徹底を要請していただきますよう、

お願いをしているところでございます。 
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 経済的支援といたしましては、国の令和２年

度第２次補正予算で拡充されました新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

いたしまして、福祉施設や各事業所にて、利用

者が安心してサービスの提供を受けるために講

じる感染対策に要する費用の補助や、イベント

の再開支援等の地域経済が活性化するための支

援策を検討してまいります。 

 臨時交付金のそのほかの活用に関しましては、

庁内でコロナ対策委員会を立ち上げ、これまで

の取組を検証し、今後、想定しておかなければ

ならない課題を、項目別に抽出をいたしまして、

臨時交付金の有効な活用につきましても、検討

を進めているところでございます。 

 本市といたしましては、国や県の施策でカバ

ーし切れないところで、支援を必要としている

市民や事業者に対しての支援策を検討してまい

りたいと、そのように考えておりますので、議

員の皆様の御理解、御協力をよろしくお願いを

いたします。 

 いろいろと皆さんの意見も聞きながら、検討

を積み重ねているところでございます。 

 個別の細かいことにつきましては、まだ決定

した事項でございませんので、ここでの御披露

は控えさせていただきたい、そのように思って

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） ありがとうございまし

た。 

 今後の第２波というものに対する取組は、今

回の当初の動き同様に、迅速でまた適切な対応

をとっていただきたいと思います。 

 感染防止をまず第一に考えることが優先かと

思います。また、その後で、この地域への経済

等への手入れというのも、当然、やっていかな

ければならないというふうに思っております。 

 今回、コロナウイルス感染症全般の話となり

ますと、非常に広範囲に及びますので、私の質

問は、経済面に特化したような形で質問をさせ

ていただくようにしております。 

 コロナウイルス感染症の影響により、日本中

の経済活動がほぼ停止状態となり、もちろんの

ことながら、宿毛市におきましても、大きな打

撃を受け、事業者への多大な影響が出ているこ

とは間違いないことだと思います。 

 国や県はもとより、宿毛市におきましても、

経済面の対策を各種実施しておりますが、その

政策の実施状況を伺ってまいります。 

 まず、１点目ですが、給付対象者１人につき

１０万円を給付する特別定額給付金についてで

すが、その申請及び実施の状況等は、どのよう

になっておりますでしょうか、お伺いをいたし

ます。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 市民一人当たり１０万円を支給する特別定額

給付金の申請状況についてでございますが、６

月１５日、今日現在の状況を御報告いたします

と、対象世帯１万１０８世帯中、申請の受付が

終了している世帯は９，８８３世帯で、全体の

約９７．８％となっているところでございます。 

 そのうち、支給が完了している世帯は、９，

８６３世帯、全体の約９７．６％となっており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） ９７．８％、非常に思

っていたよりも高い数字が出てきて、非常に安

心をしておるところではございます。 

 １点、再質問で、未申請の方、この数字でい

くと２．２％の方々の状況、それと問題点。で

きるだけ１００％に近づけたいというのは、誰

しもが思うことでありますが、そういった問題
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点等、今までの過程の中で出てきているような

ものは何かございますでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えいたします。 

 現状で未申請の世帯は２２５世帯でありまし

て、その内訳は宛所不明で申請書が返送された

世帯や、本日まで申請を行っていない、そうい

った世帯となります。 

 議会開会日にも申し上げましたが、コロナで

疲弊した宿毛市の経済を活性化するためにも、

申請がまだの方には、ぜひとも給付金の申請を

行っていただきたい、そのように思いますし、

今後、未申請の世帯については、申請勧奨も行

ってまいりたい、そのように考えているところ

でございます。 

○議長（野々下昌文君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） できるだけ今後も適切

的確な事務処理を継続していただきまして、受

給希望者が受給できないといった事例だけは出

さないように、最大限の努力を継続していただ

きたいと思います。 

 続きまして、宿毛市休業等要請協力金につい

て、伺います。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の

ために実施された高知県新型コロナウイルス感

染症に係る緊急事態措置等に基づく休業等の要

請によって、協力をいただいた事業者に対し、

県が２０万円、宿毛市が１０万円の負担金、３

０万円を支給し、さらに宿毛はこれに引き続き、

５月７日から５月２０日までの間、宿毛市から

の休業等の要請に応じて、対象施設を、休業等

を行う事業者に対しまして、宿毛市負担でさら

に３０万円の協力金を支給ということを実施し

たわけですが、その申請の状況は、どういうふ

うになっておりますでしょうか、お聞かせ願い

ます。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 宿毛市休業等要請協力金につきまして、６月

１０日現在、申請件数は１７０件、支給件数は

１５８件となっておりまして、申請に対する支

給率につきましては、９２．９％となっている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） 再質問をさせていただ

きます。 

 宿毛市コロナ対策緊急支援給付金ですけれど

も、対象事業者を幅広く対象とし、事業継続を

下支えする目的ということで実施された、非常

に私は評価すべき政策だなと思えるのですが、

１点疑問に思うところがございます。 

 今回の申請におきまして、申請の基準となる

売上減少額の算定におきまして、対象月が３月

から５月となっております。この３月から５月

に設定した理由というのは、どういったもので

しょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 ３月から５月ということでございます。宿毛

市コロナ対策緊急支援給付金につきましては、

市独自の非常事態宣言など、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大による甚大な影響が想定さ

れる３月から５月の３か月間に対象を絞って、

制度設計を今回させていただいたということで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） 当初、コロナウイルス

感染症が発生して、感染が拡大する中では、な

かなか先の見通しも立たなかった。確かにその

時点では、甚大な事業者に対しての支援という

形では、その時点で非常に的確であったように

思うのですが、例えば国の持続化給付金につき
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ましては、今年度の１２月までの売上額を対象

として、コロナウイルス感染症の収束が不明な

ことから、オリンピックを初めとしたイベント

や、全国でももろもろのお祭りであったり、そ

ういったものが、中止や延期を余儀なくされて

いる現状となっております。 

 そうした低迷する経済活動も長期化を想定し

なければならないわけではありますが、宿毛市

におきましても全国的な様相に例外がなく、６

月以降にも売上の減少が予測される事業者があ

るようにも思えるわけです。 

 例えば、飲食店へ食材供給などを行っている

農業者で、夏から秋にかけての収穫がある、作

物を収穫されている事業者さんや、夏の各種イ

ベント等の出店等で収益を得ている事業者さん

もあるわけではございます。 

 また、市内量販店の１店舗が、今月末をもっ

て閉店を決めております。これは、少なくとも

コロナウイルス感染症が要因の一つになったの

ではないかともいわれています。 

 この店舗への納入業者等の中にも、今後の売

上減少が懸念されてくることも当然出てくるの

ではないかと考えるわけです。 

 そうした今後の市内事業者への対応をしてい

くことは、公平性の面におきましても、必要じ

ゃないかと考えますが、この事業の対象月の見

直しを含めて、延長を検討してはどうかと思う

のですが、市長の所見をお聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 緊急事態宣言が解除されまして、徐々に日常

生活を取り戻しつつありますが、先ほど、三木

議員言われましたように、これからまだまだ影

響が及んでくる、そういった業種もあろうかと

思いますし、また、有効なワクチンの開発、実

用化がされていない現状におきましては、感染

予防対策を講じながらの行動、新しい生活様式

の実践によりまして、経済面での影響もしばら

くの間、継続するもの、このように私も思って

るところでございます。 

 このため、６月以降に売上減少等の影響を受

ける事業者が出てくる可能性はありますので、

今後の申請状況や、そして社会情勢などを勘案

し、支援策を検討してまいりたい、そのように

考えているところでございます。 

 まだ制度設計しっかりとしていませんし、今

後、またそういった形の中で、議員の皆様にも

お示しをし、議会議決もいただかないといけな

いような、それぞれの案件にもなってこようか

と思いますが、一度、制度を３か月で切って、

新たに同じような制度を、それ以後、まだ収入

が減少する事業者に対して、もう一度行うとい

うことも、一つの方策ではないかなというふう

に考えているところでもございますし、どちら

にしましても、国の２次補正を見ながら、今後、

宿毛市としてどういった対応をしながら、宿毛

市民とともに、コロナに対して対策をし、そし

てある意味、宿毛市において生き残っていくの

かといったのをしっかりと考えていきたい、そ

のように思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） この質問の内容、１点

だけ、当初に聞かなければならないのが抜けて

おりましたので、１個だけお答えいただけます

でしょうか。 

 当初、宿毛市コロナ対策緊急支援給付金の１

０万円の分ですけれども、当初、予算計上され

たときに、１，０００事業者を想定されていた

ように思いますが、現状の件数というのをお答

え願えますでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ
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きます。 

 少し丁寧にお答えさせていただきます。 

 宿毛市コロナ対策緊急支援給付金につきまし

て、６月１０日現在にはなりますが、申請件数

は４１９件、支給件数は３５９件となっている

ところでございます。 

 申請に対する支給率は８５．７％でございま

す。 

 当初想定した申請件数１，０００件につきま

して、こちらは支援を必要とする全ての事業者

に対する迅速な予算執行を行うため、最大値を

想定したものでございまして、また６月以降の

日々の申請件数も、少しずつではございますが、

ふえているといった状況でございまして、今後

もさらなる申請が見込まれている、そういった

状況でございます。 

 支援制度に関しましては、屋外放送やチラシ

の全戸配布、市の広報誌等を活用して、周知に

努めておりますが、対象となる方々に必要な情

報が行き届いていないことも考えられますので、

今後も様々な媒体等を活用して、制度の周知に

努めてまいりたいと考えております。 

 そういった形の中で、議員の皆様におかれま

しても、現在、既に、いろいろ周知等していた

だいている方もございます。そういった形の中

で、制度周知に御尽力いただいておりますこと

に感謝するとともに、引き続きの御案内の御協

力を、ぜひお願いをしたいというふうに思って

いるところでございます。 

 なかなか新しい制度ということで、コロナに

関して、皆さん今まで経験したことのないよう

な形での申請等にもなっております。そういっ

た形の中で、市役所職員一同、しっかりとバッ

クアップしながら、周知もしておりますが、議

員の皆様におかれましても、ぜひ御協力をお願

いしたい、そのように思っているところでござ

います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（野々下昌文君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） ありがとうございまし

た。 

 当初、１，０００事業者とお聞きしていまし

たので、この状況から鑑みると、本当にすぐに

６０％、７０％までいくのではないかというふ

うに、当初、想定しておりましたが、先ほど申

し上げましたように、なかなか自分が該当であ

るかどうかが、まず分かってない方が、いまだ

にいらっしゃるように思います。 

 市長言われたように、告知の再徹底ですとか、

私個人におきましても、各種の情報も使いなが

ら、発信していきたいと思っておりますので、

今後とも引き続き、よろしくお願いいたします。 

 それに相まって、先ほど申し上げました臨機

応変な対応で、当初想定した申請件数の１，０

００件に対して約三、四十％ほどしか申請され

ていないので、１，０００件くるかこないかと

いうことは別として、一人でも多くの方に、そ

ういった制度を利用できなかったと。できる対

象であるのにできなかったという現象は防ぐこ

とができればいいかなというふうに思っていま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、経営安定関連保証といたしまし

て、一定の基準にある事業者の申請に応じて、

宿毛市が認定し、金融機関に融資を申し込むと

いうセーフティーネット保証４号、５号につい

てですが、事業資金をこの部分で確保して、事

業の継続を促す仕組みであると思います。 

 この市内業者の状況を知る上で、宿毛市が認

定した件数等をお聞かせください。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴うセー

フティーネット保証及び危機関連保証の認定に
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ついて、本市の場合、全ての申請におきまして、

金融機関が委任を受けているケースであります

ので、金融機関と連携を取りながら、できるだ

け早い事務処理をするようにしているところで

ございます。 

 原則といたしまして、午前中に申請のあった

ものにつきましては、当日中、そして午後に申

請のあったものにつきましては、翌日の午前中

までに認定をいたしまして、金融機関に連絡を

入れるようにしているところでございます。 

 ６月１０日現在、セーフティーネット保証４

号の申請及び認定件数は、１４６件、セーフテ

ィーネット保証５号の申請及び認定件数は２０

件、危機関連保証の申請及び認定件数は２件と

なっているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） 当初、セーフティーネ

ット４号・５号、もともとある制度だったと思

います。 

 この部分に関して、当初、コロナが出るまで

は四、五日かかっていたわけでありますが、今、

当日と聞きまして、非常に驚いたところであり

ますが、非常に資金繰りに本当に工面されてい

る事業者にとっては、スピード感というのは、

とても大事だなと思います。 

 あと、実際、これを４号認定を受けたからと

いって、融資というのは別の問題であったりす

る部分もあって、受けたけれども融資が受けら

れなかったというか、満額ではなかったとか、

当然、出てくる現象ではあると思いますが、そ

うした部分に関しましても、できるだけデータ

収集等を行いながら、今後の適切な、影響の出

ている事業体等への支援であったりとか、そう

いった部分に生かしていただきたいわけであり

ますが、このコロナウイルス感染症の影響に対

して、今後の支援策などを検討する上で、これ

までの申請状況を分析して、できる限り、的確

な対策を打ち出していくための分析というとか

いうのは、根拠になってくるのではないかと考

えるわけですが、今回の協力金や支援金といっ

た事業者に向けた支援に対しまして、その傾向

を把握するためで、先ほど、市長おっしゃられ

ましたけれども、こういった分析とか分類とか、

そういった部分をされている作業などは行われ

ているでしょうか、確認をいたしたいと思いま

す。 

 お願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 宿毛市コロナ対策緊急支援給付金や、そして

セーフティーネット保証に係る申請の内容は、

現状を正確に把握する上で、貴重な指標となる

ものと認識をしているところでございます。 

 そして、業種別での分析等を実施していると

いった現状でございます。 

 今後も蓄積される情報の分析を行いまして、

今後の施策に有効に活用してまいりたい、その

ように考えているところでもございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） ぜひよろしくお願いい

たします。 

 また、事業者の業種などの分析内容によって

は、担当課をまたがって支援を実施していかな

ければならないという現象も発生してくるので

はないかと思いますので、なお一層、各課の横

の連携をとりつつ、情報の共有をしつつ、対応

に当たっていただきたいと思います。 

 よろしくお願いをいたします。 

 次の質問に移ります。 

 政府では、先日、新型コロナ対策に対しまし

て、約３１兆９，０００億円という第２次補正

予算が成立いたしました。 
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 地域経済の復興や、事業維持への潤滑油とし

ての持続化給付金の対象の拡大や、雇用調整助

成金等各種支援策が今後も実施されてくる予定

ですが、変動の激しい状況下で、これらの活用

を呼びかけて、先ほどちょっと内容にも出てき

ましたけれども、告知を充実していこうという

ことでありますが、事業継続を促す必要がある

のではないかと思っております。 

 これまでの多様な広報活動を繰り広げられた

ことは承知しておりますが、さらなる広報活動

強化を検討していく上で、市役所内に、例えば

ワンストップで、リアルタイムな県や国、市の

コロナウイルス感染症に対する支援策を、いろ

いろな機関と連携しつつ、紹介や、場合によっ

てはお手伝いができるような、例えばコロナ支

援コーナーとか銘打って、もっと分かりやすく

した形でもって、専門的に対応できる場所があ

れば、利用対象者も迷わず相談に来られるので

はないかと思うわけですが。 

 例えば、持続化給付金や、宿毛市コロナ対策

緊急支援給付金を受給した事業者、または今後

の事業展開に悩む事業者が、厚生労働省が示す

新しい生活様式を取り入れた営業形態に移行す

るための経費確保等に向け、商工会議所と連携

を強化し、情報を共有しつつ、持続化補助金の

活用に結びつけるなどといったのも、一つだと

考えます。 

 多方面にわたる支援策では、さらに窓口がば

らばらになってきている状況で、事業者の中に

は、情報不足によってどの支援も受けられない

と嘆いている事業者もいますが、実際にはそん

なことはなく、何かしらの支援策がどこかから

出てきているような形のように思います。 

 そのような今後の経済活動の維持継続、活性

化への取組において、何か検討されていること、

また今後、特に検討予定といったものはありま

すでしょうか、お聞かせ願います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 本市は、３月３１日に新型コロナウイルスの

感染者が確認されて以降、急激に感染が拡大を

いたしまして、市の経済活動に大きなダメージ

を与えたところでございます。 

 現在は非常事態宣言が解除され、徐々に日常

を取り戻しつつありますが、新型コロナウイル

ス感染症につきましては、先ほども言いました

が、有効なワクチンの開発、実用化されるまで

の間は、新たな感染者の発生に備えまして、経

済活動への影響を最低限にとどめるための施策

が求められている、そういった状況でございま

す。議員もおっしゃるとおりでございます。 

 特に影響を受けている飲食店等、それ以外も

たくさんあるんですが、影響を受けているとこ

ろは。そういった飲食店等に関する感染症対策

が喫緊の課題でありまして、市民や観光客の皆

様に、安心して飲食店を利用していただけるよ

う、ポスターなどの安全サインを店舗等に掲示

し、感染症対策を行っていることを、利用者に

すぐに認識していただけるよう、見える化を推

進し、利用環境の向上を図りたいと、そのよう

に考えているところでございます。 

 どうしても不安になると、外出、それから外

食を控えるようになろうかと思います。安心し

て感染リスク、感染ゼロにはできませんが、感

染リスクをできる限り下げて、そういったもの

をしっかりと皆様方にアピールをしていきたい、

見える化をしていきたい、そのように考えてお

ります。 

 また、国や県の新たな支援制度を見極める中、

まずそういった国や県のものを出してもらって、

それを見極める、そういった作業が必要だと思

います。 

 そういった中、宿毛市として、感染リスクを

できる限り、先ほども言いましたが、できる限
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り低減させるため、感染症対策に取り組む事業

者に対し、財政的な支援を含めた支援策を検討

し、全国に向けて、安全なまちとして、宿毛市

は感染リスクが低いんですよと。そういった安

全なまちといえる取組を進めてまいりたい、そ

のように考えているところでございます。 

 また、国の緊急経済対策の第２弾、先ほどの

お話ありましたが、この第２弾の実施も予定さ

れておりますので、地域経済を活性化させるた

めの支援策を、積極的に検討してまいりたいと

いうふうに考えております。 

 いろいろと、今、時間をかけて、そしていろ

んなケースも想定する中で、検討を進めており

ます。 

 そして、最終的に絞り込みをかけて、そして

しっかりとした政策にしていきたい、このよう

に思っております。 

 第１弾のときもそうですが、やはり一つの事

業を立ち上げるには、かなりの日数がかかって

まいります。今まで宿毛市が独自で打った施策

も、議員の皆様の御意見も聞きながら、時間を

かけてつくり上げて、そして市民の皆様にしっ

かりと周知をして行ってきたものでございます。 

 数日間でできるような施策ではございません

ので、皆さんとともにつくり上げていきたい、

そのように思っているところでございます。 

 何よりも、宿毛市は大変な状況が起きました。

宿毛市２万人程度のまちで、１０万人規模にす

ると、１００人を超える感染者、感染率という

ことで、そういったまちに一度なってしまいま

した。そういった経験をしたからこそ、感染リ

スクを下げる、そういった取組もできるという

ふうに思っておりますので、しっかりとした対

策をして、周知徹底を図ってまいりたいと、そ

のように考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） そうした取組が、先ほ

ど市長もおっしゃったように、本当に県外の方、

全国に対して発信をしていく上においては、本

当に宿毛というまちが住みやすいんだと思って

いただける、ＰＲする。こういうことを使って

ＰＲという言葉が適切なのかどうか分かりませ

んけれども、ただ、形としたら、官民が一体と

なって感染防止に取組、安全なまちをつくって

いこうというのを全面的に打ち出していくこと

は、非常に重要でないかと思いますので、ぜひ

どうぞ推し進めいっていただきたいと思います。 

 １点、再質問。この件に対しましての再質問

でございます。 

 ６月３日付の市のホームページに記載されて

おりました、新型コロナウイルス感染予防策に

要する財源を確保するためのクラウドファンデ

ィングというのが開始されているように思いま

す。この内容というのは、どういったものなの

でしょうか。 

 目標額ですとか、そういった資金の活用等が

あれば、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 今回のクラウドファンディングの内容につい

てでございますが、これは、ふるさと納税ポー

タルサイト、ふるさとチョイスですが、こちら

を運営する株式会社トラストバンクと連携をい

たしまして、感染者数が人口１０万人当たり１

００人を超えたまち、宿毛はコロナなんかに負

けないと題しまして、本市が取り組む新型コロ

ナウイルス感染予防対策についての御支援を募

るものでございます。 

 先ほども少し触れましたが、本事業は、感染

者数が人口１０万人当たり、１００人超の感染

者が発生をし、新型コロナウイルスの怖さを経

験した、そういったまちだからこそ、どこより
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も万全な感染予防対策を講じることができて、

安心安全なまちを目指すことができると、そう

いったことで、それを実施するために使おうと

するものでございます。 

 給付の方法につきましては、市のホームペー

ジからふるさとチョイスのポータルサイトにア

クセスをしていただきまして、氏名や住所など

を入力し、クレジットカード、銀行振込、郵便

為替、電子マネー、コンビニ払いのいずれかを

選んで行うことができる、そういった内容でご

ざいます。 

 このクラウドファンディングは、ふるさと納

税制度を活用したものでありますので、寄附金

控除が受けられます。そして、また市外の方は

本市からの返礼品を受け取ることができる、そ

ういった仕組みになっているものでございます。

ふるさと納税制度と同じということでございま

す。 

 寄附金の控除の上限額につきましては、ポー

タルサイト内で大まかな計算ができるようにも

なっておりますので、ぜひ皆さん、試すという

か、一度そこに入っていただいて、見ていただ

きたい、そのように思っているところでござい

ます。 

 市民の皆さんもできますので、よろしくお願

いをいたします。 

 募集期間は５月２９日から８月２６日までの

９０日間となっておりまして、目標金額は５０

０万円と設定をさせていただいております。 

 頂いた寄附金につきましては、新型コロナウ

イルス感染予防対策、市内の飲食店事業者等へ

の支援策や、まちのにぎわいを取り戻すための、

そういった事業に充てたいと、そのように考え

ているところでございます。 

 また、この制度を利用して、宿毛市が感染リ

スクの低いまちだということを全国にアピール

をし、宿毛市への誘客も図ってまいり、そして

観光業、そして飲食店、そういったものをでき

るだけ早く、元の状況に近づけてまいりたい、

そのように考えているところでもございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） ありがとうございまし

た。 

 非常に大切な動きだなと思います。交付金等

で配付されてくる財源であったりとかいうのは

もちろんなんですけれども、こうした形で、自

発的な努力というか、やっていくことというの

が、市民の皆様から見ても、共感できる、自助

努力というか、そういった部分というのが非常

に有効だと思いますので、ちょっと気になりま

したので、この質問をさせていただきました。 

 続きまして、今後の観光促進についてであり

ます。 

 このゴールデンウイークはもとより、本当に

完全といっていいほど幡多地域への観光、また

帰省も含めて、交流人口が減ったというのは、

御承知のとおりだと思います。 

 このステイホームを呼びかける中で、各報道

等でも話題になりましたが、観光事業、宿泊業

への打撃というのは、かなり大きかったわけで

すね。 

 このコロナウイルス感染症を考慮しながらで

はありますが、一刻も早い対策が必要になろう

かと思います。 

 そこで、今後、先ほどちょっと今後の経済活

動の中等の補足になるかもしれませんが、この

幡多エリアや宿毛市への観光促進といった部分

でのキャンペーンとか、そういったものが予定

させているものがありますでしょうか。お聞か

せください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 
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 今回、幡多広域観光協議会が実施をいたしま

す観光キャンペーン施策についてでございます。 

 これは、幡多地域の宿泊施設が、クーポン券

付宿泊プランを設定をし、そのプランを利用し

て宿泊する旅行客に対しまして、幡多地域の観

光施設や飲食店等で使用できる５，０００円分

のクーポン券を配布しようとするものでござい

ます。 

 これは、あくまでも、先ほど言いましたよう

に、幡多広域でやろうというものでございます。

そして、これにつきましては、実は、宿毛市で

１人目の感染者が発生する前に、経済活動、か

なり冷え込むだろうから、こういった取組をし

ようということで、それ以前に幡多広域の６カ

市町村の首長さんが集まって協議をし、実施し

ようと計画をしていたものでございます。 

 それが、一定、第１波が収束した今、打とう

ということで、あと国のＧＯ ＴＯキャンペー

ン、少し開始時期がどうなるか、不安定なとこ

ろもありますが、これに合わせてやろうという

ことでございます。 

 事業費につきましては、１万人分のクーポン

券の費用といたしまして、５，０００万円、そ

のほかの事務費といたしまして、１，２７２万

円、総額で６，２７２万円といたしておりまし

て、本市の負担金１，４０８万６，０００円を

本議会の補正予算として計上させていただいて

いるところでございます。 

 本事業を実施することによりまして、幡多地

域へ観光客を誘客するとともに、クーポン券に

より、観光消費額をこの地域で使ってもらう、

そういったお金を増額させ、幡多地域の経済活

性化を図ろうとする、そういったものでござい

ます。 

 県としては、全国から高知県まで誘客をする、

そして県に入ってきたものを、この幡多地域ま

で、幡多広域観光で誘客をする。そして、幡多

に入ってきたお客さんを、宿毛市独自の観光施

策で宿毛市内に誘客をする。そういった３段階

で取組を進めていこうと考えているところでご

ざいます。 

 先ほど、三木議員のほうから、本市の取組に

ついてもお伺いしていただいていますので、本

市の取組について、続いてお答えをさせていた

だきたいと思います。 

 少し繰り返しにもなりますが、４月の緊急事

態宣言発出後、約１か月半にわたる外出自粛生

活が続きまして、旅行だけではなくて、外食や

趣味などができない、そういった不自由な生活

もようやく終わろうとしているところでござい

ます。 

 春から宿毛市で予定されていたイベントは、

新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、

全て中止となっているところでございます。 

 そういった形の中、宿毛市の地域経済、特に

観光業や飲食業などが甚大なダメージを受けま

した。そこで、コロナ収束後の第一弾のイベン

トといたしまして、密になりにくい屋外で、真

夏でも開催のできるサイクルイベントを実施し

たいと、そのように考えているところでござい

ます。 

 開催日は８月９日、１０日を予定しておりま

して、３連休の２日目と３日目に当たる２日間

の開催とすることで、宿泊施設の利用が期待を

でき、国や県が実施をするＧＯ ＴＯキャンペ

ーン、先ほども申しましたが、そういったキャ

ンペーンなどと、そして幡多広域観光協議会が

実施する、先ほど申しましたクーポン券事業の

活用によりまして、大変お得に旅行することが

できる、そういった形になりますので、これに

合わせ、いち早くスピード感を持って実施しよ

うとするものでございます。 

 また、７月５日には、中村宿毛道路の宿毛和

田インターまで、道路も開通となりますので、
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県内はもちろん、県外からも多数の誘客が期待

される、そういったところでもございます。 

 イベントの概要といたしましては、コースは

２日とも宿毛市内をのんびりと走るものを予定

をしております。２日間に分けましたのは、宿

泊、そして地域に落としていただける、そうい

った経済的な面。そして、何よりも密を防ぐた

めに、１回のイベントの人数を絞っているとこ

ろでございます。 

 あわせて、宿毛市総合運動公園内のサイクリ

ングコースで、Ｅバイク等の試乗会なども企画

をしようとするものでございまして、参加定員

は、１日１００人以内で、２日間で２００人ま

でと考えているところでございます。 

 事業実施に当たり必要な経費につきましては、

本議会の補正予算として、コロナ対策、誘客事

業委託料２６１万４，０００円を計上しており

まして、イベントの運営につきましては、宿毛

市観光協会に委託をする予定となっております。 

 また、イベントに必要なポスター及びチラシ、

そしてデザインや印刷と、そしてエイドステー

ション、これ途中途中で食べ物を食べるわけで

すが、こういったところで提供をする食事につ

きましては、今回、市内の飲食店の新しい取組、

コロナの影響で新しい取組として始まったテイ

クアウトメニューや、市内の洋菓子店のスイー

ツの提供、サニーサイドパークでの手ぶらでバ

ーベキューサービスなど、全て市内業者へ発注

することを想定をしているところでございます。 

 そういった意味で、しっかりと宿毛市が安全

対策していることを、全国の皆さんに見てもら

って、そして広げていただきたい。同時に、宿

毛市のそういった影響のあった飲食店等に、し

っかりと参加、参画をしてもらいたい、そうい

った事業になっているところでございます。 

 イベントの実施に当たりましては、参加者や

スタッフが密にならないよう、身体的距離を確

保し、提供する食事も個別包装、こういったこ

とを行ったものに限定するなど、感染症対策を

万全にして取り組んでまいりたい、そのように

考えております。 

 このような事業を契機に、今後、宿毛市が実

施をする事業については、このような感染症対

策を徹底することで、感染リスクの低い町とし

て、全国に、先ほども申しましたが、アピール

をしていきたいというふうに考えておりまして、

まずは密になりにくい屋外でのサイクルイベン

トということで、発信をしてまいりますが、こ

ういった１００人程度の規模のイベント、そし

てできる限り屋外、そして感染リスクの低いイ

ベントを、いろいろなイベントをこれから企画

をし、打ち上げていきたいというふうに思って

いるところでございます。 

 そうすることによって、宿毛市内に市外の

方々の誘客を図り、経済の活性化をしっかりと

図ってまいりたいというふうに思いますし、自

分たちが補助金として出した、そういったもの

をしっかりと宿毛市のまちにも潤わす、そうい

った政策がとれるのではないかというふうに考

えているところでございます。 

 それぞれの担当課がいろいろ考えてはくださ

っていますが、議員の皆様におかれましても、

ぜひそういったアイデア等ございましたら、教

えていただければというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） 丁寧な説明ありがとう

ございました。 

 概要がよく分かりました。 

 今現在、宿毛市で自粛要請期間等に立ち上が

った、フェイスブック上、モッピーというグル

ープが、御承知かもしれませんがございます。 

 このグループは、店舗営業ができない飲食店
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を何とか維持していこうという中で、先ほど市

長の口からも、テイクアウト等のグループ発信

を始めたりとかして、そうした事業者を支援す

るきっかけで立ち上がったグループであります。 

 現在、約４００名にのぼる登録者数となり、

各情報サイトででも、結構、注目を浴びている

ような、本当に名だたるような、どこどこの商

工会議所であったりとか何とかって、全国的に

も有名な取組、コロナ対策していく中で、モッ

ピーというのが出てくるんですね。すごいなと

思ったんですけれども。 

 これやっぱり、こちらの、例えば行政側から

何かしてくれというふうなものではなくて、彼

らは彼らの中で、生きていくすべを見つける中

で生まれてきたグループです。 

 そういった部分で、この宿毛、またもう一つ

宿毛の最大の魅力ともいえる、職を支えてくだ

さっている観光、宿毛市にとっては非常に大き

な存在であるかと思います。 

 そういった部分で、先ほど市長からもありま

したように、本当に情報を、そことも情報共有

をしっかりしながら、意見を集約したり、先ほ

ど申し上げました、こういう企画があるとか、

こういうことをやりたいというものを、何か交

流の場をつくって進めていくことができればな

と。本当に官民一体となって、適切に、スピー

ディーに対応していくことができれば、一刻も

早い宿毛の復興につながっていこうかと思いま

すので、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。 

 以上で私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（野々下昌文君） この際、１０分間休

憩いたします。 

午前１０時４９分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時００分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） １番、今城です。今回

も、またよろしくお願いいたします。 

 まず、いきなりですが、情報公開と文書管理

について、お伺いしていきます。 

 いきなり、冒頭ですが、行政の情報公開の目

的について、市長の考えを伺っておきたいと思

います。よろしくお願いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 今城議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

 市長の考えということでございますが、情報

公開の目的につきましては、宿毛市情報公開条

例第１条で規定をしておりますので、このとお

りでございます。 

 市の保有する行政情報の公開について、必要

な事項を定め、市民と市が行政情報を共有する

ことによりまして、市民の知る権利を保障し、

本市の諸活動を市民に説明する責務を全うする

とともに、市政への市民参加を一層推進し、も

って市政に対する市民の理解と信頼を深め、地

方自治の本旨に即した市民全体の公正で開かれ

た市政の実現を図る、そういったものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 全く同感、本当に筋の

通った話だと思います。 

 地方自治法からひも解いても、地方自治は住

民の意思に基づくものであって、したがって自

治体は行政情報を住民に知らせなければならな

いということになります。 

 そして、情報公開法などでも、住民の的確な

理解と批判のもとに、公正で民主的な行政を推

進しなければならない、こういうふうに、基本

的には全く同じ意味合いの文言になっていると
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思います。 

 そこで、言葉を逆にすれば、情報公開に消極

的であれば、不正を許す、専制的な体質という

ことになるわけです。 

 そこで、宿毛市の現状を確認していきたいと

思っております。 

 これは、川田議員が宿毛小中学校ＰＦＩ業者

選定委員会の議事録黒塗りは不当として、不服

審査請求を行って、１２０か所にも及ぶ不当な

黒塗り部分を開示させました。昨年末です。 

 そこで質問したいと思います。 

 業者選定委員会におけるアドバイザー、応募

グループの提案した校舎の内容や、概要ですね、

評価、論点がなぜこれほどまでに不当に黒塗り

にされたのか、これを伺いたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 令和元年９月及び１２月議会の今城議員の一

般質問にお答えしたとおりの内容でございます

ので、御理解を願いたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） もう一度、それを文言

にして言っていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） ２度にわたってお答え

をしておりますので、そのとおりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） お願いしますので、も

う一度、文言にして、その意味合いを、この議

会の中にも、視聴者の方にも届けてほしいと思

います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（野々下昌文君） 今城議員に申し上げ

ます。 

 今の質問に対しては、答弁されていると思い

ますので、同趣旨の質問になっておりますので、

注意を願います。よろしくお願いします。 

 １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） これは議員としての質

問、要求ですので、もう一度確認したいと思い

ます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 議場において、一般質

問は受けて、真摯にお答えをしております。 

 同じ内容について、９月議会、１２月議会で、

この議場においてお答えをしておりますので、

そのことについては、市民の皆様にも、議場で

２回お答えしておりますので、そういった内容

と全く変わっておりませんので。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） このようなところです

ので、私から話を続けていきます。 

 アドバイザーがＧＰＭＯであること、これを

隠していたことは大問題であります。アドバイ

ザー情報は、中立性、公正さを示す重要な情報

であります。 

 今回、いろいろ思うことはありますが、深入

りは、今回はいたしません。 

 提案された校舎設計の概要や、評価、論点は、

本来なら当初から住民に開示し、選定経緯につ

いて、十分な理解と批判を仰ぐことが必要であ

った。次点グループ企業は、ＰＦＩの経験も豊

富だった。高層階建築の校舎で、津波対策や学

習活動に柔軟に対応した教室配置などが、高く

評価されていた。 

 対して、山幸建設グループは、ＰＦＩ経験が

なく、ＳＰＣ、つまり管理運営の形も不明確で

あったが、地元貢献度の期待が高く、優先企業
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に選ばれた。 

 このような選定過程は、いまだに住民に知ら

されていません。なぜかというと、これが昨年

度末に開いて初めて見えてきたからです。 

 住民批判を極端に避け、情報開示に消極的な

市の姿勢は、大変残念であります。 

 そこで市長に伺います。 

 このように、本来、住民に知らせるべき行政

情報を、なぜこれほどまで不当に黒塗りにした

のか。宿毛市が民主的行政を行おうとする意識

が欠けていたからではないか、そう思うわけで

すが、そのことについて市長の意見をお聞かせ

ください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 不当に隠しておいたわけでもありませんし、

お話を聞く中で、できる限り、開示した結果と

なっているところを、御理解願いたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 個人情報、著作権にも

該当しない黒塗り、これが開いたわけですね。

閉じているところは不当であるという判断が下

り、開いた。１２０余りも開きました。 

 そういうことは意図的隠蔽が疑われる、そう

いうふうに見られても仕方がないように思うわ

けです。そうならないように、今後、積極的に

住民に知らせるべきところは知らせるという対

応をしていってほしいと思うわけです。 

 そういうことですが、続いて、行政情報を残

していないという問題に移っていきます。 

 高台造成工事の増額変更において、業者が搬

土経費を請求した書面公開を求めたところ、不

存在と回答がありました。庁内会議の記録も不

存在でした。これは高台造成工事における庁内

会議全て求めたわけですが、不存在ということ

で返ってきました。 

 なぜ記録がないのでしょうか、お答えくださ

い。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 請負業者からの搬土経費に関する指摘につい

ては、契約後、初回の施工打合せの際に、口頭

にて行われ、内容は、施工計画打合せ簿に記録

をしているところでございます。 

 庁内会議の記録については、会議という形を

とらない、大小様々な協議を日々行っていると

ころでございまして、それについては、議員の

ほうも想像がつくとは思いますが、そういった

全ての協議内容の記録作成は困難だという状況

でございます。ぜひ御理解を願いたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 確認いたします。業者

からの口頭要求、これだけと。基本的にはこれ

だけと受け取るとね。 

 それから、会議という形をとらずに、日常行

っている協議の中で進めてきた。これが、協議

の経過なども文言に残されていない。残されて

いるかもしれませんが、出てこなかったわけで

す。それでよいと考えているのでしょうか、お

答えください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをします。 

 先ほどと重複いたしますが、内容につきまし

ては、施工計画打合せ簿に記録をしているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 打合記録、このことに
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ついては、また後ほど聞かせてもらいます。 

 行政の安定性、継続性を保つために、自治体

の意思表示、処理の経過などを整理し、文書等

で保存しなければならない、これが法令に基づ

く事務処理です。 

 市長は、事務の統括者であります。これは分

かっていますよね。市の業務の事務処理の統括

者として、市長の名前が挙げられます。という

ことは、このような意思決定の経緯が文書に残

されていないということは、ちょっとおかしい

んじゃないかと思っております。 

 さらに、高台造成工事、変更ですね。第２回

の工事変更伺い、それから契約締結の伺い、こ

れがまさに、業者との契約締結日の１１月２９

日に提出されています。 

 もう一度言います。工事を変更してよろしい

ですかという工事変更伺い、それから契約を結

んでいいですかという伺いが、まさに締結日の

１１月２９日に提出されています。市長決済日

の記録もありません。こんな事務処理でよろし

いのですか。お聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えいたします。 

 私が決裁した工事変更施工伺い、変更契約締

結の伺いは、１１月２９日でございます。 

 手続としましては、工事変更施工伺い、変更

契約締結の伺いを経て、仮契約締結となるため、

問題はございません。 

 議員は恐らく、同日ということを問題視して

いるとは思いますが、経済比較等に時間を要し

たことや、１２月議会への議案提案、そうした

締切等、そういったこともありまして、短い期

間内での決裁となったところでございます。 

 しかしながら、議員の皆様方にも事前に報告

はしておりましたが、この案件については、こ

れまでに庁内の、１２月までに協議を十分に行

ってきた案件でございましたので、内容把握し

ていたこともありまして、決裁を短期間で終え

ることができたという、そういった内容になっ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） いろいろな事情があっ

たことは、お察しします。ただし、これが正当

な事務処理であったと言ってしまうような、そ

の流し方はよろしくありません。 

 これは、残念ながら、不適切な事務処理であ

ったということを確認したいと思います。 

 もちろん、決裁が行われる前に、事前に承知

していなければならない、もちろん知っていま

したよね。こういうことが行われていくという

ことは、承知していたんだろうと思います。 

 しかし、何のために事務手続を踏むか。まさ

しく歴史に残すためです。正当な決裁手続、意

思決定の手続がなされたか、これではそれが見

えません。正当な事務手続がなされたように見

えません。 

 そういう意味で、不適切な事務処理があった

ということを確認いたします。 

 宿毛の伺い決裁書には、決裁日記入欄があり

ません。なぜでしょうか。事案終了後に処理さ

れていても分からない、これでは不適正な事務

を招く。四万十市や高知市などのような、ほか

にもいっぱいそうなんですが、きちっと日付を

記入するべく、欄が構えられている。そのよう

な決裁書書式に改めるべきです。是正を求めま

す。 

 次に、市長に伺います。 

 適正な行政手続、文書管理、情報公開につい

て、今後の方向性と考えを伺います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 質問されたことにお答

えをしてまいりたいと思います。 
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 今後の在り方につきましては、これまでもそ

うですが、情報公開条例や文書規定等を適切に

運用しながら、行政運営をしてまいりたい、そ

のように考えております。 

 個人情報等もございますので、そのことによ

って、いろいろ誹謗中傷を受けているという事

案もあろうかとも思いますので、そのあたりも

できるだけ考慮しながら、しっかりとその中で、

できる限り皆様方に公開をしていきたい、この

ように考えているところでございます。 

 まずは条例に従ってやっていきたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 条例に従って、当然そ

のとおりです。その前に、その条例のもとにな

った基本理念というのを、腹に入れてください。

理念なくして規定はありません。どう読み取る

かが、今後の市政に反映していくわけです。 

 再度、確認しておきます。自治体行政の基本

理念について、再度確認します。 

 公正で民主的な行政にするために、行政情報

は率先して住民に知らせなければならない。的

確な理解と批判を仰がなければならない。その

前提として、行政の意思決定の過程を適正に文

書等に残す手続がされておかなければならない、

これは当たり前のことです。今後の改善を求め

ます。 

 それでは、今日の本題に移っていきます。 

 高台造成工事にいきます。 

 私たちは、高台造成入札と契約について、不

透明な部分が多いため、住民監査請求を行って

います。設計書に２７万立米もの土砂運搬が抜

けていたという事実に対して、先日の監査委員

の通知では、説明書の明細書に搬土が２，３５

０立米と記載されているが、設計段階では、こ

の程度で問題ないと判断すると書かれていまし

た。 

 そこで市長に伺いたいと思います。 

 もう一回確認します。監査委員の通知では、

設計書の明細書に、搬土が２，３５０立米と記

載されているが、設計段階では、この程度で問

題ないと判断すると書かれていました。 

 市長に伺います。設計書には問題があったの

かなかったのか、市としての公式見解を伺いた

いと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 現場での施工に必要な土砂の運搬が計上され

ていなかったために、契約変更を行うことが必

要となりましたが、入札につきましては、予定

価格の算定根拠と一致した、そういった設計書

でございますので、問題はなかったと考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 市の公式見解は、この

設計書で、入札については問題なかったという

見解を出していただきました。 

 ４月１９日、建設技術公社から市にメールが

届いています。設計書の照査報告書が添付され

て、わざわざ確認事項として、仮置き土の運搬

等は不要でしょうか、とメッセージが書き込ま

れています。 

 この報告書は４月１６日付で作成されたもの

だと思っております。市はこのメールを見たと

き、公社に確認をとらなかったのでしょうか。

そして、これをそのとき、どう判断したのか、

お聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。

今回の造成工事では、一時的に土をどこかへ仮

置きすることは考えていなかったために、担当

職員は仮置き土は不要と捉えていたということ
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でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 一時的に置くものでは

ないので、不要。ということは、押土で全部や

り切れると判断したということなのでしょうか。 

 建設技術公社のいう仮置き土、これがまさに

２７万立米の搬土の抜かりを指し示したものだ

という確認をしております。これが後の問題を

引き起こすことになった。 

 担当職員が指摘された仮置き土を確認したの

でしょうか。ここをちょっと聞いておきたいで

す。メールが来たときに、仮置き土について確

認、そのときしたでしょうか。いかがでしょう

か。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） この件については、聞

き取りのときに聞いておりませんでしたので、

担当課長より答えさせていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） 都市建設課長。 

○都市建設課長（小島裕史君） 都市建設課長、

今城議員の御質問にお答えします。 

 建設技術公社から仮置き土について指摘を受

けたことに対して、当課の職員は、搬土のこと

を言っているという捉え方をしておりませんで

したので、単純に不要という判断をしたという

ことでございます。 

 それについて、搬土という認識がございませ

んでしたので、それを追求するような質問を、

建設技術公社のほうへ再度したということはご

ざいません。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 了解しました。だんだ

んと私たちの知らなかった事実があらわれてい

ます。 

 つまり、このときは、搬土と全く判断しなか

ったということです。 

 ここで確認しておけば、後でのトラブルは、

修正が行われて、問題が起こらなかったという

ことになろうかと思います。 

 じゃあ次に進みます。 

 市は設計書の搬土の抜かりをどの時点で確認

したのかをお知らせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きたいと思います。 

 先ほどから、今までに何度も説明しているこ

とも、重複している部分ありますが、あえて言

いませんので。 

 新たに事実が判明した部分というのはないと

思います。 

 請負業者から、令和元年７月２５日施工打合

せ時に電話がありまして、その後、都市建設課

内での確認や、コンサルタント、高知県建設技

術公社への問合せを経て、明確になっていった

ところでございます。 

 最初に確認ができたのは７月２５日というこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） もう少し誠意を込めて

答えていただきたいと思います。 

 昨年８月末、私はある人物から、１億４，０

００万円増額されるらしいよという情報を受け

ました。課長のところにすぐに伺いに行きまし

た。 

 課長は、確かに要求があった。必要と言われ

れば、抜けていたと認めざるを得ない。 

 経験上、押土で対応できると踏んでいた。何

とか減額したい。そして、試されている気がす

る。市外大手に設計を受注するのがよかったの

だろうか、と私に問いかけられもしました。そ
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んな課長のつぶやきを記憶しています。 

 そこで市長に伺います。 

 市は２７万立米の搬土の積算が含まれていな

い入札を２回行った。これが後の問題を引き起

こすことになります。 

 この入札が瑕疵であったのかなかったのか、

市としての見解を聞かせてください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 真実のみをお答えさせ

ていただきたいと思います。 

 先に答弁したように、搬土の不足はあったも

のの、入札自体に関しては問題なかったと考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） この設計書で入札した

ことについては、瑕疵には当たらないという見

解であるということです。 

 ここで問題になるのが、１回目の落札決定取

消のことです。１６万円の積算ミスで疑義申立

が起こり、落札決定取消となりました。 

 ここで、もし疑義申立があれば、これは落札

決定取消になる事例なのでしょうか、ならない

んでしょうか。これ確認したいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） こちらについても聞き

取りのときに聞いておりませんでしたので、担

当課長のほうからお答えをさせていただきたい

と思います。 

○議長（野々下昌文君） 都市建設課長。 

○都市建設課長（小島裕史君） 都市建設課長、

今城議員の御質問にお答えします。 

 落札決定についての御質問でありますけれど

も、宿毛市の工事請負契約の入札に係る積算等

疑義申立手続に関する取扱要綱に基づいて説明

いたしますと、落札候補者に変更が生じる場合

という場合には、積算ミス等があって、落札候

補者の順位が変動するということになれば、落

札決定の取消しに進むということになっており

ます。 

 ただ、今回の場合、全社が同じ札を入れてま

して、全社によるくじ引ということでしたので、

いずれにしても変動が生じる内容ではなかった

かなというふうに感じております。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 確かに同じくじ引であ

りますけれども、そこがもし差が出て変動が起

こるとしたときに、条件をそろえて考えますね。 

 落札業者の順位が変わるときに、この２７万

立米というものが表に出てきて、疑義で出てき

たときに、これは取消しになる事例なのかなら

ない事例なのか、もう一回確認したいと思いま

す。 

○議長（野々下昌文君） 暫時休憩いたします。 

午前１１時３３分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時４０分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 都市建設課長。 

○都市建設課長（小島裕史君） 都市建設課長、

今城議員の御質問にお答えします。 

 疑義の場合の御質問でございます。 

 疑義については、入札前に公表しております、

閲覧にかけている設計書に含まれた内容につい

ての疑義が出た場合には、対応するということ

になっております。 

 ただ、事例、経験したこともございませんの

で、そういった事案が発生した場合は、関係機

関等に確認をとって判断をさせていただこうと

考えております。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） このあたりが瑕疵かど

うかというところは、非常に際どいですね。際
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どいというか、際どくないんでしょうけれども、

これで落札決定取消になる事例であったら、や

っぱり瑕疵があったということになろうかと思

うんですね。 

 疑義申立で落札決定にしなければならない事

情があるということであれば、瑕疵であろうし、

しなくていいという判断であれば、瑕疵ではな

かった、こういう答えになろうかと思うんです。 

 つまり、今のところは、非常に判断が難しい

というところなのかもしれません。ひょっとす

ると。 

 質問を続けます。 

 ２回の入札で、どこからも搬土の質疑がなか

ったこと、市はどう捉えていますでしょうか。

よろしくお願いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 市としては、質疑は出なかったという事実で

しか捉えることができませんので、質疑期間中

に質疑がなかったということは、搬土の積算に

ついては、指名業者も気づいていなかったと、

そのように捉えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 気づいていなかったん

でしょうかね。私は事後に知りましたので、明

細書を見れば、もう一発で分かりました。何を

意味しているのかということですね。 

 業者がこれを見て、積算入力しますから、入

力するうちに足らないよということが分かるん

だと思います。 

 課長の、押土で対応できると踏んでいた、こ

の証言、当然入ってないということは、状態は

分かっていたんだと思います。 

 設計時点では、問題なしという判断、これも

設計段階では問題なしと。これ、実は課長の言

葉なんだと思います。監査委員は都市建設課に

確認したと言いました。 

 それから、公社の指摘、これは明らかに入れ

ておかなければならないという指摘だったとい

うことだと思います。 

 あわせて考えると、記載がないのは、初めか

ら分かっていたけれども、問題にしていなかっ

たという、こういうことになりますね。どの業

者も同様の判断をしたということになるんじゃ

ないか。これが、設計段階で問題なしという意

味か。 

 問題がある部分は、残った部分は落札後に追

加請求もあり得るという、こういう論議になろ

うかと思います。 

 改めて確認します。宿毛市においては、この

ような事例は設計段階で問題なしと見る、これ

が通常の入札における判断だということでしょ

うか。 

 もう一回言いますよ。宿毛市においては、こ

のような事例は設計段階では問題なしと見る、

これが入札における宿毛市の判断かということ、

確認したいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをします。 

 今城議員の持論自体が、すみません、理解で

きません。 

 お答えは先ほどしたとおりでございます。今

まで答えてきたことが事実でございますので、

それで判断していただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 持論ではなくて、これ

が次回に起こることを、当然起こるんですよ、

これは。同じ事例がどんどん起こるんです。 

 抜けていたことが後になって確認されても、

先になって確認されていても、こういうふうに

分かっていながら、あるいは知らずにスルーし

ていったと。これは、構わないんだという線で
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いくのが、宿毛の入札かと、こういう意味なん

ですよね。 

 これがあったら、この後のずるずるのルール

になっていくので、今後の管理をしっかりして

いく、こういうことの材料になるかと思います。

しっかりと判断していってほしいと思います。 

 貴重な材料ですよ、これは。 

 次の質問に移ります。 

 設計書の抜かりを西和コンサルタントに最初

に確認したのはいつでしょうか、お願いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 繰り返しになりますが、

質問にのみ答えさせていただきたいと思います。 

 都市建設課が７月２５日に請負業者からの指

摘を受け、課内で協議をした後、８月初旬に都

市建設課より確認をしているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 改めて確認します。 

 ８月初旬、西和コンサルは改めて、そのとき

に設計書の抜かりを確認、そのとおりだという

確認はされたんですね。 

 もう一回お答え願います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 答えたとおりでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 確認されたと、ずっと

言ってきていますので、そうなんでしょう。 

 設計書の不備が確認されたのなら、市は瑕疵

担保請求をしなければならない。これは当然の

原理だと思います。 

 市長は市の財政管理を怠ったことになるので

はないですか。 

 よろしくお願いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 かなり、今城議員の持論と自分たちの話が食

い違ってますので、自分たちの中で真実、今の

状況を説明をさせていただきたいと思います。 

 設計時の成果品に、搬土についての数量の記

述はなかったものの、工事の手戻り等、損害が

生じたわけではございませんので、設計業者へ

の減額請求等は行う必要はなかったと、そのよ

うに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 損益が出てないと判断

した。 

 ある意味では、納得しにくい部分があるわけ

です。設計書の瑕疵によって、市は新たに変更

工事の設計を余儀なくされたということになっ

ています。 

 ということは、コンサルに設計を頼んだ、そ

ういうわけではないですよね、どうでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 担当課長よりお答えを

させていただきます。 

○議長（野々下昌文君） 都市建設課長。 

○都市建設課長（小島裕史君） 都市建設課長、

今城議員の御質問にお答えします。 

 設計書をつくるもとになる図面等は、コンサ

ルタントにつくっていただきましたが、金額を

算出する設計の積算等は、当課の職員が作成を

しております。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 了解しました。 

 そしたら、変更工事の図面、それから当然、

図面に基づく数量計算書、これは西和コンサル

タントがつくったということでしょう。それに

対して、市が積算を行った。 
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 もう一回、それを確認させてください。お願

いします。 

○議長（野々下昌文君） 都市建設課長。 

○都市建設課長（小島裕史君） 都市建設課長、

今城議員の御質問にお答えします。 

 変更数量の算出についてでございますけれど

も、今回、経済比較をする必要がございました

ので、変更の数量算定、土砂と岩の、それぞれ

の算定は当課の職員のほうが行っております。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 了解いたしました。 

 もととなる数量などは、図面をつくって、数

量調整は後で市のほうがしていくと、そういう

ことになるんでしょうか。 

 これから搬土経費要求、それからそれ以降の

決定過程の確認をしていきたいと思います。 

 まず、確認をしたいんです。さっきから出て

いる７月２５日の打合せ文書です。これは、７

月２５日の打合せに使った文書か、それとも７

月２５日に業者から受けた質問を、後日、市が

回答し、メール等で送った文書か、これがちょ

っと分からなかったので、確認したいと思いま

す。 

 よろしくお願いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 担当課長より答弁させ

ていただきます。 

○議長（野々下昌文君） 都市建設課長。 

○都市建設課長（小島裕史君） 都市建設課長、

今城議員の御質問にお答えします。 

 最初の打合せの際に、請負業者は施工計画書、

これからこんなふうに工事をやっていきますよ

という計画書をつくって、協議の最初の１回目

に、どこの業者も来られます。 

 １回目の打合せの際に、発注者側から、ここ

を気をつけてくださいよとか、事業者のほうも、

気をつけるところ等の確認行為を行います。 

 話したことをまとめたものが、記録簿になり

ます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） すみません、込み入っ

たところに入っていきました。 

 元に戻ります。 

 その内容に、４月２５日に話したものをまと

めた記録であるということで、その記録のその

他の項目に、「メイン土工について、積込み、

土砂運搬が入っていない部分については、見直

し検討します（発注者側）」と、市の回答が書

かれていますが、業者からの要求の文言があり

ません。 

 そこで伺いたいと思います。 

 受入業者からの要求内容を、できるだけ具体

的に答えていただきたいと思います。 

 お願いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 請負業者からは、７月２５日、先ほど課長か

ら話があったときですが、この施工打合せの際

に、掘削土の現場内での運搬が、設計に入って

いないといった話があったと、担当者から報告

を受けています。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） これは、設計書の抜か

りがそのまま出たということですよね。設計書

から読み取れる内容。 

 追加の運搬土量や金額、これは業者から示さ

れていないということでよいでしょうか。掘削

したものが入っていないよという内容であって、

運搬の土量や金額は、業者から示されなかった

ということでよろしいですか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 担当課長のほうから答

弁させていただきます。 
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○議長（野々下昌文君） 都市建設課長。 

○都市建設課長（小島裕史君） 都市建設課長、

今城議員の御質問にお答えします。 

 打合せの際に、土量や金額について、具体的

な話があったのかという御質問でございますけ

れども、土量や金額についての協議というのは

ございませんでした。単純に設計書と現場入り

に当たっての相違と。その相違点についての意

見があったということでございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 市長は、この要求があ

ったことを、いつ伝えられ、そしてその後、ど

んな検討を行い、どんな意見が出て、どのよう

に対処してきたのか、具体的に答えていただけ

ればと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 記憶をしている中で、

お答えをさせていただきたいと思います。 

 最初に、都市建設課から話があったのは、８

月に入ってからだったと記憶をしております。

その後も担当課や、そして副市長、総務課など

を交えて協議を行ってきました。 

 変更につきましては、先ほど話にもありまし

たが、金額等も含めた経済比較に時間が必要と

の報告があったため、対応の方向性について協

議をし、大幅な増額内容を把握したことを、議

員の皆様に９月議会にて報告をさせていただい

たところでございます。 

 そして、１２月議会を見据えて、変更契約内

容をまとめるよう、担当課に指示をいたしまし

た。 

 その後も協議を行った上で、１２月議会にて、

変更議案を議会に対して提案をさせていただい

た、そういった内容でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） その流れは、私も当然、

知っているわけですが、これでは増額決定のも

とになる実態がないわけです。誰の要求で、こ

れは請負業者の要求と、今、話されましたが、

どういう論議を経て、市が１億２，０００万円

の増額を決定したか。 

 これがおぼろげながら分かってきますが、公

文書として記録を残さないといけないわけです。

残さないのは法令違反に当たるということにな

ります。これは確認しておかなければならない

と思います。 

 ぜひ残してください。 

 ここで、増額の根拠を確認します。 

 今の発言の中でも出ている部分があるかもし

れません。本来あるべき搬土が欠けていた、だ

から経費が必要と、市は言っています。そうな

んでしょう。 

 しかし、入札業者やほかの建設関係者、県の

土木政策課の職員、これらの証言でも落札金額

で受けるのが原則である。できないなら再入札

だという答えが、すぐに返ってきます。 

 これは、入札の公平性からも、誰もが納得す

る話なんですね。そこで質問いたします。 

 再入札や外部発注との比較など、法的根拠や

数値的根拠を持って検討したはずなんですが、

その検討内容を今後、文書で示すことはできま

すか。そのあたりをお願いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 価格検討につきましては、ブルドーザーでの

押土と、ダンプ運搬との比較を行うとともに、

岩よりも土砂を遠くに運ぶほうが経済的である

ため、これらの考え方をもとに、検討を行いま

した。 

 そして、昨年の１２月議会、議員の皆様に対

してですが、議会の産業厚生常任委員会におき
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まして、資料を提示する中で、御説明もさせて

いただいているところでございます。 

 変更に関する根拠につきましては、そのとき

も御説明させていただいておりますが、公共工

事の品質確保の促進に関する法律第７条第１項

第７号の中に、必要があると認められるときは、

適切に設計図書の変更及びこれに伴う請負代金

の額、または工期等の変更を行うことと規定を

されておりまして、建設工事請負契約書第８条

の中にも、受注者は設計書の誤りまたは脱漏が

あれば、その確認を請求しなければならず、そ

の事実を確認し、必要があると認められる場合

は、設計図書の訂正または変更を行わなければ

ならないと記述をされているところでございま

す。 

 また、必要ということでございましたら、昨

年１２月議会に配った資料を、再度、お渡しす

ることは当然できるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 再入札との検討とか、

外部発注との経済比較とか、こういうものもや

っぱり必要ではなかったかということなんです

が、目的の工事を最小経費で行ったという説明

が、数値などの根拠をもって市民に説明できな

いなら、論外ではないかと思うわけです。 

 不正と言われても仕方がないと。私はこうい

うふうに思うわけです。市民に対しても、議会

だけでも、こういうものが必要ではないか。今

からでも業者の要求の文言、それから庁内論議

の内容、それから決定の経緯を文書に残し、市

民に示すことを求めます。 

 続いて、質問内容になっていましたが、もう

確認できました。 

 変更工事の設計、数量計算は、基本的にベー

スはコンサルが行って、それをもとに積算を市

が行った。こういうことでよろしいでしょうか。 

 そして、それは特に積算、県の入力システム

に入れたんでしょうけれども、これはいつ頃の

時期に行ったんでしょうか。 

 よろしくお願いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 都市建設課で８月から１１月にかけまして、

対象土量の算定や、先ほどから言っている経済

比較を行いまして、積算システムで変更金額を

算出したところでございます。 

 都市建設課で８月から１１月にかけて行った

ということでございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） それでは、積算完了、

金額が出たのが大体１１月ぐらいなのでしょう

か。 

 もう一度、そのあたり確認したいと思います。

どうでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） その件につきましては、

担当課長のほうでお答えをさせていただきたい

と思います。 

○議長（野々下昌文君） 都市建設課長。 

○都市建設課長（小島裕史君） 都市建設課長、

今城議員の御質問にお答えします。 

 最終的に、一旦、経済比較等をして積算がで

きたのは１１月です。一旦、積算できた後、も

う一度間違いがないか、確認をしました。それ

も１１月に行っております。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 昨年１２月２０日の産

業厚生常任委員会の議事録を見ておりまして、

確認しようと思っていました。 

 今まで、課長と確認していたところ、自分の

判断では、設計書も市がつくったのだと思い込

んでいましたので、あれ、これどうなのかなと
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いうことで、この文書を抜き出しています。 

 今日伺ったとおり、コンサルが設計書をつく

って、数量を、ちょっと読みますね。 

 結果的に搬土が抜けていた。今回、図面を書

いてもらい、数量等もコンサルタントに出して

もらっているが、その数量をもとに計算してい

る。というのが、１２月２０日に出されていま

す。 

 これで間違いないということです。 

 それでは、確認しますが、基本的には、コン

サルの出した数量に単価を掛けて積算したもの

が１億２，０００万円の増額変更、これに当た

るんだと、こういう判断でよろしいでしょうか。 

 基本的には、数量を動かしたかもしれません。 

 ちょっとお聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 先ほどから申してます

が、決めつけて、こうなんですねとかと言って

いますが、聞かれたことにしか答えていません

ので、その点は御理解願いたいと思います。 

 この件につきましては、担当課長のほうから

答弁させていただきます。 

○議長（野々下昌文君） 都市建設課長。 

○都市建設課長（小島裕史君） 都市建設課長、

今城議員の御質問にお答えします。 

 これは変更数量ということでよろしいでしょ

うか。 

 変更数量については、当課の職員が図面をも

とに、算定をしております。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 基本的に、設計書から

出された数量計算書が基本であって、そこから

変わってはいけないものかと思いながら、比較

して見ておりました。 

 変更設計書の数量と、市がつくった明細書の

押土運搬の数量だけを比較してみました。同じ

数値と思って見ていましたが、ダンプ運搬が１

万４，０００立米増量しています。さらに、明

細表の単価の間違いも見つけてしまいました。 

 この市が行った、ダンプ運搬の１万４，００

０立米の増量、設計書の数量から１万４，００

０立米の増量をした書換え理由を教えてくださ

い。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） すみません、通告のと

きに聞き取りができておりませんので、細かい

内容については、どこまで答えられるか分かり

ませんが、担当課で分かる範囲でのお答えにな

ります。 

 通告のときに聞いておりませんでしたので、

御容赦願いたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 都市建設課長。 

○都市建設課長（小島裕史君） 都市建設課長、

今城議員の御質問にお答えします。 

 今ちょっと、手元に数量の資料を持ち合わせ

ておりませんので、今、この場でお答えするこ

とはできません。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） ここで明細表を私が読

み取ると、ダンプ数量を１万４，０００立米増

量したが、これで金額が減額補正というか、減

額に努力しているかと思えば、積込みの増量も

加えると、約６００万円増加します。この１万

４，０００立米の増加でですね。 

 さらに積算システムに入力すると、単価の見

積り違いで、つまり２回を１回分の単価しか書

かれていませんでしたので、このまま入力すれ

ば、約１，０００万円ほど予算をオーバーして

しまうはずなんです。 

 １２月の産業厚生委員会で示された説明資料、

これは別の数値が変わっていました。 

 ちょうどオーバーした１，０００万円分を、

ブルの押土の数量を減らして調整しています。 

 このように、根拠とすべき設計書と異なる数
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値に書換えられて、結果的に、市の予算枠１０

０％ピタリに収まった、こんなことが起こって

います。これは見れば分かることです。 

 これについて、市の説明が欲しいですね。ど

うしてこのように、もとの設計書から増減が繰

り返されたのかと。そして、市の予算枠１０

０％ぴったりに収まったのかということです。 

 お聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 議長のほうで判断して

いただきたいのですが、通告制をとられてます

よね、うちの議会。その中で聞き取りをさせて

いただいていない、細かい数値をもとに、うち

の積算が間違っていると、この場で持論を繰り

返されても、大変申し訳ないんですが、そのこ

とについて、丁寧に答弁することはできません

ので、やり方自体を少し考えていただきたい、

そのように思っているところでございます。 

 その件につきましては、ただいま資料を持っ

ていませんので、担当課のほうも御説明ができ

ないという答弁でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） 議長より今城議員に

申し上げます。 

 本市議会は通告制をとっていますので、きち

んと、また再度、いつも言っているように、議

長に要旨を、その旨通告してください。 

 私のほうには、そのような通告は一切きてお

りませんので、この質問は続けないでください。 

 １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 基本的に答えられない

はずがないと思って、疑問が出たことについて、

膨らんだことは言うし、変えることも当然あろ

うかと思います。 

 学芸会ではないですから、相手が答え、全て

要求したものがということだと思いますが。 

 結局、この数量操作に至った経緯が、やっぱ

り文書等に残されていなければならないわけで

すね。それが残念です。 

 地方自治法の第１条に、地方公共団体におけ

る民主的にして能率的な行政の確保を図るとと

もに、地方公共団体の健全な発達を保証するこ

とを目的とすると書かれています。 

 第２条第１４項には、地方公共団体は、（中

略）住民の福祉の増進に努めるとともに、最小

の経費で最大の効果を挙げるようにしなければ

ならない。第１６項には、地方公共団体は、法

令に違反してその事務を処理してはならない。

第１７項には、前項の規定に違反して行った地

方公共団体の行為は、これを無効とする、こう

書かれているわけです。 

 本件は、今、読み上げた全ての条文に抵触す

るのではないかと、私は思っています。 

 市庁舎高台の造成のいきさつが不透明で、納

得できない部分が多いので、私たちは住民監査

請求を行っている。これは、ただただ公正で民

主的な宿毛市政を望んでいるにすぎないわけで

す。 

 不透明で情報を残さず、事務を怠り、そんな

行政行為がなされるならば、それは違法であり、

無効になると思います。 

 今後の健全な市政を築くために、問題のある

部分、問題があったと思われる部分は早急に是

正措置をとっていただきたいと思っております。 

 以上で私の一般質問を終わらせていただきま

す。 

 ありがとうございました。 

○議長（野々下昌文君） この際、１時３０分

まで休憩いたします。 

午後 ０時１５分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時３０分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 
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 １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） １０番、通告に従い

まして、一般質問をいたします。 

 まず初めに、備蓄品についてお伺いをいたし

たいと思います。 

 農林水産省では、緊急時に備えた家庭用食品

備蓄ガイドを作成をしております。その中で、

日頃から最低でも３日分、できれば１週間分程

度の家庭での食料品の備蓄に取り組むことが望

ましいとされています。 

 そこで、現在、本市として備蓄品などを置い

ている保管場所は、市内で何か所あるのか、お

伺いをいたしたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 岡﨑議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

 宿毛市が保有している食料、水などの備蓄品

につきましては、総合運動公園内の防災倉庫や、

西地区防災コミュニティセンター、旧みなみ保

育園、沖の島開発総合センターなど、計８か所

へ分散備蓄を進めているところでございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 今、答弁の中で、市

内で８か所に備蓄品を保管をしているとお聞き

をいたしました。この保管所８か所になった経

緯について、お伺いをいたしたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 現状の８か所につきましては、総合運動公園

内の防災倉庫を備蓄の拠点といたしまして、南

海トラフ地震による長期浸水等によって孤立が

想定される地域におきまして、保管が可能な場

所を選定をいたしまして、できる限り分散化を

進めている、そういったものでございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 市内８か所、均等に

分散されているのではないかと、私自身も思っ

ております。 

 次に、現在、整備中の高台についても、備蓄

品を置く予定はあるのかどうか、お伺いをいた

したいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 新庁舎が建設される高台にも、防災倉庫を設

置する予定としておりまして、備蓄品は避難者

２，０００人を想定した３食分の食料と飲料水

を備蓄する計画としているところでございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 今、市長より具体的

な避難者の人数、食品数についても答弁いただ

きましたけれども、次に、備蓄量について、ど

のような災害を想定して、何人の人に何食、ど

のようなものを用意しているのか、お伺いをい

たしたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 災害の備蓄品といたしましては、個人や世帯

で３日以上の備蓄をしていただくことを基本と

しておりますが、発災時に、必ずしも備蓄品を

持ち出せるとは限らないため、市でも最低限の

備蓄をしているところでございます。 

 備蓄量につきましては、現在、想定される最

大クラスの地震と津波による被害を想定してお

りまして、対象人数は最大想定避難者数である

１万４，０００人の３食分の飲料水と食料を備

蓄する計画としているところでございます。 

 備蓄に当たりましては、平成２６年度から１

０年間をかけまして、整備する予定としており、

毎年度、食料で約７，０００食、飲料水で約４，

２００リットルを購入しているところでござい

ます。 

 食料の備蓄は、フリーズドライ商品のサバイ

バルフーズ８，６４０食、そしてアルファ化米

２万２，２００食、加えてラスク５，９６０食、
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合計いたしまして、３万６，８００食、達成率

で８７．６％になっております。 

 また、飲料水は２万４，５２３リットル、こ

ちら達成率５８．４％でございますが、こちら

を現在、備蓄している、そういった状況でござ

います。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） ただいま備蓄品の備

蓄量について、お伺いをいたしました。 

 次に、災害で避難される方の中には、食物ア

レルギーを持っている方もいらっしゃいます。

最近では、様々なアレルギー対応の備蓄食品も

開発されており、販売されています。 

 本市では、アレルギー対応の備蓄品について、

どのようになっているのか、お伺いをいたした

いと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 アレルギー表示の義務がある特定原材料の７

品目が含まれていない食料を、１万９，３００

食、全体の５２．４％になっておりますが、こ

ちらを備蓄しておりますので、一定、対応はで

きるものと考えているところでございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 一定量、アレルギー

対応の備蓄品についても備えているということ

でございますので、了解いたしました。 

 次に備蓄品の賞味期限の管理や、定期的な点

検、並びに将来を考えての備蓄品の準備につい

て、どのようにされているのかお伺いをいたし

たいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 保存年限の管理につきましては、備蓄品購入

時に箱の側面に品名、数量、期限を記載した管

理シールを貼付し、外見からも分かるようにし

て、保管をしているところでございます。 

 また、今年度、国が導入した物資調達・輸送

調整等支援システムを使用することで、より一

層の備蓄物資の管理ができることとなります。 

 定期的な点検につきましては、半年に１回は

備蓄品の確認を行っておりまして、目標数値に

達成するよう、備蓄を行っているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 次に、賞味期限が近

くなった備蓄品について、どのような利活用を

されているのか、お伺いをいたしたいと思いま

す。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 保存期限が近くなった備蓄品につきましては、

市の防災訓練などでの使用や、各小中学校、保

育園などへ、防災訓練や防災学習などに使用す

る目的のものに対しまして、事前に調整をし、

防災意識を高める活動に対して、利用をしてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 市長より備蓄品の利

活用について、お聞きをいたしました。 

 そこで、できれば、市民に対して、賞味期限

が近くなった備蓄品について、市のホームペー

ジや広報誌などで周知して、多くの皆さんが利

活用できるような方法をとっていただけたらと

思いますが、その点、お伺いをいたしたいと思

います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 備蓄品の活用につきましては、食品を無駄に

しないという観点とともに、防災教育に役立て

たいという思いから、学校や保育園を中心に活

用をしてきたところでございます。 
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 今後は、自主防災組織を初めとする企業や、

各種団体の防災活動にも幅広く活用していただ

けるよう、ホームページ、広報誌などを通じた

周知方法について検討してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 周知方法については、

今後、検討していっていただけるということで

ございますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、現在、本市で備蓄している災害用備蓄

品の整備状況について、ホームページや広報誌

などで市民に対して知ってもらう機会をつくっ

ていただけたらと思いますが、その点について

お伺いをいたしたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えいたします。 

 災害用備蓄品の整備状況を、ホームページ等

で掲載している自治体は、高知県内にもござい

ます。 

 掲載することで、市民の皆様にも、日頃から

非常時のために備蓄を心がけることについて、

考える機会につながるため、今後、当市といた

しましても検討してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 市長、よろしくお願

いいたしたいと思います。 

 次に、乳幼児液体ミルクについて、お伺いを

いたします。 

 大規模災害が発生した場合には、電気、ガス、

水道、下水道などはしばらく使えず、数日程度

は流通が機能しない恐れがあります。災害時に

は、いつも同じように授乳を続けることが大切

ですが、ふだん粉ミルクを利用して育児をして

いる家庭が、粉ミルクを調乳する水、沸騰させ

るための熱源の確保が難しいという事態に直面

する可能性があります。 

 乳幼児液体ミルクは、その解決策の一つとし

て期待がされています。乳児の栄養は母乳が基

本ですが、母乳だけでは足りない場合などには、

赤ちゃんの発育状況などを確認の上、母乳代替

食品で補うことができます。 

 その一つである液体ミルクは、調乳する必要

がなく、殺菌済みなので、すぐに使用すること

ができることや、常温で保存できるのが特徴で、

災害時には有用であります。 

 その反面、デメリットとして、粉ミルクと比

較すると、割高になるとか、量の調整ができな

いとの問題もあります。 

 そこで、備蓄品として、乳幼児液体ミルクを

導入することについて、市長の考えをお伺いい

たしたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 液体ミルクにつきましては、これまでも検討

をしてまいりましたが、先ほど議員もおっしゃ

られたとおり、粉ミルクと比較すると、価格の

割高や、あと保存期限の短さなどを考察する中

で、購入は現在まで見送ってきた、そういった

経緯がございます。 

 しかしながら、先ほどおっしゃられたように、

調乳用のお湯が不要で、常温で使用できる液体

ミルクは、授乳者の負担軽減につながるため、

今後も導入に向け、引き続き検討をしてまいり

たいというふうに考えているところでございま

す。 

 今後の検討にはなりますが、一部、期限がき

たものを、こういった液体ミルクにかえて、液

体と粉ミルクと両方備蓄していくというのも、

一つの方策ではないかなというふうに考えてい

るところでもございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 十分検討していただ
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きまして、導入のほうをお願いいたしたいと思

います。 

 次に、都市計画マスタープランについてお伺

いをいたしたいと思います。 

 都市計画マスタープランについては、平成４

年の都市計画法改正において、市町村の都市計

画に関する基本的な方針として、新たに創設さ

れた制度で、市民に最も近い立場にある市町村

が、その創意工夫のもとに、住民意見を反映し

て定めるものとされ、以来、全国の自治体で策

定され、宿毛市おいても、平成１２年に２０年

後を見据えてプランを策定したところでありま

す。 

 現在の宿毛市都市計画マスタープランでは、

公共商業施設、住宅が密集している中心市街地

と、宿毛駅を中心とした駅周辺地域を連携させ

ることにより、周辺にある丘陵住宅地や、港湾

漁港地域からの多様な土地利用を構想方針に定

め、宿毛駅東地区で土地区画整理事業を実施し、

建築を促進しております。 

 そこで、現在の宿毛市都市計画マスタープラ

ンが果たしてきた役割について、お伺いをいた

したいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 宿毛市都市計画マスタープランが果たしてき

た役割ということでございます。 

 質問の中でもございましたが、平成１２年９

月に策定をいたしました宿毛市都市計画マスタ

ープランは、宿毛市の都市計画に関する基本的

な方針を示したものでございまして、まちづく

りの指針として、宿毛市が目指すべき将来像と、

取組の方向性を取りまとめた、そういったもの

でございます。 

 また、都市計画法に規定されておりますとお

り、宿毛市都市計画マスタープランは、高知県

が定める幡多圏域都市計画マスタープランや、

宿毛市の最上位計画となる宿毛市振興計画に促

したものとなっております。 

 現宿毛市都市計画マスタープランでは、宿毛

新港や、四国横断自動車道の供用や整備に至ら

なかった四国西南空港の整備も見据えていまし

た。 

 また、中筋川ダムや高知西南中核工業団地が

完成し、土佐くろしお鉄道の開通や、その周辺

の土地区画整理事業による整備、そして高知国

体に向けた宿毛市総合運動公園の整備など、身

近な変化を刻々と肌で感じることができる環境

があり、１０年後の平成２２年には、人口４万

５，０００人を目指す、そういった内容となっ

ており、様々な各種ハード事業が実施、または

計画をされていました。 

 このように、宿毛市都市計画マスタープラン

においては、２０年後のビジョンを示す中で実

施できたもの、また実施できなかったものもあ

りますが、まちづくりに一定、寄与してきたも

のと、そのように考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 次に、宿毛市都市計

画マスタープランのどんな点を、主に見直しを

させようとしているのか、見直しの背景、目的

などをお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 先ほど答弁したとおりでございますが、現宿

毛市都市計画マスタープランは、平成１２年に

策定してから既に２０年が経過しようとしてお

ります。 

 そのような中で、近年の人口減少や、防災・

減災対策に対する意識の高まりなど、宿毛市を

取り巻く社会情勢は大きく変化しています。 

 また、平成３０年度に庁舎移転先について御
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審議いただきました宿毛市庁舎建設審議会の答

申書の附帯事項におきましても、同様の理由に

より、マスタープランの改定が提言をされたと

ころでございます。 

 このような背景から、現状に即した今後のま

ちづくりを計画していくことを目的として、改

定を行おうとするものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 今、市長より宿毛市

都市計画マスタープランの見直しの背景や目的

など、詳しくお伺いをしたところでございます。 

 次に、今回見直す宿毛市都市計画マスタープ

ランの目標年度はいつに設定をされるのか、お

伺いをいたしたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 今回の改定に伴う宿毛市都市計画マスタープ

ランにつきましては、令和２２年を目標年次と

して検討をしてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 目標年次については、

令和２２年ということでお伺いをいたしました。 

 次に、冒頭でも述べましたが、都市計画マス

タープランは住民に最も近い立場にある市町村

が、その創意工夫をもとに、市民意見を反映し、

まちづくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、

地区別のあるべきまちの姿を定めるものとされ

ており、住民参加が不可欠であります。 

 都市計画マスタープランの見直し作業に当た

っても、できる限り多くの市民参加の仕掛けを

用意していただき、より多くの方々の関心を高

めていくことが必要であると思いますが、現在

の考えをお伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 都市計画マスタープランを定めるに当たりま

しては、都市計画法第１８条の２第２項におき

まして、住民の意見を反映させるために必要な

措置を講じるものとすると規定されております。 

 今回の改定作業に当たっても、昨年度におき

まして、無作為に抽出した１８歳以上の市民２，

０００人を対象として、郵送によるアンケート

調査を行い、６６４人の方から回答を頂き、結

果を解析するとともに、その内容を宿毛市都市

計画マスタープラン策定委員会に報告をし、改

定作業に反映しているところでございます。 

 また、地域懇談会やパブリックコメントなど

を予定しておりますが、新型コロナウイルスの

影響によりまして、市民の皆様にお集まりいた

だくことが難しい状況も想定をされます。 

 今後は、状況を見極めながら、策定委員の皆

様とも協議し、できるだけ市民の御意見を賜る

ことができるような仕組みを検討しながら、進

めていきたい、そのように考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 先ほど市長から答弁

がありましたけれども、市民の意向が反映され

るような、そのような仕組みづくりをしていき

たいということでございますので、十分その点

は注意していただきながら、新しい宿毛市都市

計画マスタープランを策定していただきたい、

そのように思っております。 

 次に、都市計画マスタープランの実現化につ

いて。 

 実現化への方策を考えるに当たっては、現在

の宿毛市都市計画マスタープランについて、達

成されているところとそうでないところをしっ

かりと検証していただく必要があろうかと思い

ます。 

 そこで、現在の宿毛市都市計画マスタープラ
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ンが平成１２年に策定されてから約２０年近く

経過していることになりますが、マスタープラ

ンどおり、まちづくりができているところと、

立ち後れているところ、また全く方向転換がさ

れているところなどについて、お伺いをいたし

ます。 

 また、達成できていないところがあるとした

ならば、その理由は何なのか、それを今回の見

直しでも載せていくのか、あわせてお伺いをい

たしたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 まず、宿毛市都市計画マスタープランに計画

されているとおり、実施できたものといたしま

しては、宿毛駅周辺の土地区画整理事業や、宿

毛市総合運動公園の整備などがあります。 

 また、計画しながら進んでいないものといた

しましては、都市計画道路の見直しなどがあり

ます。 

 そして、全く方向転換がされているものとい

たしましては、四国西南空港の整備構想が挙げ

られます。 

 なお、達成できなかったことの中で、目標人

口を４万５，０００人目指すという項目があり

ますが、現状は人口が２万人を切るような、そ

ういった状況になっているところでございます。 

 新たなマスタープランでは、減少が想定され

る人口ビジョンを見据えながら、効果的なまち

づくりを計画できるよう、改定してまいります。 

 また、達成できなかったということではござ

いませんが、現都市計画マスタープランにおき

ましては、防災に関する項目が少ない内容とな

っておりますので、新たなマスタープランでは

防災対策につきましても、しっかりと計画をし

てまいりたい、そのように考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 先ほど、市長の答弁

の中で、都市計画道路について説明が、若干あ

りましたけれども、この点について、少し詳し

く質問をさせていただきたいと思います。 

 都市計画マスタープランの中で、都市計画道

路について述べられている項目があります。 

 都市計画道路は、昭和２７年の決定からスタ

ートし、決定後、６８年を経過している路線が

あります。整備が完成している、または整備を

進めている路線区間もありますが、まだ未着手

の路線区間もあります。 

 今回、宿毛市都市計画マスタープランを見直

すに当たり、未着手の路線区間については、今

後、どうされていくのかお伺いをいたしたいと

思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 都市計画道路の見直しにつきましては、昭和

２７年に都市計画決定されたものが、その後ず

っと私権を制約しながら、計画し続けてきた、

そういった経過があり、指定を外す動機づけが

整理できておらず、見直しに着手できていませ

んでした。 

 しかし、社会情勢の変化などから、この問題

につきましても、今後整理していく必要性を強

く感じておりますので、今回のマスタープラン

の改定でも、都市計画道路の見直しについて、

検討してまいります。 

 なお、具体的な見直しにつきましては、マス

タープランを改定後、宿毛市都市計画審議会に

諮る中で、整理をしてまいりたいと考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 先ほど、市長より改

定後に審議会を開いて続けていくのか、そこで
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やめていくのかということを答弁いただきまし

た。 

 ６８年経過しているところでもございますの

で、多分もうできないであろうというところは

多々あるかと思いますけれども、十分検討して

いただきたいと思います。 

 最後に、宿毛市の今後２０年を見越した宿毛

市都市計画マスタープランについて、これから

の宿毛市の将来像をどう描いているのか、どの

ように新しいまちづくりをしていくのか、明確

なビジョンがあればお示しいただきたいと思い

ます。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 高速道路の延伸や、急速な人口減少、そして

東日本大震災や熊本地震、平成３０年７月豪雨

などの経験をもとに、取り組んでいる防災対策

など、本市を取り巻く状況は、ここ数年で大き

く変化をしてきたところでございます。 

 マスタープランでは、今後２０年先を見据え

たまちづくりを計画していくということになり

ますので、その間に南海トラフ地震が発生して

もおかしくはございません。 

 このように、大規模な災害が発生しても、迅

速に復旧復興できる、そのようなまちづくりに

ついて、平素から取り組む、事前復興の観点も

盛り込んでいく必要があるというふうに考えて

いるところでございます。 

 市民の皆様が、この宿毛市で働き、暮らせる

という当たり前をしっかり守っていく。そのた

めに必要となる未来像を、現在、改定している

宿毛市振興計画とともに、この都市計画マスタ

ープランにおきまして、市民の皆様にお示しを

していきたい。目に見えるような形にしていき

たい、そのように考えておるところでございま

す。 

 先ほど来お話をさせていただいたように、や

はりこのマスタープラン、市長一人でつくるも

のではございません。市民の皆様と一緒になっ

て、議員の皆様からもいろいろな御意見を頂く

中で、しっかりとした計画をつくり、そして市

民の皆様に、見える形でお示しをさせていただ

き、その姿をもとに、希望を持って、計画的に

この宿毛市で暮らしていける、そんなまちづく

りにつながればというふうに考えているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） どうも、市長ありが

とうございました。 

 ぜひ目に見える形にしていただきたい、その

ように思っておりますし、市民参加型の都市計

画マスタープランにもしていただきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 以上で一般質問を終わります。 

○議長（野々下昌文君） この際、１０分休憩

いたします。 

午後 ２時００分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ２時１０分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） １２番、松浦でござ

います。 

 質問に入ります前に、今回のコロナウイルス

の感染により亡くなられた皆さんに、心から哀

悼の意を表します。あわせて、今も病院等で治

療を受けている皆さんの、一刻も早い回復をお

祈りします。そして、医療の最前線の現場で、

昼夜を問わず頑張っておられる医師や看護師を

初めとする医療関係者の皆さんに対し、深く感

謝を申し上げますとともに、敬意を表します。 
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 頑張っていただきたいと思います。 

 宿毛市においても、中平市長を先頭に、市民

の健康と生命を守るために、新型コロナウイル

スの感染拡大を防ぐ取組に対し、日夜御奮闘さ

れていることに対し、心から敬意を表します。 

 また、日常の業務に加え、特別定額給付金等

の業務が加わり、多忙な毎日の仕事に励んでい

る職員の皆さんにも、心から感謝を申し上げま

す。 

 市内での感染状況は、現時点では一応、落ち

着いてきた感がいたしますが、いつでも、どこ

でも、誰もが感染するリスクがあるといわれて

いるのがコロナウイルスであります。 

 市民の皆さんにおいても、油断することなく、

引き続きマスクの着用や３密を避けるなど、感

染防止対策を講じていかなければなりません。 

 政府は、約３１兆９，０００億円に及ぶ今年

度の第２次補正予算を成立させました。その中

で、今回はコロナの感染者の医療機関で働く医

者や、看護師の皆さんへの医療金支給も含まれ

ています。 

 また、自治体に対する臨時交付金も、２兆円

が盛り込まれています。いつもの日常の生活が

できることを、切に望んでおるところでござい

ます。 

 それでは、通告いたしておる問題について、

市長並びに教育長に対して、一般質問を行いま

す。 

 まず、初めは、市有財産の管理と、片島公民

館の問題についてであります。 

 片島公民館建設という古い話を質問させてい

ただきますが、この問題は、現在、進行形でも

ありますので、あえて質問することをお許しを

頂きたいと思います。 

 宿毛市は、本年度の当初予算において、片島

公民館の解体工事費として２，７９５万１，０

００円が計上され、可決をされています。宿毛

市が解体費用の全額を負担する理由は、昭和５

３年に建設されたものであり、築４１年が経過

し、老朽化が進んでいる。あわせて耐震性もな

く、改修が必要となってきたことを挙げられて

います。 

 そして、片島公民館の建物は、宿毛市の所有

する建物であるために、その解体費用について

は、宿毛市が負担しなければならないとしてい

ます。 

 私は、３月議会の中で、この問題について疑

義を感じましたので、議案質疑をした経緯がご

ざいます。そこで、この問題について、以下、

教育長に何点か質問をいたします。 

 まず、１点、片島公民館の建設に至った理由、

並びにその建設の目的は何であったのか、お示

しを頂きたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、１２番議員

の一般質問にお答え申し上げます。 

 まず、片島公民館の建設に至った理由につい

てでございます。 

 片島公民館は、昭和３３年に宿毛市の公民館

条例に市立の公民館として位置づけられ、昭和

３５年には市立の公民館分館として位置づけが

改められているところでございます。 

 その後、施設の老朽化が進み、地区の要望に

よりまして、昭和５２年に社会教育施設整備費

補助金を活用いたしまして、現在地に建設をさ

れたものでございます。 

 公民館の建設の目的でございますけれども、

区域内の住民のために、実際、生活に即する教

育、学術及び文化に関する各種事業を行い、も

って住民の教養の向上、健康の増進、情操の純

化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に

寄与すると、そういったことを目的に整備をし

たものでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） なかなかすばらしい

目的をもってやったということで、その分につ

いては、疑義を申すとかいう部分ではございま

せん。 

 それでは、質問いたしますが、建設費用は幾

らであったのか。片島地区の有志の皆さんから

の寄附もあったとお聞きしますが、その内容に

ついて、まずお示しを頂きたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、１２番議員

の再質問にお答え申し上げます。 

 片島公民館の建築工事費につきましては、昭

和５２年度の一般会計歳入歳出決算を確認をい

たしますと、総額で６，３５０万円となってお

ります。財源の内訳につきましては、国庫補助

金、先ほど申し上げました社会教育施設整備費

補助金でございますけれども、国庫補助金が１，

３００万円、一般財源が５，０５０万円となっ

ておりますけれども、その一般財源につきまし

ては、全額が片島公民館建築事業寄附金を受け

入れたものとなっております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 今、国庫補助金が１，

３００万円、そして片島公民館建設促進同盟だ

ろうと思いますけれども、寄附が５，０５０万

円、合わせて６，３５０万円でこの建物が建っ

たということであります。 

 しかし、私が今までお聞きする中で、建設に

当たっては、補助金と寄附金で賄われてきたた

めに、宿毛市からの実質的な財政負担はなかっ

たとの説明を受けてまいりました。果たしてこ

のような説明はいかがなものでしょうか。 

 昭和５４年３月議会で、当時の林市長は、備

品購入相当額について、宿毛市が補助しようと

する予算１，１００万円を計上し、備品を購入

されてきております。 

 この備品費１，１００万円は、片島公民館建

設に伴う経費ではないでしょうか。私としては、

これまで宿毛市からの持ち出しがなかったとす

る説明は違うのではないかと思いますが、この

ことについて教育長としてどのようにお考えで

しょうか、お伺いをいたします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

 御指摘の昭和５４年度予算の公民館費におけ

ます負担金補助及び交付金１，１００万円につ

いてでございますけれども、片島公民館建設促

進同盟会に対する市からの補助金として、支出

をされているものでございます。 

 議員も御指摘がございましたけれども、公民

館建設に伴う備品購入と思われますけれども、

あくまでもこれは、市から片島公民館建設促進

同盟会に対する補助金でございますので、片島

公民館の建設費として位置づけることは、適当

ではないんではないかというふうに理解をして

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 今、私が先ほど申し

ましたように、片島公民館を建てなければ、改

築しなければ、この予算は要らなかったわけで

しょう。と私は思うがですけれども、そういう

面で宿毛市からの財政負担は、片島公民館を建

設に伴う中で発生をしたということで、私は理

解をするわけですけれども、再度、答弁をお願

いします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

 市から片島建設促進同盟会への補助金１，１

００万円についてでございますけれども、どう
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いう経緯で１，１００万円が市から同盟会へ補

助金として支出することになったのかというこ

とにつきましては、我々も確認をいたしました

けれども、そこの部分は確認に至ってはおりま

せん。 

 先ほど御答弁申し上げましたように、片島公

民館の建設に当たって、関連をしてということ

であろうとは思いますけれども、明確にこの場

で、公民館を建設したために発生したものだと

いうふうには言い切ることはできませんので、

御理解をいただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 私が冒頭申し上げま

したように、大変古い話を出して、申し訳ない

という部分がございますけれども、私の認識と

しては、そういう認識をしておるということを

披露しておきたいと思います。 

 そしたら、１，１００万円を用いて購入した

であろう備品についての管理については、今回

どのように管理されておるのかについてお伺い

しても、答弁はなかなか難しいかなと思います

けれども、分かる範囲でお願いします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

 片島公民館建設促進同盟会に寄附をした１，

１００万円について、備品に充当されたであろ

うという御指摘でございますけれども、何回も

申し上げますけれども、同盟会に対しての補助

金でございます。その備品が市に寄附をしてい

ただいて、市の備品台帳等に、当然、掲載すれ

ば、市の管理として、しっかりと市のほうが管

理をするということになりますけれども、あく

までも同盟会に補助金として、同盟会がどうい

った内容のものを購入をされて、管理をされて

きたか。特に、先ほど議員も御指摘のように、

４０年以上前の話でございますので、私どもの

ほうでは把握をできていないということでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 続いては、一般的に、

常識的に考えた中での質問をさせてもらいます。 

 この土地は、片島区が所有する土地であると

いうことには間違いないと思いますが、宿毛市

が所有する土地でもない、その場所に建設をす

るとなると、宿毛市は片島区に対して、土地の

賃借料を払わなければならないのではないかと

いうふうに思います。 

 一方、公民館の分館として建設された建物の

所有者を宿毛市にすると、片島区は宿毛市に対

して、会館の使用料を納める必要が生じるので

はないかなというふうに思います。 

 また、片島区は、建設されてきたこの建物は、

公民館の分館というよりは、事務員を配置する

など、片島地区自らの建物であるがのごとき、

区長場として占有し、使用しているのが実態で

はないでしょうか。 

 このことについて、教育長の所見を求めます。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

 議員御指摘のように、片島公民館に関しまし

て、これまで土地の使用料の支払い、及び公民

館の使用料の徴収については、ともに行ってい

ない状況でございます。 

 このことにつきましては、当時の賃貸借契約

等の書類が確認をできませんでしたけれども、

以前より、片島公民館の分館長を片島の地区長

に委嘱をしてきた経過、経緯がございまして、

そういった経緯から、片島区が公民館の一部に、

事務所として活用をし、施設管理費や光熱水費

などを、片島区が負担をする中で、管理をして
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きた経緯もございます。 

 土地の使用料や会館の使用料が、そういった

ことで相殺をされているのではないかというふ

うに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） そういう面で、財産

管理の部分が非常におろそかであるというふう

に思われてなりません。しっかりとした契約に

なるように、契約を結ぶ中で管理をするべき財

産であろうかというふうに思いますので、今後

の対応について、よろしくお願いします。 

 そしたら、いつ頃から片島区が区長場として

使用しているか、これについても、分かります

かね。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

 いつ頃から片島区の区長場として使用してい

るのかとの御質問でございますけれども、時期

の断言はできませんけれども、昭和３３年に片

島公民館が公民館として指定をされた、その当

時からではないかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 私の認識としては、

改築をした５３年からだというふうな認識をし

ておりましたので、それより以前の問題であろ

うと思います。 

 片島区の令和２年度の通常総会の資料がここ

にあるわけでございます。公民館の使用料とし

て２８万８，０００円が片島区の収入として計

上をされております。まさに片島区の財政の一

翼を担っています。 

 本来、宿毛市の所有する建物である公民館等

の使用料については、宿毛市の収入として、宿

毛市に対して納めるべきじゃないかと思います

が、どうしてこのように片島区の収入となるの

か、御説明を頂きたいと思います。 

 私の認識の中で、４１年間ぐらいという認識

をしておりましたが、その数、ざっと計算して

も１，０００万を超える金額になろうかと思い

ますが、そこらあたりについて、教育長の所見

をお伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

 議員御指摘のように、使用料につきましては、

市の施設である以上、宿毛市に納めるのが本来

の形であるかもしれませんけれども、当時の書

類が確認できません。 

 先ほど申し上げましたように、その一方で、

施設管理について、費用も含めまして、片島区

が行ってきたということもございまして、そこ

の経緯を明確に申し上げることはできませんけ

れども、現状、そういう取扱いになっているの

ではないかなというふうに考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 何回も繰り返します

けれども、大変古い話で、経過がしっかりと分

かってないという部分がございますので、答弁

についても、なかなか難しい答弁かなというふ

うに思いますけれども、御苦労さまでございま

す。 

 それでは、あと二、三点お聞きします。 

 片島公民館のように、土地の所有者と建物の

所有者が違う公共の建物は、市内においてほか

にはないと思いますけれども、あるようならば、

その状況をお示しを頂きたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、再質問にお

答え申し上げます。 
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 土地の所有者と建物の所有者が異なる公共の

建物等、確認をいたしましたところ、小規模な

ものでは、防災倉庫や、あるいは公衆トイレ等

がございます。 

 一方、片島公民館のような規模の施設につき

ましては、大島公民館が該当するものというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 大島公民館が残って

おるという部分ですけれども、大島の公民館に

ついても、片島公民館と同じような対応をされ

ておるというふうに理解をしてよろしいでしょ

うか。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

 大島公民館につきましても、管理は大島区の

ほうに行っていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） ぜひ、指摘をした分

について、是正すべきは是正をする、早急な対

応を求めておきたいと思います。 

 片島公民館、先ほど教育長が建設に至った理

由等については、るる説明されましたけれども、

公民館の分館としての位置づけを行っておると。 

 そうならば、公民館の、分館としての仕事は

どのような業務をこなされておるのか、説明を

求めます。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

 片島公民館の分館としての事業についてでご

ざいますけれども、本館の中央公民館同様、市

町村、その他一定区域の住民のための事業とい

うことで、例えば社交ダンスやオカリナ教室な

どの貸館事業でございますとか、いきいき１０

０歳体操やミニデイ、市の健康診断、地区のま

つりなど、各種事業において活用をしていただ

いております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） そういう意味で一定、

利活用されておるという部分は理解するわけで

す。 

 最後の質問に移ります。 

 分館長には宿毛市特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償関する条例において、公

民館分館長の報酬として月額報酬は１，０００

円とあります。年額にすると１万２，０００円

になります。 

 この報酬は、まさに分館長個人に支給される

べき報酬であります。 

 このように、月額１，０００円という非常に

少ない報酬でありますが、分館長としての任務

はどのようなものであるのか、まず一つお伺い

します。 

 あわせて、分館長への報酬の支払いについて

は、どのような方法で行われているのか、お伺

いいたします。 

 後で質問をいたしますが、地区長報償費と同

じく、この分館長の報酬が全額片島区の会計に

入っています。このことについても、どのよう

に思っているのか、お伺いをいたします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

 分館長の任務についてでございますけれども、

公民館長同様に、公民館の行う各種事業の企画

実施や、必要な事務を総括し、運営管理に当た

るものと考えております。 

 また、分館長報酬の支払いにつきましては、

これまで片島地区長口座に振り込みがなされて
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おりましたけれども、本市監査委員の指摘を受

けまして、令和元年５月分以降については、分

館長の個人口座に振り込む形で支払いを行って

いるところでございます。 

 なお、その報酬が片島区の会計に入っている

という部分につきましては、申し訳ございませ

んが、答弁を差し控えさせていただきたいとい

うふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 最後の分、答弁なか

なか難しかったかなというふうに思います。 

 昨年の５月から、支払い方法については、従

来の地区長への口座から、個人の現区長宛の口

座に変更されたということでございます。 

 何回も言いますけれども、古いような話では

ございますけれども、まさに現在進行形、聞け

ば大島の公民館も同じような取扱いという部分

でございます。片島区については、近々解体と

いう部分で、宿毛市の財産としての建物であり

ますけれども、建物がなくなるということでご

ざいます。 

 しかし、大島区は、まだ依然として残るわけ

でございますので、市有財産の管理という部分

も鑑みて、ぜひしっかりとした対応を求めてお

きたいと思います。 

 それでは、区長報償費について、お伺いいた

します。 

 市長として、地区長の任務及び役割について、

どのように受け止めているのか、まずお伺いを

いたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 松浦議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

 行政から地区住民への情報発信、市の事業に

関する連携調整、市主催行事への協力参加など、

市と住民とのパイプ役としての役割を担ってい

ただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） ありがとうございま

す。 

 そういうパイプ役というような部分、広報の

配布とか、いろいろな部分あるわけでございま

して、そうした地区長さんに対して、本年度も

宿毛市として１，３８６万円が報償費として計

上されております。 

 この報償費については、各地区での対応がば

らばらであり、これまでも問題を提起をしてき

た経緯があるわけでございます。 

 これまでの議論の中で、近隣の市町村は自治

会への支給となっておるが、宿毛市としては、

この報償費については、地区長個人に支給され

ているとのことであります。 

 地区長報償費の算出については、均等割と戸

数割とでもって算出されておるということでご

ざいます。しかし、地区長個人へ支給されるべ

き報償費は、地区の会計に計上されておるとい

う事実もあるわけでございます。 

 先ほど、報償費については、地区長に支給さ

れているといわれておりますけれども、この報

償費が地区の会計に入っておるということにな

ると、地区長個人に支給されていないのではな

いかなという感がするわけでございます。 

 各地区長報償費の各地区長さんへの支給につ

いては、先ほどの報酬と同じく、どのような方

法で行われているのか、お伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 地区長報償費の支給方法につきましては、各

地区長に年に２回支給しておりまして、一部の

地区を除き、現金支給となっているところでご

ざいます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 
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○１２番（松浦英夫君） 今、答弁の中で、一

部の地区と言われましたけれども、一部の地区

には、現金支給と別に、どういう方法で支給さ

れておるのか、お伺いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 指定の口座のほうへ振込をしているというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 指定の口座に入金を

する。一部の地区と言われましたけれども、地

区名は言えませんか。 

 市内で何か所あるのか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 １件のみだそうでございます。個人名の口座

のほうへ振込をしているということでございま

す。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） １件だけ、地区長の

口座に振り込む、それは相手の理解もあっても

ことだろうと思います。 

 次は、源泉徴収について、お伺いをいたしま

す。 

 先ほどの公民館分館長報酬については、源泉

徴収をされ、分館長に支給されていますが、地

区長報償費については、源泉徴収されていない

のではないかと思います。地区長個人に支給さ

れているのであれば、当然、地区長個人の所得

となりますので、宿毛市として、源泉徴収をし

て支給する必要があるのではないかと、私とし

ては考えております。 

 そこでお伺いいたしますが、どうして宿毛市

としては、源泉徴収をしないで各地区長さんに

支給されているのか、市長の所見をお伺いいた

します。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 地区長報償費につきましては、以前、税務署

にも確認をした経緯がありますが、地区長報償

費に対する所得税の源泉徴収は必要ないという

回答を受けているということでございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） この地区長報償費、

地区戸数、先ほど言いました均等割と戸数割と

いうことで、戸数割でも、太いところになると

年間１００万を超えるところも出てこようかと

いうふうには思います。 

 そうなると、地区長さんの所得ですわね。個

人に支給するのだから。それについて、宿毛市

としてどうとかいうことは、源泉徴収は今、税

務署に聞いたらしなくてもよいというお話です

けれども、所得として個人に入ったお金を、追

跡はできないわけですね。あと、自分が確定申

告をするかどうかにかかっていると思いますけ

れども、そこらあたりまでの管理はできないと

いうことですか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 担当課長のほうから、

お答えをさせていただきます。 

○議長（野々下昌文君） 総務課長。 

○総務課長（桑原 一君） 総務課長、松浦議

員の一般質問にお答えいたします。 

 地区長報酬として、年２回、基本現金支給で

地区長さんのほうに支給させていただいており

まして、それは答弁にもありましたように、税

務署から源泉の必要はないということで、その

後は、個人のほうで確定申告等をしていただく

ことになると思います。 

 それに関して、後追い調査等は、一切、こち

らのほうではしておりません。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） ということは、あと
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は自分で勝手にしなさいということですけれど

も、この所得、地区長と言われても、戸数の少

ないとこと、大きいとこで、雲泥の差があると

思います。 

 そういう面で、地区長さんに対して、今後の

所得の取扱い等についての周知はどのようにさ

れていますか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） その点につきましても、

担当課長のほうからお答えをさせていただきま

す。 

○議長（野々下昌文君） 総務課長。 

○総務課長（桑原 一君） 総務課長、松浦議

員の再質問にお答えします。 

 特に毎年のように、これについての取扱いを

お願いしますというものではございませんが、

今後、御指摘を受けまして、きちんとした取扱

いにしていただくように、地区長様方のほうに

お願いをしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 私もいろいろ、これ

まで申し上げましたけれども、改善すべきがあ

るとするならば改善を図って、先ほどの問題と

一緒でございますので、ぜひ改善すべきは改善

をしていただく。そして、疑義を持たれないよ

うな取扱いにしていただきたいというふうに思

います。 

 次は、新型コロナウイルス感染防止対策につ

いて、お伺いいたします。 

 この問題については、午前中の三木議員の質

問の中で、経済的な分野についてを中心にしな

がら、質問があったかと思いますけれども、角

度を変えて質問をさせていただきます。 

 本当に毎日、御苦労さまでございます。 

 それでは、この問題について、以下質問をい

たします。 

 今回のコロナ感染症の感染拡大により、医療

関係者等の感染症に対する業務の危険手当、つ

まり特殊勤務手当の額が余りにも低過ぎること

が判明いたしました。 

 総務省は、人事院規則を改正し、手当額を３，

０００円から４，０００円に引き上げるよう、

改正されます。そして、その通知の中で、各都

道府県においては、それぞれ県内の市町村に対

しても、速やかにこの旨、周知をいただきたい

とされております。 

 そこで、お伺いいたしますが、宿毛市の特殊

勤務手当の内容はどのようになっているのか、

まずお伺いをいたします。 

 あわせて、宿毛市としても、今後のコロナ対

策を考えると、総務省の通知を真摯に受け止め

て、通知どおりに改正すべきではないかと考え

ますけれども、市長の所見をお伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 宿毛市職員特殊勤務手当に関する条例には、

感染症患者の移送に従事した職員に、衛生手当

といたしまして、日額１，０００円を支給する

にしております。 

 人事院規則の改正による特殊勤務手当の特例

は、新型コロナウイルス感染症が流行している

地域を発航した航空機、もしくは航行中に新型

コロナウイルス感染症の患者があった船舶のう

ち、人事院が定めるものの内部またはこれに準

ずる区域として、人事院が定めるものを作業場

所の要件として、新型コロナウイルス感染症か

ら国民の生命及び健康を保護するために、緊急

に行われた措置に係る作業を対象として支給さ

れるものでございます。 

 しかしながら、全国で新型コロナウイルス感

染症が急速に拡大し、地方公共団体におきまし

て、病院や宿泊施設等での患者収容の増加が見
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られる中、感染のリスクに加え、厳しい勤務環

境と、極めて緊迫した雰囲気の中で、平常時に

は想定されない業務に当たることとなる病院や

宿泊施設等の内部、並びにこれらの施設への移

送時の動線上及び車内についても、作業場所の

要件に該当し得ることを踏まえ、地域の実情に

応じて、各地方公共団体に対し、適切に運用す

るよう、そういった通知があったところでござ

います。 

 内容については、そのような状況でございま

す。 

 宿毛市におきましては、へき地診療所が感染

の危険性を有する作業場所と想定されますが、

感染症指定医療機関や入院協力医療機関に従事

する職員の感染リスク等と比較検討した結果、

現行の職員特殊勤務手当に定める衛生手当とし

て、日額１，０００円を支給する運用を、今後

行っていきたい、そのように考えているという

のが、今の現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 総務省からそういう

通知が出されたことについては理解をするけれ

ども、実際の問題として、宿毛市沖の島の診療

所以外には該当はしないと。 

 確かに、宿毛市にも県立幡多けんみん病院が

あるわけですけれども、職員は県の職員という

ことでございます。そうなると、次の２つの質

問は飛ばさせていただかなければいけません。 

 総務省がいろいろ、そういうコロナの対策、

こういう部分でも、一つでも今度の地方交付税

ですか、特別地方交付税ですか、そこらあたり

を活用した中で、真剣にこの問題についても考

えていただきたいというふうに思います。 

 次は、ごみ処理問題について、お伺いをいた

します。 

 感染症で入院治療されている医療機関から出

されるごみは、感染性廃棄物として、安全上の

厳重な取扱いが求められていることは、御案内

のとおりでございます。 

 しかし、その一方で、それ以外の場所から出

されるごみは、感染性廃棄物に該当しないとし

ています。つまり、通常の生活ごみと同じ扱い

となっておるのでございます。 

 今回の新型コロナウイルスは、症状がはっき

りあらわれにくく、自分がコロナウイルスに感

染しているかどうか分からない方も多くいるこ

とであります。そのために、普通の家庭から出

るごみの中に、コロナウイルスに感染した廃棄

物が混入している可能性もないわけではないと

思います。 

 そのために、生活ごみを収集処分する労働者

の皆さんは、コロナウイルスへの感染の危険性

を感じながら、日々不安の中で日常の収集業務

等に従事している状況であるわけでございます。 

 そこで、増額される地方自治体に対して、臨

時交付金を活用するなどして、ごみの収集処分

する労働者の皆さんに対して、危険手当を創設

すべきではないかと考えますけれども、市長の

所見をお伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 総務課長。 

○総務課長（桑原 一君） 総務課長、すみま

せん、少し答弁の修正をさせていただいたらと

思っております。 

 地区長報酬につきまして、１件、口座振込を

させていただいているということで、個人の口

座ということで答弁をさせていただきましたが、

確認不足で、地区の口座のほうに１件、振り込

みをさせていただいておりますので、訂正をさ

せていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 続いて、松浦議員の一

般質問にお答えをさせていただきます。 
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 先ほど、ごみ収集業務、危険じゃないかとい

うお話でございます。 

 増額される臨時交付金を活用し、ごみ収集業

務に携わる方々に対する危険手当の創設を行う

べきではないかという内容でございまして、今

般、報道でも報じられておりますように、議員

もおっしゃられましたように、ごみ収集業務に

携わる方々におきましては、じんかい収集車に

ごみを積む際に、ごみ袋が破裂をし、ごみが周

囲に飛び散ることなどのよる感染リスクがある

中、日々、業務を継続していただいておりまし

て、この場をお借りして、本当に感謝を申し上

げたいというふうに思っているところでもござ

います。 

 このような中、ごみ収集を行う方々には、新

型コロナウイルス感染防止のため、マスクの着

用であるとか、車内の換気、そして消毒、手洗

い、手の消毒、そういったことを、できる限り

の対策を実施をしていただいているところでご

ざいます。 

 松浦議員からの御提案のありました手当の創

設につきましては、今後、臨時交付金の活用を

協議していく中で、社会情勢、他の地域のこと

なども踏まえながら、検討をしていきたい、そ

のように考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） それこそ前向きに検

討をお願いいたします。 

 次は、これは新聞であったわけですけれども、

新聞報道によると、お隣の四万十市は、出産に

臨む妊婦さんを支援する取組として、妊婦特別

給付金を設けると発表いたしました。 

 御案内のとおり、特別給付金の対象者は、４

月２７日時点で住民基本台帳に記載されている

方が対象であり、これ以外は対象外であるとい

うことでございます。 

 先ほどの答弁の中で、市長も言われました、

宿毛市の人口は２万人を切るのもあと僅か、ま

さに子供は宿毛の宝であります。 

 そして、妊婦さんが安心して子供を出産でき

るよう、少しでも支援を考えるべきではないか

と思います。 

 宿毛市としても、四万十市が示す妊婦特別給

付金を創設する考えはないのか、お伺いをいた

します。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 四万十市の取組でございます。本市としまし

ては、現在のところ四万十市のような妊婦特別

給付金の創設は考えてないところでございます。

妊婦の方々に対しましては、妊婦期間中の感染

予防を図り、安心して出産を迎えていただくこ

とを目的に、マスクを一人当たり５０枚配布し

ているところでございます。 

 これは、市民の方々から寄附を受けたマスク

を活用させていただいている現状でございます。 

 今後は、新型コロナウイルス感染症に関する

国や県の動向を注視しながら、子育て世帯、包

括支援センターを中心に、感染症や妊婦経過等

の情報提供を積極的に行うことで、妊産婦の

方々が安心して出産または育児が行えるよう、

不安の軽減に努めるとともに、次世代を生み育

てる妊婦の方々や、生まれてくる子供たちの健

やかな成長に必要な支援を検討していきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

 これについても、いろいろと検討しておりま

すので、何も考えていないということではなく

て、妊婦の方々、そして生まれてくる子供たち

にとって、どういうふうな支援をすべきかとい

うのを、今、つくり上げようとしているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 
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○１２番（松浦英夫君） ごみ収集車への危険

手当の問題、そしてまた妊婦特別給付金の問題、

提案として申し上げるところでございますけれ

ども、ぜひ、市民に優しい、中平市長として、

前向きに検討して取り組んでいただきたいとい

うふうに思います。 

 最後は、津波避難タワーの整備について、お

伺いをいたします。 

 宿毛市は、本年の３月に津波避難計画を改定

いたしました。その中で、避難困難地域解消対

策として、市内に２か所の津波避難タワーの整

備を図るとしています。今議会にも、津波避難

タワー建設設計委託料として２，７６８万７，

０００円が計上されております。 

 私としては、津波避難タワーの整備を求めて

きた経緯があり、このことについては、全く異

論はありません。 

 この津波避難タワー整備の問題について、先

日、駅前町の近くに住んでいる方で、よく子供

さんと駅前公園を利用しているという若いお母

さんから電話を頂きました。 

 その若いお母さんが話すには、駅前公園に津

波避難タワーを建設するとの話を聞いたが、何

とか公園をなくさないでください。よろしくお

願いします。という内容であります。 

 そこで、以下質問をいたします。 

 住民への説明会を考えているとのことであり

ましたが、その開催状況について、お伺いをい

たします。 

 そして、この住民説明会の中で、市民の皆さ

んからどのような意見が出されたのか、お伺い

をいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 津波避難タワー建設に係る対象地域への説明

会につきましては、今年４月下旬の実施を計画

いたしまして、地区文書により、案内を送付し

ておりました。 

 しかしながら、御承知のとおり、新型コロナ

ウイルスの感染拡大を受けまして、４月１５日

に宿毛市非常事態宣言を発出する中で、収束時

期も予測できないことから、やむを得ず中止を

したというところでございます。 

 一方、南海トラフ地震は、今後３０年以内に

７０から８０％の確率で発生するといわれてお

りまして、津波避難対策は一刻も早い取組が必

要な状況でございます。 

 また、議員の皆さん御承知のとおり、財源と

いたしまして、市の実質的な負担を軽減できる

緊急防災・減災事業債が令和２年度までの期限

であることから、この起債を活用するためには、

今年度中の工事着手が必要となっているところ

でもございます。 

 こうした状況から、対象地域の各区長と協議

をさせていただきました。そういった協議をす

る中で、文書配布により、津波避難タワー建設

についての説明を行うこととしたところでござ

います。 

 あわせまして、対象地域の皆様から御意見を

頂くため、アンケートを実施をいたしました。

アンケートでは、タワーに望む設備や、建設に

関する不安事項、そのほかタワーについての自

由記載を頂くものといたしたところでございま

す。 

 対象地域８５４世帯のうち、１４３通の回答

を頂きまして、設備につきましては、備蓄倉庫、

そしてスロープ、ソーラーライトのほか、トイ

レを望む声が多くあったところでございます。 

 建設に関する不安事項といたしましては、騒

音が１８件、日照に関することが１３件、プラ

イバシーに関することが２１件となっていると

ころでございます。 

 自由記載の主な御意見といたしましては、早

期着手、早くつくってくれという早期着手を望
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む声が８件、平時のタワー開放など、日常的な

活用の御意見が４件、駅前公園の建設について、

公園の存続を望む声が４件、先ほど議員のおっ

しゃった意見と同様だと思います。 

 そして、別の場所での建設を望む声が３件と

なっております。 

 また、建設に反対の御意見としては１件ござ

いまして、こちらにつきましては、タワーでは

なく、建物に避難をしたいというものでござい

ました。 

 全体的に津波への危機感、避難の重要性につ

いて、切実なそういった御意見が多く、タワー

建設や避難に関する啓発活動の参考にさせてい

ただきたい、そのように考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） ここでもコロナの影

響をまともに受けておるということで、しっか

りとした住民からの意見を聞く機会が、アンケ

ートという形しかとれない、非常に残念でなら

ないわけでございます。 

 先ほども言いました、市内２か所のうち１か

所の整備場所として挙げられておるのは、先ほ

ど触れました駅前町にあります公園に整備しよ

うとしているものであります。 

 この公園には、私もよく通るわけですけれど

も、滑り台やブランコを含む遊具が設置されて

おり、多くの子供や市民に親しまれているので

あります。 

 宿毛市として、数少ない公園の一つでありま

す。 

 津波避難タワーを整備することにより、公園

をなくするのではなく、ほかにも宿毛市が所有

する適地があると考えます。 

 昨年の３月議会において、私が提起をした新

田の市有地のほうが適地ではないかと考えます。 

 先ほども申し上げましたように、建設するこ

とには異論はございませんけれども、建設場所

について、子育て中の皆さんの声をくみ取り、

先ほど、アンケートの中でも僅か４件でありま

したけれども、あったということでございます。 

 そういった面で、現時点で再考はできないも

のかどうか、市長の所見をお伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 まず、津波避難の原則といたしまして、津波

が届かない、そういった場所まで逃げること、

これが原則でございます。 

 津波避難タワーは、避難時間やその人の体力

に余裕がない場合には、非常に有効な施設では

ありますが、その一方、直接、津波を受けるこ

とや、想定以上の浸水深には対応できないとい

う、当然でございますが、建物も一緒ですが、

そういったリスクがあるところでもございます。 

 駅前公園の津波避難タワーにつきましては、

海岸域、海のほうから高台へ避難をする中間と

いいますか、途上に設置することで、より安全

な高台を目指しながら、状況によっては、要す

るに間に合わないというふうに判断した場合に

は、タワーへの避難も可能となることから、最

適地として選定をしたものでございます。 

 この件については、当初からそういった御意

見ございましたし、多くの時間を割いて、担当

者、それからコンサル会社含めて協議をしてき

たところでもございます。 

 そういったところで、最適地として、現在の

ところ選定をしたものでございます。 

 なお、駅前公園の存続に関する御意見は、先

ほど言ったように、アンケートでも頂いている

ところでもございまして、また、私のほうから

も、当初から担当課のほうにも話をさせていた

だいている案件でもございます。 
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 タワーを設置しても、公園としての機能が残

るよう、避難場所としての機能との共存、もっ

といえば、避難タワーをつくることによって、

より多くの方々がそこの公園を利用できるよう

な、そういった形にできないかということを考

えながら、できる限りの工夫をして、建設して

いきたい、そのように考えているところでござ

いまして、また多くの御意見頂きながら、より

皆さんが親しみやすいというのは、余り適切な

言葉ではないかもしれませんが、日頃から避難

タワーを、違った意味でも利用できるような形

でのタワー建設に向けて取り組んでいきたい、

そのように考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 駅前公園、現在の駅

前２号公園かな、１，６００平米以上あるとい

うことで、その半分あれば、十分に避難タワー

ができるということもあるわけでございます。 

 今の公園を見ますと、半分ぐらいが遊具とブ

ランコを置いて、半分ぐらいが農地みたいに、

木が３本生えて、農地みたいな部分があるわけ

ですけれども。 

 そういうことで、今、市長が、思いとして伝

えられた部分を参考にしながら、そしてまた、

あそこの地区は、地区の集会所というか、そう

いう、私のところにも以前、新田のある地区の

役員の皆さんから、１００歳体操をしたいが、

集まる場所がないということで、ほかの地区の

老人クラブに入った経過もあるようでございま

す。 

 そういう面で、どこまで多目的かという部分

については、この場で、私自身の発言を言うの

はどうかと思いますけれども、そうしたことも

頭の中に入れながら、しっかりとしたタワーを

つくっていただきたい、早急にやっていただき

たいということを申し上げまして、私の一般質

問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（野々下昌文君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会したい

と思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

 本日は、これにて延会いたします。 

午後 ３時１１分 延会 

 

 



 

－ 57 － 

令和２年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第３号 

 

１ 議事日程 

    第８日（令和２年６月１６日 火曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 一般質問 

   第２ 議案第２１号及び議案第２２号 

      議案第２１号 令和２年度宿毛市一般会計補正予算について 

      議案第２２号 財産の取得について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 一般質問 

   日程第２ 議案第２１号及び議案第２２号 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１３名） 

   １番 今 城   隆 君     ２番 堀     景 君 

   ３番 三 木 健 正 君     ４番 川 田 栄 子 君 

   ５番 川 村 三千代 君     ７番 髙 倉 真 弓 君 

   ８番 山 上 庄 一 君     ９番 山 戸   寛 君 

  １０番 岡 﨑 利 久 君    １１番 野々下 昌 文 君 

  １２番 松 浦 英 夫 君    １３番 寺 田 公 一 君 

  １４番 濵 田 陸 紀 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        朝比奈 淳 司 君 

   次長兼庶務係長 

   兼 調査係 長 
奈 良 和 美 君 

   議 事 係 長        宮 本 誉 子 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  中 平 富 宏 君 

   副 市 長  岩 本 昌 彦 君 

   企 画 課 長  黒 田   厚 君 



 

－ 58 － 

   総 務 課 長  桑 原   一 君 

   危機管理課長  岩 本 敬 二 君 

   市 民 課 長  沢 田 美 保 君 

   税 務 課 長  山 岡 敏 樹 君 

   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
佐 藤 恵 介 君 

   健康推進課長  松 田 まなみ 君 

   長寿政策課長  中 山 佳 久 君 

   環 境 課 長  山 戸 達 朗 君 

   人権推進課長  谷 本 裕 子 君 

   産業振興課長  谷 本 和 哉 君 

   商工観光課長  上 村 秀 生 君 

   土 木 課 長  川 田 和 徳 君 

   都市建設課長  小 島 裕 史 君 

   福祉事務所長  河 原 志加子 君 

   水 道 課 長  川 島 義 之 君 

   教 育 長        出 口 君 男 君 

   教 育次長 兼 

   学校教育課長 
和 田 克 哉 君 

   生涯学習課長 

   兼宿毛文教       

   センター所長 

岡 本   武 君 

   学 校 給 食 

   センター所長 
平 井 建 一 君 

   農 業委員 会 

   事務局長心得 
小 松 憲 司 君 

   選挙管理委員会 

   事 務局 次長 
埜々下 哲 広 君 

 

 



 

－ 59 － 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（野々下昌文君） これより本日の会議

を開きます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） おはようございます。２

番、堀の一般質問を始めます。 

 早速ですが、質問に入らせていただきます。 

 まず、教育対策についての、１の小中学校の

コロナウイルス対策、対応についてと、２の特

別教室のエアコン設置については関連性があり

ますので、続けて質問させていただきます。 

 世界的に広がるコロナウイルスに脅かされる、

子供たちの教育も３月初めより閉ざされ、５月

１１日にようやく分散授業として学校が再開さ

れました。 

 さらに、２５日から平常授業や給食も始まり、

子供たちの元気な声が学びやに戻ってきました。 

 さて、小中学校においては、２か月半の授業

のおくれが心配されます。どのような対応でカ

バーするのか、教育長にお伺いします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） おはようございます。

教育長、２番議員の一般質問にお答え申し上げ

ます。 

 まず、臨時休業により不足する授業日数の確

保についての御質問を頂きました。 

 新型コロナウイルス感染防止対策といたしま

して、市内全小中学校において、３月４日から

の一斉臨時休業に伴い、令和２年度におきまし

ては、２４日間程度の授業日が不足する状態と

なっております。 

 この日数を補うため、今月６月１０日の高知

新聞にも掲載されておりましたが、市内全小中

学校で夏休みを短縮をし、さらに各学校におい

ては、時間割編成の工夫や、学校行事の精選な

どを行うことにより、不足分の日数を確保する

ことといたしております。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） 夏休みなど、長期休校時

を利用しての授業数の確保という話でしたが、

そうした場合、昨今の夏場の気温の上昇を考え

ますと、熱中症や脱水症も大変危惧されるとこ

ろです。 

 新聞等でも今年は新型コロナウイルス感染防

止のため、子供たちも長く外出を自粛していて、

暑さ慣れしていないことなどから、例年以上に

注意が必要だという記事もありました。 

 例年より少し早く梅雨にも入り、先日は６月

というのに北海道で３０度を超えていると聞き

ました。 

 この暑さ対策、熱中症対策をどのように考え

ているのか、教育長にお聞きします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、お答え申し

上げます。 

 夏季休業中の授業実施に伴います熱中症対策

についての御質問でございますけれども、小学

校、中学校ともに普通教室にエアコンを設置済

でございますので、冷房を使用しながら、授業

を行っていただき、休み時間などには換気も行

いながら、熱中症対策、感染予防対策を講じて

まいりたいというふうに考えております。 

 私のほうからは、特に校長先生方には、フル

にエアコン等を活用して、子供たちの熱中症対

策には、十分に留意するようにお願いをしてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） 私は、各学校を訪問させ

てもらい、話を聞かせていただきました。 

 話があったのは、先ほども教育長が言われた
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ように、学年の教室にはエアコンを設置しても

らったが、特別教室、いわゆる音楽教室、図書

室、調理室、多目的教室、そして小学校の放課

後子ども教室での受入教室では、半分以上の学

校でエアコンの設置がされていませんでした。 

 子供たちの命を守る対策として、夏休み前に

コロナ対策事業費の中から、何とかエアコンの

設置ができないか、教育長にお聞きします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

 議員御指摘のように、市内の全ての学校の特

別教室において、エアコンが整備されてないの

は事実でございます。 

 特別教室へのエアコンの設置につきましては、

現在、改築中の宿毛小学校及び宿毛中学校の空

調設備、並びに来年度、宿毛小学校と統合しま

す松田川小学校の空調設備が、新しい校舎が本

年度末にできることによって不要となりますの

で、それらを他の学校の特別教室へ移設するこ

とを検討しているところでございます。 

 このため、今夏の特別教室へのエアコンの整

備は困難であるというふうに考えておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

 なお、普通教室以外での対応につきましては、

これまでどおり、給水や扇風機での対応に加え、

可能な限り、授業を普通教室で行うような取組

をしていただくように学校へお願いをしてまい

りたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） 令和２年度の教育行政方

針の中でも、子供たちにとって、よりよい教育

環境づくりに努めていくとありますように、何

とか、ぜひ早急な対応をお願いしたいと思いま

す。 

 次の３番目の質問に移ります。 

 学校の新しい生活様式についてでありますが、

先日、中学校の通信を見ていると、学校の新し

い生活様式として、文部科学省より今後の学校

生活における指針が発表されたとありました。 

 レベル１から３まであり、今後の学校生活に

おける基準が示されていましたが、分かりやす

く説明をお願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、お答え申し

上げます。 

 新型コロナウイルスにつきましては、いまだ

不明な点が多く、有効性が確認された、特異的

なワクチンが存在せず、長期間、この新たな感

染症とともに、社会で生きてまいらなければな

りません。 

 そのため、５月に文部科学省は、新型コロナ

ウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルを、

学校の新しい生活様式として策定をいたしてい

るところでございます。 

 その内容といたしましては、地域の感染レベ

ルを３段階に分けるとともに、学校においても

３つの密を徹底的に避ける。マスクの着用及び

手洗いなどの手指衛生などの基本的な感染対策

を継続することにより、感染及びその拡大リス

クを、可能な限り低減しつつ、教育活動を継続

し、児童生徒の学びを保証していくことを目的

といたしております。 

 より具体的な内容を申し上げますと、基本的

にマスクを着用することが望ましいとございま

すけれども、先ほど御質問いただきました、熱

中症などの可能性が高いと判断した場合や、体

育の授業時は不要とすること、あるいは検温な

ど、登校時における健康状態の把握を行うこと。

また、発熱など風邪症状がある場合には、自宅

休養すること等が求められているところであり

ます。 

 このほか、感染者が発生した場合の対応や、
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臨時休業の判断などについての留意事項も示さ

れているところでございます。 

 なお、このマニュアルや行動基準は、今後の

感染状況の推移や、最新の知見を反映して、適

宜、見直す予定とされております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） ありがとうございました。 

 なかなか新しい生活様式に慣れるまでは、子

供たちにも戸惑いがあるかもしれませんが、学

校として、コロナウイルス感染防止の徹底に向

け、さらに努力をしていただきたいと思います。 

 私たち大人も、新しい生活様式を、まずもっ

て実践していかなければなりません。 

 それでは、防災対策に移りたいと思います。 

 １の小深浦地区の市道改良について。 

 アの歩道設置についてであります。 

 昨年の９月議会において、市道志沢尾片島線

の道路の拡幅の話をさせていただきました。西

片島側から宿毛球場に向かう市道であります。 

 現在も長期浸水対策として、堤防がかさ上げ

され、工事が進んでいます。 

 その市道に隣接した堤防は、波返しと道路の

間が５０センチの高さがあり、幅２．５メート

ルの一段高い管理道ができるという計画ですの

で、歩道として許可されてないわけですが、業

者の方と一緒に歩き、説明を聞く中で、この部

分を歩道として利用できれば、歩行者等の安全

性を高めることができるのではないかと考えま

す。 

 そのため、高知県と市が連携して検討できな

いか、市長にお伺いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 堀議員の一般質問にお

答えをさせていただきます。 

 この堤防に並行している市道志沢尾片島線は、

道路幅員が約４．２メートルと、車両が擦れ違

うには狭く、大型車の往来も多い道路となって

いるところでございます。 

 そのため、歩行者等につきまして、管理道路

を利用することができれば、先ほどお話のあっ

た道路です。できれば、有効な道路利用となる

と考えます。 

 このことにつきまして、管理者であります高

知県へ確認を行った結果、歩道として利用する

ことは可能との回答を頂いているところでもご

ざいます。 

 歩道としての利用に当たっては、歩行者等の

安全性を確保するために、防護柵などの安全施

設を設置する必要があります。そのため、今後、

高知県と協議を行い、歩道としての利用につい

て、検討していきたい、そのように考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） ありがとうございます。

分かりました。 

 この場所から見える光景は、市長もよく御存

じだと思いますが、カメの親子が顔を出し、大

きなボラが泳ぎ、遠くのほうでは魚がジャンプ、

丸島大橋にかかる夕焼けは、コントラストがす

ばらしく、歩道になれば歩行者も度々足をとめ

て見られることと思います。 

 続きまして、イの道路拡幅について、移りた

いと思います。 

 市道志沢尾片島線、先ほどのお話しさせてい

ただいた西片島から宿毛球場へ向かう市道は、

生徒も多数通学されており、大型車も頻繁に往

来する道路です。 

 この件も、昨年の９月議会のとき、質問させ

てもらいましたが、前回は市道を管理道と同じ

高さにかさ上げすれば、７．５メートルの広く

安全な道ができるのではないかと伺いましたが、

そのときの市長の答弁でもありましたが、津波
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に対する設計が変わり、補強が構造上、大変難

しいといった意見もされていました。 

 そうであれば、道幅が狭く、非常に危険な道

路を何とか拡幅できないものかという質問を、

お伺いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 先ほど答弁したとおり、市道志沢尾片島線は、

比較的交通量が多い区間でありまして、車と自

転車や歩行者の擦れ違いは可能ですが、普通車

同士の擦れ違いは難しい状況のため、利用者の

皆様には御不便をおかけをしているところとい

うことは、認識をしているところでございます。 

 私も、あそこの道路、地元でございますので、

自分も片島中学校にずっと３年間通いました。 

 以前は、今よりも交通量がずっと多かったで

すし、また道も今よりもかなり狭い道でした。 

 そういった形の中で、少しでも安全に通行で

きればという思いは、議員と同じ思いでござい

ます。 

 この区間は、道路幅員約４．２メートル、路

肩幅員が約３０から４０センチでございまして、

路肩の先は遊水地までのり面となっているとこ

ろでございます。 

 そして、道路の幅員工事を行う場合、遊水地

側の用地の御協力、それから電柱などの支障物

件の移転、そして護岸や擁壁などの路側構造物、

そして軟弱地盤が想定される、そういったとこ

ろでございますので、それに伴う地盤改良等の

検討も必要となるというふうに考えております。 

 そして、相当の事業費が係るというふうにも

考えられるところでございます。 

 現在、錦地区の内水対策や、新田１号線の廻

角橋かけかえ事業など、実施中であるところで

ございます。 

 また、その後には、大島橋の改修事業にも着

手する計画のため、この区間の道路拡幅につき

ましては、これらの事業のめどが立った段階で、

事業実施の可能性について、検討をしていかな

ければならないと、このように考えているとこ

ろでもございます。 

 先ほど、少し申し上げましたが、以前からと

言いますか、以前はもっと狭いような状況で、

少しずつではありますが、改善されている、そ

ういった道路でもあります。 

 現在、宿毛市は、シェア・ザ・ロードという

形の中で、自転車の活用を推進する中で、一つ

の道を自転車と車とがしっかりと、お互いのこ

とを尊重しながら、一つの道を使おうというこ

とで、１．５メートル離れて車は通行するか、

それか、もしくは最徐行、徐行でゆっくりと横

を抜けようという、そういった取組をしていま

す。 

 道路、そういった構造物で全てをカバーする、

安全にするということは、当然大切なことでは

ありますが、現実的に無理な状況が、宿毛市の

みならず全国で起こっています。 

 そういった形の中で、議員立法であります自

転車活用推進法のもとで、自転車を活用して、

しっかりと地域の環境であるとか、安全である

とか、そしていろんな健康であるとか、いろん

なものをカバーしながら、なおその上、安全に

走行してもらおうという取組がなされていると

ころでございます。 

 宿毛市においても、このシェア・ザ・ロード、

広く市民の皆様にお伝え、訴えているところで

ございます。 

 車を運転する方々が、少しでも自転車の立場

に立って、安全に通行してもらう、まずもって

そういうことの啓発について努めてまいりたい、

このように考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 
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○２番（堀 景君） 何とか、一日でも早く、

安心して通ることのできる市道となることを希

望して、次の質問に移ります。 

 ２の災害時のコロナウイルス対策について。 

 最近、宿毛市において、震度２クラスの地震

が度々発生し、いよいよ南海トラフ地震かと思

ってしまいますが、地震や台風など、災害時に

住民避難が必要になった場合、コロナウイルス

感染拡大を防止するために、避難所対応など、

宿毛市としてどのような対策が取られているの

か、お伺いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 新型コロナウイルス感染症における現在の状

況を踏まえまして、災害が発生し、避難所を開

設する場合には、感染症対策に万全を期すこと

が重要となっておりまして、国や県からの様々

な情報提供を得ているところでございます。 

 その情報提供を参考に、災害時に避難が必要

な方に対しまして、避難所が過密状態になるこ

とを防ぐため、可能な場合は、親戚や友人の家

等への避難を検討していただくことを周知する

予定としているところでございます。 

 また、避難所におきましては、手洗い、せき

エチケット等の基本的な対策や、十分な換気の

実施とスペースの確保など、避難所の衛生環境

に配慮した対応を考えているところでございま

す。 

 避難所の感染症対策の具体な方法につきまし

ては、マニュアルを作成し、避難所に関する留

意事項を取りまとめたところでございます。 

 マニュアルの内容といたしましては、アルコ

ール消毒液による手指消毒の徹底、マスクの着

用、受付及び定期的な体調チェック、避難所内

の居住区の個人または家族ごとのスペース確保、

また濃厚接触者や体調に変化がある場合には、

個別に移すことや、仕切りを作成することで、

専用スペースを確保するなどの対応を行うこと

としているところでございます。 

 これに伴って、当然、マスク等は、それぞれ

避難される方が持参していただきたいというと

ころではございますが、当市としても、そうい

った災害用に、マスクの備蓄も進めているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） ３密が防げるような大き

な避難所も、ない地域も多くあります。 

 先日、自動車の中で一時的に避難する訓練を

していた市町村もありました。段ボールを使っ

て、体育館で避難訓練をしている記事もありま

した。 

 宿毛市が地域と協力して、先ほど、マニュア

ルづくりをしたというふうに市長はおっしゃっ

ておられましたが、コロナ対策をしっかり徹底

し、まず避難訓練ができるようになればと思い

ます。 

 続きまして、３の導流堤補修工事についてで

すが、高砂地区のクリーンセンター裏側から松

田川の河口にある導流堤は、上流から流れてく

る水流を一定の流れに導いて宿毛湾へと流れて

いく役目がありますが、現在は度重なる大雨、

台風、地震などによって、決壊してもおかしく

ない状態です。 

 この間、確認させてもらったところ、全体の

３分の１が崩壊、そのうち入り口から３０メー

トルほど進むと、１５センチぐらいの防波コン

クリートのみで流れを防ぎ、中心部にはひびが

入り、水が少しずつ流れていました。 

 この導流堤が決壊ということになれば、下流

域にある地区においては、洪水や高潮などで被

害が予想されます。 

 ぜひ高知県と協議の上、補修できないものか
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と思いますが、管理者である高知県は、補修を

行う予定はあるのか、お伺いします。 

○市長（中平富宏君） 議長、反問権。 

○議長（野々下昌文君） 反問権を認めます。 

 市長。 

○市長（中平富宏君） 堀議員のほうに一つ確

認をしたいと思います。 

 高潮での被害ということなんですが、それに

ついて、どういったことが想定されているのか、

ちょっと答弁用意していませんので、質問教え

ていただければ、それについても答弁しますの

で。 

 よろしくお願いします。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） 満潮時等に高潮が発生す

れば、一島から流れが起こり、流れの重なる大

島あたりの水害が予想されるところです。 

 それに対してのことですが。 

 私の見解ですので。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 まず、導流堤の補修について、管理者である

高知県に確認をしたところでございますが、こ

れ高知県の見解でもありますし、私もこうだと

思っておりますが、この導流堤というのは、松

田川の河川の流れを導き、土砂の堆積等を防ぐ

ものであります。 

 堀議員も御存じのように、以前は、今の高砂

の海側のあたりは埋立てをしてなかった関係で、

あのあたり、漁船がたくさんとまってたという

ふうに思います。 

 そういった港のほうに堆積させないために、

そういった土砂等を防ぐ形での導流堤というふ

うに認識をしているところでございます。 

 そして、河川の管理として重要な施設である

ということは、県も当然、認識をしていること

でございまして、以前より対策について協議を

重ねておりまして、今年度、損傷状況の確認や、

復旧方法の検討を行うための調査を実施をして

いるというふうに聞いているところでございま

す。 

 また、再度、管理者である県のほうにも確認

をしますが、導流堤の破損によって、高潮が発

生するというふうには、多分、ないのではない

かなというふうに推測をするところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） ありがとうございます。 

 今年度、調査されるということですので、お

願いしたいと思います。 

 最後の質問の、観光振興対策の大島桜公園サ

イクリングロードについてですが、５月の広報

に大島桜公園サイクリングロード完成とありま

した。新型コロナウイルスの感染対策で、観光

にも力を入れるところまではいってないと思い

ますので、宿毛市の自転車を活用したまちづく

り計画の一環としてどのようなものができ、ど

のように活用していくのか、宣伝を込めていた

だいて、市長にお話を伺えればと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 大島桜公園は、皆様も御存じのように、約９，

０００本もの桜のある、幡多地域最大級のお花

見スポットでございます。 

 宿毛湾を見渡せる絶景スポットでもあります。

このすばらしい観光資源の価値をさらに高める

ため、昨年度、高知県観光拠点等整備事業費補

助金を活用いたしまして、宿毛湾を臨む大島桜

公園頂上付近から、市道大島中央線まで、一方

通行でおりることができる大島桜公園サイクリ

ングロードを整備をいたしました。 
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 今回、整備したサイクリングロードは、延長

３９６．３メートル、幅員２．５メートルとな

っておりまして、未舗装でございます。そのま

ま土ということでございます。 

 そして、大島桜公園の地形を生かしたダイナ

ミックなコースレイアウトで、気軽に自然を体

験できる、そんなコースとなっているところで

ございます。 

 先ほど、堀議員のほうから観光に力をという

お話ありました。昨日の一般質問の答弁でもお

答えをさせていただいたように、国全体でＧＯ 

ＴＯキャンペーン、そして高知県もしっかりと

県外のお客を、誘客を来月中旬以降、図ってい

きたいという形の中で、幡多としても、しっか

りとした取組をしていこうということで、現在、

準備中でございます。 

 宿毛市においても、こういった流れにしっか

りと乗って、そういったお客さんが、観光客の

皆さんが宿毛市に来ずに、この周辺だけで観光

することがないように、宿毛市にしっかりと来

ていただいて、宿毛市の自然を体験していただ

いて、そしておいしいものを食べていただく、

そういった準備に、今、全力を挙げて取組を進

めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） ありがとうございました。 

 観光に来てくださる方や、市民の皆さんにも、

自転車でこのまちを楽しんでもらえる、笑顔あ

ふれる宿毛市、コロナに負けない宿毛市にして

いければと思います。 

 以上で一般質問を終わります。 

○議長（野々下昌文君） この際、１０分間休

憩いたします。 

午前１０時３５分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時４５分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ４番、川田栄子でござ

います。一般質問をさせていただきます。 

 私は、宿毛小学校合築ＰＦＩ事業が１年を迎

えたということに当たりまして、事業の検証を

行っていきたいと思います。御答弁、よろしく

お願い申し上げます。 

 それでは、ＰＦＩ手法で宿毛小中学校合築事

業が契約されて１年余りがたちました。 

 ＰＦＩの質問では、市長は何度も説明してき

たと、よくおっしゃられました。説明したから

終わりではありません。少数意見がしっかり議

論される議会、でなければ政治がないと同じこ

とです。 

 議会は執行部の下請ではありません。３０年

で４３億円事業、このまちに生きる人のことを

考えると、慎重な説明責任があり、議会はしっ

かり議論を尽くすことが政治に対する仕事です。 

 では、何の議論か。個人の事業の話ではござ

いません。市民の利益になるか、将来のために

何ができるかであります。何度も考え、何度も

議論をして、よくなければごみ箱に捨てるしか

ないということです。 

 ＰＦＩ事業、４３億円、３０年事業は選挙で

選ばれた住民の代表が決定したものではありま

せん。しかし、それを承認するという大きな責

任が、議会にありました。無責任なことはでき

ません。 

 どこに価値を置いた結果としたか、有識者会

議の議事録を取り寄せました。黒塗りの文書で

す。何を守るために、何を隠す必要があるので

すか。それは、住民よりも大切なものですか。

信頼できる話ではありません。 

 政治家や公的な立場の人は、批判されて当た

り前です。当たり前の存在であります。政治家
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は、名誉毀損も対象外です。独裁者とならない

ためです。 

 公務員の公務に関する情報は、氏名も公開が

原則です。宿毛はＰＦＩ優先決定権者について、

個人名は伏せても、評価点は公表していません。

他市では、様々ございますが、宿毛の事例はこ

ういうことでございます。分かりません。 

 昨日も今城議員が、情報公開された後と前と、

こういう情報を見せていただきましたけれども、

基本、部分開示はございません。全面開示する

べきであります。これが基本、情報公開の原則

です。 

 それでは、私は宿毛市自治体条例には、市民

の知る権利を保証するとあり、これはあなたた

ちがつくったものではありませんか。行政処分

に対する不服申立を行いました。 

 これは、職員審査なので、結果は同じで、開

示はゼロです。 

 平成３１年３月１５日のことでした。納得し

ないので、審査請求を行いました。審査会の経

過は、令和元年１１月１４日、審査庁から諮問

を受理。令和２年１月２４日、諮問事項の審議。

令和２年３月９日、答申が行われ、ここでは弁

護士ほか広く社会に関わる任務の方、また職員、

ＯＢなど、５人が審査をされます。 

 結果を受けて、４月７日、行政情報の公開に

ついて、一部を除いて公開することが決定され

たと、宿毛市に通知があり、４月１４日情報公

開決定通知書が私に届きました。 

 多くの時間とエネルギーが係りましたが、結

果は３７１か所が閉じられていましたが、１７

０か所が、約４６％が開かれました。 

 公文書は誰かに読まれるまでは沈黙を守り続

けますが、ひとたび読まれれば、雄弁に多くの

ことを語ります。 

 情報公開制度の基本。行政は、役所が預かっ

ている市民の財産であるところの行政情報を市

民に説明する責任と、市民に提供する責任があ

ります。 

 昨日の今城議員の住民監査でも同様でありま

す。予算のない政策はありません。事業には、

人・もの・金が動きます。積算にはルールがあ

り、根拠となる数字は、誰にでも分かるように

記録されなければなりません。 

 こんな中、ＰＦＩ小中学校合築事業は決定さ

れました。本当に、宿毛市民には申し訳ない気

持ちで、私は今も思い続いています。 

 しかし、もう進んでいます。市民の方からも

メールが届いています。 

 ＰＦＩについては関心は高く、私も少しＰＦ

Ｉを勉強してみたのですが、ともかく業者がし

っかりと仕事をするように、市民が常に目を向

けておくことが大切ですので、スタートしてい

る以上は、市民が無関心にだけはならないよう、

注視するように呼びかけをお願いします。 

 また、ＰＦＩ事業は直感的に駄目だという市

民。理由は、住民にとっての利益が出る話では

ありません。税金の無駄遣いなどなど、複数の

メールが届いております。 

 ＰＦＩはＴＰＰ、ＰＦＩ水道コンセッション、

根っこは同じです。自分の利益になる人が進め

る話で、建設が終わると所有権はビジターに移

るので、当然、民間は経営者ですから、都合の

悪いリスクをとりません。 

 したがって、市民もしっかり勉強していきた

いと思います。 

 質問になります。 

 宿毛小学校ＰＦＩがスタートして１年となり、

振り返ってみたいと思います。 

 市長にお聞きいたします。 

 まず、私はこのように理解しておりますけれ

ども、理解の取り違いがありましたら御指摘く

ださい。 

 宿毛小中学校ＰＦＩ手法を簡単に言うと、公
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共事業を民間に発注して受注企業体が法人とし

て存在し、市内に登記して資本金投資を行い、

３０年間利益配当を生む存在となります。 

 建設が終わると所有権は自治体に移り、財政

難の折り、交付税措置を受けて起債し、準備積

立金がなくても事業実施ができる点、これはメ

リットであります。 

 事業者に、起債以外の建設費と、維持管理費

を分割払いとする。ＰＦＩのメリットは、交付

税措置を受けて起債し、準備積立金がなくても

事実、実施ができる点であります。 

 契約期間３０年間、しっかり行政も、議会も、

注視していかなければならない課題があるとい

う理解でよろしいですか、お聞きいたします。 

○市長（中平富宏君） 反問権、よろしいでし

ょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長、反問権を認め

ます。 

○市長（中平富宏君） すみません、何か所か

理解できなかったこと、分からなかったことが

ありますので。 

 昨日も、少しお話ししたんですけれども、議

員の方と、ちょっと考え方が違ってたら御容赦

願いたいと思うんですが。 

 やはり議場での発言については、しっかりと

責任を負わないといけないと思っています、自

分も含めて。 

 そういった形の中で、しっかりとした言葉で、

間違いない言葉で御説明をしたいので、できま

したら、先に細かい内容については、こういう

ふうなことを思っているとか、聞くよというこ

とを言っていただければ、市民の方にもより分

かりやすい形でお話を、いじわるのし合いじゃ

ありませんので、しっかりと説明をさせていた

だきたいという思いで、お話をさせていただい

ております。 

 ぜひ御理解をしていただきたいというふうに

思います。 

 何点も分からない点があったのですが。一気

に言われたので、聞き取れなかったんですが。 

 例えば、議員には名誉毀損は当たらないとい

うこと、どういった議員。国会議員の方のこと

を言われているんでしょうか、それとも地方議

員、それとも全て議員は、発言について名誉毀

損に当たらないというふうに言われているので

しょうか。 

 それから、市民のためにというお話、ずっと

されていますが、個人情報について、個人情報

を持たれている方も市民です。何をもって市民

の方ということで言われているのか。開示でき

ない部分については、御説明をずっとさせてい

ただいているところで、それは、中には市民の

方もおられますので、そういったことを、どう

いうふうに市民の方というのを、範囲として考

えられているのか。 

 まずその２点、ちょっと教えていただければ

というふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ここは質問ではござい

ませんと指摘しておりますので。これは、議員

というのは、国会議員がいろんなことを言って

も、それは１００％している仕事ではないので、

責められて当たり前ということが出てきますの

で、国会議員を指すわけですけれども。 

 普通の公職にある方も、説明責任はございま

すので、非難をされても、その非難を受けて、

その説明を果たしていくということでございま

す。 

 それから、２つ目として、市民という言葉で

すけれども、執行部の方とこういう役割分担を

して議会で仕事をしておりますので、執行部の

方と議会は、市民を代表した立場におるわけで

すので、そこのあたりはお分かりになるんじゃ
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ないでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 余りにもとめると、またそれはそれでよくな

いと思いますので、そのまま進めさせていただ

きたいとは思いますが。 

 市役所の職員とか、議員、そして私たち以外

の方の情報も入っていますので、そういったこ

とも含めて、お分かりだと思いますが、そうい

った方々だけじゃありませんので、ということ

でした。 

 それから、国会議員のほうは、国会での発言

に対して、国会議員が言う発言に対して責任を

とられないというものなので、自分としては、

川田議員が言われたのは、逆の話をされている

のかなというふうに捉えました。 

 自分が言うことに関して、名誉毀損で訴えら

れることがないと、こっちがですね。そういう

話だというふうに理解をしていますので、少し

その点について、考え方が違うなと思ったとこ

ろでした。 

 それから、ＰＦＩ事業について言われて、こ

れでよろしいでしょうかということで、なりま

したが、いい部分も、そしてちょっと考え方の

違う部分もありますので、総括して、一言でい

いとか悪いとかということは言えませんが。 

 例えば、３０年後に所有権変えるんですかと、

終わったらという話ですが、所有権については、

こちらがもつという話でいいんですよね。 

 それも、ずっと説明をしています。何度も説

明をしたと言っても、また説明しなさいという

ことですけれども、説明したことは、ぜひ御理

解をしていただきたいと思います。 

 所有権の話も何度も説明をしています。そこ

については、違いますので。合っているという

か、自分たちと同じ考え方の部分があれば、違

うところもあるということで、御理解願いたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 建設が終わると、自治

体のほうへ所有権が移るということではないで

すか。 

 よろしいですか、お聞きして。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 先ほど川田議員が言わ

れたことは、僕が聞き間違っていたら申し訳な

いです。 

 ３０年後に所有権が移るというふうに、川田

議員発言されたというふうに思っております。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 次へまいります。 

 それでは、第２のＰＦＩについて、お考えが

あるか、お聞きいたします。 

 財政が逼迫する中、老朽化したインフラを短

期間に整備するには、借金が自治体の財政にあ

らわれることのないＰＦＩ、コンサルの起業計

算が曖昧で、民間資金調達より起債したほうが

金利の面では有利なのに、コスト削減という目

的が果たせられるか、不透明であります。 

 なぜなら、ランニングコストには物価、エネ

ルギー消費、人件費など、不確定要素がある民

間事業者が破綻する可能性もある。 

 様々デメリットもあり、またメリットもあり

ますが、今、全国的に公的債務をふやすことな

く、公共施設や社会インフラを整備していくか、

競走している環境の中にあります。 

 また、ＰＦＩ経験のある事業者と一緒に遂行

することで、宿毛事業者がノウハウの検証や、

スキルアップが図れるのではないかと、今回、

市長も期待されているところがあります。 

 これからは、第２のＰＦＩのお考えについて、

聞かせてください。 
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○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 第２のＰＦＩという質問でございますが、今

後、ＰＦＩ事業を実施する予定があるかどうか

という質問だというふうに捉えさせていただき

ました。 

 現時点では予定はありませんが、今後の事業

におきましても、ＰＦＩというのも手法の一つ

でございますので、選択肢となるというふうに

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） アドバイザリーについ

て、お伺いいたします。 

 内閣府からアドバイザリーの派遣を受けたと、

資料にございました。入札は何社で行いました

でしょうか、お聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせてもらい

ます。 

 気がついたところは、ちょっと訂正をさせて

いただきたいと思います。 

 アドバイザーにつきましては、紹介されたも

のでは、まずございませんので、よろしくお願

いします。 

 それから、アドバイザー契約につきましては、

平成２９年度に公募プロポーザル方式で募集を

し、応募は１社のみということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 再質問になります。 

 紹介されたのではないと言われましたけれど

も、資料には、内閣府からということで、アド

バイザーの方は、宿毛も四国だからということ

で来たと、御本人がそう言っておられますけれ

ども。紹介なしということは、どういうことで

しょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 私の答弁で分からない場合には、また担当課

からお答えをさせていただきますが、このアド

バイザリーにつきましては、紹介をされたもの

ではございません。 

 その以前の段階で、平成２８年度に内閣府が

実施した官民連携事業の専門家の派遣業務で派

遣をされてきた事業者が、ＧＰＭＯだったとい

うことでございまして、アドバイザリーについ

ては、先ほど言ったように、紹介されたもので

はないということでございます。 

 それ以前の話です。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） それで、このＧＰＭＯ

を使うということになりましたので、この方に

お支払いするのが、平成２９年度、８９６万４，

０００円、平成３０年度、１，９７６万４，０

００円と、かなり結構な金額であります。 

 １社ですので、この検討をどのようにされま

したでしょうか、お聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 確認がとれましたので、

お答えをさせていただきたいと思います。 

 １社のみではございましたが、プロポーザル

方式でやっておりますので、その内容について、

評価をさせていただいて、決定をしたというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 了解しました。 

 それでは、進捗状況をお尋ねいたします。 

 計画は予定どおりに進んでいますでしょうか。

問題はありませんか、お聞きいたします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、４番議員の
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一般質問にお答え申し上げます。 

 宿毛小中学校合築校舎事業についての進捗状

況の御質問でございます。 

 令和元年度中に設計業務が終わりまして、現

在は建設工事を行っているところでございます。 

 校舎の完成は、本年度末の予定でございまし

て、現在、計画どおり整備が進んでいるものと

いうふうに認識をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 了解いたしました。 

 それでは、経費についてお聞きいたします。 

 経済が悪化する、想定外のことが起きても大

丈夫でしょうか。これから高齢化になると、経

済社会レベルが落ち、またインフラやコロナ危

機等の心配がありませんか。 

 それから、建築基準が厳しくなったので、基

礎を深くする、軟弱地盤が出た、地下水が多く

あるなど、想定よりお金のかかることなど、誰

が、どのように負担するか、明確になっている

か、お聞きいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きたいと思います。 

 その前に、想定外ということについて、この

言葉、本当に悩ましい言葉でございます。 

 いろいろな方々が、いろいろな今の科学的、

そしていろいろな形の中で、想定をしながら、

物事を決めて、前に進めなければならないわけ

ですが、想定を決めたら、必ず出てくる言葉は、

この想定外であります。 

 そういった形の中で、一定、自分たちも想定

をしながら、そしてそれ以外のことが起きたと

きにはどうするのかということも考えながら、

物事を動かしていかないと、全く物事が動かな

くなってしまう、そういった状況の中で、特に

防災等もそうですが、日々、前へ進めていると

ころでございます。 

 そうした形の中で、３月議会の議員協議会で

御説明したとおりでございます。 

 ＳＰＣによる建設場所でのボーリング調査に

より、当該地盤の、支持層での傾斜が極めて急

傾斜となっていること。また、当該支持層が通

常と比較し、とてもかたい支持基盤であること

が分かり、ＳＰＣから地業施工の候補について、

申入れを受けました。 

 皆様方にも御説明したとおりでございます。 

 申入れに対しまして、担当課が協議を行いま

して、安全性、経済性、工期を含めまして、Ｓ

ＰＣから申入れを受けた工法が最善なものであ

るとの結論となりましたので、当該手法で施工

を行うことといたしました。 

 このことによりまして、ボーリング調査前の、

当初見込んでいた基礎工法と工事費の差額が発

生をし、その差額は約２億３，０００万円の増

額となります。 

 この費用につきましては、本年度と来年度に

整備する合築校舎や学童保育棟、既存施設の解

体工事、小学校プールの改築を順次行っていく

中で、工事費等を精査しながら、増額分につき

まして、契約変更することで対応していきたい

と、そのように考えておりまして、皆様方にも

お示しをさせていただいたところでございます。 

 また、本費用につきましては、リスク分担は

市となりますので、増額分については、市が負

担するということでございます。 

 また、それ以外の想定外のことが起きた場合

につきましても、できる限り対応できるように、

日頃から検討を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） そういうことで、めど

をつけているということでございます。思わぬ

コストが係るということになりますけれども、
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そんなときにも対応していかなければ、もう始

まった事業でございますので、管理のほう、よ

ろしくお願いいたします。 

 さて、民間事業者破綻の例もあることから伺

います。 

 民間事業者が経営破綻、撤退したため、自治

体が施設を買い取らざるを得なくなった。また、

事業の見通しが甘く、公共に実施するよりコス

トが高くなり、契約解除となった。 

 そのほか、最初から赤字が続き契約解除に。

多年の負担を要しながら、さらに契約解除の際、

市が損失補償金を支払ったなど、全国にはこの

ような例もあることから、導入しさえすれば成

功というわけではありません。 

 成功の確率を高める努力をし続けることが重

要と言えますが、懸念されることではないかも

分かりませんけれども、お聞きいたします。 

 破綻をした場合に、対処する方法を考えられ

ていますか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） ＳＰＣが破綻した場合

を想定しているのかという質問だというふうに

理解をして、お答えをさせていただきたいと思

います。 

 ＳＰＣが破綻し、事業の継続が困難になった

場合につきましては、特定事業契約書第９０条

で規定をしておりますとおり、契約を解除し、

損害賠償等が発生した場合は、請求をすること

となります。 

 しかし、同条にあるとおりでございますが、

ＳＰＣに融資する融資団がかわりとなる企業を

新たな株主として確保することになりますので、

ＳＰＣが破綻することにより、事業継続が困難

となる可能性は低いと、そのように考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 成功されるように、３

０年間という長い期間でございますので、しっ

かり注視していかなければならないと考えてお

ります。 

 次、事業者の参加資格要件の垣根を低くした

結果の検証でございます。 

 今回の参加要件は、設計業務では１級建築士

事務所の登録をしていること。建設業務では、

今回、整備業務と同等の業務経験を有すること。

維持管理業務では、今回の整備業務と同等の経

験を５年以内に有することとあります。 

 ただし、本事業では、市内事業者にできるだ

け参画してもらいたいとの思いから、建設維持

管理業務を担う応募事業者の参加資格要件とし

て、市内事業者について同等の経験は問わず、

公共事業への業務経験を有するものとしたとあ

ります。 

 ＰＦＩにとって、経験のない維持管理業務に

ついて、重要な部分の垣根を低くした結果、地

元主体の企業体が決定されました。 

 今回、２つの企業体の応募があって、Ａ構成

企業は７社、うち地元企業者は１社。こちらは

経験がありませんが、あと６社は経験がありま

す。 

 プロジェクトマネジメントの概念が明確で、

経験に基づいた提案であると、有識者は評価さ

れております。 

 今回、交渉権者となったＢ企業体は、全く経

験がなく、本事業の対象となる施設は学校施設

なので、維持管理業務については、特別なノウ

ハウを必要とする内容は特にないとしているこ

と。足らざるところは、受注できるようになれ

ば、第三企業に委託となっていますが、もとも

とこの企業に経験がなく、委託先に監督できる

か不安がある、と有識者の弁であります。 

 そして、有識者はさらに設計、建設、維持管

理を単なる一括発注ではなく、性能発注とある
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ので、受注者の裁量の範囲が大きい。 

 この性能発注というのは、後で維持管理がし

やすいように、こういう工法はどうですかとい

うようなことが入ってくると思います。 

 この中で、創意工夫をして、よいサービスを

安く提供してもらうことが大事。地元事業者中

心で、従前の分割発注時代の名残があるのでは

と、有識者から返されています。 

 代表企業に全く経験がなくて、全体を総括と

いう重要なことができるか、疑問が残るともあ

ります。 

 管理チームとして、機能を果たすことができ

るかということも述べられています。 

 こんなに不安や疑問のある事業者が選ばれて、

大丈夫かと思わざるを得ません。資格要件の壁

を低くしたことは、その後、問題が出ていませ

んでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 有識者の発言等について、一部だけの紹介に

なっております。それぞれのＡ社、Ｂ社に対し

て、いいところ、そして、ここら辺については

少し心配があるよとか、それぞれいろいろある

中で、最終的に決定をされているということが

大前提でありますので、その点については、御

理解をお願いしたいと思います。 

 当然、いろんなお話は出てきていますので、

それをトータル的に見ての話でございます。 

 それで、問題がないかということでございま

すが、特に問題は起きていない、そういうこと

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 評価点後、構成企業に

協力企業体として存在していたという企業が参

加されました。このことについてお伺いいたし

ます。 

 企業体の構成員、提案書全てが評価されて終

わってから、もし選ばれたら第三企業に委託す

る話のとおり、構成企業に東京の３社が入って

きました。 

 他市事例に二、三聞いてみました。構成企業

をかえることは、信頼を失うことだと言われま

した。 

 また、構成企業のメンバーは、よほどのこと

がない限り変わりません。変わると、審査のと

きと実態が違うとなり、説明が難しい、このよ

うな感想が聞かれました。 

 協力企業体にいたと、構成企業体へ後から入

ることの正当性はあるのでしょうか。 

 有識者会議でも、選定委員の方が４棟建てを

２棟建てにかえることについて、提案が別の提

案になるのでは、それは契約段階で変えるとい

うことはできません、と伝えています。 

 全体を評価し、決定して、結果を出すという

ことはこういうことではありませんか。財政的

困難でもない、この段階に構成企業はかわって

よいという、基本協定書にでもあるのでしょう

か、お聞かせください。 

○市長（中平富宏君） 議長、反問権よろしい

でしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 反問権を認めます。 

 市長。 

○市長（中平富宏君） 一部聞き取れなかった

ので、もう一度お聞かせ願えればと思います。 

 一番最初のところで、話のとおりということ

が出ましたが、第三企業が入ることが、話のと

おりということですか。どこの話でしょうか、

教えていただければというふうに思います。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 全然ＰＦＩの経験がご

ざいませんので、そういう維持管理についての

経験もないと、当然なってきます。 
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 そういうときには、第三企業に委託すると、

お話を議事録の中で伺っております。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 今、調べさせておりま

すので、その点については、また後ほど。 

 ただ、議事録の中といいますが、初めからそ

ういった話があったということは、私は承知し

ておりませんので、議事録のどこの部分の話か

というのが重要になってこようかと思います。 

 それによっては、話のとおりではないと思い

ますので、確認をとらさせていただきたいと思

います。 

 それから、これまで説明してまいりましたが、

有識者会議で出た意見等も踏まえまして、優先

交渉権者決定後に、第三者企業の立場で参画し

ていたＰＦＩ事業の経験がある事業者を構成企

業に加えることで、地元事業者のサポートがで

きるようになったと、そのように考えておりま

す。 

 また、基本協定書や特定事業契約書には、構

成企業の変更に関する規定はございません。 

 以上でございます。 

 それから、ある方が言っておられました、こ

ういう話がありましたということで、そういっ

たお話をされる方も当然おられるかもしれませ

んが、違う話をされる方も、当然おられるとい

うことでございますので、一部の方の話だけで

判断して、行っている事業ではございません。

ぜひ御理解を願いたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 選定委員にこのことは

説明しておられますでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 選定委員ということで

ございますが、選定委員や有識者の方々は、こ

のことについては、承知はしているというふう

に思っているところでございますが、あくまで

優先交渉権者を選定するために選任したもので

ございますので、優先交渉権者決定後の事象に

ついて、一つずつ報告する、そういった必要は

ございませんので、特にそのことについて報告

したということではございません。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ＰＦＩ事業は自治体に

よってそれぞれでございますので、後で変わっ

ても構わないということでございましょう。 

 それで、資金などスムーズに、構成企業入る

ということの手続がスムーズに、問題はなかっ

たでしょうか、お聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 問題なかったという点については、問題なか

ったということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 結果的に、選定された

のは参加資格要件のハードルを下げたことから、

地元事業者中心の、ＰＦＩの経験がない公募事

業者が決定されました。 

 そして、もし受注できるようになれば、プロ

ジェクトマネジメントは第三企業に委託といっ

た筋道のとおりとなり、参加資格決定後の終了

を待って、組織の後ろで控えていたとする東京

の姉妹企業であるフージャースが収まったとい

うことで、何かでき過ぎていないかなとも思わ

れます。 

 ＰＦＩ事業のノウハウを地元事業者に継承す

ることを考え、事業体にも地元企業が、一事業

者入っております。 

 要件の垣根を低くすることは、地元企業との

垣根も低くなり、癒着や談合が生まれやすいと

懸念もします。 
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 そんなことは絶対ないと思っていいでしょう

か。お聞きいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 議場での正会中の発言については、議事録全

て残るということで、自分自身も気を引き締め

て発言をしていかなければならないと、そのよ

うに思って、発言をさせていただきます。 

 先ほど、筋道のとおりという発言もありまし

たが、当初からそういった筋道があったという

ふうに、自分たちは思っているところではござ

いませんので、そういったところでございます。 

 それで、大変申し訳ないんですが、質問のほ

うを、もう一度、簡潔に教えていただければ、

丁寧に答えさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いをします。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 今の質問は、ないとい

うことでよろしいですか。もう一度言うんです

か、質問を。お聞きします。 

○議長（野々下昌文君） 簡潔に、何を聞きた

いか。 

○４番（川田栄子君） 簡潔に言うということ

ですか。 

○議長（野々下昌文君） 何を聞きたいのか、

言ってください。 

○４番（川田栄子君） だから、さっき言われ

たことについて、ないと言われましたので、も

うそれでいいですよ、私は。 

 だから、そんな簡単なことなんですよ、私が

聞いているのは。ないならない、推測で言って

いることでも、私が質問していることですから、

世間の人はそう思ってても、ありませんと自信

をもって言えば、それでこっちは返事が伝わっ

てきますので、分かりましたということです。 

 質問へいってよろしいですか。 

○議長（野々下昌文君） 続けてください。 

○４番（川田栄子君） それでは、５番のア、

サービス基準合意書第１３条、守秘義務につい

て、お聞きいたします。 

 第１３条、守秘義務が課せられているが、こ

れは令和元年６月議会で、山戸議員の質問に対

し、市長の答弁もございました。 

 よく分かりませんので、再度お聞きいたしま

す。 

 第１３条、守秘義務が課せられているが、こ

れは仕事を追って開示されていくもので、３０

年後には全て開かれる理解でよろしいでしょう

か、お聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えさせていただき

ます。 

 ＰＦＩ事業のお話をずっと聞いていますので、

ＰＦＩ事業の守秘義務について、契約期間が満

了する３０年後に解除され、公開されるのかと

いった趣旨の質問だったというふうに理解をし

て、答弁させていただきます。 

 守秘義務は契約期間が満了したことで解かれ

る、そういったものではございません。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 解かれるものではござ

いません。それはずっとあり続けることでしょ

うか。お聞きいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 そのとおりでございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 了解いたしました。 

 モニタリングについてお聞きいたします。 

 ５番のイにいきます。モニタリングについて

であります。 

 ３０年後の公開についてでございますけれど

も、設計書が元年度に終わりましたということ
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でございますので、そのモニタリングができて

いるかどうか、お聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 できております。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 少し説明をお願いいた

します。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 何の説明かというのを言っていただければと

思うんですが。 

 結果について、まず自分のほうから、答弁と

して述べさせていただきたいと思います。 

 その以外の説明でございましたら、また質問

していただければと思います。 

 平成３０年度に宿毛学校ＰＦＩ株式会社との

契約を締結して以降、事業を円滑に遂行してい

くために、月に１度、ＳＰＣと連絡会を開催を

しているところでございます。 

 連絡会は、市からは総務課、都市建設課、学

校教育課、そしてアドバイザーが出席する中で、

昨年度は主に設計に関することを議題として、

ＳＰＣから提案されている内容に関して、施設

配置や部屋の配置など、具体的な協議を行った

り、ＳＰＣからの確認事項に関する協議等を行

ってまいりました。 

 そして、昨年度中に実施計画が完了いたしま

して、建築基準法に基づく確認申請を提出。審

査機関から確認済証を交付いただいたところで

ございます。 

 設計業務のモニタリングにつきましては、月

に１度行う連絡会で、随時行い、要求水準、ま

た提案内容から逸脱するものではない旨、確認

をしているところでございます。 

 なお、令和２年度におきましては、市の関係

課、これは総務課、都市建設課、学校教育課で

ございますが、こちらのチェック体制に加えま

して、外部の専門家や有識者を交えて、モニタ

リングできるよう、昨年度、アドバイザリー契

約を締結していた株式会社ＧＰＭＯに業務委託

し、モニタリング支援業務を実施しているとこ

ろでございます。 

 これは、先ほど川田議員からも質問を受けた

ところでもございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 主語がないと言えばそ

うなんですけれども、私はこの合築事業につい

て聞いているわけですので、一々初めに返って

しろというか、モニタリングといえば分かるじ

ゃないですか。そんなこと一々戻すんですかね。 

 次へいきます。 

 それで、設計業務のモニタリングといいます

と、教育活動がより効率的な設計、災害時に適

用できる施設としての機能をし得る設計となっ

ているか、そのような観点からのモニタリング

はされてますでしょうか、教えてください。 

○市長（中平富宏君） 反問権いいですか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。反問権を認め

ます。 

○市長（中平富宏君） すみません、ぜひ川田

議員理解してもらいたいんですが、幾らモニタ

リングの質問であっても、結果の説明なのか、

モニタリング自体の説明なのか、何のことの説

明なのかを聞いていただかないと、川田議員が

言われている市民の方々、見てて全く分からな

いと思います。 

 自分たちは、一部通告をもとに、想像しなが

らお答えをさせていただいていますが、そこに

ついては、ぜひ御理解をしていただきたいと思

います。 

 以上でございます。 
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○議長（野々下昌文君） 川田議員に申し上げ

ます。 

 質問は簡潔に、明確に、分かりやすく質問を、

問うてください。 

 これについて質問しますという形で、よろし

くお願いします。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） モニタリングですよ。

終わらないものはできないですので。 

 順次進んでいる段階で、モニタリングができ

ているかどうか。 

 モニタリングの意味は聞いておりません。こ

れは、私は全て検証です。１年間経過しました、

その検証をお聞きしているわけですので。終わ

ってないものについては、検証できないものと。

だからモニタリングの、設計書のモニタリング

についていかがですか。ここへ書いてあるとお

りでございます。 

 今言われたこと、お答えできますか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 モニタリングの内容については、今、お答え

をさせていただいた内容でございます。 

 あくまでも結果ということで、今までやって

きたことについてお答えをさせていただいてお

りますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） それでは、教育長に、

教育行政の観点からお伺いいたします。 

 ２点ありますけれども、最初は、重要度係数

についてです。公共の建物であるということの

観点から、今度できる新築合築校舎が、１．５

という重要度係数の観点から見て、市民に学校

をこの宿毛市に建てますという観点と、それか

ら、２つ目は、南海トラフを控えて、この建物

を建てるということに、別に教育長が決めたわ

けではございませんけれども、決定されたもの

でございます。 

 それについて、しっかりと説明いただきたい。

最初は重要度係数ですね、耐震性、民間建築物

にはほとんど考慮されていません。建物の中に

は、災害時の避難施設となる建物が存在します。

これは、地震が起きた際に逃げ込むなら、体育

館、学校が避難所となることが想定され、耐震

性を強めたものです。 

 当然、２つの事業体の図面が出ておりますの

で、決定されたものについて、しっかりとこう

いうものができる。でも、その１．５以上の耐

震機能を備えた建物であるということについて、

市民の皆様に理解を得る、アピールをしていた

だきたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、４番議員の

一般質問にお答え申し上げます。 

 質問の通告にございます、合築校舎の建築評

価ということで御質問でございますけれども、

学校教育の場としての校舎を考えたときには、

児童の身体的な負担を考慮しまして、できるだ

け低層階の学校が望ましいというふうに考えて

おります。 

 また、普通教室や廊下などは、一定の広さを

もって児童生徒が活発に活動できる場が重要と

考えております。そういった点から、今回、選

定をされました提案内容については、学校教育

の場として、児童生徒、教職員ともに有意義に

使用できる施設であるというふうに思っており

ます。 

 なお、御質問ございました市民の安全という

部分については、当然これ、教育委員会所管外

だということで、考えてないということではご

ざいません。議員も御承知のように、４棟のう

ち１棟が、児童生徒及び地域住民も避難できる

施設として、４階建ての高層階の校舎としてい
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るというふうに認識をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ２つ目も、公共の建築

物であるということで、避難場所となっている

宿毛小学校、それについて十分な広さがあるか

という観点のほうから伺ってまいります。 

 令和元年で子供と教職員の数は５５０人、三、

四階で避難者を確保できる数は１，０００人と

あります。 

 今、新型コロナウイルスに悩まされています

が、いつ発生するか分からないことを考えると、

このスペースは半分となり、住民は救えないと、

想定も必要となってまいります。 

 宿毛の地形を考えると、勾配が少ないことで、

浸水しやすいまち、排水路の流れをよくするた

めには、水を分散するなどの知恵とお金がかか

ります。 

 しかし、この瞬間、災害が起きても、子供と

住民の命を守れる施設ができることは非常にう

れしいと思っております。 

 南海トラフ、地震、台風、集中豪雨など、災

害の要素が満載です。３密をといっている今、

この避難所となるべき学校施設、本当にこれで

大丈夫でしょうか、改めて伺います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 先ほど教育長の答弁にもありましたように、

本来、学校教育の場としての校舎を考えたとき

には、児童の身体的な負担を考慮し、できるだ

け低層階の学校施設が望ましいとの考えが、ま

ずあります。 

 しかしながら、宿毛小学校、宿毛中学校の建

て替えに際しましては、地元の方々から避難所

として使える学校施設の建設の要望も受けてお

りましたので、今回の整備に当たりましては、

地震の際に全ての児童生徒が、近隣の指定避難

場所へ迅速に避難することが困難なケースや、

地元の方々の要望も考慮する中で、一部、高層

階の提案を採用しているところでございます。 

 議員の皆様も御承知のところだというふうに

思っております。 

 事業契約締結後は、ＳＰＣと設計業務の協議

の中で、学校施設から指定避難場所まで、迅速

に移動できるよう、例えば児童生徒の昇降口か

ら指定避難場所への移動経路には、フェンスを

設置しない。そして、合築校舎１階の出入口を

昇降口以外にも配置するなど、検討を行い、設

計に反映させているところでございます。 

 また、夜間や土日など、学校が閉まっている

場合に、地域の指定避難場所へ避難できない地

域の方々が、校舎の高層階へ緊急的に避難でき

るよう、児童生徒の昇降口は地震感知により、

自動的に開錠するかぎが設計されておりますの

で、児童生徒、教職員、さらに近隣地域の方々

が緊急的に避難できる、そういった施設となっ

ていると考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） どれだけの方が安心さ

れて、市長のお言葉を聞いたことかと思います。 

 多くの方に安心していただきたいと、市長の

メッセージでございます。 

 宿毛の中心で、人口の一番集中しているこの

まちに、たった一つの小中学校、２階建てで決

定されました。 

 高台と騒いで、多くの調査費をたくさん入れ

た結果ですから、これは若干の非難が出て当た

り前です。 

 今、高知は南海地震に備え、防災の視点で、

子供のいる学校は、安全であることと、多くの

方の思いは一つです。 

 ８番にまいります。 
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 少子化の影響が考慮されているか、伺います。 

 令和２年、小学生３６１人が、令和７年には

３１０人とされています。ＰＦＩ契約は、契約

が長期であるため、少なくとも債務負担行為の

間は、確実にアカウンタビリティー、責任義務

がついてまわるはずです。 

 建設した校舎に空き教室が出るようでは困り

ます。現状の計画を合理的に考えても、将来世

代から見た場合、合理的でないとの判断がされ

ることの可能性があります。 

 そういう心配がないように、また将来世代か

ら少子化要因の検討を怠ったとして責任が問わ

れることがないように、そのことについてどん

なお考えでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 余りにも反問権を使うと、議会がストップし

ますので、答弁の中で少しお話をさせていただ

きたいと思います。 

 まず、先ほどの最後の部分で、人口の集中す

る中、２階建てという話がありましたが、教育

長も自分も、一部４階建てということで御説明

していますので、分かっている上で２階建てと

いうふうに言っているんだとは思いますが、そ

の点、再度、確認をしたいと思います。 

 それから、避難については、人口の集中、当

然ありますが、避難場所からの距離であるとか、

時間的な距離、経路、そういったものを今、コ

ンサルかけて出したものを、議員の皆さんにも

ずっと提示させていただいていると思います。 

 そういった中で、今議会においても、避難タ

ワーの議論も出ていますが、そういった形で、

避難するのが困難なところに、避難タワーを設

置しているところでございます。 

 そういった形の中で、避難の問題と学校の問

題は若干ずれてきますので、細かい話はしませ

んが、ここはあくまでも緊急的避難という形で、

学校の避難場所としての運用は、現在、考えて

いるところでございます。ぜひ御理解願いたい

と思います。 

 それから、議員のほうは、今回の学校建設が

３０年後の児童生徒数を見込んだ計画になって

いるのかというふうに言われておりますが、そ

もそも現在の、今の児童生徒数を収容できなけ

れば、全く意味のない施設になりますので、３

０年後は減るからといって、今、教室を減らす

ということは、現実的に不可能ですので、ぜひ

御理解を願いたいというふうに思っております。 

 今後、３０年度、児童生徒数がどれだけ減少

するのか、予測不能のところもありますし、ま

た、人口減少はできるだけとめていこうという

ことで、いろんな施策を、現在、打っていると

ころでございます。 

 先ほど言いましたように、児童生徒を収容で

きる施設であることが最も肝腎なことではござ

いますが、例えば、そういった問題について、

今後、議論する上では、統廃合、こちらによっ

て一つ一つの教室に定員の数、言い方悪いです

けれども、いっぱい入れていくという、そうい

ったような形等を検討する中で、考えていかな

いといけない問題なのかなというふうには、当

然、考えておりますし、議員の皆様方にも、そ

ういったお話も、随時、教育委員会のほうから

提示をさせていただいている、そういう現状で

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ちょっと観点がずれて

いると思います。 

 私は、現状の結果を合理的に考えて、将来世

代から見た場合、合理的でないとの判断がされ

る可能性があるようでは困ります。 

 別に、今の小学生が確保しなければいけない

という問題ではなく、将来、さっき言ったよう



 

－ 79 － 

に、７年後には５０名ほど減りますので、そう

いうときには、どういう部分が入っていくのか、

そういう計画はなされていることで、合理的と

いう意味なんですけれども。 

 もうそれでいいですか。私は前へいきましょ

うか。 

 合理的とはそういうことです。 

 ９番へいきます。 

 松田川小学校統合について、市民の声を受け

止めていますか、お聞きいたします。 

 振り返ってみると、問題があったのではない

かと思います。統合問題のこれからにも、検証

は必要です。 

 住民の声に耳を傾けてまいりました。まとめ

てみますと、これはもう、住民の方のそれぞれ

の思いですから、それをどうこう非難するとい

うことは、絶対にあってはいけないと思います。

自由に発言できる場とお考えください。 

 …………………………………………………… 

………………（発言一部取り消し）…………… 

……………………………………………………… 

………………………… 

 高い場所がよい、３階から低いところへ行き

たくない。今までのままでいたい。父兄は、今

のままでよいとしました。 

 複式を統合せよという行政、決定期間が９月

だったので、返事を出せ、となりました。 

 ９月に話合いで決めた、最後の決定となり、

期限も近くなって、納得せざるを得なかった。 

 教育委員会、また行政が勝手に進んでいく。

個人的にものを言える状態ではない。言っても

しようがない。結論と経過説明のみが返ってく

る。 

 校長に話を聞いているから、職員がものを申

すな、の感じを受けた。 

 統合計画の中で、校長先生が転任した、とも

ありました。 

 この松田川小学校の内部や、保護者の話を伺

っていますと、本当に悲しくなります。事実と

向き合う強さを手放したということです。この

事実に反応しないと、もっと悪いことでも起き

るというのでしょうか。 

 …………………………………………………… 

………………（発言一部取り消し）…………… 

…………… 

 この問題は、課題が３つあると思います。 

 １つ目は、松田川小学校の職員も、保護者の

方も、同胞ではありませんか。同胞を慈しむと

いう形でやってこなかった。ナショナリズムが

根底になかったということです。 

 ２つ目、公正な社会とは、各人がよい生き方

に関する自らの考えを選ぶ自由が尊重されてい

ることではないか。 

 ３つ目として、賛否ある議論なのに、十分議

論してこなったことなどが考えられますが、松

田川小学校統合問題を振り返って、市長は問題

なかったとお考えでしょうか、お聞かせくださ

い。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 統合問題については、

所管外ですので、私が答えることは、実はでき

ないんです。 

 分かってて質問されているのかもしれません

が、そこはそういうことになっていますので、

答えられません。 

 それから、あと、合理的なお話ですが、人数

については、合理的とかという問題以前のこと

で、今の生徒が入れる部屋が必要だということ

で答えさせていただいています。 

 あと、議員は合理的について、どういうふう

に考えられているか分かりませんが、まさに今、

議員がおっしゃっている統廃合というのが、一

種合理的なんですよね。 

 そういった形の中で、いろいろな思いの方が
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おられると思います。いろんな意見を議員は言

えなかったとかいうことで、実際、校長とか… 

…とかといえば、個人が特定されますので、そ

ういった発言は、私はしたくありませんが、そ

ういった形の中で、皆さんがいろいろな思いを

持ちながら、合意形成をしていったということ

でございます。 

 その点については、教育長のほうから答弁し

ていただきたいとは思いますが、問題という捉

え方ではなくて、いろいろな思いの中で、当然、

じくじたる思いをしながら、子供たちのことと

かを考えながら、出てきた結果を、私は教育委

員会のほうから報告を受けて、それに向けて、

施設整備をしているということでございますの

で、ぜひ御理解を願いたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、４番議員の

一般質問にお答え申し上げます。 

 松田川小学校の統合に関しての御質問でござ

います。 

 学校の再編統合ということに関しましては、

保護者の皆様を初め、地域の皆様、それぞれ一

人一人が様々な思いをお持ちのことは、もう十

分承知をいたしております。 

 特に、地域の方々、統合によって学校がなく

なることによって、子供たちの声が日常的に聞

こえなくなる寂しさ、そういった思いも十分、

教育委員会としては理解をしているつもりでご

ざいます。 

 そういう中で、教育委員会として、基本は、

子供たちにとってよりよい教育環境を、常に考

えていかなきゃいけない。そのための手だてと

して、学校の再編統合も、これは避けて通れな

い課題であるということから、これまでも再編

計画に基づいて、取り組んでまいったところで

あります。 

 松田川小学校に関しましては、平成２２年当

時に、宿毛小学校との統合ということで、保護

者の皆様、そして地域の皆様とも合意をして、

子供たちのためには、統合やむなしという方向

で進んできた経緯がございますけれども、宿毛

小学校の校舎の建設に絡んで、それが実現でき

ずに、その後、東日本の大震災等ございまして、

確かに今現在の保護者の皆さんは、浸水域にあ

る宿毛小学校へ統合することに対する不安感と

いうのは、これまで私が教育長になって、平成

２８年からずっと協議を重ねてまいりました。 

 その中でも、そのような意見はたくさん頂き

ました。そういう中で、教育委員会として、教

育環境を考えたときには、やはり統合が一番望

ましいのではないかという説明とあわせて、地

震がきても安心安全な学校を建設して、そこで

多くの仲間と一緒に教育を行っていく、それが

一番望ましいのではないかということで、保護

者の皆様にも御理解をいただきました。 

 それについて、今回の校舎の問題につきまし

ても、昨年の４月には、宿毛小学校、松田川小

学校、そして宿毛中学校の保護者の皆さんを対

象に、校舎、学校施設についての説明会を行っ

ておりますし、さらに９月には、松田川小学校

の保護者だけを対象にした模型を使っての説明

も行ってきております。 

 だからといって不安が全く、１００％解消さ

れたとは思っておりませんけれども、我々は、

これから新しい学校ができても、先ほど市長も

申し上げましたけれども、基本的には、指定の

避難場所へ子供たちが安全に逃げるように、年

に何回も、学校において避難訓練も行っており

ます。 

 そういったことを基本に、子供たちの安全安

心をしっかりと確保してまいりたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 
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○４番（川田栄子君） 統合かどうかは、ここ

で議論するつもりもございませんけれども、国

は、学校予算を減らすために、統合、統合と言

っていますけれども、世界ではスモールスクー

ル、１００人ぐらいで学校を維持していこう。

これが一番環境にいいんだということもありま

すので、ここで私が弁解、問題がなかったとか

どうとか言うよりも、もう終わっています。統

合については、住民の方と話されるのは終わっ

ています。今言うのは、そういうことも経過の

中でありましたね、十分、くみ取れなくてごめ

んなさい、謝れないかも分かりません。行政と

してはね。住民が決めたことだからということ

になりましょうけれども、十分、そういうお気

持ちを持った方もおられて、そういうことの中

で統合になったということは、今はこの住民た

ちのこの声に、十分くみ取れず、行政としては

不十分だったこともあったと、そういう気持ち

を思いやる、寄り添っていくということが、こ

の答えではないかと、私は思います。 

 それで、松田川小学校の校長先生も、統合予

定の計画の場に参画ができておりません。松田

川小学校、なぜ分断されたのか。問題はなんだ

ったんでしょうか。お答えできますか。 

○議長（野々下昌文君） 問題を明確にしてく

ださい。何を聞くのか。 

○４番（川田栄子君） 松田川小学校校長先生

が、なぜ選定委員、そういう有識者会議の中に

入っておられなかったのか。何が問題であった

のか、お聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きたいと思います。 

 先ほど、教育長から、なかなかつらい思いで、

いろんなお話をされる方々の声に耳は傾けたと

いう話がありました。 

 いろんな御苦労をされて、決まってきた結果、

そして統合という形で、現在、宿毛の小中学校

が建設をされようとしているところでございま

す。 

 そういった保護者のつらい思い、そして当然、

会長も非常につらい思いで、皆さんの意見を聞

きながら、まとめ上げたんだと思います。 

 そういう気持ちが分かっているからこそ、保

護者の中の意見も、会長の前で十分言えた人、

そして言えなかった人、そういった葛藤の中で、

いろんなことが進んできたんだというふうに思

います。 

 そういった思いも十分受け止めて、学校建設、

これから前に、おくれることなく進めていかな

ければならないと、そのように改めて感じてお

ります。 

 松田川小学校の校長が選定委員に入っていな

いのはなぜか、何が問題だったのかということ

でございます。 

 何が問題だったのかということについては、

別に問題はないわけですが、これについては、

令和元年９月議会の今城議員の一般質問で答弁

したとおりなんですが、議長、お許しいただけ

るんでしたら、全く同じ答弁になりますが、再

度、ここで答えさせていただきたいと思います。 

 学校長につきましては、実際に学校を使用さ

れる教職員の考えも必要と考えまして、小学校、

中学校それぞれを代表して１名ずつ選んだもの

となっております。 

 なお、募集を開始するまでの要求水準書作成

段階における検討委員会の場には、松田川小学

校も含めた３校の教職員や、ＰＴＡの役員にも、

会長だけではなく、役員にも同席をしていただ

き、それぞれの教職員や保護者からの意見をく

み上げてもらったというところでございます。 

 また、地域の住民の意見は、契約後にワーク

ショップを開催し、現在ですが、宿毛小中学校

に関わりのある地区長等に参加をしてもらい、
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意見の聞き取りをしているということで、答弁

を、昨年９月の段階ですが、既にさせていただ

いているところでございます。 

 何か問題があってというわけではなくて、今、

答弁したとおりでございますが、選定委員は一

定の人数の中で、当然、行っていきます。そう

いった形の中で、今の考え方のもとで、選定を

したということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 何も問題がなかったら、

もうお答えする必要はなかったです。 

 聞いてますから。新しい問題が何かあったの

かな、何も問題なかったという、前回の御答弁

は聞いていますので。だから、何の問題がなか

ったら、いいですよ、もう。でも言われました

から、先へ行きます。 

 ワークショップについて、お伺いいたします。 

 保護者、住民の方、どれくらいに呼びかけて

参加されましたか。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、お答え申し

上げます。 

 宿毛小中学校合築校舎事業に係るワークショ

ップについての御質問でございます。 

 昨年７月に行いました宿毛小中学校建設ワー

クショップにつきましては、宿毛小学校、松田

川小学校、宿毛中学校のＰＴＡ役員、教員に加

えまして、日頃から学校運営に御協力いただい

ております地域の方々に呼びかけをいたしまし

て、２５名の参加により、開催をいたしている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 内容はどのようなこと

が話されましたでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

 ワークショップにおきましては、校舎等の模

型をもとに、施設配置や建物の内部を説明を申

し上げた後、参加者を６つのグループに分けま

して、それぞれのグループで討議を行っていた

だきました。 

 その中で、申し上げますと、中庭を芝生にし

て遊べるようにすればよいのではないか、ある

いは小学校の音楽室は４階建ての３階部分では

なく、南側２棟に配置をしたほうがよいのでは

ないか。音楽室の楽器庫が狭い。校長室と職員

室が離れているので、隣り合わせにしてほしい。

保健室から外へ出入りできるようにしてほしい。

プールは、一般の方が中を見ることができない

よう、塀を設置してほしい。エレベーターを特

別支援学級用に、もう１台設置してほしい、な

どなど、たくさんの御意見を頂きました。 

 頂いた御意見につきましては、学校現場と再

度協議を行う中で、ＳＰＣと設計協議を行い、

一部設計にも反映をさせていただいたところで

あります。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 設計に入れられなかっ

たという御意見は、もう打切りとなっているお

話ですか。お聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

 先ほど申し上げましたように、それらのワー

クショップで出された意見を整理をして、学校

現場の、校長先生初め先生方と協議をする中で、

どれを取り入れて、これについてはなかなか困

難であるとか、そこを整理する中で、ＳＰＣと

最終的に協議を行って、反映をさせていただい

た。 
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 ちなみに、音楽室については、南側２階へ移

すとか、特別支援教室、本来、エレベーター１

台の予定でしたけれども、特別支援教室の子供

たちへの配慮ということで、もう１台追加をす

るとか、そういったことについては、反映をさ

せていただいているところでございます。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） それでは、このワーク

ショップの際に、事業者は報道関係者の同席を

拒まなかった。しかし、教育委員会は拒否した、

そういう事実がございますけれども、なぜ、教

育委員会は何が問題で拒否されたのか、お聞か

せください。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

 ワークショップに報道機関を入れなかった理

由ということでございますけれども、ワークシ

ョップ、設計の検討に用いておりました模型を

もとに、先ほど申し上げましたように、保護者

や地域の方々に説明をいたしたところでござい

ますけれども、ワークショップの当時は、その

模型そのものが、まだまだ変更されている最中

でございましたので、仮に報道機関によって、

報道により、模型が独り歩きするような形で、

完成図と捉えられては困るのではないかという

こともございまして、大変申し訳なかったんで

すが、報道機関の方には、そのワークショップ

の会場自体からは出ていただいたということで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） そういうことでしたか。

私は思いますね。公共団体の長の役割、大切な

ことは、憲法が保障する基本的人権の保障です。

絶対、おろそかにしてはならない、基本的人権

の保障です。ジャーナリストはそういう使命を

もって、動いているわけですよね。 

 根底にナショナリズムがあるか、この当たり

前がなかったということではないでしょうかと、

私はちょっと思っております。 

 本当に宿毛の政治を信頼、不信を信頼にかえ

るということは、そういう小さなことであって

も、これはこういうことですよということを説

明しておけば、ジャーナリストの方も、そうい

う意向で動いていかれるので、宿毛にもっと必

要な文化をもってこなければならないんじゃな

いかと、このお話から伺いました。 

 １１番について伺います。 

 有識者の適任について、検証してみます。 

 ＰＦＩ小中統合合築に関する有識者会議が２

日ありました。一事業体の図面は、不都合な話

ですが、開示されていません。 

 人のうわさとか、そういうことがありますけ

れども、そういうのは置いておいて、２日目に

なると、すっかり、がらりと雰囲気が変わった

と。表に出ていないもののほうが、非常に雰囲

気がよかったということです。 

 でも、２日目になるとすっかり雰囲気が変わ

ったと。何があったのか、そこに。変化をあえ

ていうと、１日目にはいなかった早稲田大学の

委員長が、２日目には参加をされています。議

事録を見ても、その影響はかなり大きく、２階

建て、選ばれましたこの図面を大きく絶賛をさ

れております。 

 …………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………（発言一部取り消し）…………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………浸水地域を控 

えた宿毛市は、学校はデザインのすばらしさだ
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けではなく、多面的多機能をあわせもつことで

す。住民の思いをくんでいくことです。 

 もし第二のＰＦＩであるとしたら、１，００

０キロも離れた方ではなく、せめて高知、でな

ければ四国と考えますが、市長の御見解を伺い

ます。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きますが、その前に、早稲田大学には本当にお

世話になって、宿毛市はずっと、歴史的にお付

き合いをさせていただいております。 

 多くの市民の方々が、本当に長い年月をかけ

て信頼性を築いた上に、いろいろな御協力をい

ただいているところでございます。 

 そういったことの中で、今の発言については、

私自身は到底理解できない内容のものでござい

ます。 

 また、先ほど答弁したら、答弁しなくてもい

いというお話があったので、非常に困惑してお

りますが、有識者の選任につきましては、平成

３１年３月議会の山戸議員の一般質問で答弁し

たことと全く一緒でございますし、特に何も問

題はなかったということでございます。 

 もう一度同じことを読めということであれば、

読まさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） これは住民の希望とな

りますが、要求水準書にもありますように、地

元業者を大切にする理念があるなら、まず地元

の木材をという声があります。 

 有識者の方が高知県産杉を多用する木造がつ

くられるということで、快適性の確保が図られ

るだろう。ここには書いてないが、そういった

ものを使った、子供学習なんかにも当然活用で

きる部分があるだろう、と有識者は絶賛をされ

ています。 

 元森林組合長の方も、幡多ヒノキは脂分があ

り、赤身を持つピンク色でとてもきれい。全国

では、杉が多いが、ヒノキの単価は、杉とほと

んど今は変わらない。身近な幡多ヒノキ、宿毛

の木を使って、複数の住民からと、こういうお

話も伺っておりますので、お伝えをしておきま

す。 

 ＰＦＩの質問は終わりますが、私たちの公共

財は、公共機関が管理すべきものであります。

ＰＦＩはコスト削減になると言われていますが、

これは民間ビジネスです。……………………… 

………………（発言一部取り消し）…………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………そこに 

民間が割り込むことで、中長期的、しかも安定

的な民間ビジネスとなります。 

 政府は２０万人以上の自治体で、ＰＦＩを普

及させる方針を打ち出しています。民間参入に

より、公共の役割が後退する可能性があり、住

民の声を反映するよりも、利益優先。ＳＰＣは

特定の事業を目的としておりますので、地域経

済振興につながるのかも、懸念されます。 

 行政が借りればいいようなものですが、既に

膨大な債務を負っているので、むやみに債券発

行できない。限界があるので、分割にすればぐ

んと額は小さくなる。こんなこそくな手段を、

官僚は考えたのです。 

 ＰＦＩ事業を手がけている自治体は、危ない

と言われています。 

 つい先日、アメリカのＦＲＢ、日本でいうと

日銀ですが、地方自治体の地方債を買い取ると

発表しました。 

 こういう隠れたところで民間のお金を借りて

いる場合はおもてに出ませんので、もしこうい

うことが、あるかも分かりません、日本でも。 

 自治体の地方債を買い取ると、発表がありま

した。日本でもあるかも分かりません。 
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 インフラ設備、期限がきておりますので、交

換しなきゃいけないということで、アメリカも

日本も一緒です。 

 ２番目にいきます。 

 新型コロナウイルスとは、これから付き合う

ことになります。感染症の安全安心について、

行政の役割をお聞きいたします。 

 新型コロナウイルスが３月３１日、県内１７

例目に、宿毛市に感染者が発生してから、宿毛

市でも緊張と不安が走りました。自己を守り、

他人を守る意識の高さから、一定の感染は仕方

ないとして、収束に向かい始めたことは確認さ

れていますが、人の交流がある限り、世界の感

染症が終わらないと宿毛も終わりません。 

 ウイルスと賢く付き合うことになりそうです

が、ワクチンができるまで、とにかくかからな

いように頑張ることです。 

 それでは、安心と安全について、お聞きしま

す。 

 ３月３１日に、宿毛から県内１７例目の感染

者が出ました。４月１日に、私たちの議員協議

会がありました。その場で、私は質疑をさせて

いただきました。 

 警察の方は新任ですかという質問に、市長は、

先ほどからお伝えしているように、出てきた情

報は全てお渡ししている。そのように予測で言

われているのが、一番人を傷つけることになる。

本来も、そういうことを詮索すること自体が、

よろしくないと思っていると、答弁されました。 

 これには、もうあきれるしかありません。私

にはそのかけらもありません。 

 夏目漱石は、言葉は意味と価値を担っている

と言っています。漱石は、言葉のむなしさを感

じ、そのむなしさにあらがう日々を送っている

ことは有名です。 

 また、６月４日の紙面に、これに似たような

ことがありました。 

 他人に対する非難は、十中八九、その人間の

秘められた願望云々と出ております。参考まで

に。 

 私の言いたいことは、感染経路が重要です。

このことを知ってほしかった。 

 その３日後、宿毛から高知へ、転任警察官陽

性と、紙面報道がありました。 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

………………（発言一部取り消し）…………… 

…………………………このように、どこから入 

ってきたかがとても重要です。このことが分か

らなければ、怖いことではありませんか。 

 コロナウイルスは人と人だけではなく、人、

物、人の感染があります。…………（発言一部 

取り消し）………………安心を求めて、行政の 

役目とは、また安全について、安心についての

行政の役目をお伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きたいと思いますが、医療従事者初め、本当に

コロナ、感染リスク高い職業の方々、昨日はう

ちの清掃公社の職員のお話もありましたし、ま

た保健師のお話もありました。いろんなところ

で、いろんなリスクを抱えながら、いろんな方

が、日々努力をしてくださっています。 

 あえてここで、再度言うと、もう一度、同じ

職業の方々のことを話してしまいますので、出

しませんが、それぞれの職業の方々が、いわれ

のない誹謗中傷を受けながら、ある意味、人権

を損害されながら、仕事をしています。 

 先日、自分の同級生の、ある宅配業者、運転

手が、市長、いつまでこれは続くのかと。自分

達は、ばい菌扱いされると。ピンポンを鳴らし

たら、そこに置いてと言われ、外に荷物を置い

て、サインももらわずに帰るんだけど、今度行

ったときに、自分の持っていった荷物が外にあ
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ったりすると、心が痛いと、いうお話もされて

いました。 

 いろんなリスクがある中で、そのリスクをで

きるだけ減らしながら、新しい生活様式で生活

をしていかなければなりません。そういった形

の中で、県指導のもとで、感染経路についても、

しっかりと追ってくれています。そこで信頼を

する中で、またできる限りの情報を、自分たち

は守秘義務という形の中で、一定の人間以外か

ら、外には出さないという形の中で、情報もも

らいながら、コロナ感染者がふえることのない

ように、今回、対応をさせていただいたところ

でございます。 

 そういった対応の中で、発言した私の言葉で

ございます。また議員のほうからは、お隣の愛

媛県の、感染した後に社会復帰されている方を、

その後追跡をしてないのかと。追跡を宿毛市は

すべきじゃないかという、そういった御指摘も

ありましたので、それを受けての、全体の私の

答弁となっておりますので、ぜひ御理解を願い

たいというふうに思っているところでございま

す。 

 宿毛市の安全安心について、市の役割という

ことで、自分の考え方を少し述べさせていただ

きたいと思います。 

 新型コロナウイルス感染対策に取り組む上で、

市として、重要な役割は、国や県が調査研究し

て、発出される感染症に関する情報や、各種支

援制度の情報を、市民の皆様にできる限り、分

かりやすく伝え、そのときの状況に応じて、行

動を呼びかける、そういったことが必要だと考

えております。 

○議長（野々下昌文君） 川田議員に申し上げ

ます。 

 議員の一般質問の時間は、既に９０分に及び

ましたので、会議規則第５７条の規定により、

発言を禁止いたします。 

 この際、午後１時半まで休憩いたします。 

午後 ０時２２分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時３０分 再開 

○副議長（川村三千代君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） １４番、一般質問を

します。 

 新型コロナウイルス発生後の街区の活性化に

ついて。 

 街区の商店街においては、４月の初旬から市

の要請に従い、見事に全店が休業体制に入りま

した。 

 ５月下旬頃、自粛要請が解除され、開店する

店も多くなりました。 

 その店主のうち、四、五人の方が、休業補償

について聞かれました。 

 それで、市の商工観光課にいってくれないか

という話をしました。すると、相手の方は市長

に聞いてくださいとのことでした。 

 確かに市長の英断により、クラスター対策は

大成功でした。あれから先、一人も陽性反応は

出ておりませんが、しかし、２か月近く完全休

業となると、いろいろと経済的な影響が出てき

ます。 

 そこで事業者に対する市独自の協力金や給付

金、関連する国や県の主な給付金など、制度に

ついて、事細かく説明していただけませんでし

ょうか。 

 また、県などが配布するチラシなどは、字が

小さくて、なかなか読みづらいとのことでした

ので、できればそれもひとつ、考慮してくださ

い。 

 それでは、答弁よろしくお願いします。 

○副議長（川村三千代君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 濵田議員の一般質問に
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お答えをさせていただきます。 

 冒頭に、濵田議員のほう、分かっていての話

だとは思いますが、４月初旬から、市の要請に

よりお店を閉めたというお話ありました。実際

は、４月２２日から、高知県のほう、ともにと

いうことではございますが、宿毛市としても、

休業要請のほうをお願いしているところでござ

います。 

 ただ、宿毛市内におきましては、それぞれの

店舗、早めから休業等をしていたという、そう

いった実情があることは、当然承知をしている

ところでございます。 

 国の給付金といたしましては、持続化給付金

という制度がございます。これは、一月の売上

が前年同月比、前の年の同じ月の比較で、５

０％以上の減少をした事業者に対しまして、個

人事業者で最大１００万円、そして法人であれ

ば最大２００万円の給付金が支給されるもので

ございます。 

 申請開始当初、オンライン申請、パソコン等、

そういったもので行うわけですが、オンライン

申請のみとなっておりましたが、現在は、宿毛

商工会議所内に申請サポート会場が設置されて

いるところでございます。こちらに来ていただ

ければ、できるということでございます。 

 県の制度としては、高知県休業等要請協力金、

先ほど申しました４月２２日からの休業要請に

伴うものでございますが、こちらの協力金があ

りまして、県からの休業や、営業時間の短縮要

請に応じていただいた事業者に対しまして、１

事業者当たり３０万円の給付金を支給するもの

でございます。 

 市の単独で、独自で実施しております事業者

向け支援制度は、宿毛市休業等要請協力金と、

宿毛市コロナ対策緊急支援給付金の２つの制度

があるところでございます。 

 まず初めに、宿毛市休業等要請協力金につき

ましては、高知県休業等要請に引き続いて、本

市の休業や営業時間の短縮要請に応じていただ

いた事業者に対しまして、１事業者当たり３０

万円の協力金を支給するといった内容になって

おります。 

 そして、宿毛市コロナ対策緊急支援給付金に

つきましては、市内の店舗等の事業所を有する

事業者に対しまして、３月、４月、５月のうち、

一月の売上げが、前年同月比で売上が３０％以

上減少した場合、１事業者当たり１０万円の給

付金を支給しようと、そういったものでござい

ます。 

 支援制度につきましては、市民からの相談や、

申請時におきまして活用の可能性がある制度に

関して、積極的にこちらから情報提供いたしま

して、また屋外放送によるお知らせや、チラシ

の全戸配布、市の広報誌やホームページ、そし

てフェイスブックなどを活用して、周知に努め

ているところでございます。 

 国の緊急経済対策の第２弾、マスコミ等でも

たくさん報道されておりますが、第２弾として、

経営状況が著しく悪化した事業者に対する家賃

助成制度、これは家賃に対してですが、この家

賃助成制度である家賃支援給付金などの新たな

支援策の実施や、既存支援制度の拡充なども予

定されているところでございますので、今後に

おきましても、市民の皆様に必要な情報を、分

かりやすく、かつ迅速に情報提供をしてまいり

たいというふうに思っております。 

 先ほど、議員のほうから、字が小さくて見え

にくいといったお話もありましたので、こうい

ったこともしっかりと、今後、考慮して、対応

していきたいというふうに考えておりますし、

何よりも分からない、不安なことがあれば、宿

毛市、どちらにでも構いませんので、一報頂け

れば、詳しく説明ができるところへ、電話等つ

ないでいきたいというふうに思っております。 
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 ぜひ、宿毛市のほうに御相談を頂ければとい

うふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（川村三千代君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） 今、市長の答弁で、

大体のことは分かりました。それでもなおかつ、

チラシの件なんかは、大きな字で書いてくれと。

私なんか小さな字だと、見るのが嫌だという高

齢者の方が二、三人おりました。ぜひともそれ

は、ひとつ協力してもらえないかというお話で

した。 

 それから、デザインなんかも、前からすれば

大分よくなっているというような話も聞きまし

た。お年寄りの方だから、字のことを何回も言

われて、市長に、くれぐれもそれだけは、お金

が多少要るかもしれないけれど、お願いします

ということを言ってくれと。 

 次の質問に入ります。 

 ２番目として、真丁区の水路について。 

 真丁区の水路には、今から夏にかけて、一番

水が必要な時期、水路には水はなく、これから

は雨が降ってたまる水たまりで蚊が発生する状

態です。できれば一日も早く、以前のように水

路になみなみと水が流れることができますよう

に。なぜかといえば、水道通りの水路から、真

丁地区に通ずる暗渠は、工事のときに埋もれて、

そのまま舗装工事をしたため水が通らなくなり、

前市長の沖本氏が、２年以内には必ず直すから

という話でございました。それは、地域住民の

方も、１０人ぐらいの人は知っています。 

 そして、市の関係者も、それは知っています

ので、できれば一日も早く直していただきたい

と、このように思います。 

○副議長（川村三千代君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 昨年の第２回定例会の一般質問でも答弁をさ

せていただいたとおりでございますが、少し暗

渠の話もありましたので、繰り返し答弁をさせ

ていただきたいと思います。 

 真丁地区への水の流入がなくなった、その大

きな要因は、水路を改修したことによりまして、

水道線の用水路の流れがよくなりまして、水位

が低下したことだと考えているところでござい

ます。 

 昨年度、試験的に用水路に仕切り、そういっ

た仕切りの板といいますか、仕切りを設けまし

て、そして水位を上げることで、沿線に水を導

けるよう、対策を講じ、一定の効果を確認がで

きたところでございます。 

 要するに、仕切りをつければ、水が流れたと

いうことでございます。 

 しかし、仕切りを設置し続けると、大雨によ

る出水時、要するに水がたくさん入ってきたと

きには、水路から越水といった可能性があるた

め、現在は仕切りを撤去している、そういった

状況でございます。 

 また、暗渠については、今後詳しく調査して

みたいというふうに考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○副議長（川村三千代君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） 再質問をいたします。 

 これは、確かに前の水路のときの担当者も知

っているんですけれども、どうしたかと言えば、

真丁に流れる道のところを、工事中に何か落盤

して落としたらしいです。そして、それがその

まま潰れた状態で、今度、舗装をかけたらしい

です。 

 それで、私なんかも１０日ぐらい分かりませ

んでしたけれども、これはどうしたか、水が全

然流れてこないという話をしますと、これはこ

ういうわけで、暗渠がちょっと、工事のときに

欠落して、そのまま舗装をしたと。 
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 そう言ったら、市のほうは、そのままで構わ

んからと。そのまま舗装をしてくれという話だ

ったそうです。 

 だから、市長にそのとき聞いてみたんです。

そしたら、市長が、それは知らないというよう

な話だったけれども、担当者の方に聞いてみる

と、市長もそれはいかん、直しますからという

話ですと。それで私も諦めて、一応、近いうち

に直してくれるのならということで、そのまま

ほおっておいたわけです。 

 けど、このように、新型コロナウイルスが蔓

延するようなときになれば、蚊が媒介するんで

はないんだろうか。そういうような人なんかも、

多少おります。 

 それで、流言飛語を発する人たちの口をとめ

るためにも、どうしても蚊の発生を抑えなけれ

ばならないと、私はそのように思っております。 

 一応、短期間にぱっと水路を直してくれとか、

水が通るようにしてくれ言うても、これはなか

なか難しいかもしれませんけれども、この間も、

担当者の方に、ちょっと見てもらいましたが、

真丁通りはもう乾いていました。雨が大分降っ

たときには水たまりができるけれども、そうい

うような状態だから、蚊の発生が、昔は水を年

がら年中流してましたから、蚊の発生はなかっ

たですけれども、今はもう、いつでも、年がら

年中蚊が発生するような状態になっています。 

 皆さんにその場所に、いてもらえれば分かり

ますけれども。３０分いたら、二、三か所、血

を吸われます。 

 そういう状態でございますので、できる限り、

農薬散布みたいなものでありましたら、それで

もやって、一時的に蚊の発生を抑えていただき

たいと、このように思います。 

 市長、ひとつよろしくお願いします。 

○副議長（川村三千代君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 暗渠につきましては、先ほど少し答弁したよ

うに、少し調査をさせていただきたいと思いま

す。 

 前任の市長のときのお話だということでござ

います。 

 あと、蚊の発生につきましては、やはり衛生

上、問題等もあろうかと思いますので、地区の

代表の方、地区長さんを初め、対応について、

少し協議をさせていただきたいというふうに、

どういった方法があるのか、とらさせていただ

きたいというふうに思います。 

 また、コロナウイルスで蚊が媒体としてうつ

すんじゃないかといった、そういった報告は、

今のところ、私たちのほうには、耳には入って

いませんので、リスクとしては、非常に低いの

ではないかなというふうに考えているところで

ございます。 

 コロナについては、いろんな話があります。

正式なルートからおりてきたものを、市民の皆

様方に、自分たちもできるだけ分かりやすく、

速やかに伝えているところでございますので、

ぜひ行政から出る情報を、まずは確認をしてい

ただきたい。そして、それに従った、３密を避

けるような、新しい生活様式をとっていただき

たい、そのように考えているところでございま

す。 

 過度に心配をしたりとか、あと真実に基づか

ないような話が、どんどん先に走っていますの

で、そういったことに惑わされないように、ぜ

ひ濵田議員のほうからも、心配される方にはお

伝えを願いたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○副議長（川村三千代君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） 今、市長がおっしゃ

ったとおり、私も蚊の話は聞いてはないんです

けれども、お年寄りの人なんか、蚊が媒体する
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と、もう頭からそういうように思うて、うちな

んかで話してくれるんですよ。 

 分かりました、それは一応、市のほうにも伝

えておきますというような話をしました。 

 流言飛語がでないように、何とか収めなけれ

ばならないと、私もそのように思っております。 

 ３番目として、真丁通りの市道の傷みについ

て。 

 二、三年前まで、アーケードがあったときは、

道が凸凹でも水たまりなど、気がつかなかった

ような状態でございますが、やはりアーケード

がなくなると途端に悪路が目立つようになりま

した。 

 先日、担当の方に、道の傷み具合を見てもら

いましたが、交差点の隅のほうなんかは、１０

センチ以上の穴があき、そこに２メートルぐら

いの水たまりができておる。そのところで、下

から栗石が見えるんですよ。栗石が見えるとい

うことは、もう全部はげているということなん

です。 

 でき得れば、そういうところもひとつ、担当

の方は市道を回ってくれ、見てくれとかいうの

ではなくて、多少、気にもとめていただければ

と思います。 

 今までに酔っぱらいの人が二、三人こけて、

すねを擦りむいたとか、そういうようなあれは

ありました。私もこれは知っています。救急車

を呼べというような話もありました。 

 だけど、ばんそこうがあるから張っておこう

かと言って、それで済ました人もいます。名前

も分かってますけれども、それは大したけがで

はなかったから。もう一人の人は、大分傷んで

たような話も聞きましたけれども、その人のこ

とは、私は見てないです。 

 二、三人の方が、そういうような話は、うち

に持って来てくれましたけれども。やはり、飲

んでから転んだんだから、仕方がないだろうと

いうように思っておりましたけれども、お年寄

りの方は、あそこに足を突っ込むと、必ず転び

ます。 

 そういうところも、担当の方はやはり見て回

ってもらうようなことも、ひとつ考えていただ

ければと思いますが、いかがでしょうか。 

○副議長（川村三千代君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 まず、冒頭に、市道管理者として、危険な穴

等がある場合は、速やかに補修をしますので、

それについては、担当のほうにもしっかりと私

のほうからもお伝えしますし、当然、補修する

と考えておりますので、気がついた方は御連絡

頂ければというふうに思っております。 

 そういった形の中で、宿毛市の市道といたし

ましては、路線数なんですが、７８７路線、そ

して総延長、全てを足すと、約３８０キロメー

トルと、大変多い数の路線を管理していること

もありまして、様々なところで老朽化に伴う舗

装の穴や、そしてひび割れ等が生じている、議

員も御承知のところだというふうに思います。 

 これは、市内全体の話になります。 

 こうした現状に対しまして、毎年、限られた

予算の中ではありますが、近年は予算を増額す

る中で、部分的な対策を中心に、補修工事を実

施し、市道の維持管理に努めているところでご

ざいます。 

 少し御紹介させていただくと、駅前の、何回

かに分けてですが、今、歩道がかなり傷んでま

したので、あちらのほうの歩道も、計画的に今、

補修をかけている、そういった状況でございま

す。 

 市内各所にて、計画的に少しずつですが、そ

ういったことを、今、増額をして行わせていた

だいているところでございます。 

 そして、真丁通りの市道真丁線につきまして
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は、舗装が沈下している箇所が複数あることか

ら、先ほど議員がおっしゃられたように、雨水

排水がしづらく、路面に水たまりができやすい、

そういった状態となっていることは、私も認識

をしておりまして、これまでにも部分的な排水

対策や、路面補修を行っておりますが、新たな

水たまりができるなど、抜本的な解決には至っ

ていない、そういった状況でございます。 

 路面の水たまりの原因といたしましては、舗

装が沈下している箇所が多く、そして市道の両

サイドにある側溝の取水口、側溝に対する水の

取入口ですね、こちらより路面が低いため、排

水施設が機能しづらい、そういったことであり

まして、改善策といたしましては、全体的な路

面のかさ上げ、そして、それとともに排水対策

が必要だというふうに考えているところでござ

います。 

 しかし、市道真丁線は、店舗や住家が近接、

近くに接して建っているために、路面のかさ上

げ高、高さ等の調整が必要なこと、そして市道

真丁線以外でも、早期に対策が必要な個所があ

ることから、短期間で対策することは、非常に

難しく、計画的に複数年に分けて対策を行って

いきたい、そのように、今、考えているところ

でございます。 

 地区の皆様、道路利用者の皆様には、大変御

不便をおかけすることともいうふうに承知もし

ていますし、またそういうふうに思っていると

ころでございますが、今後も、市道等の維持管

理に尽力をしてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 できる限り、先ほど申しましたように、予算

を増額する中で、計画的に必要なところ、緊急

性が高いところから、しっかりと整備をしてい

きたい。 

 決して棚上げにはしていませんので、少しず

つですが、しっかりと、以前よりもスピード感

をもって対応しておりますので、ぜひ御理解と

御協力をお願いしたいというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

○副議長（川村三千代君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） ありがとうございま

した。 

 確かに予算も大分要ることでしょう。３８０

キロメートルですか。こういうようなところを、

全部見て回れといっても、なかなか難しい話で

しょうけれども、やはり人が密集して、道の悪

いところはなるべく早く補修をしていただきた

いと、そのように思っております。 

 そして、次に、津波避難タワーの建設につい

て、お伺いします。 

 津波避難タワーが建設されることについて、

街区の市民からも、安堵の声が聞かれておりま

すが、その中で、他の地域の津波避難タワーを

見に行った際、階段しかなく、高齢者はのぼり

にくいと感じたという御意見が二、三ありまし

た。 

 冬の寒さを防ぐよう、外気を遮断していただ

くとか、またスロープなどもあればとか、いろ

んな御意見もありましたが、住民説明会はまだ

行っておられないから、そのときにでも、また

話してみたらという話でしたけれども、なかな

か、ついにタワーができるといったら、お年寄

りの人たちは、あそこに行くよりは大分近くな

ったからといって、喜び勇んで話していた人た

ちも二、三見かけました。 

 しかし、考えてみれば、この向こうの、これ

は黒潮町のものですが、２つか３つか見たらし

いですが、タワーにあがって、トイレがないん

ですか。トイレはついていただろうかというよ

うな話も聞きましたから、まさかトイレは、タ

ワーだからついているだろうという話もしまし

た。できればトイレ、ソーラー発電、水、食料。
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冬なんかのときに、夜間に間仕切りなんかを考

えてくれないでしょうかと。 

 住民説明会はあると思いますので、そのとき、

市長や職員の皆さんに、はっきりそれを申し上

げてくれという話で、一応、話は済ませました

けれども。 

 どのような設備になるのか、できれば教えて

いただけませんでしょうか。 

○副議長（川村三千代君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 まず、最初に、住民説明会については、先日

の一般質問等の答弁でございまして、コロナの

関係もありまして、地域の方々とお話をする中

で、アンケートであるとか、そういった形の中

で、できるだけ広く意見を聞いている、そうい

ったところでございます。 

 このたびの津波避難計画改定、議員御承知の

ところでございますが、この改定による津波避

難タワーの建設につきましては、歩行困難者や、

高齢者など、単独での避難に時間を要する方の

逃げ遅れや、避難距離の限界といったものを考

慮した結果でございます。 

 そのため、歩行困難者や高齢者が避難しやす

いよう、階段のほか、スロープの設置も必要で

あると、そのように考えているところでござい

ます。 

 他の地域においての避難タワー、そういった

整備につきましても、避難タワーも多種多様で

ございまして、地域の特性であるとか、いろい

ろなものを考慮した中で、建設が進められてい

るというふうに認識をしているところでござい

ます。 

 当市においては、こういった観点から、スロ

ープ等の設置も必要だと考えているところでご

ざいます。 

 そして、寒さ対策などの環境整備につきまし

ては、外気を完全にし遮断した居住空間の整備

までは困難と考えますが、雨をしのげる、そう

いった構造や、それから風など、外気も一定し

のげる、幕が張れる、そういった仕組みも考え

ているところでございます。 

 そして、先ほど、トイレの話もありましたが、

全くトイレがないということではないというふ

うに思いますが、トイレについては、これから

研究をしていきたいというふうに思います。 

 少し想像していただきますと、通常のトイレ

は津波が来たときには、当然、使えませんので、

災害時に使えるようなトイレということでござ

います。 

 また、もし必要であれば、細かい、どういっ

たトイレがあるかは、担当課のほうから、後で

御説明させていただきたいというふうに思って

おります。 

 そして、また、タワー内に備蓄倉庫も設置し

まして、毛布等も備蓄したいと、そのように考

えております。 

 これ、毛布等という答弁させていただきまし

たが、従来の毛布だけじゃなくて、防寒用のそ

ういったシートであるとか、いろんなものがあ

りますので、そういったものも、これから検討

していきたい、そのように考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○副議長（川村三千代君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） 再質問をいたします。 

 さっき間仕切りのことを言いましたが、間仕

切りも、完全に遮断してくれというのではなく、

テントのようなものでも何でも構わないから、

直に、冬は寒いから、テント等を張っていただ

いて、そういうような間仕切りでも考えてくれ

ないだろうかというような話でございました。 

 最後になりますが、河戸堰の水門の電動化に

ついて、お伺いします。 
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 今頃の季節になると、大雨になるのではない

か、台風が発生するのではないかと、夜もおち

おちと眠れないときがありました。 

 というのも、平成７年から水利組合と掛け合

い、水路にコイと水車を置かしてもらう許可を

頂きました。そのかわり、私と土居下区長の菊

地和樹氏と２人で、水門の開け閉めを任されま

した。それが平成７年の夏から、水車のなくな

る平成２８年頃まで続けてきた次第でございま

す。 

 私は、年に四、五回ついていくだけでござい

ましたけれども、私もついていったら、水門の

ところにあがり、一応、濁流なんかで松田川が

氾濫しているときは、腹にロープを巻いて、水

門を操作したような次第でございます。 

 もう私なんかは、水門の操作は行えないが、

電動化すれば今から行う必要がない。 

 やはり３０センチぐらいの水門の上にあがっ

て、操作をするのは、危ないんじゃないだろう

か。そしてまた、できれば、水利組合の人も、

何回もそれは私にも言ってくるんですけれども、

なかなか１，０００万円、昔、林市長のときは

１，２００万円とか、そういう話でございまし

たけれども、今聞くと、２，０００万円近くか

かるらしいですね。 

 なかなか、おいそれと、やってくれとは申せ

ませんけれども、やはりこういうように温暖化

になり、気候がこれほど荒れてくると、水門の

開け閉めもなかなか、夜中なんかは、もう死に

物狂いでやったときもあります。水門のすぐ下

まで濁流が流れてきて、おい、これは落ちたら

死ぬねというような話で、これではいけないの

で、ちょっとロープを取ってくるからと言って、

またロープを取りに行き、体に巻付け、落ちて

も助かるようにして、操作したような次第でご

ざいます。 

 確かに、私は水門といえば水利組合、農家の

方だけというように、皆さんも思っているかも

しれませんけれども、なかなかまちの人なんか

も、蚊の撃退とか、そういうようなところで開

け閉めし、年がら年中流してもらえれば、何と

申しましょうか、健康の面において、物すごい

寄与してくれていると、そのように思っており

ます。 

 でき得れば、これも市や、市街地の皆さんの

ためにもなることではあるし、ひとつ何とか御

協力をお願いできないものかと、市長に問うて

みたわけでございます。 

 お答え、よろしくお願いします。 

○副議長（川村三千代君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 濵田議員のおっしゃられること、承知をして

いるところでございます。 

 少しかたい答弁になろうかと思いますが、答

弁させていただきたいと思います。 

 河戸堰における水門は、老朽化も進んでおり

まして、また増水時には、危険な個所で操作を

しなければならないことは、十分承知をしてい

るところでございます。 

 議員のほうからもお話ありましたが、水門の

権利者は水利組合でありまして、電動化につき

ましては、平成２６年第４回宿毛市議会定例会

及び平成２８年第３回宿毛市議会定例会で答弁

をさせていただいたとおり、同じ答えになりま

すが、農業用の施設整備を行う補助事業はござ

いますが、実施には受益者分担金がどうしても

必要となってきているということでございます。 

 街中の環境も重要で、当然ありますが、この

施設は、農業用水の取水が目的ということであ

りますので、市で分担金を負担することは、現

在、困難であると、そういうふうな考えについ

ては、変わっていない状況でございます。 

 今後も、国や県の補助事業について、さらに
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有利な事業はないか、情報収集をしてまいりた

いというふうに考えているという現状でござい

ます。 

 また、議員のほうから、事業費について、２，

０００万円程度というお話ありましたが、現在

におきましては、担当課のほうから、約３，０

００万円程度かかるのではないかというふうに

聞いているところでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（川村三千代君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） 市長の言うように、

なかなか難しい問題ではあるとは思いますけれ

ども、まちの人なんかも、私も前に１回、お金

を集めようとしたこともあるんです。そしたら、

自分なりに、おれはこれくらい出しましょうと、

でも、なかなか、今度は水利組合の組合長のと

ころに持っていくと、それは、うちは出せない

と。出せないのであれば、じゃあこの話は終わ

りにしてくれないかという話もしました。 

 しかし、そっちも使っている。まちの人達も

恩恵受けていると、市のほうに何とか協力を申

し込んでくれと、いうような話で今まできてい

るようなわけでございます。 

 でき得れば、またよい案があれば、ひとつよ

ろしくお願いします。 

 それでは、一般質問を終わります。 

○副議長（川村三千代君） この際、１０分間

休憩いたします。 

午後 ２時０７分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ２時１９分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） １３番、一般質問を

いたします。 

 今年の３月から、全国的に新型コロナウイル

スということで、３月議会については、一般質

問を回避した方が多数おりました。私の場合も、

一般質問、準備をしておりましたが、そういう

理由で回避をいたしました。 

 そこで、本来なら３月議会の質問戦のところ

で、市長から出された行政方針の表明に合わせ

て質問をいたすべき問題について、１点ほどお

聞きをしたいというふうに思います。 

 この１点というのは、高齢者社会の対策につ

いてということで、通告をさせていただいてお

りますが、今年度の令和２年度の行政方針の表

明において、これまで５つの重点施策に、２つ

の重点施策を加えて、７つの理念という形で、

市長は集約をしております。 

 その中で、新しく加えた中の１つとして、高

齢化社会対策について、お聞きをいたしたいと

思います。 

 そのときの提案理由の説明の中に、本市の高

齢化率は３７．７％というふうに、市長は言っ

ております。 

 これは、市内全域を捉えた形で、３７．７％

ということでありますので、地域によっては、

５０％を超え、また６０％を超えている地域も

存在しているというふうに、私も実感をしてお

ります。 

 そこで、その政策の中で、今回、高齢者の身

体面、健康増進に加え、多くの人と交流するこ

とで、心豊かな人生を送ることができる、サロ

ンのような拠点を整備していくというふうにあ

りますが、本年度、どのような形でこの事業を

遂行していこうとするのか、また予算的に、ど

のような形でやっていくのかについて、まずお

聞きをいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 寺田議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

 令和２年度の行政方針におきまして、高齢者
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の皆さんが身体面の健康増進に加え、多くの人

と交流することで、心豊かな人生を送ることが

できるサロン、このサロンのような拠点の整備

を考えていきたいと、表明をさせていただいた

ところでございます。 

 昨年の９月議会におきまして、岡﨑議員から、

庁舎移転後の現庁舎の利活用につきまして、運

動器具などを備え、健康、医療、福祉、介護な

どの情報提供や、こちらからの提供ですね。情

報提供や、そして健康教室等を行う市民の健康

増進の拠点にしてはどうか、との御質問を頂い

た際に、答弁といたしまして、幅広く市民の皆

様から御意見を頂く中で、検討をしていきます。

そして、健康面のみならず、地域の皆さんが集

うことができる、そんな拠点として活用するこ

とができれば、より本市のにぎわいづくり、ま

た生きがいづくりにも有効であると思います、

と答弁をさせていただいたところでもございま

す。 

 そして、健康長寿社会並びに市街地の活性化

にもつながる事業といたしまして、高齢者の

方々が集えるサロンのような拠点整備を進めて

まいりたい、そのように考えて、今回、表明さ

せていただいたところでございます。 

 今年の３月に、街区の地区長の皆さんにお集

まりを頂きまして、庁舎移転後の現庁舎の利活

用について御意見を伺いましたが、その後、新

型コロナウイルス感染防止のため、御意見を頂

く場を設けることができていない、そんな状況

でございます。 

 都市計画マスタープラン等の計画も策定中の

ために、具体的な内容は、現在、正直決まって

いないというところでございます。 

 今後も、皆さんの御意見を伺いながら、検討

を進め、議員の皆さんにも御意見を頂く中で、

具体的なものにしていきたいというふうに考え

ております。 

 骨格はそういうことで決めさせていただいて

いるんですが、当然、市民、そして高齢者の皆

さんの意見をたくさん聞いて、そしてつくり上

げていきたいというふうに、何よりもその方々

が参画してもらって、集まってもらって、使っ

てもらわないといけない施設ですので、そうい

った観点から、もう少し時間をかけて、意見を

聞いて、つくり上げていきたい、そのように考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 現時点での、今年度

の事業の内容については、まだ確定はされてい

ないというふうな答弁でした。 

 ただ、令和２年度の行政方針というのは、１

２か月、その中で３月で表明して、現時点で３

か月が経過をしております。残りは９か月とい

うことでいえば、もう少し具体的な形で動いて

いるべきだろうというふうに思います。 

 ただ、市長が言われたように、本年に限って

いえば、コロナ対策ということで、全庁挙げて

コロナの拡散防止に向けて対策を練ってきた。

そこに全職員を注力していったということは、

分かりはします。 

 ただ、地域において、お年寄りというのは、

このコロナ対策ということで、百歳体操であっ

たり、ほかの健康体操であったりとかいうとこ

ろで、出ていた、週に１回、またミニデイで月

に１回、２回という形で出ていた方が家に籠も

ってしまった。その間に、体力的にもかなり落

ちているというのを耳にもします。 

 やはり、これは私、今まで議員になってから

幾度となく高齢者対策ということを、この場で

質問もしてまいりましたが、市内に２か所しか

まだやっておりません、あったかふれあいセン

ターであったりとか、集落活動センター、これ

はなかなかやろうとしても、いまだに宿毛市内
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で、その活動に結びついた経過はございません

が、県としても、２つをジョイントした形で事

業を展開していきたいというような話は、去年

の段階で聞いております。 

 宿毛市としても、この２つをセットにした形

で、地域住民が地域住民を助け合いながら、そ

この地域で生活をしていける、そういう環境づ

くりのために、ぜひ市として、モデル地域でも

設けてやっていくべきではないか。また、それ

について、市長が担当部署に対して、今年度の

間に何か所かピックアップした中で、事業を展

開する形を進めていきなさいという指導をしな

ければ、多分、今の宿毛市の行政の中で、担当

課から自主的に事業が展開していけるという形

にはなってないというふうに、私は思います。 

 そういうところで、先ほどの市長の答弁は、

この市役所の庁舎ということを念頭に置いた話

のように聞こえましたので、この庁舎、まだ２

年間は庁舎として使うわけですから、そこまで

今年度の事業計画、行政施策の中に入れるべき

ではないと、私は思います。 

 これについて、市長のお考えをお聞きをいた

します。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 このサロンへの取組としては、そういった考

え方のもとで、拠点づくりをしていきたいとい

う表明でございまして、令和２年度中に、この

サロン自体を完成させるということでの表明で

はないということが、まず前提でございます。 

 実は、この場で申し上げるべきことかどうか

は、少し考えますが、選挙中に、４年間かけて

やりますということで、表明もさせていただい

た内容でもございます。 

 そういった形の中で、この後、答弁もさせて

いただきますが、庁舎だけじゃなくて、宿毛市

全体の施策として、落とし込みをしたいという

ことで、今回の行政方針の中で入れさせていた

だいたということでございます。 

 それから、少し背景をお話させていただくと、

現在、表明したときには、もう既にコロナ、宿

毛市での感染者は発生していませんでしたが、

日本国内においては、コロナについて、かなり

騒がれていた時期にはなっていましたが、実は、

サロンというのが、先ほどお話ししたように、

人と人、特に高齢者を１か所に集めてやりたい

ということがあるんですね。 

 そのほかの集落活動センター、あったかふれ

あいセンターも同じだと思います。 

 そういった形の中で、このコロナというもの

は、考え方を根底からひっくり返されたような、

そんな出来事でして、とにかく高齢者の方々を

１か所に集めること自体が駄目だということで

ありまして、そういった意味でも、少し方向展

開じゃないですけれども、しっかりと考えない

といけないという、そういった状況に急変した

ということでございまして、ぜひ御理解願いた

いというふうに思っています。 

 ちなみに、百歳体操、それから元気クラブ等

も地域で活動をしていただいています。自分た

ちも、できるだけ早く再開に向けてということ

で、制限解除じゃないですが、担当課を通じて、

各地域で活動をしてくださっているリーダーの

方々に御連絡をさせていただいたんですが、逆

に、本人たちが、まだためらっていると。集ま

ってすること自体が、ちょっと無理だというよ

うな状況でして、なかなか高齢者の方々も、今、

自分たちが１か所に集まるということ自体を、

自分たちで自制しているような、そういったよ

うな状況でもございます。 

 そういったことを含めまして、サロンについ

ての考え方を、少し答弁させていただきたいと

思います。 
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 本市におきましては、高齢者保健福祉計画、

そして介護保険事業計画や、健康増進計画など

を策定する中で、介護予防や生活習慣病予防の

ための健康増進事業を進めているところでござ

います。 

 高齢者の方々が集える活動といたしましては、

先ほど少しお話ありました、地域での老人クラ

ブ活動や、いきいき百歳体操などの自主グルー

プ活動、そして配食を伴う元気クラブ活動など、

多くの地域で高齢者の方々に参加を頂いている

ところでございます。 

 現在、コロナの関係で滞っておりますが、そ

ういった現状でございました。 

 集える場所を街区以外でも整備し、本庁舎以

外でもということでございまして、今年度は第

８期の宿毛市高齢者保健福祉計画及び介護保険

事業計画策定の年となっていることから、昨年

度、市内の高齢者の皆さんに御協力をいただき

まして、ニーズ調査をさせていただきました。

これについては、もう済んでいるところでござ

います。 

 このニーズ調査につきましては、地域の実態

把握のために行うことはもちろんですが、調査

内容を分析し、地域課題の洗い出し等を行い、

今後の事業計画に反映させ、どこにどのような

人的、物的資材を投入していくかを検討する、

そういった指標となります。 

 そのため、ニーズ調査を分析する中で、計画

策定委員の皆さんにも御意見を頂きながら、計

画策定に取り組んでいく、そういった予定とし

ておりますので、現在の活動や、そしてあった

かふれあいセンターなど、地域の方が集える場

についても、検討を進めてまいりたいというふ

うに考えております。 

 具体的に言いますと、こういった場所をサロ

ン化していって、また同じ場所で、また別の意

味合いをそこに付加する、与える、してもらう

というような形で、サロンが広がっていけばな

というふうに考えているところでございます。 

 何か事業をするということ、当然、大切なん

ですが、それ以前に、こういったものをまち全

体に広げていきたいということで、表明をさせ

ていただいているというところでもございます

ので、どうか御理解を願いたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 市長の言わんとする

ことはよく分かるんです。今回、行政方針の表

明の中で、フィットネスバイクを購入して、各

地域へ出回っていきたいというふうなところも

入っております。 

 今、市長の言われたように、新たに別の形で

サロンをつくるというのは、非常に難しいとい

うふうに思います。現在も、百歳体操であった

り、元気クラブであったり、ミニデイのところ

で、地域の皆さん、地域地域でいろいろな特色

を出して、皆さんがお菓子を持ち寄って、１時

間、２時間程度、茶飲み話をして帰る、そうい

うところもありますし、長寿政策課から保健師

の方に出てきていただいて、血圧等々をはかっ

てもらったり、相談にのっていただいたりとい

うことをやっているところもあるのも知ってい

ます。 

 そういうことを含めて、やはり市として、こ

れから市長、３年半、まだ市政を担っていくわ

けですから、この２期目の３年半余りの間にこ

ういうことをやっていきたい、こういう形を目

標に、今年度はここまで進める、来年度はどこ

まで進めるという形で、年次計画的に進めてい

かなければ、なかなか総花的に、こんなことを

行いますよと言っても、なかなか事業としては

出てこないというふうに、私は思います。 

 そういうところで、具体的にタイムスケジュ

ールをつくって、こういう形で進めていく。多
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分、長寿政策課になるんですか、今回のこの受

皿として考えれば。というところが中心になっ

て、これから先の宿毛市としての高齢者対策は

こうしていくがやというものをつくって、各地

区にそれをおろしていく。そこから、何が必要

ですか、市として、こういうことをやりたいん

ですが、どうでしょうかということも聞きなが

ら、つくり上げていく、そういう令和２年度に

していけたらなというふうに思いますが、これ

について、市長のお考えをお聞きをいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 少し、１０年ほど前なんですが、マニフェス

トという言葉が非常にはやったときがありまし

た。 

 このときに、本来、マニフェストというのは、

執行権を持っている方々がつくるべきものなん

ですが、なぜか議員の皆様もマニフェストとい

うのがはやって、議員がマニフェストを掲げる

という、社会的にそういった影響があった、事

例もありました。 

 そのときに、マニフェストというのは、一定

挙げて、その効果、完成するまでにその年、そ

の年で達成率を数値化をしていって、市民の皆

様に示すということで、まさに寺田議員言われ

ているのは、そういうことかなというふうに受

け止めをさせていただきました。 

 計画性をもって、しっかりと事業を前に進め

ていくということは、大変重要なことでありま

すので、再度、そのあたりをしっかりと検討し

て、また時期を見て、お示しをさせていただき

たいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 市長がこれから先、

しっかりとした庁内での議論を踏まえて、市民

にそれをおろしていっていただけるというふう

に確信をいたしましたので、これ以上、このこ

とについて質問をいたしません。 

 ２項目めの松田川の濁水対応についてという

ことで、質問をさせていただきました。 

 これは、２月上旬ぐらいからだったというふ

うに記憶しているんですが、松田川というか、

この周辺でかなり大きな雨が降ったときが、１

月の下旬ぐらいにあったんだろうというふうに

思いますが、それ以降、松田川のダム湖から下

流域、１キロ程度ぐらいまでですかね。特にダ

ム湖については、２か月以上ぐらい、濁りがと

れませんでした。実際、私の家の前も、１か月

半以上濁りがとれずに推移したわけですが、原

因として、私も確定と認識しているわけではな

いですが、当時の漁協の役員等々、松田川漁協

等々の役員の方、また住民の方たちと話す中で、

楠山地域に、今、多くの太陽光発電所が建設さ

れております。 

 これに対して、造成工事が伴ってあるわけで

すが、畑、田んぼを造成したところもあります

し、山林を切り開いて造成したところもありま

す。 

 楠山地域、意外と赤土の山というか、土地が

結構多くありまして、そこの開発したところか

らの流水ではないか、流出ではないかというふ

うに、その方たちも言っておりますし、私もそ

れしか考えられないかなというふうに見ており

ました。 

 これは、宿毛市として、下流域までは濁りが

出てきておりませんので、どのような形で、今、

把握しているかについて、まずお聞きをしたい

というふうに思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 松田川の濁水の対策等でございます。 

 宿毛市では、市内における再生可能エネルギ
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ー発電設備の設置及び管理に関し、災害の防止、

そして生活環境の保全及び自然環境の保護等に

配慮した、適正な方法によるものとするため、

必要な事項を定めることによりまして、地域社

会との調和を図ることを目的に、平成３１年４

月に、宿毛市再生可能エネルギー発電設備の適

正な設置及び管理に関する条例を制定している

ところでございます。 

 本条例では、再生可能エネルギー発電設備を

設置しようとするときは、宿毛市に対しまして、

事業着手の６０日前までに関係書類を整え、提

出することとしておりまして、関係書類の中に

各種図面の添付を義務づけているところでござ

います。 

 市といたしましては、土砂の流出や安全性等

について提出された関係書類や、現地確認を行

う中で、条例の目的に反していないか、確認を

行い、条例に反している場合は、指導を行って

いるところでございます。 

 また、設置後も土砂流出の可能性がある、そ

ういった施設につきましては、台風時期などの

大雨が降った後には、現地確認を実施しており、

土砂流出等が確認されれば、設置事業者に対し、

指導を行ってきた、そういったところでござい

ます。 

 しかし、議員のおっしゃる１月末ということ

でございますが、２月、３月のように、通常、

雨が少ない、そういった時期につきましては、

確認ができていないという現状でございまして、

今後は、河川管理者である高知県とも連携する

中で、確認、指導等の徹底を図ってまいりたい

というふうに考えておりますし、また、大きな

雨が降ったときには、確認をさせていただきた

い、そのように考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 今、市長の答弁の中

にもありました。高知県が松田川の河川管理者

ですので、管理者ともしっかりと連絡をとって

いただきたい。特に、坂本ダムというダムを、

高知県は管理をしておりますので、ダム湖にた

まった濁水というのは、なかなか濁りがとれな

い。これが、長時間続けば続くほど、宿毛市に

流れている松田川の水質が悪くなっていくとい

うことですので、そこらあたりは気をつけてお

いていただきたいと思います。 

 ただ、今、市長が答弁いたしておりました再

生可能エネルギーの関連にしても、平成３１年

度までに申請されていた部分については、これ

の対象外でありますので、楠山地区については、

平成３１年以前に開発許可が出ている事業も結

構あるようです。 

 特に、山林については、工事申請を出せば、

そのまま通っているというのが、今までの現状

ですので、農業委員会関連の農地というところ

に引っかかると、隣接の許可というか、申請し

たいときに了承が要るんですが、山林の場合は、

それが必要ありませんので、そのまま通ってい

るということもあるようです。 

 そこらあたりもしっかりと経過を見ながら、

いっていただきたいというふうに思います。 

 これについても、あえて再答弁は求めないこ

とといたします。 

 次に、自転車を活用したまちづくりというこ

とについて、通告をしておりますので、お聞き

をいたしたいと思います。 

 現在、市内の何か所かに置かれているシェア

サイクル、また駅だけなんですかね、レンタサ

イクル等も、宿毛市が置かれておりますが、こ

れの利用状況について、まずお聞きをいたしま

す。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 レンタサイクルの利用実績についてでござい
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ます。本市のレンタサイクルの昨年度の利用実

績につきましては、宿毛駅におきまして、宿毛

市観光協会が行っておりますレンタサイクルに

つきましては、本市の管理委託分も含めまして、

４１２件、また沖の島での、集落活動センター

におけるレンタサイクル、電動アシスト付自転

車でございますが、こちらが７４件の利用実績

となっております。 

 そして、レンタサイクルの利用につきまして

は、年々増加傾向が見られているという、そう

いったところでございます。 

 また、宿毛駅、東宿毛駅、そして市役所の玄

関口にありますが、こちらなど、市内５か所を

駐輪ポートという形で場所を設定して、昨年１

０月から行っております。これ、シェアサイク

ルですが、こちらについては、民間業者の実証

実験となっている、そういった事業でございま

すが、こちらにおきましては、このシェアサイ

クルの実績につきまして、昨年度の約５か月間

で１３件の利用実績になっているというふうに、

会社のほうからお聞きをしているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） レンタサイクルにつ

いては、だんだん伸びているということですが、

まだまだ台数的に考えて、年間で４１２件、駅

でいうと１日に１台出るか出んかみたいな形に

見えますし、シェアサイクルは５か月で１３件

ということは、ほぼ利用されてない状況が続い

ている。 

 私も、何回か、庁舎の入り口に３台か４台ほ

ど置かれているのを見ますが、いつも同じ台数

がある。その上に、雨ざらしでずっと置かれて

いるということで、これは、例えば誰かが使い

たいと思っても、なかなか使いにくいんじゃな

いかなと。雨が降っていれば、当然サドルもぬ

れてますし、なかなか使いにくいなというふう

に感じました。 

 その上に、スマートフォンでアプリをとって、

申請をして、貸出しを受ける。また、返したと

きに、アプリで施錠するというような形をとる

というふうに聞いておりますが、なかなか利用

者が、そしたらスマートフォンを持っているか、

またそういう形で対応できる方がどれだけいる

のかというのを考えたら、非常にこの地域で、

この２万人程度の人口規模で、このシェアサイ

クルというのが、このまちの中に合っているの

かということを考えると、難しいんじゃないか

な。もっと違う形で、例えば市内の協力店を求

めて、そこの店頭に１台、２台という形で置い

ておいて、連携のできる店を、市内各所につく

っておいて、それこそレンタカーでいえば、中

村駅で借りたレンタカーを宇和島駅で返しても

いいですよみたいなシステムもあるわけですか

ら、そんな形でやれば、もう少し利用というの

はあるのかなというふうにも思いますが、今の

システムは非常に難しいんじゃないかというふ

うには、私は思います。 

 そういうところで、自転車、市長は常日頃、

この自転車にはすごい造詣が深い市長ですので、

いろいろな事業を打っています。 

 今年も新たに事業展開もしようというふうに

していますが、この自転車に対して、宿毛市民

がどこまで認識しているのかというか、認知度

といいますか、市長の行おうとすることに対し

て、どれだけ理解を示しているのかというのを、

市としてどのように把握しているのか、お聞き

をいたしたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きたいと思います。 

 シェアサイクルについては、先ほど答弁した

ように、実証実験ということで、オーシャンブ
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ルースマートという会社なんですが、そちらの

ほうが、うちは場所だけの提携で、それからあ

と、いろんなデータは頂けるように、三者で協

定を結んで、実証実験をしていただいていると

いうことでございます。 

 全国で本当にたくさん観光客が来るようなと

ころでもやられてますし、かといって、宿毛市

のような小さい自治体、もっといえば町村みた

いなところで行ったりとか、いろんなデータを

とっているという事業でございます。 

 利用実績が少ない部分について、相手の会社

が、今後、引き上げるのか、また違ったパター

ンにしてデータをとるのかということで、まず

は１年の検討ということでやっている事業です

ので、実験ということではございますので、そ

の点は御理解していただいた上でのお話だと思

います。 

 よろしくお願いをいたします。 

 それで、市民初め、皆さんがどのように思っ

ているのかということも含めて、自分の考え方

も少しお示しをさせていただきたいというふう

に思います。 

 本市におきましては、平成３１年度から令和

５年度までの５か年を計画期間とした、自転車

を活用したまちづくり計画を策定し、その基本

方針に沿って、暮らし・環境・交通・観光・コ

ミュニケーションの分野で、様々な取組を実施

しているところでございます。議員御承知のと

おりでございます。 

 昨年度は年間を通じまして、自転車に優しい

環境づくりの一環といたしまして、シェア・

ザ・ロード、これ少しほかの場でも御紹介させ

ていただきましたが、思いやり１．５メートル

運動ということで、道路は自転車だけのもので

もない、車だけのものでもないということで、

それぞれがお互いのことを尊重しながら、使い

ましょうということでございます。 

 この実施や、そして小学校新入生へのヘルメ

ットの配付事業、そしてまた、残念なことに、

オリンピックは延期となりましたが、オリンピ

ック参加国を身近に感じていただくオランダホ

ストタウン事業の実施などを初めとして、様々

な事業を実施してきたところでございます。 

 そして、観光だけではなくて、環境、そして

健康、教育、交通といった、様々な分野に効果

をもたらす自転車の活用は、国におきましても、

２０１７年に自転車活用推進法を制定し、国土

交通省に自転車活用推進本部というのを設置を

しています。大きな看板あがっていますが、設

置をするなど、自転車の活用を総合的、計画的

に推進をしているところであり、多くの自治体

も、現在、取組を進めているところでございま

す。 

 また、義務ではございませんが、そういった

形の中で、先ほど言ったような自転車の推進計

画についても、策定することを強く国からも求

められている、そういった状況でございます。 

 そして、昨年実施いたしました宿毛サイクル

フェスティバルにおきましては、本市では初め

てヨーロッパ発祥の子供向け自転車安全教室、

これウィラースクールといいますが、こちらも

開催をしまして、参加者の皆さんからは、交通

ルールやマナー、そして自転車の正しい乗り方

などを楽しく学ぶことができたとの声を、多く

頂いたところでもございます。 

 この宿毛サイクルフェスティバルでは、来場

者の皆さんにアンケートも実施させていただき、

そのアンケートにおきましても、多くの方々が

今後も自転車を利用する理由といたしまして、

健康、環境などを挙げられているということで

ございまして、単なる自転車は移動手段として

ではなくて、自転車に様々な効果を期待をして

いることが、改めて分かったところでございま

す。 
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 また、今後の本市の取組の推進についての御

意見も頂いたところでもございます。本市にお

きましても、自転車活用の取組がまだまだスタ

ートをしたばかりでございます。もっと言えば、

日本自体がかなりの後進国でして、ヨーロッパ

なんかと比べると、かなりおくれた形で自転車

がやっと、いろんな形でスタートを切っている

というところでございます。 

 宿毛市民もそうですが、なかなか、まだまだ

皆さんが自転車を活用して、自分たちの生活を

豊かなするという認識を、多くの方々が持てて

いないかもしれませんが、これから自転車を活

用したまちづくりを取り組んでいく中で、しっ

かりとそういったことを皆さんに感じて、考え

ていただける。そして、何よりも安全に自転車

に乗っていただける、そんなまちづくりに努め

ていきたいと考えているところでございます。 

 以前に比べると、かなり浸透してきたとは思

うんですが、まだまだだというふうに、自分と

しては認識をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 自転車、認知度は進

んでいるというふうに市長は認識をしているふ

うに捉えましたが、今回も、幡多広域で事業を

やろうかという話が出たときに、また市長は自

転車かという声も聞きました。 

 やはり、幡多郡内でも黒潮町であるとか四万

十市、また土佐清水市のように、ロケーション

的に海岸線を走ったり、という優位性のある道

というのが、宿毛市にはありません。これは市

長もよく分かっていると思うんですが。 

 何を、そしたら外国から、また国内から、自

転車を利用してくる方々に、宿毛市として何を

売っていくのかというのを、もっと具体的に出

していかないと、これは市民としても、ひょっ

とすれば市長の趣味でやっている世界ではない

かというふうにとられかねないというふうに、

私は思います。 

 そこで、市として自転車を通して、こういう

形で事業展開をしていきたいというのを、もっ

と具体的に市民に示していくことも必要だろう

し、例えば、先ほど言われた子供向けの自転車

の教室であったり、特に子供というのは、どん

どん少なくなっていますので、保育園であった

り、小中学校を回っていく。また、高齢者に対

して、高齢者、自動車を免許返納して、さあ何

に乗ろうか。自転車に乗ろうか、けど自転車は

二輪なんで、とまったらこけるし、けがをして

はいけないので、家族にもとめられているとい

う方も、結構います。 

 例えば三輪自転車というのも、今ありますが、

三輪の自転車だったらこけないよとか、そうい

うことを、各地域のお年寄りの集まる場に持っ

ていって、試乗会等を開いていくとか、やはり

もう少し市民に認知してもらえる。自転車に対

して、今以上に造詣の深い宿毛市になっていた

だくように、積極的に、市としてアプローチを

していくべきではないかというふうに思います

が、この点について、市長の答弁を求めます。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きたいと思います。 

 いろいろ御提案もありましたので、まず、答

弁した後に、また考え方を述べさせていただき

たいと思います。 

 私自身も、当然、自転車の活用だけが地域の

活性化やまちづくりにつながるものではないと

いうことは、当然、承知をしておりますし、そ

ういう考えでございます。 

 現在も、そして様々な観点から、各種の事業

に取り組んでいるところでございまして、今回、

自転車の関係も挙げていますが、それ以外のこ

とについても、議員の皆様を含めて、皆さん方
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に、ほかのことの、できるだけ３密を抑えた形

の中で行えるイベントを提案をしてもらいたい

ということで、現在、検討を進めているところ

でもございます。 

 そして、自転車の活用につきましては、先ほ

ども答弁させていただきましたが、国におきま

しても、自転車活用推進法を制定し、全国的に

自転車活用に対しての機運、取組が非常に強く

進められている、そういった情勢といいますか、

全体の動きもある中で、近くでは、香南市など、

県内を初めとして、全国で、今治も非常に有名

です。尾道もそうですが、全国で多くの自治体

が様々な分野に効果をもたらす、自転車を切り

口としたまちづくりを展開を始めているという、

もう既に始めているというところでもございま

す。 

 そして、本市におきましても、地域特性に合

わせ、また地域資源も活用する中で、地域の活

性化まちづくりに、今後も取り組んでまいりた

いというふうなことを考えているところでござ

いまして、先ほど、寺田議員のほうからロケー

ションの話もありました。 

 観光資源ということの一くくりですると、以

前で言えば足摺岬であるとか、また近年で言え

ば、柏島であるとか、本市の場合は沖の島があ

るわけで、そういった形の中で、いろんな観光

資源をうまく使っていくということで、結びつ

けていくことができるかというふうに思ってい

ます。 

 宿毛市の場合、ロケーション等の話はありま

したが、実は、宿毛市だけではありませんが、

当市には多くの林道等もございます。そして、

何よりも国体のときにつくられた芳奈の宿毛市

総合運動公園がございますので、こちらを中心

としてやろうということで、現在、遊歩道のほ

うを少し改良して、自転車で楽しめる、そうい

ったサイクリングロード等も、今、少しずつ整

備を進めさせていただいているところでござい

ます。 

 また、全国に向けて、林道につきましては、

自転車の愛好者たちが見る、そういった媒体を

通じて、この四国西南エリアの林道等について

は、全国的に発信を、既にさせていただいてい

るところでございます。 

 また、高齢者に対する三輪の話。先ほどお話

に出てたシェアサイクルで、私のほうからもお

願いをして、全国初のシェアサイクルの三輪車

を用意させていただきました。 

 これは、ぜひそういった形で、乗ってみてほ

しいということで、三輪を何台か置いています

が、実際、なかなか個人的に借りて乗っている

という、今、成果があらわれていませんので、

これにつきましては、議員おっしゃるように、

宿毛市が何か活用して、どこかに持っていって

乗ってもらうとか、そういったことも、これか

ら検討をしたらいいなというふうに考えさせて

いただいたところでもございました。 

 また、出前で、当市から持っていって、室内

でやる自転車のトレーナーのようなもの、そう

いったものも、足腰を鍛えるという意味と、そ

れから当然、自転車を乗れるような形でという

意味で、活用できるものではないかなというふ

うに考えていますし、また１点は、早い段階か

ら自転車に乗っていただいて、お年寄りになら

れて車が運転できなくなって、免許返納すると

きに、そこから何十年かぶりに自転車を乗ろう

といっても、なかなか難しいですので、そうな

る前から自転車をしっかり乗ってもらえるよう

な、そういった文化というか、そういったもの

を根づかせなければいけないなという考え方も

ございます。 

 あと、市長の趣味じゃないかというお話あり

ましたが、確かに私は、自転車が好きです。自

分の趣味として自転車も乗りますが、このこと
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に関しましては、当然、一線を分けて、話をし

ているところでございますが、今回、コロナウ

イルスの関係で、中止になったイベントを少し

考えていただければ分かると思います。 

 大きなイベントでいうと、自転車のイベント、

そしてマラソンのイベント、そして産業祭、こ

の３つが大きなもので中止となりました。 

 そして、産業祭については、今、いろいろな

形で産業祭を行おうとしています。というのは、

人を集めるんじゃなくて、ウェブサイト上で産

業祭をやろうということで、現在、進めていま

す。 

 マラソンについては、残念ながら、いろいろ

検討をしましたが、３密を抑えることができま

せんでした。それで断念をさせていただきまし

た。 

 自転車については、できるということであり

ましたので、消去法をもってして、自転車が取

り入れられたということでございます。 

 あと、今後におきましては、自分の中ではウ

オーキングであるとか、そういった競走になら

ないようなもの、そういったものであれば、密

になったり、接触する機会も少ないのかなとい

うふうに思っていますので、やはり競争になっ

たり、試合になるようなものに関しては、かな

り、どうしても接触する機会が多いですので、

そういうことを考慮しながら、これからもイベ

ントを打っていきたい、そのように考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 市長の思い、趣味だ

けではないですよということも聞きましたので。

ただ、そう言っている人も確かにおりますので、

やはり気をつけて、皆さんの理解を、より多く

の理解を得て、事業を行うということが大事だ

ろうなというふうに思いますので、これからも

市民の理解を、より得られるような形で、市民

に対して説明をしていただければというふうに

思います。 

 続きまして、最後の質問、公共土木事業の入

札についてということで、通告をさせていただ

いております。 

 これは、一昨年ぐらいからですか、小深浦の

高台の造成工事に関連して、一般質問の場でも、

いろいろと質問戦が繰り返され、また現在は市

民の方から、住民監査請求も出されているとい

うことを踏まえて、私ももう一度、何でこうい

うことになったのかなということを検証すべき

だろうかなということで、３月以降、いろいろ

と資料を取り寄せる中で、研究をしてまいりま

した。 

 まず、搬土の予算についてですが、これは必

要なものは必要として執行するということにつ

いては、私も違法性があるとは全く思いません

が、ただ、これに至った経過という分について

は、非常に分かりにくいというか、自分でもい

まだに理解ができないところがありました。 

 ただ、分かったことは、この高台造成工事の

基本設計の部分で、２回、業務委託をしており

ます。 

 １回目は、平成２７年、これは前沖本市長の

ときに、高台の避難場所を造成すると。高台広

場ということで、造成工事の業務委託をやって

おります。 

 このときに、結局、平場というか、広場の造

成工事に対しては、業務設計がなされ、一度、

変更もやっておりますが、それをもとにした形

で、平成３０年、現市長がここに庁舎を建てる

ために、小深浦の高台を造成するということで

付帯工事、進入路であったり、県に対する開発

許可ということをするための業務委託を、１，

５００万円余りでやっております。 

 ここで、結局、最初の造成工事の中で、土の
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運搬計画というのが入ってなかったことが、そ

もそもの原因ではなかったかというふうに、私

は思うわけですが、この部分について、市長の

お考えがあればお聞きをしたいというふうに思

います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 平成２７年のときのお話を、議員のほう、さ

れました。そのときに、既に土砂の運搬につい

て入っていなかったというのは、事実でござい

まして、それがそのままずっと残って、ある意

味、気がつかないといけない部分部分があった

と思うんですが、そこが気がつかなかったこと

に関しては、当然、そのときに関わった職員で

あるとか、それから業者であるとか、そういっ

た人同士のコミュニケーション不足であったり、

職員の経験不足というものがあったのではない

かということで、皆様方にもお伝えをし、謝罪

をさせていただいてきたところでございますが、

もともとここで入っていなかったというのは、

大きな原因だというふうには思っているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 今、市長のほうから

るる原因についても言われておりましたが、こ

れ、先ほど私のほうも、違法性はないというふ

うに言わせてもらいましたが、これが、例えば

予算内で収まったからよかった。もし必要な事

業であれば、これが１億２，０００万円が２億

円であろうが３億円であろうが、予算を組んで

でもやらなければいけない事業であるというふ

うに思いますが、率直に、職員の経験と言いま

したが、経験とか能力というのは、確かにこれ

だけの大きな事業というのは、芳奈の宿毛市総

合運動公園の造成以来、多分やっていないです。

あそこが５ヘクタールぐらい、多分やっている

と思うんですが、そのときの、これはもう２０

数年、二十四、五年とはいわんぐらい前に行っ

た事業ですので、当時の職員、ほとんどもう残

ってないと思いますので、経験不足ということ

は分かりますが、やはりそこに何らかのコミュ

ニケーションとか、例えば県に聞く、建設技術

公社に聞くということをする中で、見つけるこ

とができたんじゃないか。 

 平成２７年のときには、言い方は悪いかもし

れませんが、当時の市長、造成工事をすぐ、早

急にやろうという雰囲気には、私たちも捉えて

なかったです。実際、それから全く、トップも

かわりましたし、それに対して事業着手をして

おりませんので、４年間近くそのままになった

中で、基本設計だけが残っていた、ということ

になっているんですよね。 

 それを今回、リスタートするに当たって、も

う一度中身まで精査するということが必要だっ

たのではないか。その部分が抜けていたのは、

どこに責任があるかといえば、担当課なんです

よね。担当課がしっかりとそこに目を向けてい

く。経験不足だけでは、市民の血税がそこに入

るわけですから、そこの部分について、担当課

の職員が分からなければ上に聞く。経験をして

いるところに教えを乞うというのが必要だろう

というふうに思うんですよ。 

 そういう点において、この事業への責任とい

うのはどこにあるのかというのは、当然出てく

るわけですが、職員のリスク管理というか、一

つ一つの事業に対して、危機感が足りないとい

うふうに思うんですよね。トータルで考えると。 

 そこにもっと危機感をもって、ことに当たる。

特に、その課でのトップは、自分のチームの中

に危機感をいかに植え込めるか、ということが

大事であろうというふうに思います。 

 そこの点について、市長もう一度、課の体制

について、どのように考えているのかお聞きを
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したいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 実際問題、ミスが発生したということでござ

いまして、ミスが発生したということは、そこ

に問題があったというふうに、私自身も重く受

け止めているところでございます。 

 そういった形の中で、例えば建設技術公社の

話もありましたが、そういった形の中で、しっ

かりとコミュニケーションがとれていなくて、

意思疎通がしっかりできていたのかといいます

と、そうではなかった部分も見えてきましたの

で、そういったところであるとか、またチェッ

ク体制であるとか、いろんな形の中で、私のほ

うからも指摘をする中で、改善をさせていただ

いているところでもございます。 

 そういった形の中で、どこか、ここが悪かっ

た。当然、故意的にやったわけじゃないわけで

すから、ここが悪かったということについては、

今ここで言及できるような状況ではございませ

んが、いろんなことが相重なって、こういう事

態が起きたということについては、分析をし、

そういうことが起こらないように指導をさせて

いただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） このこと、また後で、

発注者の責任ということでお話をさせていただ

きたいと思いますが。 

 まず、この高台造成についての話はこれくら

いにして、またしてもではないですが、今議会

開会日に、執行部のほうから再入札、再々入札

の報告がございました。これは新聞紙面にも出

ましたので、多くの市民が、どういうことかと

いうことで、宿毛市に対して不信感を持たれて

いる市民も多くいるんじゃないかというふうに

思いますので、あえてここでもう一度聞きます

が。 

 今回、積算ミスによって、またしても入札が

取消しになったというふうに報告を受けました。 

 ふえてきたというのは、平成２９年に新たに

疑義申立の要綱を、宿毛市として作成していま

すよね。その時分からふえてきたように感じて

いるんですが、そのことについては、どのよう

にお考えですか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 先ほど寺田議員おっしゃるとおり、平成２９

年に変更させていただいてから、この疑義申立

ができるということでございますが、それ以前

は、ふえていたというか、そういった制度自体

がなかったということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 制度がなかったとい

えばそうでしょうけれども、これが、ある原因

があってこういう疑義申立手続に関する取扱要

綱というのを定めてますよね。 

 市として不備があるということを認めて、入

札後でも、疑義があれば申立ててくれたら受け

ますよということにしてしまった。そのことに

よって、本来ならば、再入札ということまでい

く必要がないものまで、再入札することが必要

になってきてしまったんじゃないかというふう

に思います。 

 これは、行政とすれば、ミスがあったんだか

ら、そのまま受けてやり直すしかないじゃない

ですかというかもしれませんが、宿毛市として

の対面というか、市民に対する信頼度というの

は、あるたびに落ちていく。ミスはミスとして、

看過できるミスもあるんではないかというふう

に思うんですが、この取扱要綱を含めて、この
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入札制度そのものについて、変更点を加えると

ころがあるんじゃないかというふうに思うんで

すが、その点についてお考えをお聞きいたしま

す。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 宿毛市工事請負契約の入札に関わる積算疑義

申立手続に関する取扱要綱のことでございます

が、こちらを策定してから、先ほどのお話のと

おり、３年間が経過してまして、この間、６件

の積算ミスによる入札取消が発生をしていると

ころでございます。 

 そのうちの２件が、本年の４月、５月に発生

しました土木課発注による入札取消であります。 

 原因としましては、１度目の取消しが交通誘

導員の人数の計上誤り、そして２度目が高速道

路利用料金を処分費として計上していないこと、

及び契約保証に必要な補正がなされていなかっ

たことが原因となっております。 

 再入札に向けましては、積算チェックの外注

を行いたいと考えているところでもございます。 

 このように、積算のミスが多く出ているとい

う現状を踏まえて、どうなのかという話でござ

います。 

 やはり、できる限り公平に、そして事業者の

方々にも不利益が生じないような形ということ

で、かなり厳密な要綱の策定に踏み切らさせて

いただいて、より厳格なことをしようとした結

果として、職員のミスが、後になって出てきて、

入札取消が行われているといった現状に、現在

なっているところでございます。 

 こういったものを踏まえまして、近隣でも入

札取消ということは、よくないことではありま

すが、起きているという現状も、当然、自分た

ちも把握しているところでございまして、近隣

の状況、そして県外の状況も見ながら、今後ど

ういうふうな形で、これを改善していったらい

いのか、しっかりと考えていきたい、そのよう

に考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 改善するところは改

善していくということで、していかなければい

けない。本当に近隣の市町村にも入札取消とい

うのがあるから、うちがあってもいいんだとい

うことではないので、ぜひそこは、本当に軽微

なところまで突っ込んで、入札の疑義が出てき

ているというのが、自分たちも報告で受けてい

ますので、本当にそこまで必要なのかなという

ふうに感じるときもあります。 

 そのあたりもしっかりと、これから先の中で

つくっていただきたいと思いますし、まずは競

争入札の心得というのを、入札前に各企業、こ

れは企業に渡すんじゃなくて、最初に入札の心

得というのは、企業にはいっておりますので、

分かっているんですよね。 

 やはり工事の入札前に、閲覧の中で、疑義が

あれば当然、入札参加業者は入札前に疑義を訴

えるべきで、入札後すぐに疑義が出てくるとい

うのは、どうも私の中で分からない、理解がで

きない。 

 これが何日か後に、実際にそこに予算を落と

していっていったら、問題点が出てきたという

のなら分かりますよ。疑義申立の２日間の間に

出てくるということ自体が、僕は問題だろうと

いうふうに思います。 

 それならば、入札前に疑義を訴えて、入札を

とめる、そのことによって、公平性を保ってい

くというのが、本来の入札のあるべき姿だとい

うふうに思いますので、私は、疑義の申立ての

要綱とセットで、この入札心得についても、し

っかりとそこの部分を踏まえた議論をすべきだ

というふうに思いますが、この部分について、

市長のお考えがあればお聞きをいたします。 
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○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 近隣の市町村がミスしているからいいという

わけではなくて、そういった事例もあるので、

当然、同じような苦悩と言いますか、状況で、

それぞれ考えていると思いますので、その対策

も含めて、しっかりとお聞かせを願いながら、

そういうことが起きないような取組の参考にさ

せてもらったらということで、県内、県外も含

めて、いろいろ調べていきますというお話をさ

せていただきました。 

 そういった状況が起きている自治体、そして

起きていない自治体あるように思っています。 

 そして、宿毛市にとっては、今、よくない状

況でありますので、これを改善するために、ど

ういうふうな方策をとっていくのかということ

でございまして、そういった形の中で、先ほど

寺田議員が言われた業者から見た疑義申立につ

いては、そこについては、詳細なところは把握

ができていないところでございますが、また担

当課を通じて、業者の話も聞く中で、改善に向

けて取組をさせていただきたい、そのように考

えているところでございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） ぜひ、入札制度につ

いては、宿毛市の例がすばらしいと。みんな宿

毛市を見習って、ああいう形で入札をやろうよ

というぐらいの、宿毛市以外の行政体が手本に

できるようなものにしていただきたいというふ

うに思います。 

 ただ、今回、一昨年からずっとこういう形で

議論をしてきましたが、根本にあるのは、誰も

責任をとってないことが、今回、いろいろな疑

義が出たりしている根底にあるんじゃないか。 

 ミスはミスとして認めてはおりますが、これ

までもミスがありましたという報告は、市長の

ほうから、また担当課長のほうからも説明等々

があったことは、議員の皆さんも御承知のとお

りですが、ただ、誰も責任をとっていない。 

 内容的にいえば、ちょっとしたミスなのかも

しれません。ただ、宿毛市にとっては、大きな

影響のあるような金額にもなりかねないミスが

出たときに、ミスをしてしまったことだけを謝

罪するだけでいいのか。執行部としては、しっ

かりと発注者の責任の所在をはっきりさせて、

これに対して、責任をとる。市民に対して形で

示すということが大事だろうというふうに思う

んですが、市長の考えをお聞きをいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 高台造成において、契約後に土運計画の漏れ

により、大幅な変更を行うこととなりました。 

 また、積算ミスによりまして、同じ事業で２

度も入札取消を行ったことで、工事の着手がお

くれる事態を招くなど、関係者を初め、市民の

方々に対しまして、多大な御迷惑、そして御心

配をおかけしたというふうに思っているところ

でもございます。 

 これらの事態を招いたことに対しまして、一

つ一つじゃなくて、全体の事態を招いたことに

対しまして、この場をお借りいたしまして、深

くおわびを申し上げます。 

 度重なる積算ミスによりまして、結果的に混

乱を招いてしまったことに対しまして、今後こ

のようなことが起こることのないように、先ほ

どお話もさせていただきましたが、職員への指

導も徹底し、しかるべき時期には、発注責任者

として、私としての責任についても、明らかに

してまいりたい、そのように考えているところ

でございます。 

 全く、それぞれの職員を含めて、責任をとっ

ていないということではないんですが、しっか
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りと、それを明らかにしていきたいというふう

に考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 市長のほうから、は

っきりと責任の所在を明らかにするということ

ですので、それの公表を待ちたいと思いますが、

ただ、高台造成事業、また宿毛市内でこれから

行われようとする開発事業等々を考えると、今

の都市建設課、また土木課というところの職員

の配置、陣容、その他も、やはり見直すべきで

はないかというふうに思います。 

 これ、最初のほうの市長の答弁で、能力不足

であったり、認識不足であったりみたいなとこ

ろもありましたが、それで足らなければ、ふや

していく、これだけ大きな事業を、多分、高台

造成の事業についていえば、相当大きな事業で

すよ。今の陣容だけで賄い切れるのかというの

は、私は心配します。 

 そういうことも踏まえて、組織の中でどれだ

けの人数が要るのか。今、３００人そこそこの

少ない人数に、市の職員もなっていますし、特

に技術職については、非常に手薄になっている

というふうに私も感じます。 

 ただ、そこを補強して、今の職員だけではで

きないような事業も、今から出てくるかもしれ

ませんので、その中でしっかりとした陣容で職

員に、市民に対して、宿毛市としてはしっかり

やってます、見ててくださいというぐらいの事

業展開をできるような陣容にすることを求めて、

これは、これからまだまだ、私として目を見張

っておりますし、今、監査委員事務局のほうで

は、住民監査請求の調査も進めているようです。 

 どのような事実が出てくるか分かりませんの

で、それも見る中で、これからもしっかりと、

この議場の場で市長の、執行部の見識を問うて

いきたいというふうに思います。 

 本日の一般質問は、この程度にとどめたいと

思います。 

 ありがとうございました。 

○議長（野々下昌文君） これにて一般質問を

終結いたします。 

 日程第２、「議案第２１号及び議案第２２

号」の２議案を一括議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（中平富宏君） 追加提案申し上げまし

た議案につきまして、提案理由の説明をさせて

いただきたいと思います。 

 議案第２１号は、令和２年度宿毛市一般会計

補正予算でございます。 

 内容につきましては、コロナ対策といたしま

して、国の第２次補正予算が成立しましたので、

その対策の一つであります「ひとり親世帯臨時

特別給付金」事業を速やかに執行するため、総

額で３，６７１万５，０００円を追加しようと

するものです。 

 議案第２２号は、「財産の取得について」で

ございます。 

 内容につきましては、和田分団の消防ポンプ

自動車が老朽化しておりますので、新たに購入

するに当たり、予定価額が２，０００万円を超

える財産の取得となりましたので、地方自治法

第９６条第１項第８号の規定により、議会の議

決を求めるものでございます。 

 以上が御提案申し上げました議案の内容でご

ざいます。 

 よろしく御審議の上、適切な御決定を賜りま

すようお願い申し上げまして、提案理由の説明

といたします。 

○議長（野々下昌文君） これにて提案理由の

説明は終わりました。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 
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午後 ３時３６分 散会 
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午前１０時 開議 
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   次長兼庶務係長 

   兼 調査係 長 
奈 良 和 美 君 

   議 事 係 長        宮 本 誉 子 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  中 平 富 宏 君 
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   人権推進課長  谷 本 裕 子 君 

   産業振興課長  谷 本 和 哉 君 

   商工観光課長  上 村 秀 生 君 

   土 木 課 長  川 田 和 徳 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（野々下昌文君） これより本日の会議

を開きます。 

 この際、議長より報告いたします。 

 今期定例会に提案されております議案第１９

号につきましては、内容に一部誤りがありまし

た。よって、市長より正誤表が提出されており

ますので、お手元に配付いたしております。 

 日程第１、「議案第１号から議案第２２号ま

で」の２２議案を一括議題といたします。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。 

 ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） おはようございます。

９番、通告に従いまして、質疑に入らせていた

だきます。 

 私は、議案第１８号「宿毛市国民健康保険税

条例の一部を改正する条例について」、お尋ね

いたします。 

 まず、初めに、ここでは議案第１８号に限定

した形で質疑を行いますけれども、実質的に、

議案第２０号「宿毛市介護保険条例の一部を改

正する条例について」と共通する部分があるた

めに、第１８号と２０号の２議案を念頭に置い

た上での質疑である点、お断りしておきます。 

 この条例の改正は、その附則につけられた見

出しである新型コロナウイルス感染症の影響に

より、収入が減少したこと等による国民健康保

険税の減免ということで、タイトルの字面を眺

める限りでは、非常に簡単明瞭な事柄のように

思われるのですが、実際にその減免の申請を行

うとなったときには、一体どのようなことにな

るのか。議員として、この条例改正のもたらす

メリットを市民にどう反映し、その恩恵にあず

かるためには、どのような処置を行えばよいの

か、対象となりそうな方々への紹介を行おうと

した際に、具体的な実態を十分に理解した上で

当たらないと、かえって誤解を招いたり、それ

こそ不必要な右往左往をもたらしかねないと考

えられる点があり、担当課に対して、幾つかの

質疑を行いたいと思います。 

 まず、この減免の申請はいつ行って、いつか

ら減免が受けられるのか。 

 この条例は、令和２年７月１日から施行とな

っているけれども、減免の要件として、附則１

６（１）の生計維持者が死亡し又は重篤な傷病

を負った世帯に属する者というケースは別とし

て、これは非常に分かりやすいですので、

（２）アの主たる生計維持者の事業収入等（つ

まり生計維持者の事業収入、不動産収入、山林

収入、または給与収入）のいずれかの減少額

（保険金、損害賠償等により補填されるべき金

額を控除した額）が前年の当該事業収入等の額

の１０分の３以上であることという条文に該当

する場合には、対象となる減少額が確定する時

期は、税の確定申告時期ということになってし

まうことになり、今年度中には、その減免は受

けられないことになってしまうことになりはし

ないか。この条文だけを読むと、そんなふうに

とれるんです。 

 このようなケースについて、この条例の改正

が、その申請時期を含めて具体的な効果を発揮

する時期は一体いつになるのか。この３０％以

上という事業収入等の減少を、どのように証明

すればよいのか。 

 例えば、国の持続化給付金や、市による緊急

支援給付金の場合には、一定期間の中の１か月

分の収入減の減少の証明を基準にして給付を受

けられることになっているけれども、この条文

を見る限り、この減免についてはどうなるのか、

文言だけでは判断出来かねる関係で、担当課長

にお尋ねいたします。 
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○議長（野々下昌文君） 税務課長。 

○税務課長（山岡敏樹君） おはようございま

す。９番、山戸議員の質疑にお答えします。 

 まず、初めに減免の申請はいつから行うのか

というところですけれども、令和２年度国保税

の納税通知書を７月中旬に発送するようにいた

しております。 

 それ以降に減免の申請をしていただくように

なります。 

 この税については、令和２年度に限るという

ものですので、申請期限としては令和３年３月

３１日までに申請をしていただくということに

なります。 

 先ほど、山戸議員のほうから、各給付金の場

合は、前年の、仮に５月と今年の５月の比較で、

３０％以上減少とか、あと持続化給付金のほう

であれば、５０％以上減少とかといったような

ところで基準を設けておりますけれども、国保

税の場合には、前年の収入が、今も確定をして

いきますので、それと、仮に今年の５月の収入

額を、見込みで年間の１２倍すれば年収額にな

りますので、その対比で、３０％以上減少とい

ったものに対して、対象になります。 

 例えば、減少する部分の前年の収入が１，２

００万円だったとすれば、月平均でいけば１０

０万円となります。 

 今年の５月に、仮に６０万円の収入しかなか

ったということであれば、１００分の６０とい

うことですので、４割の減少があるということ

で、対象になると。 

 ですから、１００万円に対して、７０万円以

下であれば、その月は対象になるというような

形になります。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） ５月の１か月分の減少

額を判定の基準にすると、そういうことです。 

 それでは、次の質疑に入りますけれども、事

業収入等の額の１０分の３以上の減少と聞くと、

現在、申請の受け付けと支給が行われている国

の持続化給付金や、市独自の緊急支援給付金の

対象となる減少率５０％以上と３０％以上とい

うのが連想されるのですが、これらの国、市に

よる給付金を受け取った場合には、現在の条文

にあって、収入減少分を補填するものとして、

一種の収入とみなされることになる、この保険

金賠償等によって補填されるべき金額との関係

はどうなるんでしょうか。 

 例えば、これらの給付金を得ているものは、

その給付額が収入としてみなされるのかどうか。

それから、また仮に、それは収入としてみなさ

れないとした場合、逆をいうなら、この国、あ

るいは市の給付金の受給が認められた方々は、

既に３０％以上の収入減少が証明され、認めら

れた方々である、そういうことになるのではな

いか。 

 そうした場合、今回の減免に関しても、これ

らの方々は、半分、自動的に減免の対象として

想定されることになりはしないか。 

 減免の申請を行う場合に、３０％以上の収入

減少を証明するものとして、この国あるいは市

の給付金の受給資格がそのまま通用するのであ

れば、申請者の側からすれば、証明手続の上で

大きな簡略化につながる、そのように思われま

す。 

 これら給付金の受給資格が、今回の減免申請

に連動した形での効力を持つのかどうか。市民

に申請を進める上での大きな判断材料になるこ

とから、以上、２点お尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 税務課長。 

○税務課長（山岡敏樹君） 今の質問について、

答弁させていただきたいと思います。 

 まず、国や県、市から支給される特別定額給

付金や、持続化給付金等の各種給付金について
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は、事業収入等の計算には含みません。 

 それから、先ほど、各給付金等の申請に使っ

た証明書類が連動的に使えるんじゃないかとい

ったところですけれども、おおむね使えると考

えております。 

 というのは、国の持続化給付金の場合であれ

ば、確定申告の写し、あるいは市県民税の申告

書の写しを、添付が必要となっておりますので、

一定、前年の年間の収入というのが、全て把握

できます。 

 また、今年の一定の月の、先ほどちょっと例

として５月を出しましたけれども、仮に４月と

か６月とか、そういったところのものが、書類

の中に含まれておりますので、それでおおむね、

大丈夫かと思っています。 

 ただ、市の１０万円の給付金の関係で、帳簿

で、仮に５月の対比の中で、そこのところ、帳

簿だけでも出ている場合に、前年の年間の収入

が分からないケースがあるかもしれませんので、

そういった場合には、確認をさせていただきな

がら、申請における認定をしていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） この給付金の申請に使

った様式というのは、今回の申請にも使えると

いうことで、非常に分かりやすい、どの人たち

がどういう対象になるのかというのは、非常に

分かりやすくなると思います。 

 それから、私の知る範囲でも、今回の新型コ

ロナウイルスにおいて、大幅な収入減少に陥っ

ている事業主や、個人が少なからず存在してい

るわけですが、この条例が果たして、それらの

方々にどのような形で適用されることになるの

か。減免というからには、減と免２種類が考え

られ、免除の場合は別として、減、つまり減額

の場合には、その程度において、幾らかの幅が

あるのではないかと思うのですが、その点はど

のようになっているのでしょうか。市民に紹介

する際に、その方々にとって、どれだけのメリ

ット、つまり減免効果が得られることになるの

かという、一応の目安となる数値なり基準があ

れば、こちらとしても話がしやすくなる。その

点はどうなんでしょうか。まずこの１点。 

 また、それに関連して、当市において、この

条例の改正による保険料の減免額は、全体とし

てどの程度を想定されておりますか。 

 つまり、市としての歳入に、どの程度の影響

を与えることになるのか。それによっては、予

算の組み替えなどの操作が必要になるわけです

が、その点はどうなるのか。 

 また、その減免分に対する、国なり県なりの

補填があるのかないのか、その点お尋ねいたし

ます。 

○議長（野々下昌文君） 税務課長。 

○税務課長（山岡敏樹君） まず、減免の内容

についてですけれども、減免額は、対象となる

保険税額に減額、または免除の割合を掛けた額

となります。 

 減額または免除の割合は、前年の合計所得金

額によって１０分の２から１０分の１０まで５

段階に分かれています。 

 例を挙げさせていただきますと、令和２年度

の国保税額５０万円かかるとします。所得が、

事業が減少した所得しかないといった場合には、

５０万円が対象になりまして、また、全体の合

計所得金額が３００万円以下であれば、全額免

除という形になりますので、５０万円免除にな

ります。 

 また、段階で、仮に４００万円の合計所得金

額が同じ保険税額であった場合には、１０分の

８となりますので、５０万円の１０分の８の４

０万円が減免額となります。 

 それともう１点、ほかに収入がある場合、仮
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に５０万円の中で、８割の減少が見込まれる所

得であるといった場合であれば、５０万円の８

割の４０万円が対象になりまして、また先ほど

言いましたように、仮に４００万円ということ

であれば、さらに１０分の８という形になりま

すので、３２万円が減免となるというような形

になります。 

 それから、想定の部分ですけれども、現時点

で想定することは困難ですので、申請状況を見

ながら、減免額を見込み、それに基づいて予算

を補正するなどの対応をとってまいりたいと考

えております。 

 なお、減免した額については、その全額が国

により財政支援されるものです。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） 減免の幅はいろいろあ

るということですね。それと、現状では、予算、

なかなかめどが立たない。しかし、それは全額、

国の給付で補填されることになる。これは非常

に恵まれたというか、市民にとってはいい制度

かなという気もします。 

 この議案が通過し、成立しても、次に、市民

の中には、なかなかその申請の方法を含めて、

具体的なイメージがつかみにくいんじゃないか

と、気になります。 

 市としての周知徹底をどのようにお考えなの

か。また、先ほどから再三取り上げています市

の緊急支援給付金の申請受付件数から考えても、

かなりな数の対象者ないしは申請数が想定され

ることになりはしないか、そうした際の受付体

制はどのようにお考えなのか、お尋ねいたしま

す。 

○議長（野々下昌文君） 税務課長。 

○税務課長（山岡敏樹君） まず、市民への周

知についてでありますけれども、まず、７月号

の広報すくも及び、市のホームページに記事を

掲載するとともに、国からひな形を示されたリ

ーフレットを７月中旬に発送する予定の納税通

知書に同封することで、国民健康保険税の納税

義務者全員に周知することとしております。 

 それから、受付体制のほうですけれども、今

回、国保税だけでなくて、後期高齢、あるいは

介護保険も減免申請が上がってくるかと思いま

す。 

 ただ、納税通知書等の発送が、時期がずれて

いる関係もありまして、今のところ、担当課の

ほうで連携をとりながら、やっていこうという

ふうには思っておりますが、議員のほうから、

御指摘もいただきましたので、関係課と協議し

て、また受付体制、市民の皆さんに潤滑に申請

していただけるように取り組んでまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） 私の質疑に懇切丁寧に

お答えいただいて、本当にありがとうございま

す。 

 この減免が、市民に大きなメリットとなるこ

とを期待して、私の質疑を終わりたいと思いま

す。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） おはようございます。

５番、川村三千代、質疑をいたします。 

 私、これまでも何度もこの質疑の場に立たせ

ていただきましたけれども、これまでは項目が

２つないし３つでした。そのため、質問方式、

一括方式をとらせていただいておりましたけれ

ども、今回は大きく４項目にわたりますために、

分かりやすさを考慮いたしまして、一問一答形

式をとらせていただきます。どうぞ、担当課長

の御説明を求めますので、よろしくお願いをい

たします。 

 私の質疑、４項目全て議案第１４号別冊、令
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和２年度宿毛市一般会計補正予算（第４号）か

らでございます。 

 ページを追って質問をしてまいります。 

 まず、１３ページをお開きください。 

 こちらの中ほどにございますが、３款民生費、

２項児童福祉費、３目私立保育所運営費、こち

らの１８節負担金補助及び交付金、低年齢児保

育促進事業費補助金２４５万円、こちらについ

てですが、まず、低年齢児でございますけれど

も、具体的な年齢の設定はあるのか、あればそ

の年齢を教えていただきたいのと、この事業内

容の御説明をお願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（河原志加子君） 福祉事務所

長、５番、川村議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１４号別冊、令和２年度宿毛市一般会

計補正予算（第４号）、１３ページ。 

 第３款民生費、第２項児童福祉費、３目私立

保育所運営費、１８節負担金補助及び交付金、

低年齢児保育促進事業費補助金に対する御質問

をいただきました。 

 この事業の低年齢児につきましては、ゼロ歳

児から２歳児を指しております。事業内容とい

たしましては、低年齢児の待機児童をつくらな

いために、年度途中の受入れを促進するため、

保育士等をあらかじめ配置するために要する経

費を高知県が行う高知県保育サービス等推進総

合補助金事業の承認を受けている施設に対しま

して、補助基準額の２分の１ずつを補助する事

業であります。 

 低年齢児の児童の、途中入所が増加傾向にあ

る中、私立保育園２園、宿毛保育園と大島保育

園及び認定こども園宿毛幼稚園につきましても、

積極的な低年齢児の受入れを実施されていると

ころですが、年度途中の保育士の確保には大変

苦慮している状況でありまして、年度当初より

保育士を配置することにより、保育サービスの

充実を図るとともに、運営の安定化を図ること

を目的とした補助事業となっております。 

 補助基準額は、保育士一月当たりの単価１７

万５，１２０円で、事業実施月数を６月を上限

として補助するものでありまして、この３園の

申請月数が１４月となっていることから、２４

５万円を計上させていただいているものでござ

います。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 年齢についてと、そ

してまた事業内容についての御説明をいただき

ました。 

 再質問をさせていただきますが、こちらの対

象になる園児の数というのは、どれくらいの人

数を想定なさっているのでしょうか、その点に

ついてお願いをいたします。 

○議長（野々下昌文君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（河原志加子君） 福祉事務所

長、５番、川村議員の再質疑にお答えいたしま

す。 

 対象児童の想定とのことでございますが、年

度途中での入所児童見込みにつきましては、年

度によってばらつきがあり、想定することが難

しいところではありますが、昨年度の実績で申

し上げますと、宿毛保育園につきましては１５

名、大島保育園が６名、認定こども園宿毛幼稚

園が１０名、合計３１名となっております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） どうもありがとうご

ざいました。 

 待機児童の問題は、本当に保育の場で真剣な、

深刻な問題でございますので、また今後も保育

の充実にお力を、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、次の項目に移ります。 

 次のページ、１４ページですが、第６款商工
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費、第１項商工費、５目観光費、１２節委託料、

コロナ対策誘客事業委託料の２６１万４，００

０円についてでございます。 

 こちらの件につきましては、一般質問の中で

も取り上げられておりまして、市長から大変詳

しく事業内容等の御説明をいただきましたので、

内容については、十分、理解することができた

のですけれども、こちらの財源についての御説

明を、担当課にお願いをいたします。 

○議長（野々下昌文君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（上村秀生君） 商工観光課長、

５番、川村議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１４号別冊、令和２年度宿毛市一般会

計補正予算（第４号）、１４ページ。 

 第６款商工費、第１項商工費、５目観光費、

１２節委託料、コロナ対策誘客事業委託料２６

１万４，０００円の財源について御質問をいた

だきました。 

 本事業の財源につきましては、特定財源とい

たしましては、コロナ対策誘客事業で実施する

ライドイベント、これに参加する方から徴収す

る参加費９０万円のみであり、残りは一般財源

となります。 

 しかしながら、現在、実施していますコロナ

対策の支援を募るふるさと納税を活用したクラ

ウドファンディングなどでいただいた寄附金、

また今議会初日の市長からの提案理由の説明に

もありましたように、４月の臨時会で議員提案

にて可決されました議員報酬の減額、及び１１

名の議員による政務活動費の請求辞退によって

生まれた総額３０８万円の歳入などにつきまし

ては、本事業を初めとする本市のコロナ対策事

業の財源とさせていただきたい、そのように考

えております。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 財源についての御説

明ありがとうございました。 

 本当に経済的なダメージからすると、今回の

新型コロナウイルスは、これまで我が国が被っ

た、どのような大きな自然災害よりも、非常に

大きなダメージを受けているということで、宿

毛市を応援してくださる方からも、クラウドフ

ァンディング等々、様々な御支援をいただいて

おります。 

 また、今、課長もおっしゃっていただきまし

たし、市長も開会の日、御説明をいただきまし

た。我々議員といたしましても、４月の臨時議

会で、賛成多数によりまして、議員報酬の減額、

可決をいたしました。 

 そしてまた、政務活動費、こちらつきまして

も、各会派で話合いが行われまして、未来派の

岡﨑、山上、そして私、この３名の分。そして、

令和・寺田、三木、髙倉、以上３名の分。そし

て、市民クラブ・山戸、松浦、以上の２名の分。

そして、令風会・堀、濵田の２名の分、そして

一進会の野々下議長と、以上１１名の議員が、

本年度の政務活動費の請求を辞退をいたしまし

た。 

 なかなか議員報酬の減額、また政務活動費の

請求辞退に関しましては、議員の皆様、いろい

ろなお考えがございますので、全会一致とはな

りませんでしたけれども、この苦境を何とか乗

り越えるために、また有効活用していただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、次に移ります。 

 次は、１５ページからになるのですが、おお

よそは１６ページなんですけれども、第９款教

育費、第２項小学校費、同じく第３項の中学校

費、どちらも２目の教育振興費として、１７節

備品購入費、こちらが小学校、中学校共に一人

１台の端末購入費、こちらがそれぞれ７，６２

５万１，０００円、中学校のほうが３，５０１

万円とありますけれども、こちらの事業が教育
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振興にどのような意義をもたらすのか、またそ

の目的について、担当課長の御説明をお願いい

たします。 

○議長（野々下昌文君） 教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君） 学

校教育課長、５番、川村議員の質疑にお答えい

たします。 

 議案第１４号別冊、令和２年度宿毛市一般会

計補正予算（第４号）。 

 １６ページ、第９款教育費、第２項小学校費、

２目教育振興費、１７節備品購入費、小学校一

人１台端末購入費７，６２５万１，０００円。 

 続きまして、同じく１６ページ、第９款教育

費、第３項中学校費、２目教育振興費、１７節

備品購入費、中学校一人１台端末購入費、３，

５０１万円の事業内容と目的について、御説明

させていただきます。 

 本事業は、現在では、仕事や家庭でも社会の

あらゆる場所でＩＣＴの活用が日常となってい

る状況も踏まえまして、学校においても、児童

生徒向けに一人１台の端末の環境整備すること

などを目的としましたＧＩＧＡスクール構想の

実現に向けての事業となっております。 

 今回、新型コロナウイルス対策として、文部

科学省が緊急経済パッケージといたしまして、

令和５年度達成としていたものを、義務教育段

階の一人１台端末の整備を、本年度に前倒しで

実施することとなりましたので、本予算を計上

したものでございます。 

 内容につきましては、既に今回の議会に報告

事項として提出しています、令和元年度宿毛市

一般会計繰越明許費の中で、公立学校情報機器

整備事業といたしまして、市内小学校５年生、

６年生用、中学校１年生及び教員予備機も含め

まして、計５５０台の整備と、市内小中学校に

おける情報通信ネットワーク環境整備事業を、

総額で３億４，３４２万４，０００円を、令和

２年度に繰越明許として計上させていただいて

おります。 

 今回の補正では、残りの学年を対象として情

報端末整備を行うこととしておりまして、小学

校で６７３台、中学校で３０９台の予算を計上

しております。 

 その中には、教員用といたしまして８６台、

予備機といたしまして２５台も予定していると

ころでございます。 

 それと、財源につきまして申し上げますと、

予算計上に当たっては、端末１台当たりの単価

は１１万円程度計上しておりますので、国から

の補助金額につきましては、今回、導入する児

童生徒数に３分の２を掛け、それに補助単価の

４万５，０００円を掛けたものとなりまして、

９ページにあります歳入のところに、第１５款

県支出金、第２項県補助金、７目教育費県補助

金２，５５６万円を計上しているところでござ

います。 

 予算では、一般財源の持ち出しが多額となっ

ておりますので、機器導入に当たっては、国か

らの学習用端末の標準仕様に準じた機器の導入

や、高知県教育委員会での合同入札の調整を行

っておりますので、導入時の金額を可能な限り

抑える努力をしてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 再質問をいたします。 

 この一人１台の端末をということなのですが、

この端末というのは、使えるのは学校だけなの

でしょうか。それとも、持ち帰って、自宅で活

用することも可能なのでしょうか。利用状況、

どのようなことを考えていらっしゃるのか、こ

ちらのほうを御説明お願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 教育次長兼学校教育
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課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君） 川

村議員の再質疑にお答えいたします。 

 整備したものが、生徒が持って帰れるものな

のかということでございますが、今回の事業に

おいて整備されたものにつきましては、学校内

の運用しか、現在のところ想定していないとこ

ろでございます。 

 しかしながら、令和２年度以降、順次実施さ

れます新学習指導要領においては、情報活用能

力を言語能力と同様に、学習の基盤となる資質

能力と位置づけられておりまして、育成を図る

ことなどが示されておりますので、学校現場で

積極的に活用できるよう、取り組んでまいりた

いというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 私のようなアナログ

人間からしますと、教育現場は本当に変わって

きたものだなという思いがいたします。 

 最近、どうも鉛筆で児童生徒がものを書くと

き、筆圧がすごく弱くなって、ＨＢではなかな

か見えなくて、最近は２Ｂを使う児童生徒も多

いと聞きます。昭和の時代に小中学校でおりま

した私としましては、タブレット端末も、もち

ろん有効な教育の一つのツールですけれども、

しっかり鉛筆を握って、強い筆圧で文字を書く

という、こちらの教育のほうもよろしくお願い

いたします。 

 それでは、最後の項目になりますが、１７ペ

ージ。 

 こちらの第９款教育費、第５項保健体育費、

こちらの３目社会体育振興費の１２節委託料、

オランダホストタウン機運醸成事業委託料３０

万円、そしてホストタウン関連事業委託料が３

４１万９，０００円の減額となっております。 

 この２つについて、まず事業の内容、そして

また委託先を教えていただきたいのと、それか

ら、減額になっておりますのは、新型コロナウ

イルスの関係で、東京オリンピック、来年に延

期されたということに対しての減額だと思いま

すけれども、具体的にどのような事業が中止ま

たは延期になりまして、減額となったのか、そ

ちらのほうの御説明をお願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 生涯学習課長兼宿毛

文教センター所長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（岡本 

武君） 生涯学習課長、５番、川村議員の質疑

にお答えいたします。 

 議案第１４号別冊、令和２年度宿毛市一般会

計補正予算（第４号）、１７ページ。 

 第９款教育費、第５項保健体育費、３目社会

体育振興費、１２節委託料のうち、オランダホ

ストタウン機運醸成事業委託料３０万円につき

まして、関連いたしますホストタウン関連事業

委託料３４１万９，０００円の減額とともに、

御説明させていただきます。 

 まず、東京２０２０オリンピック競技大会に

つきまして、新型コロナウイルスの感染拡大の

影響を受け、今年度の開催が困難となりまして、

来年７月の開幕を目指し、調整がなされており

ます。 

 本市は、オランダのホストタウンとして取り

組んでございまして、事前合宿などで交流のあ

る女子自転車ナショナルチームを、児童が応援

する事業等につきまして、当初予算で計上いた

しておりましたが、本年度の、川村議員も御指

摘のように、実施が困難となりましたので、ホ

ストタウン関連事業委託料３４１万９，０００

円につきまして、減額をさせていただきたいも

のでございます。 

 一方、新型コロナウイルスの感染状況につき

まして、オランダにおきましても、多くの死亡

者が発生をし、感染拡大防止対策が実施をされ
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る中で、選手や御関係者は来年の開幕に向けて、

準備を進めているとお聞きをしております。 

 本市におきましても、新型コロナウイルスに

よりまして、多大な影響を受けておりますが、

本大会とオランダを引き続き応援し、意識の高

揚を図り、一体感を持って来年の開幕を迎える

ことができるよう、オランダホストタウン機運

醸成事業委託料といたしまして、３０万円を計

上させていただきました。 

 内容につきましては、応援時などで着用いた

しますＴシャツやタオル、帽子、ポロシャツ等

で使用できるデザインにつきまして、元オラン

ダ女子自転車チャンピオンで、異文化交流事業

などでも、本市と交流が深いデザイナーのイリ

ス氏にお願いをいたしますとともに、オンライ

ン通話でオランダを応援いたしまして、児童生

徒と交流を図る事業につきまして、これまでホ

ストタウン事業で実績のございます宿毛市観光

協会に委託をしたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 本当に楽しみにして

おりました２０２０東京オリンピックが来年に

延期ということになりまして、大変残念な思い

でございますが、本市といたしましても、また

様々な形でオリンピックに取り組んでまいりた

いと思います。 

 以上で私の質疑、終了いたします。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（野々下昌文君） ８番山上庄一君。 

○８番（山上庄一君） ８番、山上でございま

す。質疑をさせていただきます。 

 内容につきましては、議案第１４号別冊、令

和２年度宿毛市一般会計補正予算（第４号）に

掲載されております項目についてでございます。 

 項目ごとに立ったり座ったりというのが、ち

ょっとうるさいので、一括とさせていただきま

す。 

 まず、初めに１２ページになります。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、７目企画

広報費、１８節負担金補助及び交付金、コミュ

ニティ助成事業助成金２５０万円についてでご

ざいます。 

 これについては、事業内容と助成について、

お伺いをいたします。 

 それと、同款同項の１５目になりますが、防

災対策費、１８節、これも負担金補助及び交付

金ですけれども、自主防災組織育成事業補助金

２００万円、これは補助先ですね、補助金を支

給する先と、どのような使われ方をするのか、

ということをお示しいただければというふうに

思います。 

 その下の項目になりますが、２５目新型コロ

ナウイルス対策費、１８節、これも負担金補助

及び交付金、１２４万２，０００円ですけれど

も、新型コロナウイルス対策費として、支出に

なっておりますが、５ページの債務負担行為補

正との関連と、補助先についての説明をお願い

をいたします。 

 １３ページのほうへ移ります。 

 一番下の欄になりますが、第５款農林水産業

費、第１項農業費、３目農業振興費、報償費と

いうので、５０万円が計上されておりますが、

これは何のための報償費なのか。また、その内

容について、お伺いをいたします。 

 次のページをお願いします。 

 第５款農林水産業費、第２項林業費、４目林

道費、１２節委託料、管理委託料１７９万１，

０００円でございますが、市の管理する林道と

いうのは、かなり数があると思いますが、どこ

も非常に荒れている状況ではないかというふう

に思います。 

 今回の補正の対象の路線と、その事業内容に



 

－ 122 － 

ついて、お伺いをいたします。 

 １４ページ。第７款土木費、第２項道路橋り

ょう費、４目地方道整備事業費、１２節委託料、

調査設計委託料２１５万６，０００円。それと、

１４節工事請負費、橋梁補修工事費５９万円、

市道改良工事費１，３９６万４，０００円、こ

れらの工事個所に加えまして、なぜこの時期な

のかということについて、お聞かせいただけま

すでしょうか。 

 次のページにまいります。 

 第７款土木費、第８項河川費、１目河川等環

境整備事業費、１４節工事請負費。これも、河

川整備工事費２，０００万６，０００円。工事

請負費１７９万３，０００円。これらの項目も、

以前の項目と同様に、工事個所と、この時期に

なった理由等についてお伺いをいたします。 

 続きまして、１７ページのほうにまいります。 

 これは、第１０款災害復旧費、まずは第１項

農林水産施設災害復旧費、３目過年度農業施設

災害復旧費、１２節委託料、測量設計業務委託

料１２３万２，０００円。１４節工事請負費３，

０５６万４，０００円。これ、災害復旧費です

ので、続けていきますが、第１０款災害復旧費、

第２項公共土木施設災害復旧費、１目現年度土

木施設災害復旧費、１４節工事請負費、道路河

川災害復旧工事費９１万３，０００円。 

 続きまして、２目になりますが、過年度土木

施設災害復旧費、１４節工事請負費、豪雨災害

復旧工事費５億７，２９０万４，０００円。災

害復旧ということですが、今回の補正によりま

して、災害復旧は全て完了するのでしょうか。

この工事が、どこで、いつまでに、どのような

工事を行うのか、工種ごとで結構ですので、件

数も含めてお聞かせください。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（野々下昌文君） 企画課長。 

○企画課長（黒田 厚君） 企画課長、８番、

山上議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１４号別冊、令和２年度宿毛市一般会

計補正予算（第４号）、１２ページ。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、７目企画

広報費、１８節負担金補助及び交付金、コミュ

ニティ助成事業助成金２５０万円の質疑につい

て、お答えいたします。 

 本事業につきましては、一般財団法人自治総

合センター助成事業を活用いたしまして、市民

が自主的に行うコミュニティ活動に必要な設備

の整備等に対して、２５０万円を上限に、助成

金を交付する、そういった事業になっておりま

す。 

 今年度につきましては、和田地区より申請の

ありました屋外放送設備整備事業が採択となっ

たことから、今議会におきまして、補正予算を

計上させていただいたものとなっております。 

 具体的な事業内容につきましては、放送機器

等の老朽化に伴う設備の更新を行うものとなっ

ておりまして、財源内訳といたしましては、全

額が自治総合センターからの助成金というふう

になっております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（岩本敬二君） 危機管理課長、

山上議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１４号別冊、令和２年度宿毛市一般会

計補正予算（第４号）、１２ページ。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、１５目防

災対策費、１８節負担金補助及び交付金の自主

防災組織育成事業補助金２００万円の補助先と、

どのような使い方をするのかについて、御説明

いたします。 

 本事業につきましては、一般財団法人自治総

合センター助成事業を活用し、自主防災組織が

行う地域の防災活動に直接必要な設備等の整備

に対し、２００万円を上限に補助金を交付する
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ものとなっております。 

 補助金の交付先としましては、西町区防災対

策委員会で、避難者の待機環境の確保、及び防

災訓練に活用するために防災用屋外テントなど

を整備する予定となっております。 

 昨年度、西町区防災委員会は、高知県のモデ

ル地区指定を受けまして、避難行動要支援者の

対策に取り組みました。避難行動要支援者の避

難訓練、避難所開設訓練も実施しております。 

 この積極的な活動が認められ、事業採択され

たことに伴いまして、今議会において補正予算

を計上させていただいたものです。 

 なお、財源内訳につきましては、全額が自治

総合センターからの助成金となっております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（谷本和哉君） 産業振興課長、

山上議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１４号別冊、令和２年度宿毛市一般会

計補正予算（第４号）、１２ページ。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、２５目新

型コロナウイルス対策費、１８節負担金補助及

び交付金、漁業災害対策資金利子補給補助金１

２４万２，０００円につきまして、補助先と債

務負担との関係について、御説明をいたします。 

 事業の内容も説明させていただきます。 

 この利子補給補助金は、新型コロナウイルス

感染症の影響によりまして、魚価の低迷など、

収入が大きく減少した漁業者が、漁業経営の維

持や生産活動の再開のために、金融機関から融

資を受ける際、市が利子補給を行うことで、漁

漁業者の返済利息の負担軽減を図り、経営の安

定に資するために交付するものでございます。 

 資金の内容につきましては、貸付限度額が３，

０００万円、基準金利を１．５％以内、貸付期

間は５年以内となっておりまして、融資先が高

知県信用漁業協同組合連合会となっておりまし

て、市は高知県信用漁業協同組合連合会に利子

補給補助金を交付することとなります。 

 漁業者が実質無利子で融資が受けられるよう

に、市の利子補給率を基準金利と同率の１．

５％とし、２億円の融資が実行されると想定し

て、本年度中に生じる利息を計算の上、補正予

算として計上させていただいております。 

 資金の貸付期間は、最長で５年間となります

ので、５ページの第２表債務負担行為補正とし

て、令和７年度までの債務負担行為を計上させ

ていただいておるものでございます。 

 続きまして、１３ページ。 

 第５款農林水産業費、第１項農業費、３目農

業振興費、７節報償費、報償費５０万円につき

まして、御説明をいたします。 

 産業振興課では、これまで自伐型林業の地域

おこし協力隊員を配属していただいております

が、今年の６月からは、農業部門においても、

地域おこし協力隊員を配属していただいており、

地域農業の実践として、農業研修に取り組んで

いただいているところでございます。 

 研修におきましては、基礎的な農業技術の習

得が必要でありますので、現場での実践的な研

修が必要ということから、現在は市の農業公社

に実地研修に入っていただいております。 

 そのため、協力隊員の研修受入先である農業

公社に対して、６月からの受入れに伴う報償費

を計上しようとするものでございます。 

 報償費の金額については、県の農業研修制度

であります高知県担い手支援事業の研修助成金

が月額５万円となっており、これに準じたもの

で計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） 土木課長。 

○土木課長（川田和徳君） 土木課長、８番、

山上議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１４号別冊、令和２年度宿毛市一般会
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計補正予算（第４号）、１４ページ。 

 第５款農林水産業費、第２項林道費、４目林

道費、１２節委託料、管理委託料１７９万１，

０００円について、御説明いたします。 

 この予算は、平田町黒川地区の林道黒川線よ

うざいだに橋の橋梁点検委託料です。 

 林道橋につきましては、平成２５年度より点

検を初め、これまでに全２２橋の点検を完了し

ておりましたが、ようざいだに橋が林道台帳に

記載されておらず、点検できていないことが判

明したため、橋梁点検委託を行うものです。 

 なお、当該橋梁の点検を行い、全ての橋梁の

点検結果と合わせまして、今年度中に個別施設

計画の策定を予定しているため、本補正にて計

上を行うものです。 

 続きまして、１４ページ。 

 第７款土木費、第２項道路橋梁費、４目地方

道路整備事業費、１２節委託料及び１４節工事

請負費、合計しまして１，６７１万円について、

御説明いたします。 

 まず、委託料につきましては、市道藻津４号

線の道路改良事業について、現在、測量設計業

務委託を発注しており、鋭意作業中でございま

すが、軟弱地盤が想定される環境構造物計画箇

所等の地盤調査を行うものです。 

 地盤調査の結果を測量設計業務委託に反映さ

せる必要があるため、本補正にて計上させてい

ただいております。 

 次に、工事請負費につきましては、主に市道

新田１号線の廻角橋かけかえ事業について、下

部工の杭基礎施工の支障となる既設構造物の存

在が判明したため、支障となる構造物撤去に必

要な仮設土留め工、構造物取壊等を計上するも

のです。 

 本工事は、上半期で発注を行い、下部工完成

後に、引き続き上部工工事を予定しているため、

本補正にて計上をさせていただいております。 

 続きまして、１５ページ。 

 第７款土木費、第８項河川費、１目河川等環

境整備事業費、１４節工事請負費、合計しまし

て２，１７９万９，０００円について、説明い

たします。 

 本予算は、主に高規格道路に関連する長畑川

及びつづら谷川の河川改修事業費ですが、地元

要望を反映し、設計積算を行ったところ、事業

費に不足が生じたため、不足額の増額補正を行

うものです。 

 本工事は、上半期で発注を行うため、本補正

にて計上をさせていただいております。 

 続きまして、１７ページ。 

 第１０款災害復旧費、第１項農林水産施設災

害復旧費、及び第２項公共土木施設災害復旧費、

合計いたしまして６億５６１万３，０００円に

ついて、御説明いたします。 

 まず、委託料につきましては、高石地区農道

橋の災害復旧工事に係る２工事分の設計積算委

託料を計上しております。 

 関連工事の進捗にあわせて、８月頃の委託を

予定しているため、本補正にて計上を行うもの

です。 

 続きまして、工事請負費ですが、平成３０年

７月豪雨や、台風災害等の災害復旧事業の不足

額を増額補正するものです。 

 平成３０年７月豪雨や、台風災害の応急工事

を含めた災害復旧事業の全体件数及び金額は、

河川や市道の公共土木施設は１４５件、約２４

億８，０００万円、農地農業用施設で３７件、

約４億４，０００万円、林業施設で３件、約２，

０００万円となっております。 

 このうち、施行中は公共土木施設が２０件、

農地農業用施設が１件となっておりまして、未

発注工事は宇須々木川河川災害復旧工事等の公

共土木施設の２６件、約８億２，０００万円と

なっております。 
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 ２６件の内訳としましては、道路災害１９件、

河川災害７件となっております。 

 今回の補正によりまして、年度内の完成を目

指して、施行中及び未発注の復旧工事を行う予

定としております。 

 なお、各工事の現地問合せや、設計図面の相

違などにより、増減が生じた場合は、精査させ

ていただいた上で、補正予算の要望のほうを行

いたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ８番山上庄一君。 

○８番（山上庄一君） 各項目にわたりまして、

御教示ありがとうございました。 

 概略は理解をいたしました。再質疑はいたし

ませんが、詳細につきましては、また委員会で

質問等をさせていただくかしれませんので、皆

さんよろしくお願いいたします。 

 大切な予算でございます。これは、言うまで

もないことですけれども、予算執行に当たりま

しては、安くて、早くて、簡単によい物、こと

などになるように、予算の有効活用に留意して

いただきたいと思いますし、今回の予算に限っ

たことではありませんけれども、公共事業その

ものが利益の再配分の手段でもありますので、

できるだけ地元業者での執行をしていただくこ

とをお願いして、私の質疑を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（野々下昌文君） この際、１０分間休

憩いたします。 

午前１１時０８分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時２６分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） １２番、松浦でござ

います。同僚議員が多くの質疑をした関係で、

残り物に福があるという話があるわけですけれ

ども、残り物には福がないわけです。何点か、

割愛をしながら、質疑をさせていただきます。 

 まず、１点目は、議案第１４号別冊の令和２

年度宿毛市一般会計補正予算（第４号）につい

てでございます。 

 １５ページ。 

 第９款教育費、第１項教育総務費、２目事務

局費、１７節備品購入費、電解水生成装置購入

費として２９万６，０００円。そして、同じく

議案第１５号別冊の、令和２年度宿毛市学校給

食事業特別会計補正予算（第２号）の８ページ。 

 第１款総務費、第１項総務管理費、１目学校

給食センター運営費、１７節備品購入費、これ

も同じく電解水生成装置購入費として６１万６，

０００円があるわけでございます。 

 購入しようとするものは、それぞれ給食セン

ターにしろ教育委員会にしろ、同じものだと思

いますけれども、この活用の方法について、説

明を求めたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君） 学

校教育課長、１２番、松浦議員の質疑にお答え

いたします。 

 私のほうからは、一般会計の御説明をさせて

いただきます。 

 議案第１４号別冊、令和２年度宿毛市一般会

計補正予算（第４号）、１５ページ。 

 第９款教育費、第１項教育総務費、２目事務

局費、１７節備品購入費、電解水生成装置購入

費２９万６，０００円について、どのような活

用をということでございます。 

 本予算は、小中学校の消毒として使用する微

酸性次亜塩素酸水の生成装置を購入しようとす

るものでございまして、今回、新型コロナウイ

ルス感染症の流行時には、市販の消毒薬が手に
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入りにくい状況等がございました。 

 今後の各感染症の対策として、今まで以上に

学校現場での消毒作業が必要となることが想定

されますので、本機器を購入いたしまして、教

育委員会事務局内に設置し、各学校に必要な分

だけ取りにきてもらうことを想定しているもの

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） 学校給食センター所

長。 

○学校給食センター所長（平井建一君） 学校

給食センター所長、１２番、松浦議員の質疑に

お答えいたします。 

 議案第１５号別冊、令和２年度宿毛市学校給

食事業特別会計補正予算（第２号）、８ページ。 

 第１款総務費、第１項総務管理費、１目学校

給食センター運営費、１７節備品購入費、電解

水生成装置購入費６１万６，０００円について、

説明させていただきます。 

 学校給食センターといたしましては、調理時

における生鮮食品等の衛生管理につきまして、

過去これまで行ってまいりました各種ウイルス

による食中毒対策に加え、新型コロナウイルス

対策への検討も必要となっているのが現状です。 

 このような状況を踏まえ、現時点でのコロナ

ウイルスへの有効性は未確認ではございますが、

他の様々な病原体への不活性化が認証される次

亜塩素酸水生成装置を導入することにより、さ

らなる安全安心な給食提供に取り組むために、

機器の購入を、補正予算案として上程するもの

であります。 

 なお、活用方法といたしましては、生鮮野菜

の洗浄を主に考えております。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） ありがとうございま

す。 

 続いて、あと２項目ほどお伺いをいたします。 

 議案第１５号別冊、令和２年度宿毛市学校給

食事業特別会計補正予算（第２号）の８ページ。 

 第１款総務費、第１項総務管理費、１目学校

給食センター運営費、１８節負担金補助及び交

付金、学校臨時休業対策支援金として９７万１，

０００円が計上されております。この事業内容

と支援金の給付対象となる事業所等について、

お示しをいただきたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 学校給食センター所

長。 

○学校給食センター所長（平井建一君） 学校

給食センター所長、松浦議員の質疑にお答えい

たします。 

 令和２年度宿毛市学校給食事業特別会計補正

予算（第２号）、８ページ。 

 第１款総務費、第１項総務管理費、１目学校

給食センター運営費、１８節負担金補助及び交

付金、９７万１，０００円の増額についてでご

ざいます。 

 ９７万１，０００円につきましては、本年度、

さきの５月の臨時会におきまして１２０万円の

議決をいただきましたが、その分につきまして、

昨年度３月、本年度の４月、５月と３か月分を

見込んで１２０万円を計上しておりました。 

 これにつきましては、４月以降の分、４・５

の２か月分につきましては、国より交付金制度

を活用する旨の通知がございましたので、４月、

５月分については、この９７万１，０００円と

して節の変更になりますが、２１節から１８節

へ移して、一部増額を行った上で計上をしてお

ります。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 私は、事業所等は明

らかにしていただきたいということでしたので。 

○議長（野々下昌文君） 学校給食センター所

長。 
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○学校給食センター所長（平井建一君） 学校

給食センター所長、再質疑にお答えいたします。 

 すみません、先ほどの事業所につきましては、

５月の臨時会でも申しましたが、特定の名前は

差し控えさせていただきます。 

 内容につきましては、乳製品の納入業者１件、

野菜の生産者１件、果物の生産者１件、この３

件が予定されております。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） なかなか業者名まで

はと言うことですが、どうしてかなという感が

いたしますけれども。 

 続いて、同じく８ページの、２１節補償補て

ん及び賠償金。先ほどの負担金補助及び交付金

と関連はあろうかと思いますけれども、さきの

臨時会において１２０万円、先ほど所長が言わ

れましたように、計上されております。 

 僅かな間に、今回のように７３万８，０００

円の減額をしなければならない理由。先ほどの

答弁とあいまう部分があろうかと思いますけれ

ども、質疑をさせていただきます。 

○議長（野々下昌文君） 学校給食センター所

長。 

○学校給食センター所長（平井建一君） 学校

給食センター所長、ただいまの質疑にお答えい

たします。 

 先ほどと重複するかもしれませんが、１８節

及び２１節の増減につきましては、双方ともに、

政府によるコロナウイルス感染症対策としての

補助金措置に続き、４月以降については、交付

金制度が拡充されるため、昨年度３月末までの

食材補償については、補助金制度を活用したと。 

 ４月、５月以降については、交付金制度を活

用するという旨になっております。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 今回、私はこの点に

ついての質疑で終わらせてもらいますけれども、

一つ申し上げるならば、今回の補正予算もコロ

ナ対策に関連する予算が大方であろうかという

ふうに思いますが、予算項目を見ても、第２款

総務費の２５目に新型コロナウイルス対策費と

いう部分があるわけですけれども、今の給食セ

ンターの問題にしろ、コロナ対策に関連して組

んだ予算があるわけですので、そこらあたり、

新型コロナウイルス対策費とするならば、そこ

らあたりも、農業関係ではこうです、漁業関係

ではこうですとかいうふうなもので、一括して

コロナ対策費として計上したほうが、市民にも

分かりやすいし、宿毛市はこういう取組をして

おるという部分が分かるわけですので、そうい

う予算編成ができないものかなという、これは

難しいからこうなっているのだろうと思います

けれども。 

 それぞれの部署でコロナ対策を行っておりま

すけれども、分かりにくいというのが現実でご

ざいます。そういう面で、なかなか、先ほど言

いましたように、予算編成上はこうにしかなら

ないかと思いますけれども、できれば一覧表を

つくって、市民にお知らせをしたらどうかなと

いう思いがいたします。 

 質疑を終わります。ありがとうございました。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） １３番、質疑を行い

ます。 

 私がお聞きをいたしますのは、議案第１９号、

宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例に

ついて、１点であります。 

 今回、内容的に言いますと、第２条中の第８

号を削り、９号以下を１号ずつ繰り上げるとい

うふうな条例改正案でありますが、この内容、

また市民に対する影響について、お聞きをいた

します。 
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○議長（野々下昌文君） 市民課長。 

○市民課長（沢田美保君） 市民課長、１３番、

寺田議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１９号、宿毛市手数料徴収条例の一部

を改正する条例につきまして、内容と、それか

ら影響力を説明させていただきます。 

 情報通信技術の活用による行政手続等に係る

関係者の利便性の向上、並びに行政運営の簡素

化及び効率化を図るための行政手続等における

情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を

改正する法律の一部施行に伴い、マイナンバー

をお知らせするための通知カードの新規発行や、

再発行、記載変更の手続等が５月２５日で廃止

とされました。 

 この改正は、通知カードの転居時等における

記載変更手続が住民や市町村職員の双方に負担

となり、見直しを求める要望があったことや、

社会のデジタル化を進める観点から、マイナン

バーカードへの移行を早期に促していく、そう

いう観点から行われたものです。 

 この改正により、通知カードの再発行は今後

行わない運用となるため、再交付の手数料につ

いて定めた条文を削除するものです。 

 続きまして、改正による影響ですが、通知カ

ードの廃止後は、転居時等における記載変更手

続が不要となります。施行日以降、住民の方が

マイナンバーを証明する場合には、マイナンバ

ーカード、マイナンバーが記載された住民票、

または住民票記載事項証明書を提示するほか、

記載された氏名や住所などが住民票と一致して

いる通知カードについても、引き続き利用が可

能となっております。 

 また、出生等で新たに個人番号が附番された

方には、通知カードにかわり、個人番号通知書

が交付されます。 

 なお、この個人番号通知書は、マイナンバー

を証明する書類としては、使用できません。 

 この機会にマイナンバーカードの取得をお勧

めしたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） マイナンバーの通知

書が再発行できなくなるということですので、

この際に、ぜひ皆さんにもマイナンバーを取得

していただいて、今回、コロナウイルス関係で

も、マイナンバーカードを取得している方は、

電子申告ができて、早めにもらえるとかいうこ

ともありましたが、結果的には、通知のほうが

早かった。書簡で来たほうが早かったというふ

うにも聞いていますが、この際、マイナンバー、

多くの方が取得することを願って、私の質疑を

終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（野々下昌文君） 以上で通告による質

疑は終了いたしました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） ほかに質疑がありま

せんので、これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案のうち、

「議案第１号から議案第１３号まで」の１３議

案については、会議規則第３７条第３項の規定

により、委員会の付託を省略いたしたいと思い

ます。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、「議案第１号から議案第１３号ま

で」の１３議案は、委員会の付託を省略するこ

とに決しました。 

 ただいま議題となっております「議案第１４

号から議案第２２号まで」の９議案は、お手元
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に配付してあります議案付託表のとおり、それ

ぞれ所管の委員会へ付託をいたします。 

 お諮りいたします。 

 議案等審査のため、６月１８日、６月１９日、

及び６月２２日、６月２３日は休会をいたした

いと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、６月１８日、６月１９日、及び６月

２２日、６月２３日は休会することに決しまし

た。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 ６月１８日から６月２３日までの６日間は休

会し、６月２４日午前１０時より再開いたしま

す。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前１１時４７分 散会 
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議 案 付 託 表 

                              令和２年第２回定例会  

付託委員会 議 案 番 号       件               名 

予 算 決 算 

常任委員会 

（ ３件） 

議案第１４号 

議案第１５号 

議案第２１号 

令和２年度宿毛市一般会計補正予算について 

令和２年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算について 

令和２年度宿毛市一般会計補正予算について 

総 務 文 教 

常任委員会 

（ ５件） 

議案第１６号 

 

議案第１７号 

議案第１８号 

議案第１９号 

議案第２２号 

宿毛市空き家活用移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例について 

宿毛市旅費条例の一部を改正する条例について 

宿毛市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

財産の取得について 

産 業 厚 生 

常任委員会 

（ １件） 

議案第２０号 宿毛市介護保険条例の一部を改正する条例について 
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令和２年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第５号 

 

１ 議事日程 

    第１６日（令和２年６月２４日 水曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 川村三千代議員に対する処分要求の件 

   第２ 山戸寛議員に対する処分要求の件 

   第３ 山上庄一議員に対する処分要求の件 

   第４ 寺田公一議員に対する処分要求の件 

   第５ 議案第１号から議案第２２号まで 

      （議案第１号から議案第１３号まで、討論、表決） 

      （議案第１４号から議案第２２号まで、委員長報告、質疑、討論、表決） 

   第６ 陳情第８号 

   第７ 委員会調査について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 川村三千代議員に対する処分要求の件 

   日程第２ 山戸寛議員に対する処分要求の件 

   日程第３ 山上庄一議員に対する処分要求の件 

   日程第４ 寺田公一議員に対する処分要求の件 

   日程第５ 議案第１号から議案第２２号まで 

   日程第６ 陳情第８号 

   日程第７ 委員会調査について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１２名） 

   １番 今 城   隆 君     ２番 堀     景 君 

   ３番 三 木 健 正 君     ４番 川 田 栄 子 君 

   ５番 川 村 三千代 君     ７番 髙 倉 真 弓 君 

   ８番 山 上 庄 一 君     ９番 山 戸   寛 君 

  １０番 岡 﨑 利 久 君    １１番 野々下 昌 文 君 

  １２番 松 浦 英 夫 君    １３番 寺 田 公 一 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員（ １名） 

  １４番 濵 田 陸 紀 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 
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   事 務 局 長        朝比奈 淳 司 君 

   次長兼庶務係長 

   兼 調査係 長 
奈 良 和 美 君 

   議 事 係 長        宮 本 誉 子 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  中 平 富 宏 君 

   副 市 長  岩 本 昌 彦 君 

   企 画 課 長  黒 田   厚 君 

   総 務 課 長  桑 原   一 君 

   危機管理課長  岩 本 敬 二 君 

   市 民 課 長  沢 田 美 保 君 

   税 務 課 長  山 岡 敏 樹 君 

   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
佐 藤 恵 介 君 

   健康推進課長  松 田 まなみ 君 

   長寿政策課長  中 山 佳 久 君 

   環 境 課 長  山 戸 達 朗 君 

   人権推進課長  谷 本 裕 子 君 

   産業振興課長  谷 本 和 哉 君 

   商工観光課長  上 村 秀 生 君 

   土 木 課 長  川 田 和 徳 君 

   都市建設課長  小 島 裕 史 君 

   福祉事務所長  河 原 志加子 君 

   水 道 課 長  川 島 義 之 君 

   教 育 長        出 口 君 男 君 

   教 育次長 兼 

   学校教育課長 
和 田 克 哉 君 

   生涯学習課長 

   兼宿毛文教       

   センター所長 

岡 本   武 君 

   学 校 給 食 

   センター所長 
平 井 建 一 君 

   農 業委員 会 

   事務局長心得 
小 松 憲 司 君 

   選挙管理委員会 

   事 務局 次長 
埜々下 哲 広 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時０５分 開議 

○議長（野々下昌文君） これより本日の会議

を開きます。 

 この際、議長から報告いたします。 

 １４番濵田陸紀君から、会議規則第２条の規

定により、欠席の届出がありました。 

 日程第１、川村三千代議員に対する処分要求

の件を議題といたします。 

 ただいま、川田議員から川村三千代議員に対

する処分要求の件の取下げの申出がありました。 

 川田議員より、取下げ理由の説明を求めます。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ４番、川田栄子でござ

います。 

 私は、少数議員でございまして、自分の未熟

さもあり、この４年間言葉に言い表せない苦痛

に耐えながら、侮辱を受けた思いが続きました。 

 そこで、本当に苦渋の選択であります処分要

求書を提出させていただきました。 

 決して、このことは進んでやるべきものでは

ないと、常に自分に言い聞かせながら、議長と

話す中で、議長の息が私の体に伝わってきまし

た。 

 少数議員ではありますが、私たちの尊厳を守

っていただき、よい議会として私たちの活動が

少しでもやりやすいような議会にしていただけ

ることを願いまして、私は処分要求書を取り下

げる決定をいたしました。 

 川村三千代議員に対しまして、処分要求書を

提出させていただきました。 

 川村議員に対して、これからも御指導いただ

き、議会を共につくっていく思いを込めまして、

処分要求書を取り下げることにいたしました。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 分かりにくいというこ

とで、再度、発言をさせていただきます。 

 川村議員に対して、私に対する言葉が非常に

心に突き刺さりましたので、何とかそのことに

気づいてもらいたい。そして、できるものなら、

この処分要求書をなくして、私の気持ちを分か

ってもらいたい。 

 したがって、川村三千代議員に対して、処分

要求を取下げすることにいたしました。 

○議長（野々下昌文君） 暫時休憩いたします。 

午前１１時１３分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時１７分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 川村三千代議員に対す

る処分要求書を撤回させていただきます。 

 迷惑をおかけいたしまして、お断り申し上げ

ます。 

○議長（野々下昌文君） これにて、取下げ理

由の説明が終わりました。 

 これより取下げについて、採決いたします。 

 取下げについて、賛成の諸君の起立を求めま

す。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（野々下昌文君） 賛成多数であります。 

 よって、川村三千代議員に対する処分要求の

件は、取下げとなりました。 

 日程第２「山戸 寛議員に対する処分要求の

件」を議題といたします。 

 ただいま、川田議員から山戸 寛議員に対す

る処分要求の件の取下げの申出がありました。 

 川田議員より、取下げの理由の説明を求めま

す。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ４番、川田でございま

す。 
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 山戸議員に対しまして、処分要求いたしまし

た。 

 これからも御指導よろしくお願い申し上げま

す。 

 処分要求書は取下げさせていただきます。 

 御迷惑をおかけいたしました。 

○議長（野々下昌文君） 川田議員、もう一度、

説明をお願いいたします。 

○４番（川田栄子君） ４番、山戸議員に対す

る処分要求の撤回を申し上げます。 

 私も言葉に言い表せない屈辱と侮辱を感じて

おりました。これも山戸議員のせいばかりでは

ございませんでしょう。私の未熟さにもありま

す。ここで気持ちを新たに、宿毛の発展のため

に、御指導をいただきたい、そういう意味で、

この処分要求書は撤回をさせていただきます。 

 これからもよろしくお願いします。 

○議長（野々下昌文君） もう一度、明確な説

明をお願いいたします。 

 ４番川田栄子君。 

 きちんと取り下げる理由を言ってください。 

○４番（川田栄子君） ４番、取り下げる理由

を申し上げます。 

 苦渋の選択であった処分要求書でございます

が、これは簡単に出せるものではないと、自分

の中でもよく分かっております。 

 そういう思いで議長と相談し、取下げを決定

いたしました。 

 申し訳ありませんでした。 

○議長（野々下昌文君） 暫時休憩いたします。 

午前１１時２４分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時３０分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ４番、山戸議員に対す

る処分要求書の撤回に至った私の判断でござい

ますが、いろいろなことを考えてみますと、処

分要求に当たらないと、自分で判断をいたしま

した。 

 御迷惑をおかけいたしました。 

○議長（野々下昌文君） これにて、取下げ理

由の説明は終わりました。 

 これより、取下げについて採決いたします。 

 取下げについて、賛成の諸君の起立を求めま

す。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（野々下昌文君） 賛成少数であります。 

 よって、山戸 寛議員に対する処分要求の件

は、取下げとなりませんでした。 

 地方自治法第１１７条の規定により、山戸 

寛君の退席を求めます。 

（山戸 寛議員 退席） 

○議長（野々下昌文君） この際、要求議員か

ら説明を求めます。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ４番、私は、山戸議員

に対して、録音記録を聞きました。内容は、侮

辱と感じ、事実、その理由を述べます。 

 私は、一般質問の発言の一部を、感染経路の

例として、川村議員が話されていたことを受け

て、山戸議員は、「よう知っちょると思って恥

ずかしかったろう。笑い。」山戸議員は、笑い

を込めて、雰囲気を盛り上げ、会議全体がその

雰囲気に包まれ、私に対する侮辱と感じていま

す。 

 文面に問題があるにせよ、ないにせよ、人を

笑いながら、軽蔑する言葉が、心に刺さりまし

た。 

 何のためにこの会議をしているか、私の人格

を否定するような言葉や雰囲気など、会議のあ

りようをかえてもらいたい。少なくとも、人格

否定の論議の場ではないはずであります。 
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 以上、提案理由でございます。 

○議長（野々下昌文君） 以上で、要求議員か

らの提案理由の説明は終わりました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午前１１時２６分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時４６分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 議事の都合により、１時まで休憩いたします。 

午前１１時４６分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時００分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 これより要求議員の説明に対する質疑に入り

ます。 

 質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。 

 １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） １番、今城です。 

 一括質問で川田議員に、再度ではありますが、

山戸議員に対する処分を求める理由について、

確認をさせていただきたいと思います。 

 要求を一旦取り消しましたので、答えられる

範囲で構いません。 

 私も議会運営委員会に所属していて、川田議

員の理由として挙げられた事実、言葉、それは

情景も分かります。そして、この要求が出され

たときに、私自身もこういうような軽率な発言

にあわせながら、私も議事に参加したという思

いがあって、反省するところしきりです。 

 要求議員の山戸議員の発言で、出された部分、

非常に短い言葉になっています。山戸議員の発

言の中でも、いっぱい言葉があった中で、どう

してこの部分を川田議員が選んだのか、その気

持ち、そういうものが伝えられたら、私はあり

がたく思います。 

 それから、処分要求はもうないものだと思っ

ておりますが、この場を通して、山戸議員に気

持ちを伝えておきたい、あるいは、私たちその

他の議員に伝えたいと思うことがあれば、ぜひ

お聞かせください。 

 そして、今後、是正を求めたいことがあれば、

ぜひお答え願えればと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 今城議員の質疑に対し

て、お答えいたします。 

 要求議員の発言で、問題であると指摘した言

葉を選んだ理由についてでございます。 

 言葉では短い文です。「よう知っちょうろう

と思うて、恥ずかしかったろう。」この短い文

ですけれども、その後、笑いがありました。笑

いには様々ありまして、高らかに笑う、にたに

た笑う、笑いの意味がそれぞれあります。私に

は、その笑いが、私の人格をおとしめる笑いで

あったと、その状況から判断をいたしました。 

 この処分要求を通して、要求議員そのほかに

伝えたい思いについてとあります。 

 審議をする、そのことのほかに、人格を傷つ

けるような、例えば先ほどの笑いに対してもそ

うですが、そういうものに興味を持たない、し

っかりした委員会になってほしいと思っており

ます。 

 そして、今後是正してほしいことについてで

あります。一人一人の議員を尊厳をもって、も

ちろん私も含めてであります、そんな議会にし

ていきたい。 

 以上であります。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） １２番、質疑を行い

たいと思います。 

 川田栄子議員から山戸議員に対する処分要求
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書が出されておりますけれども、この屈辱の事

実、または事情という説明の中で、これは正確

に言うと、川田議員は一般質問の中では、「… 

……………………………………………………… 

………………（発言一部取り消し）…………… 

………………」というふうな発言になっている 

わけですけれども、私も山戸君の同僚の議員と

して、同じ市民クラブとして、彼に問いただし

ました。 

 この議会運営委員会が開かれた１７日、私も

議会運営委員会のメンバーではございませんけ

れども、ことの重要さを鑑み、傍聴に行って、

一部始終見てまいりました。 

 山戸議員からは…（発言一部取り消し）…と 

いう、そして聞きよって恥ずかしかった。こう

いう発言はなかったと確認をいたしますが、こ

の点について、川田議員の見解をお伺いを、ま

ず１点だけ先にさせてもらいます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 傍聴に行かれた松浦議

員に対して、お答え申し上げます。 

 ここには書いておりませんけれども、……… 

………………（発言一部取り消し）…………… 

…という文面になっていると思います。聞きよ 

って恥ずかしかったという川村議員の言葉を受

けて、山戸議員は、「よう知っちょると思って、

恥ずかしかったろう。」この短い言葉です。を

確認いたしました。そして笑いがありました。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 先ほど川田議員は、

山戸君のこの発言、この笑い、人格をおとしめ

る言葉であると述べられて、理由として挙げら

れております。 

 しかし、あなたが１６日の一般質問で行った

この発言、すなわち先ほども申し上げましたけ

れども、「………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………（発言一部取り消し）…………… 

………………………………………」そして、最 

後の結びとして、「……（発言一部取り消し） 

……………………」と発言をされました。 

 議会運営委員会では、科学的にも証明されて

ない、こうした重要な問題について、議会運営

委員会は削除してはどうですかと、削除要求が

出されたわけです。 

 しかし、あなたは削除はいたしませんと、申

しました。発言をされました。ということは、

この発言は、全て正しい。川田議員としては、

正しい発言である、という思いからであったと

いうふうに思います。 

 今、朝から晩までコロナに関係する放送がさ

れておりますけれども、いろいろな学者が、専

門家が発言をされておりますけれども、この… 

（発言一部取り消し）…、そうしたことは、一切科学的 

に証明されておらないし、……………………… 

………………（発言一部取り消し）…………… 

………………………………こういった感染の経 

路について、明確に証明をされていないこの事

案について、肯定をされておりますけれども、

その証拠をお示しをいただきたいと思います。 

 アメリカのトランプ大統領、コロナは中国の

武漢から来たと公言をし、その証拠は持ってお

ると、幾ら発言しても、いまだにその証拠につ

いて発することはありません。 

 川田栄子議員について、…（発言一部取り消し）…、

この言葉について、しっかりとした証明を求め

ます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 松浦議員の質疑にお答

えいたします。 

 私は、１７日の議会運営委員会のお話の中で、

処分要求書を出しております。このことについ

てお答えはさせていただきますけれども、以下
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についてはお答えできません。 

 そのことは、また別の場所で行いたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 別の機会にと言いま

すけれども、……（発言一部取り消し）…から来たとい 

う、これについての、一つの屈辱を与えた理由

として挙げておりますけれども、これについて

は説明できますかね。 

 屈辱を受けた理由として、事実として挙げて

おりますけれども、これについて、この……

（発言一部取り消し）…からきた、入ってきたという事実 

については、証明できますかね。 

 お願いします。証明を求めます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 同じお答えになると思

いますけれども、１７日の処分要求書について

の審議でございます。その文面においては、別

の場所で行いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） 川田栄子君に申し上

げます。 

 処分要求書の山戸 寛さんに対する要求書の

理由の中に、今、松浦さんが述べられたことは

入っております。明確に答えてください。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） お答えします。 

 ……（発言一部取り消し）…から、聞きよって恥ずか 

しかったというのは、私は川村議員の発言であ

ると申し上げております。その後、よう知っち

ょると思うて恥ずかしかったろうと、笑いがあ

ったと、こういうふうに短い言葉ですけれども、

続けていかないと分からないので、ここに並べ

ましたけれども、……（発言一部取り消し）…の話は、 

山戸議員の言葉ではありません。 

 御理解ください。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） いみじくも、本人、

川田栄子さんから、この言葉については、山戸 

寛君の発言ではないという、そのことを認めた

わけですけれども、それが一つの理由になって

おるわけですね。その言葉が。その言葉は。 

 そして、川田議員は、冒頭、説明の中で、人

格をおとしめる言葉であったというふうに、自

分は受け取ったと言われました。 

 しかし、あなたが６月１６日に、この議場で

一般質問した中で、感染経路を確定し、媒体の

一つとして郵便物を挙げております。これによ

って、この言葉によって、郵便労働者がどれだ

け傷ついているか、どのように感じておるのか。 

 市民から、４つの団体と一個人から、意見書

なり要望書なりが提出されております。その５

件の中の２件が、郵便関係の皆さんから、この

処分の発言について、憤りを感じて提出をされ

てきております。 

 私も、３８年間と２３日、郵便局で勤務をし

た経験がございます。こうした不確定なことを、

幾ら発言の自由があるからといって、議場の中

で発言されてきております。 

 本当に情けない気持ちと言いますか、私一人

ではございません。こうして意見書なりを出さ

れた皆さんの思い、今日の高知新聞にも、コロ

ナの感染による患者に対し、誹謗中傷の問題が

大きく高知新聞に掲載されております。 

○議長（野々下昌文君） 松浦議員、質疑の範

囲を超えていますので、質疑を変えてください。 

○１２番（松浦英夫君） 本当にそのことにつ

いて、もともとは、冒頭言いましたように、あ

なたの一般質問から始まった事案でございます

ので、これについては、明確に答弁を求めて、

質疑を終わります。 

○議長（野々下昌文君） 松浦議員に申し上げ

ます。 
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 ただいまの質疑は、質疑の範囲を超えており

ますので、川田議員は答弁しなくて構いません。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） ５番、川村三千代。

川田栄子議員に質疑をいたします。 

 まず、今回、山戸 寛議員に対して、処分要

求書が提出をされました。 

 こちらにございますのが、その６月１８日付

で提出された処分要求書の原本のコピーであり

ます。 

 まず、読み上げます。 

 処分要求書。６月１７日の議会運営会におい

て、下記のとおり侮辱を受けたので、地方自治

法第１３３条の規定により勧告の処分を要求し

ます。とあります。 

 まず、議会運営会、このような会は、宿毛市

議会にはございません。こういった架空の会、

虚偽の会での発言をもって処分要求書を提出す

ること、このことについて、まず川田議員に御

意見をお伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 川村議員にお答えいた

します。 

 処分要求書の申請を１８日に行いました。 

 私が議会運営委員会を間違って書いてあった

にせよ、受理されておりますので。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 川田議員にお尋ねい

たします。 

 川田議員は、この処分要求書の重要性、この

重みというものをきちんと理解していらっしゃ

るのでしょうか。 

 議員の身分に関わる大変重要な書類であると

存じます。議会運営委員会と記するべきところ

を、議会運営会と間違って書いてしまった。非

常に軽率で、また深い思慮もなく提出されたも

のではないかと、その証明ではないかと、私は

思っております。 

 この処分要求書、この重みを川田議員はどの

ようにお考えなのか、御説明をお願いいたしま

す。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 川村議員にお答えいた

します。 

 私も何もなくて処分要求書を出したわけでは

ございません。それなりに自分の心が傷ついた、

やむにやまれぬ要求書でございます。 

 御理解ください。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 川田議員にお尋ねを

いたします。 

 やむにやまれぬ思いで提出した処分要求書、

私は非常に侮辱を受け、そして人格否定を受け

たと。そういった思いで出された処分要求書で

ございますけれども、先ほども申し上げました

とおり、議員の身分に関わる大変重要な書類で

ございます。 

 議会運営会などと、単純なこのような間違い、

やむにやまれない思いで出しましたでは済まさ

れないことだと思います。 

 御理解くださいとおっしゃいましたが、到底

理解することはできません。 

 では、続けますが、この議会運営委員会、ど

のような理由で開かれたものであるか、川田議

員は理解していらっしゃるでしょうか。お願い

いたします。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） お答えします。 

 処分要求書、身分に関わるものでございます。

それは屈辱を受けたもので、分からないものが

差し出す文書でございます。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） 川田栄子君に申し上
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げます。答弁になっておりません。 

 その問いの中身をきちんと答えてください。 

○４番（川田栄子君） 私は、私以外の方では、

何も感じることもない言葉です。 

 違う。質問が、もう一度お願いできますか。 

○議長（野々下昌文君） 川村議員の質問に答

えていただきたいんですか。 

○４番（川田栄子君） ちょっと質問がこんが

らがりました。 

○議長（野々下昌文君） 議会運営委員会をす

るのは、どのように考えているのかと。どのよ

うな会であると捉えているのかと。 

○４番（川田栄子君） 議会運営委員会のこと

ですね。失礼いたしました。 

 議会運営委員会のことについては、またその

ときに、そのときがくれば、そこでしっかりと

話してまいります。今は処分要求書について、

私はお話をさせていただきます。 

○議長（野々下昌文君） 川村議員、もう一度

質疑をお願いします。 

○５番（川村三千代君） なかなか川田議員に

は質問の意味が御理解頂けなかったようなので、

再度、同じ質問をいたします。 

 この議会運営委員会は、どのような理由で開

催されるに至ったのか、それについて御理解は

なさっていますか。この件について、お答えく

ださい。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 先ほども申し上げまし

た。議会運営委員会について、そこであった私

に対する侮辱、処分要求書について本日、皆様

と議事をしていただいております。 

 議会運営委員会については、またその場でお

話をさせていただきます。 

○議長（野々下昌文君） 暫時休憩いたします。 

午後 １時３４分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時４８分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 議長より川田議員に申し上げます。 

 もう一度、川村議員の質疑に答えてください。 

○４番（川田栄子君） 川村議員の質疑にお答

えいたします。 

 私は、処分要求書を提出しております。議会

運営委員会からもう離れた、この審議について

はお答えします。 

 議会運営委員会のことについては、またその

議会運営委員会のそのときにお答えさせていた

だきます。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 質疑を続けます。 

 この処分要求書が６月１７日の議会運営委員

会においての発言を、川田議員が取り上げてい

ることから、この議会運営委員会がどのような

内容で開かれることになったのか、これは、今

回のことを議論する上で重要なものであると考

え、私は質問いたしましたが、川田議員にはお

答え願えないようですので、私から申し上げま

す。 

 この６月１７日の議会運営委員会は、その前

日の６月１６日の川田栄子議員の一般質問にお

いて、非常に不穏当な、不適切な発言が数か所

ございまして、それに対する取扱いをどのよう

にするか、という目的で開かれた議会運営委員

会でございます。 

 議会運営委員会は、その場で、皆さんがたく

さん意見を出し合い、自分の感想や考え方を述

べ合いながら、議員の発言という大変重いもの

について、皆で検討し、取扱いを議論する場で

あります。 

 その場において、様々に皆、意見を申します。 

 川田議員は、ここで笑いが起こったことに対
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して、私は侮辱を受けたと、人格否定をされた

とおっしゃいますけれども、川田議員、先ほど

この場でお笑いになりましたよね。 

 私はあのとき、処分要求書を提出し、このよ

うに長時間の時間をかけて議論し、御自身の質

疑の場で、私が自席から見ておりますと、「あ

れ、間違ったかな、てへへ」というような笑い

に思えたんですけれども、それもある意味では、

議会を軽視している笑いととれなくもありませ

ん。 

 笑いというのは、このように、非常に主観的

なものでございます。その笑いの一部分だけを

切り取って、その前後の流れも分からずに、処

分要求書を提出するということに関しましては、

私はどうしても承服しかねるところがございま

す。 

 笑いイコール侮辱になるのでしょうか。 

 川田議員の論理で言いますと、眉間にしわを

寄せて、語気荒く論じることが真面目な善であ

り、口角を上げて、時にユーモアを交えながら、

穏やかに論じることは不真面目で悪なのか。こ

の議場や、また委員会においてのこの笑いにつ

いての川田議員の御意見をお聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 笑いについて、質疑を

いただきました。 

 先ほども申し上げましたように、笑いは高笑

いからひそひそ笑い、にたにた笑い、そしてま

たうれしいときも笑いましょう、失敗したとき

も笑いましょう。でも、これは議会運営委員会

での私の録音を聞かせていただいた話でありま

す。 

 そのときに入ってくる内容としては、その議

論から外れて、笑いがくるわけはありません。

その前後の言葉から、それはよく分かります。

それは、自分が感じたことであり、人から言わ

れたものでもなく、そう感じたのは私ですから、

そう受け止めてください。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 川田議員に重ねて質

問を申し上げます。 

 先ほども申し上げましたように、笑いという

ものは、非常に主観的なものです。私が申し上

げたいのは、そのような主観的なもの、私が感

じたからそれが全てではないかと、そういった

一方的な論理で、議員の身分を脅かす、処分要

求書を提出することに関しては、どのように感

じていらっしゃるのか、このことについてお答

えください。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 質疑にお答えいたしま

す。 

 この笑い一点ではございません。そのほか、

もろもろございますが、この笑いというのは、

嘲笑、恥をかかせる笑い、私はそう受け止めま

した。 

 この一点ではございません。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 笑いの一点だけで処

分要求書を提出したのではないとおっしゃいま

した。しかし、処分要求書のこの侮辱の事実、

または事情については、この笑い一点のみしか

書かれてございません。 

 先ほどから何度も申し上げますように、議員

の身分に係る大変重要な書類に関し、この主観

的な笑いということだけで処分要求書を提出し

た、この理由についてお聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 身分に関わる大変重要

なものであります。処分要求書、重みはよく分

かっているつもりでございます。 

 なぜ要求書を出したか、もうかなり、この話

が始まる前から、様々なうわさが私の耳に入っ
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てきております。大変な議会運営委員会になる

だろうと予想はついておりました。 

 でも、私の考えている方向とは、拡大解釈が

あったり、方角が反対の方向に行ったりと、予

想できる状況ではありました。 

 拡大解釈や、自分の考え以外に、その要旨を

捉えられないとしたら、言葉には価値がありま

す。価値を担って言葉が発せられます。その価

値がほかの方向に行くとしたら、私は責められ

ることになるかも分かりません。でも、特定の

何かを嫌ったり、何かを攻撃したり、恨みがあ

ったり、そういうものは一切ないわけでござい

ますので、いつも堂々としております。 

 したがって、その笑いは何だろうなと、そう

いうふうに考える方がいらっしゃったら、そう

いう笑いも出るかもしれない。 

 私は、笑いだけではありません。その笑いか

ら心の中に広がってくるものを覚えております。 

 私の人格を否定するような言葉や雰囲気など、

会議のありようを変えてもらいたい。そのとき、

切に思いました。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） どうも私の質問する

ことが、川田議員には伝わっていないようなの

で、もう一度、質問をいたします。 

 私が川田議員に質問を申し上げましたのは、

先ほどから、この笑いだけではないと。処分要

求書を提出することに至った、ほかにも理由が

あるというようなことをおっしゃりながら、な

ぜこの重要な処分要求書において、この侮辱さ

れたというその事実、または事情のところに、

笑いの部分しか含まれていないのか。なぜもっ

と細かく、またもっとほかに重要なことがある

とすれば、それを述べなかったのか。この主観

的な笑いのみで処分要求書を出そうとした、そ

の理由をお聞かせいただきたい。 

 お願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 処分要求書を提出した

理由ということでございます。 

 先ほどの中にも答えが入っていたと思います。

笑いだけではない、その笑いというのは、本当

に人の、楽しい笑い、人を嘲り笑う、冷やかす、

全て、ものは言わないけれども、笑いの中に含

まれている表情であります。 

 しいてそれを文章にすると、録音記録を聞い

ていまして、この言葉は私の耳に、そして嫌な

予感が走ったということです。 

 御理解ください。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 何度御質問申し上げ

ても、私の質問の趣旨を御理解いただけないよ

うですので、このままでは堂々巡りとなってし

まいますので、これが川田栄子議員だというこ

とで、皆さん、御理解いただきたいと思います。 

 それでは、先ほどから川田議員が何度も侮辱、

侮辱という言葉を使っていらっしゃいます。笑

いによって侮辱をさせられた。非常に自分の人

格はおとしめられている。 

 様々に申し上げますけれども、川田議員が行

っている侮辱に対しては、御自身はどのような

お考えをお持ちなのでしょうか。 

 今回、様々な団体から抗議文、謝罪要請文が

出ております。これは、川田議員の議会中での

発言において、それぞれの皆様が、少なからず

侮辱を受けたということのあらわれではないか

と思います。 

 先ほどから、御自身が受けられた侮辱行為に

つきましては、大変声高らかに主張を述べてお

られますけれども、御自身がこの宿毛市民に対

して行っている、言論の自由の名のもとに行っ

ている誹謗中傷の言論については、どのように

お考えなのでしょうか。 
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○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） お答えします。 

 私は、この議会運営委員会の中で開かれた内

容については、私に対する記録を聞かせていた

だきました。 

 そのことについてお答えします。 

 今、市民からという話は、またそこでの場所

でお話をさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 先ほどの松浦議員の

質疑に対しても、今の私の質疑に対しても、ほ

かの場所で説明する、ほかの場所で説明すると

おっしゃいますが、具体的にどのような機会で、

どのような形で御説明をいただけるのかをお示

しいただきたいと存じます。お願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） お答えします。 

 説明をしてほしいと、説明を求められたとき

に行ってまいります。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） 川村議員に申し上げ

ます。 

 少しずれてきていますので、修正をお願いし

ます。 

 ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） それでは、質問を改

めます。 

 処分要求書の中に、「よう知っちょる思うて

恥ずかしかったろう。笑い。」この部分を、川

田議員、山戸議員の発言のように取り上げてい

らっしゃいますけれども、具体的に、このどの

部分が人格否定や侮辱に当たるのでしょうか。

もう一度、詳しく御説明をお願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） お答えします。 

 ここに載っているこの短いセンテンス、これ

以外には何もございません。 

 一人だけの会話ではございませんですよね、

ここに載せているの。それが２人になり、３人

になって、笑いが起こっていくわけです。そう

いうことを議論する場ではなかったのではない

ですか。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） 川田議員に申し上げ

ます。 

 処分要求書の中には、今、川村三千代議員が

言った言葉は入っております。自分の言葉で、

その理由を述べてください。 

 その内容では分かりません。きちんと皆さん

に分かるように、市民に分かるように答えてく

ださい。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 川村議員の言葉を、ま

ず申し上げます。 

 ここは…………………………………………… 

………………（発言一部取り消し）…………… 

……………………………………………………… 

…、ある文献からの、これは内容です。これを 

一緒に、セットになっておりますので、この方

に答えている分が、山戸議員の言葉ですので。 

 何もない中から、次の山戸議員の言葉は出て

きませんので、あわせてお話をさせていただい

ております。 

 恥ずかしかったという言葉について、山戸議

員が、恥ずかしかったの意味を、よう知っちょ

ると思って、恥ずかしかったろう。これが笑い

で、複数の笑いが生まれております。 

 この言葉が、短いセンテンスが全てでありま

す。 

 ほかにもありましたけれども、私はこの箇所

を選びました。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 
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○５番（川村三千代君） 私も当日、議会運営

委員会の場におりました。 

 山戸議員のあの発言は、感想を述べたもので

あると、私はそのように受け取りました。 

 また、川田議員は、嘲笑されたというふうに

受け止められていらっしゃるようですが、あの

場にいた私からは、失笑であったと思っており

ます。ばかにして、嘲った笑いではなくて、思

わず出てしまった笑い、このような笑いに対し

ても、川田議員は処罰の対象に当たるというの

でしょうか。 

 我々は、機械やＡＩではございません。喜怒

哀楽を持った人間としての議員であります。と

きには笑い、ときには怒り、悲しみながら議論

を進めていく、このような場があってもいいの

ではないでしょうか。 

 個人の主観のみで処分要求をすることには、

私はどうしても承知しかねる部分がございます。 

 川田議員の御見解をお伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） お答えします。 

 川村議員のおっしゃるとおりだと思います。

笑いについては。しかし、そこには関係性があ

ります。非常に、ふだんからコミュニケーショ

ンがとれている間柄であれば、何の関係もない

間柄であれば、それはちょっと出た笑いで、幸

せな笑いでしょう。 

 私は、その議会運営委員会の中の本人であり

ます。そして、日頃からそんなに、この山戸議

員とはいい関係をつくっているわけでもござい

ません。悪い関係もありませんけれども。 

 そんな関係ですので、この感想を述べたと言

われる方も、それ相応の感想でいいでしょう。

それを嘲笑とするのか、それとも幸せ笑いとす

るのか、人を非難するおかしさある笑いとする

のか、その人の関係性でございますので、それ

は私が感じたということです。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） 川村議員に申し上げ

ます。 

 侮辱と本人が感じれば侮辱になりますので、

そこのところ感じて、次の質問お願いいたしま

す。 

 ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） では、今の川田議員

の発言の中から御質問をさせていただきます。 

 山戸議員とはよい関係性、コミュニケーショ

ンが築けていないというような趣旨のことをお

っしゃいました。 

 それはなぜかとお思いですか。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） お答えします。 

 なぜかと聞かれても、分かりません。相手が

あることですので。でも、仲よく、議員ですか

ら、１３名いる仲間。この１３名が一致団結し

て宿毛の執行部に向かって、しっかり意見を言

っていく、この仲間だと思っているけれども、

ことそれぞれの個人的な話になっていくと、関

係性の問題が出てきます。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） もう議場にいらっし

ゃる皆さんには、何か堂々巡りのような質疑が

続いておりまして、私もなかなか至らぬところ

がございまして、質問の真意を川田議員に伝え

る、まだ力がないなと、つくづく思っている次

第でございます。 

 このまま続けましても堂々巡りというような

様相が強くなってまいりそうですので、一旦私

の質疑は、これで終了いたします。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） １３番、川田議員に

質疑をいたします。 

 私は、議会運営委員長として、その６月１７
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日に開かれました議会運営委員会を取り仕切っ

ておりました。 

 その中で、今回、私も処分要求の対象になっ

ておりますが、どの部分、要求書をつぶさに見

させていただきましたが、どの要求書について

も、川田議員に向けて発せられた言葉でないと

ころが多くあるというふうに、私は感じており

ます。 

 それは、議会運営委員会の皆様もそう感じて

いるので、その場で何も意見も出なかったし、

最終的に意見集約ができたんだろうというふう

に思っております。 

 ただ、川田議員はその場にはおりませんでし

たよね。録音を聞いたということを、先ほどか

ら何度も発言しておりますが、その議会運営委

員会の録音について、どのように入手をなされ

ましたか。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） お答えいたします。 

 議会事務局です。 

 機械をセットいたしていただきまして、耳へ

イヤホンを挟み、それで聞くことができました。 

 どのようにということは、どういうこと。 

 議会事務局で聞かせていただきました。録音

記録を。よろしいですか。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） この委員会、先ほど

川村議員の質疑の中にもありましたが、議長か

ら川田議員の発言について、問題となるところ

があるのではないかという点を、議会運営委員

会の中で審査してほしいという要請で開きまし

た。 

 これは、先ほど川村議員の言ったとおりです。 

 その中で、私は、後で行った今城議員もそう

ですが、当事者は除斥を願うということで、議

運の皆様にも諮った上で審査をしておりました。 

 川田議員は、翌日の１８日、議長のところに、

傍聴をさせなかったということで苦情を申し入

れてきたということを聞いておりますが、それ

は本当ですか。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） お答えします。 

 私は、傍聴をしたかったです。希望もいたし

ました。でも、委員長が見えておりませんでし

たので、廊下のところで待っておりましたら、

事務局の方が、外で待つのもあれだから、呼び

に行きますということでしたので、控室で待っ

ておりました。 

 けれども、私が呼ばれたのは、もう最終的な

話で、私の返事を聞く段階でしたので、中身の

傍聴はできておりません。 

 今城議員に聞いても、同席されている方です

ので、分かるかもしれませんが、どうしましょ

うって、議長に申し上げました。で、この結果

になりました。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 議長に対して、異議

を申し入れてきたというふうに、私は議長から

聞いておりますので。 

 川田議員は、申入れをしたという言い方をし

ましたが、議会運営委員会の整理権は委員長に

あります。私の、委員長に対して一言も傍聴願

を出してきませんでしたよね。それを、議長に

申入れをする、また、職員に対して、職員が別

の場所に誘導したのでということで、かなり高

圧的に職員に対応したというふうに、私は聞い

ておりますが、そのような事実が本当にあった

のですか。 

 もしそうであれば、議員としての品格を疑い

ますよ。それについて、お答えを願います。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） お答えします。 

 私は、別に高圧的では、それは高圧的ととら
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れたら高圧的でしょう。それは私の範囲ではご

ざいません。 

 ただし、私が廊下から出ているときに、次の

松浦議員が、傍聴させてもらうよと言って中に

入って行かれましたけれども、出るような雰囲

気もありませんでしたので、中に入って聞かれ

たのだなと、私は推測いたしました。 

 そういうことで、なぜ傍聴させてもらいたい

と、この思いを届けることができなかったのか、

そこをお聞きしたわけです。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 再質疑をいたします。 

 川田議員は、ほかの議員の方の質疑にもそう

ですが、すり替えますよね。私は、傍聴の申出

を一度もしなかったですよねって、質問してま

す。 

 委員長に、整理権のある委員長に申入れもせ

ずに、松浦議員は傍聴させて、私はさせてくれ

なかったということで、職員に対して、私は高

圧的にものを言われたと聞いておりますので、

あなたの言うとおり、とった方が高圧的に言わ

れたと感じればそうですよ。 

 だから、しっかりと、川田議員は委員長に対

して、傍聴希望は出しませんでしたよねという

のを確認します。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） お答えします。 

 私は、外で待っていましたときに、委員長席

には、空席でした。だから、外で待っていよう

と思って、もちろん申請もしておりません。そ

の前に、事務局の方が控室にいるようにと、指

示がありましたので、もうその後は分かりませ

ん。後のことは。 

 以上です。申請はしておりません。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 再質疑いたします。 

 それを身勝手だというんですよね。自分のこ

とばかり言って、ほかの人の意見を聞かない。 

 実際、委員長不在で委員会は始まりませんの

で、始まった時点で申入れをすれば済むことで

す。それを、後で、いなかったので言えなかっ

たというのは、詭弁ですよ。 

 しっかりと、委員長は委員会の委員長席に座

って、委員会を開会し、議長から諮問を受けて

委員会を進めております。 

 このことは、しっかりと、これから先、川田

議員が議員活動を続ける中で、そういう議会と

してのルールは、しっかりと守っていただきた

いというふうに思います。 

 このことについて、もうこれ以上、質疑して

も同じ返事がくるので、しません。 

 次に、２点目、人格否定をされたというふう

に言われております。 

 先ほどから松浦議員、また川村議員の質疑に

対して、笑いが私に対する人格否定の笑いだっ

たと、私は受け取ったという言い方をしていま

すので、それ以上ないかもしれませんので、こ

れ以上聞きませんが、このことについては、私

は委員長として、その委員会を仕切っていた中

で、川村議員の発言に対して、山戸議員が発言

をした、これは逆に言えば、川村議員に対して、

認識が甘いねという笑い方をした、そういうふ

うに私たちは受け取ったというふうに思います。 

 何も川田議員を失笑したとは、私は思いませ

ん。ここはしっかりと認識しておいていただき

たいと思います。 

 次に、これは議会運営委員会の委員長という

私の立場上、もう一度聞かせていただきますが、

議会運営委員会という、これはほかの委員会と

違って、議長からの諮問を受け、議長に対して

答申をする委員会です。だからその中の話され

たことについては、個人情報であったり、とき

には聞く耳が痛くなるような言葉も出てきます。 
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 そういう委員会の録音を、自分が出席できな

かったという理由で、事務局職員に、どちらか

というと高圧的にきかせたように、私はとりま

したが、２時間、３時間ぐらい聞いてましたよ

ね。私も見ていましたので。 

 その委員会というのは、先ほどから申します

ように、あなたの、川田議員の発言内容につい

ての審議をしていた委員会です。この重さをど

のようにお考えですか。お聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 御迷惑をかけて申し訳

ないと思っております。 

 以上です。 

○１３番（寺田公一君） 終わります。 

○議長（野々下昌文君） 以上で通告による質

疑は終わりました。 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） ほかに質疑ありませ

んので、これを質疑を終結いたします。 

 １０分間休憩いたします。 

午後 ２時３４分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ２時４６分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 山戸 寛君から、本件について一身上の弁明

をしたい旨の申出があります。 

 この際、これを許可することに御異議ありま

んか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 異議なしと認めます。 

 よって、この際、一身上の弁明の申出を許可

することに決しました。 

 山戸 寛君への入場を許します。 

（山戸 寛議員 入場） 

○議長（野々下昌文君） 山戸 寛君に、一身

上の弁明を許します。 

 ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） まずは、弁明の機会を

お与えくださいましたことに感謝申し上げます。 

 私は、大きく２点、弁明したいと思うんです

けれども。 

 その前に、先ほどの処分要求書を撤回すると

いう川田議員からの申出の中で、川村議員に対

する提案理由の説明のときに、自分は少数派の

議員であるから、多数派によって非常に不都合

な目にあわされているというような、そういう

ふうな趣旨の発言がございました。 

 私は、その議員が少数派だから、あるいは多

数派だからということで判断したことはござい

ません。その人の言っていること、やっている

ことが正しいことであるのか、私にとって、正

しくないことなのか。容認できることなのか、

容認できないことなのにとよって判断しており

ます。 

 川田議員は、私への処分要求書の取下げに際

しては、そのような発言はなされませんでした、

私に対しては。ちょっと違うのかもしれません

けれども、川田議員のおっしゃられるような、

会派の大小、少数派であるかどうであるかとい

うようなことによって、議員が判断をそこに集

中させて何とかするというようなことは、一切

ございません。 

 その点を、まず申し上げておきます。 

 少なくとも、私はそういうことはいたしませ

ん。そのことを御理解いただきたいと思います。 

 それで、これからいよいよ話に入らせていた

だくんですけれども。 

 今回、私は、先ほど、御存じのとおり除斥と

いうことで、ここから外れておりました。した

がいまして、川田議員が処分要求書の提出理由

の説明のところで、どのような説明をなされた

のか知りません。私が知っていることは、この
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処分要求書。川田議員によって印鑑つきで６月

１８日に提出された処分要求書に書かれている

ことが全てでございます。 

 私は、この処分要求書を見せていただいて、

これは一体何だろうと思いました。これによっ

て、この処分要求書によって、私はここへ立つ。

立たされる、あるいは立たせていただく、そう

いうことになったわけなんですけれども、この

文書、これは一体何だと。単なるメモ書きなの

か、それとも公式の処分要求書という書類なの

か、どうなのか。少なくとも処分要求書とあっ

て、議長、局長の印鑑が押されてあるというこ

とは、これはやっぱり公式文書なんだろうな。

単なるメモじゃない、となったときに、この文

書に書かれている事柄は、公式な意味を持つも

のと、私は判断せざるを得ない。 

 だから、今回のこの告発に対して、処分要求

に対して、私はちょっと異論を申し上げます。 

 処分要求書の内容を読み上げますと、６月１

８日の議会運営会において、下記のとおり侮辱

を受けたので、地方自治法１３３条の規定によ

り、催告の処分を要求します。こういうふうに

なっています。 

 まず、その下に、「記」というので、侮辱を

与えた者の名前、それから侮辱の事実、または

事情と続くわけなんですけれども、まずはこの

冒頭部分。 

 私は、議会運営委員会には所属しておっても、

議会運営会という会には参加しておりません。

参加しておりもしない会で、何で侮辱行為が、

私の行為が責任を問われるのか。公式文書であ

る、一字一句間違いがない文書、きっちりと出

されたものと判断いたします。 

 このような議会運営会、どこで行われたのか

知りませんけれども、私は参加しておりません。 

 それから、素因の地方自治法１３３条の規定、

これを読みますと、地方自治法第１３３条「普

通地方公共団体の議会の会議又は委員会におい

て、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて

処分を求めることができる」そういうふうに書

いています。 

 この議会運営会は、委員会ですらない。公式

の文書として出された以上は、これが名前なん

です。落ちていましたじゃすみませんよ。 

 私は、だからこういうことで訴追を受ける必

要はないと、まず一つ。 

 それから、侮辱の事実または事情というとこ

ろで、「宮崎、ロサンゼルス……聞きよって恥

ずかしかった。よう知っちょる思うて恥ずかし

かったろう。笑い。」と、こういうふうに書か

れています。これ、私が言ったことなんですか

ね。私の言ってないことまで、私の記憶にない、

そして議事録を見ても載ってないので、私が言

っている部分じゃない。 

 そんなことが、よく見たら、もちろん私が言

った部分もありますよ。しかし、何の犯罪の追

求でも、検事が、一つの素因に、ほかのやって

もいないような素因まで載せたら、無効ですよ。

裁判が成り立たない。そういうものですよ。 

 こういうふうな、本当に法的な体をなさない

文書、正当性を欠いた事由に基づいて処分を要

求する、こんな極めてずさんな、こんな文書を

提出されて、私は迷惑しています。まずはね。 

 それから、今までの例で、事前通告にもない、

質問が何を聞きたいのか体もなさない、分から

ない。しかし、それでも執行部の市長はじめ、

教育長はじめ、こういうことではないでしょう

か、ああいうことではないでしょうか。今発言

されたことはこういうことで判断いたして、御

答弁いたしますがという形で、非常に質問者の

願意とするところを酌んで酌んで酌みまくって、

丁寧親切に、懇切丁寧に答えてくれた。 

 そのひそみに倣って、議会も、まあ議会運営

会なんて会はないけれども、議会運営委員会が
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あったし、山戸議員の発言と違うところもある

けれども、まあそこら辺は忖度、しんしゃく、

含意を酌んであげてもいいんじゃないかと、そ

ういうことで恐らくここに引っ張り出されるこ

とになったんだろうと、私は思います。 

 こういうことが果たして正しいことなのか、

許されることなのか。しんしゃくし、含意を酌

んで、答弁し、あるいはこういうふうに会を開

くことが、議会の品位を高めることになるのか、

そして、その議員のためになるのか。その議員

が、ただ増長するだけになってはいないか、私

はその点を心配します。 

 その点が１点、まず１点です。 

 続きまして、これから私の発言の部分に入り

ます。 

 川田議員によって、侮辱とされている発言の

部分について、私なりの見解を申し上げます。 

 私は、川田議員とは考え方も発想の仕方も異

なっていて、同議員の質問手法や意見には大き

な違和感を抱くことが多々ある。これは事実で

す。しかし、その言動が、自分にとっていかに

異質に思われようとも、川田議員は市民によっ

て選出され、恐らくは支持者もいるであろう、

そのことを考えると、歴然としたルール違反が

ない限りは、たとえ渋々ながらにでも、尊重さ

れるべきであると、その川田議員の在り方につ

いて考えてきましたし、今もその考えに変わり

はない、そういうふうに申し上げておきます。 

 では、今回の告発の原因となった私の発言は、

なぜなされたのか。 

 一般質問の際の同議員の新型コロナウイルス

に関する発言、とりわけその感染経路について

の発言に関しては、……………………………… 

………………（発言一部取り消し）…………… 

……………………………………、まるでウイル 

スに出身地の名札がついてでもいたかのような

発言に、「えっ、そんなことが断定できるの。

大本の発生源すらあやふやなのに」と、大きな

違和感を抱かざるを得ませんでした。 

 コロナウイルスに関して、医学界の分析がそ

こまで断定できるほど進んでいようとも思えな

い現状にあって、私なら、仮に何らかの記事な

りうわさなりで聞かさせていたとしても、その

ような話については、決してうのみになどしな

いし、また出来もしないことであって、まして

や断定的な発言などはしません。しない。 

 そうして、そのような、どう考えてもこうだ

とは断定しがたい事項に関して、もし自分が、

同議員のように公然と発言してはばからない、

そんなことがあったとしたら、私はそんな自分

に気恥ずかしくて耐えられないに違いない。 

 自分には気恥ずかしくて、到底できない発言

だと、そのように感じたことは事実です。つま

り、自分ならそんなことは決して言わないだろ

うという、私の内面における同議員の発言に触

発された、自分自身への戒め、ないしはこれを

もって他山の石とすべしとする内省の思いが、

恥ずかしいという表現によって提示され、私自

身の個人的、内面的な批判となったものであっ

て、それ自体、川田議員当人に対する侮辱だと

して指弾される、そういうふうな性質のもので

はないと、そのように申し上げないではいられ

ません。 

 そうした折しも、川田議員の一般質問に際し

ての言動の問題点を審査する議会運営委員会の

場において、川村議員より、川田議員の発言に

対して、私が先ほど引用した部分に関して、聞

きよって恥ずかしかったとの発言がありました。 

 その際、私がとっさに思ったことは、ああ、

この人も私同様、自分がもしあのような発言を

するとしたら、堪らなく気恥ずかしいことであ

ると、そう感じているのか、ということであり、

この人もやはり不確かなこと、どう考えても実

証、断定しかねることを、さもよう知っている



 

－ 149 － 

ように、自分自身がぺらぺらしゃべる、そんな

姿を連想して、気恥ずかしく思ったのであろう

と、そういうことであって、誰も感じることは

一緒なんだなという、一種の共感だったと、そ

ういうふうに言えましょう。 

 そうした川村議員の内心の羞恥の思いに対す

る、半分確認、半分同調の意味合いから、よい

よ、よう知っちょる思うて恥ずかしかったろう、

との発言と、それを補う笑いが生じたのであっ

て、議場における川田議員の発言は、自分自身

としてなら到底容認できないものだとしても、

冒頭申し上げたとおり、あの人はあの人、とい

うだけのことなのであって、私自身、その場に

おいて、川田議員を侮辱しようという思いは、

内面の底流にあるものをいじくりまわし、いじ

くりまわして、無理やり引っ張り出してくれば

別のこと、極めて希薄、あるいは皆無でさえあ

ったと、そのように申し上げずにはいられませ

ん。 

 今回の発言に関して、仮に恥ずかしかった。

恥ずかしかったろうといって、個人の内面的な

感想の表白と問いかけが問題であるとすれば、

地方自治法第１３３条というよりも、むしろ

「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会に

おいては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は

他人の私生活にわたる言論をしてはならな

い。」とする第１３２条に、その前半部分の

「無礼の言葉」をかすめて通るか通らないか、

どちらかといえば、それすらも怪しいなと、そ

んなふうに思える。 

 しいて言うならば、会議規則第１５１条の、

「議員は、議会の品位を重んじなければならな

い。」と規定されている、その点に照らすなら

ば、不必要で余計な発言であったと言える。そ

んなふうにも思え、内心、ちょっとは反省して

もいいかなと、そういうふうに考える次第です。 

 以上、私の意見陳述を終わります。 

○議長（野々下昌文君） 以上で、山戸 寛君

の弁明は終わりました。 

 山戸 寛君の退席を求めます。 

（山戸 寛議員 退席） 

○議長（野々下昌文君） 懲罰の動議について

は、その提出とともに、委員会条例第７条第１

項の規定により、懲罰特別委員会が設置されま

したし、また会議規則第１６１条の規定により、

委員会の付託を省略して、議決することができ

ないことになっております。 

 よって、本件を懲罰特別委員会に付託いたし

たいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 懲罰特別委員会の定数は、委員会条例第７条

第２項の規定により、８人となっております。 

 お諮りいたします。 

 懲罰特別委員会の委員の選任については、委

員会条例第８条第１項の規定により、今城 隆

君、堀 景君、三木健正君、川村三千代君、髙

倉真弓君、山上庄一君、岡﨑利久君、松浦英夫

君、以上８人を指名いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、ただいま指名いたしました８人の諸

君を懲罰特別委員会の委員に選任することに決

しました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午後 ３時０５分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ３時０５分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 
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 本日の会議時間は、議事の都合によりあらか

じめこれを延長いたしたいと思います。 

 暫時休憩をいたします。 

午後 ３時０５分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ３時１４分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 休憩中に懲罰特別委員会を開き、委員長及び

副委員長が互選されましたので、報告いたしま

す。 

 委員長、松浦英夫君、副委員長、三木健正君、

以上であります。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午後 ３時１４分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ４時００分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 日程第２、山戸 寛議員に対する処分要求の

件を議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、山戸 

寛君の退席を求めます。 

（山戸 寛議員 退室） 

○議長（野々下昌文君） これより、本件につ

いて委員長の報告を求めます。 

 懲罰特別委員長。 

○懲罰特別委員長（松浦英夫君） 懲罰特別委

員長。本委員会に付託されました山戸 寛議員

に対する処分要求の件について、審査結果を報

告いたします。 

 議員の身分に関わる大変重要な問題でありま

したので、慎重に懲罰特別委員会審議を行い、

全ての委員から御意見を賜りました。 

 その結果、全会一致をもって、懲罰を科すべ

きでないことに決しました。 

 以上、本委員会に付託されました山戸 寛議

員に対する処分要求の件についての報告を終わ

ります。 

○議長（野々下昌文君） 以上で委員長の報告

を終わります。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午後 ４時０２分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ４時０３分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 格別質疑がございま

せんので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

 これより、山戸 寛議員に対する処分要求の

件を採決いたします。 

 本件に対する委員長の審査報告は、山戸 寛

君に懲罰を科すべきではない、であります。 

 本件は委員長の審査報告書のとおり、決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（野々下昌文君） 全員起立であります。 

 よって、山戸 寛君に懲罰を科すべきではな

いことに決しました。 

 退席された山戸 寛君の除斥を解き、出席を

求めます。 

（山戸 寛議員 入場） 

○議長（野々下昌文君） 日程第３「山上庄一

議員に対する処分要求の件」を議題といたしま

す。 
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 ただいま、川田議員から山上庄一議員に対す

る処分要求の取下げの申出がありました。 

 川田議員より、取下げ理由の説明を求めます。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ４番、山上庄一議員に

対しまして、処分要求を要求しておりましたけ

れども、処分要求に当たらないと私が考えまし

たので、取下げを行いたいと思います。 

 御迷惑をおかけいたしましたことをおわび申

し上げます。 

○議長（野々下昌文君） これにて、取下げ理

由の説明が終わりました。 

 これより取下げについて、採決いたします。 

 取下げについて、賛成の諸君の起立を求めま

す。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（野々下昌文君） 賛成多数であります。 

 よって、山上庄一議員に対する処分要求の件

は、取下げとなりました。 

 日程第４「寺田公一議員に対する処分要求の

件」を議題といたします。 

 ただいま、川田議員から寺田公一議員に対す

る処分要求の件の取下げの申出がありました。 

 川田議員より、取下げ理由の説明を求めます。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 寺田公一議員に対する

処分要求書の取下げを行います。 

 処分要求に該当しないと考えました。 

 よって、取下げを行います。 

 御迷惑をおかけいたしました。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 私は、処分要求書を出

しました。自分の中では、委員長に当たる方で

すので、それなりの議会運営委員会の正しい、

そういう思いをすることがない議会であったり、

またそういう思いをしたことについては、感じ

ていただきたい、委員長の立場でございますの

で、そういうものを要求していきたいと思って

おりました。 

 よくよく考えてみますと、そのことは私の未

熟性もあるかも分かりません。 

 よって、取り下げることに判断をいたしまし

た。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） これにて、取下げ理

由の説明は終わりました。 

 これより取下げについて、採決いたします。 

 取下げについて、賛成の諸君の起立を求めま

す。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（野々下昌文君） 賛成少数であります。 

 よって、寺田公一議員に対する処分要求の件

は、取下げとなりません。 

 地方自治法第１１７条の規定により、寺田公

一君の退席を求めます。 

（寺田公一議員 退場） 

○議長（野々下昌文君） この際、要求議員か

ら提案理由の説明を求めます。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 処分要求書。私は、寺

田議員に対して、録音記録を聞きまして、愕然

としました。侮辱を受けた事実を、またその理

由を述べさせていただきます。 

 私を入室させる前の言葉と会話であります。

座席の移動をしながらの会話であります。 

 被告人３人並ぶはちょっと、アッハッハッハ

と笑いがありました。一人ではございません。

審議無関係で、人格を形成する言葉と嘲笑、私

を嘲り笑い、さらし者にする発言であったと受

け止めました。 

 言語に操られて、別のことが伝わっていく、

言葉に言い表せない苦痛に耐えながら、この侮

辱を受けています。 

 会の進行の立場にある寺田議員です。少数派
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議員であっても、多数派議員であっても、そう

いう行いを受けるようなことはもちろんあって

はいけないでしょうけれども、少数派という、

大きな枠組みをもった会派との中でのみ込まれ

ていく気分が、私の中にひしひしと感じてくる

ものがありました。 

 会議全体がその雰囲気に包まれて進んでいく、

人格を落とし、そして雰囲気を感じている私で

ありますので、このことに抗議をいたします。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） 以上で、要求議員か

らの説明は終わりました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午後 ４時１７分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ４時２７分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 これより要求議員の説明に対する質疑に入り

ます。 

 質疑の通告がありますので、発言を許します。 

 １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） １番、今城です。川田

議員に対して、一括で質問いたします。 

 寺田議員に対する処分は、一旦取り下げると

いう話でしたので、答えにくい部分は答えなく

て構いません。 

 先ほどと、私の話と共通する、重なる部分で

はあります。私も一部始終、いましたので、川

田議員が指摘した部分については、大体、イメ

ージが浮かんでおります。ですから、先ほど、

山戸議員が言っていた様子、それから山戸議員

が通常そういう姿勢で臨んでいる様子も、よく

理解できるところであります。 

 皆さんが質疑で出た内容も、それぞれの立場

は理解しているつもりです。 

 ですが、私の見解としては、寺田議員の懲罰

については、それに当たらないと思っていまし

た。しかし、川田議員のこの思いに対しては、

くみ取るべきではないかと思って、ずっとこの

場にいさせてもらっています。 

 議会運営委員会で論議されていたことは、個

人の尊厳に関わる内容が、そこに不用意に提起

されているのではないか。それから、とがでは

ない、裏打ちすることができない情報が安易に

盛り込まれているのではないか。確かに貴重な

論議はされていました。 

 そこに、私は、やっぱり雑味のある言葉がま

ざりながらの論議、そこに川田議員が聞いた内

容が、胸が痛んだと、このことについては、私

はどうしても今後に生かすべき内容ではないか

と思っています。 

 実は、私も初めから、昨年、議員になってか

ら、その雰囲気、やっぱりちょっと違和感ある

なと思いながらいたんです。ですから、このこ

とについては、川田議員、寺田議員に対して出

た言葉というのは、非常に簡易な、被告席とい

うことであって、このことがどれほどに胸に痛

んだかということは、また先ほど言われた内容

と重なるかもしれません。 

 それから、寺田議員の、議会運営委員会であ

ることの立ち位置ということも話されておりま

した。 

 この処分要求を通して、本当に議会運営委員

会の皆さんや、今後の議会運営委員会の在り方、

それから議員個人個人に対して、どういうこと

を、どういう姿勢で臨んでほしいか。再度、重

なるかもしれませんが、言えることがありまし

たらお聞きしたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） お答えします。 

 要求議員の発言で、問題であると指摘した言

葉を選んだ理由についてでございます。 
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 ３人の椅子がありました。それで、私が入る

ため、一つにしなければいけない。座席の移動

であります。そのときに聞こえた言葉が、「被

告」。これは審議と無関係で、人格を軽視する

言葉ではないかと、ちょっと悲しくなりました。 

 この処分要求を通して、要求議員、その他に

伝えたい思いについててであります。 

 寺田議員は、議会運営委員会の委員長でござ

います。自己の発言に気遣うことはもちろんの

こと、冗談であっても、会に関係ないことは控

えてほしいなという言葉が多々ありました。 

 今後、是正をしてほしいことについてであり

ます。 

 一人一人の議員が、尊厳をもって、真剣にこ

の宿毛のまちを、暮らしを検討していく仲間で

す。議会では、様々なこれからの宿毛について

の責任と、やらなければならない仕事がたくさ

んあります。その一人一人の議員が手をつない

で、大きな輪になって、宿毛議会に向かってい

きたいと、そういう運営の立場の委員長として、

お願いしたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） ５番、川村三千代、

質疑を申し上げます。 

 まず、川田議員が、この寺田議会運営委員会

委員長の、被告席という言葉、この言葉に非常

に侮辱をされた、傷つけられたとおっしゃって

おいでですけれども、６月１８日に私宛の処分

要求書、こちらが届きましてからここ数日、私

に対しましても、皆さんからいよいよおまえも

被告やのうと、たくさんの方がおっしゃいます。 

 私は、その言葉に、もう大変なんですよって

言いながら、笑顔で答えております。 

 これは、皆様の被告席という言葉の中に、処

分要求書が提出され、身分に関わる大変な書類

が出されたことに対して、川村があんまり深刻

になってはいけないので、ここは被告席という

言葉で、その重さを少しでも軽くしてあげよう

という、そういった皆さんの優しさ、思いやり

からきた言葉だと受け止めております。 

 川田議員は、先ほどから、私は少数派議員、

少数派議員で非常に虐げられ、これまでも大変

な苦痛を味わってきたというようなことをおっ

しゃっておられますが、先ほど、山戸議員の弁

明の中にもありましたように、我々は少数派議

員だからというような目で川田議員を見てはお

りません。 

 また、少数派議員だから川田議員の言論に対

いて、様々な形でものを申し、指導をしている

わけではございません。 

 正直、今回の処分要求書に対しまして、私は、

川田議員は非常に被害者意識が強いのではない

か。また、被告席という言葉も、どうして笑い

飛ばせないのか。しかもこの言葉は、御本人に

対して、直接言ったものではございません。 

 寺田委員長も、議会運営委員会の場を和ませ

るために、ユーモアの一つとして言ったことで

ございまして、しかもこの被告席という言葉が、

議会運営委員会の場で使われたことは、今回が

初めてではございません。 

 よく議会運営委員会の場に、例えば執行部の

方々が御説明に来られたりとか、いろいろそう

いう場がございますが、そのときも、いつもユ

ーモアを交えて、被告席みたいだねという言葉

は、常に交わされている言葉です。 

 確かに不適切な文言ととられればそうかもし

れませんけれども、我々議員は、そのような深

い意味ではなくて、ただ緊張感漂う議会運営委

員会の場を和ませる、ある意味、寺田議員のそ

ういった思いやりから出た言葉だと思います。 

 議会運営委員会、大変重い議題を取り扱うこ

ともございます。長時間にわたり、議員も大変

疲弊してまいります。そういったときに、ユー
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モアを交えた言葉、それを使うのが、どこが処

分に該当するのでしょうか。 

 私は、もっと、議員は言葉尻を捉えて一言一

言、そういったことに目くじらをたてるのでは

なくて、もっと人としての度量の大きさを示し

ていただきたいと思います。 

 川田議員、この被告席という言葉、あなたは

どうしてこのような受け止め方をするに至った

のでしょうか。改めて御説明をお願いいたしま

す。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） お答えいたします。 

 私は、少数派議員ではあっても、こだわって

いるわけではありません。自分ができることを

一生懸命やっております。それは皆さんにとっ

ても同じことだと思います。でも、立場として、

少数であるということを言っているだけのこと

で、間違ったことをしたり、正しいことをした

り、そういうことに私が少数派という言葉を使

っているわけではありません。 

 こういう休み時間の中でも、やはり飛んでく

るのは、そういう会派を組んでいる方の会話が

耳に入ってきますけれども、その中でも、私は

そういうところになじめない。ふだん会話がな

い、そういうコミュニケーションのとれない中

ですので。 

 議員は一人でも活動できますので、それをど

うこう言うつもりもございません。少ないから

といって文句を言っているわけでもないし、多

いところへ入ろうとも思っていません。 

 この被告席というのにこだわったのは、初め

ての言葉に、私がそこへ座る場所を構えている

わけなので、そういう言葉を使われたところに

座る。感じない方もいらっしゃるでしょう。で

も、感じる方もいるんですよ、そこには。様々。 

 ということでございます。以上です。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 言葉に非常に、私は

デリケートに反応するのだというような、今の

お答えであったように思います。 

 私の質問にどこまで答えているのかは別とし

て、あれほど議場の場で、言葉の重みの認識の

ないままに誹謗中傷を繰り返す川田議員が、こ

のような場で、言葉に対するデリカシーについ

て語るとは、正直思ってもみませんでした。 

 受け取る言葉は、その人との人間関係、コミ

ュニケーションによって受け取り方が変わって

くるというようなことを、先ほどの山戸議員の

処分要求書についての質疑の中でもおっしゃい

ましたが、例えば、この宿毛市議会、川田議員

を除くあと１２名いらっしゃいますけれども、

その笑いがきちんと、笑い、ユーモアとして受

け取れる議員は、川田議員にとってはどなたな

んでしょうか。お答えください。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） お答えします。 

 別に笑いが誰と合うとかということが問題で

はございません、私は。おかしかったら笑うし、

作り笑いをするときもあるかもしれません。そ

れは、その人の問題であって、それに応えると

いうことはかないません。 

 別に、私がどうこうする、私が笑わないから

といって、皆さんが気を使うこともございませ

んし。でも、もしそういう立場、もしそこに一

人座ることが被告席と言われるというようなこ

とがあれば、やはり気遣ってほしいなと、その

程度のことですので。 

 だから、私は、よくよく考えてみれば、処分

要求には当たらないかなと思って、取下げを決

定いたしました。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） お答えします。 

 ユーモアととれる相手は誰なのかと聞かれま
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しても、そんなこと分からないじゃないですか。

どう答えればいいんですか、教えてもらいたい。 

 今から起こることは、何が起こるかも分から

ないですよ。何をどう、その笑いを、私は合う

んだということを伝えればいいんでしょうか。

分かりません。 

 それから、私は、侮辱と言われましたけれど

も、侮辱のある発言ではありません。一般質問

は。でも、そのとる人が、私たちのことを言わ

れたんだと思う気持ちがあったら、…… 

○議長（野々下昌文君） 暫時休憩いたします。 

午後 ４時４７分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ４時４８分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 このまま質疑を続けます。 

 ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 私が、どの議員から

の発言であればユーモアだと捉えられるのかと

質問をいたしましたら、それはその時々でなけ

れば分からない、と川田議員はおっしゃいまし

た。 

 しかしながら、今回の処分要求書、全て笑い

の部分が含まれております。我々議員、今回、

処分要求書を提出された４名の議員を初め、ほ

かの議員もそうですけれども、川田議員には、

今後どのような言葉遣いをすればいいのか。そ

の時々で、私が侮辱と感じたなら侮辱です。そ

ういうことで処分要求書を出されるようなこの

議会、これは川田議員が今議会でつくり上げた

ことですよね。 

 これについてお聞きをしております。我々は、

川田議員にほほ笑み返すことも、ユーモアを述

べることも、常に、今のは侮辱に当たらないで

すかね、今ので傷つきませんでしたかねと、

一々お伺いをたてながらお話をしないといけな

いのでしょうか。 

 そういったことからも、きちんと川田議員の

ユーモアに対する考え方なり、この人だったら

何を言われても平気というような議員がいるよ

うでしたら、きちんと名前を挙げていただきた

い。 

 そうでなければ、我々は川田議員とお話が、

怖くてできません。 

 よろしくお願いをいたします。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 怖くてお話ができない、

誰とであれば、その話をユーモアととれるのか。

全然、そんなお気遣いは要りません。要りませ

ん、ほっといてください。 

 そしてまた、こういう処分要求書を、その都

度、怖くて、出されるんじゃないかと、そうい

うような心配も要りません。要りません、そん

なこと。 

 私は、議会で発言をしていく意味をしっかり

考えて、これからもいきたい、ただそれだけで

す。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） ９番、山戸 寛です。 

 先ほどの寺田公一議員に対する提案理由の説

明の部分から、お尋ねしたいと思います。 

 実は、あそこの議会運営委員会の場で、入り

口の近くの席を被告席といって、寺田議員がず

っと以前から言っているんです。これは、非常

に不適切な表現だと思います。第一、あそこは

被告席じゃないんだから。 

 ただ、これは川田議員とか誰かに限ったこと

ではなくて、例えば執行部の方が、何かで、ち

ょっと失敗しましたとかいうようなことで、説

明をさせていただきますとかというような形で

来たときにも、そういうときにも、ああ、被告

席へ御苦労さんですねとかいって、その場の緊

張感を緩める意味かどうか知りません、不適切
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な表現だとは思いますが、そういうのは今まで

使われてきています。 

 これは、川田議員が来るからといって、その

とき急に言い出した言葉ではない。不適切な表

現ではあるけれども、川田議員を意識した表現

ではないのだということ。 

 そして、それにあわせて、笑いが起こる。執

行部の方とかに対する緊張を和らげるというよ

うなこともあるわけです。 

 これから質問に入ります。 

 被告席という言葉が、川田議員にとって侮蔑

と感じた。それから、人格をおとしめられたと、

そういうふうに表現されたんですけれども、そ

れで間違いございませんでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 被告席といってきたこ

の言葉ですけれども、何かあって呼ばれる席の

一つ、常識から外れている呼び名ではないかと

は思います。おかしいと思ったら、改めていく

ことも必要じゃないかなと思いますけれども。 

 私はこの認識を受け入れたくない。被告席と

いう席を受け入れたくない。私でない方も、そ

う思われる方もおられるかも分かりません。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） 私は先ほど、前段の説

明で、被告席でも何でもないところを被告席と

言った。不適切な発言だとは申しました。 

 しかし、被告ということに対して、被告と言

われたことに対して、川田議員は、その言葉を

受け入れたくない。それから、侮蔑だと。被告

という言葉は、川田議員に対する侮蔑である、

つまり自分に対して侮蔑するものであると。被

告というのは、そういう意味の言葉なんだと、

とられた、川田議員は。 

 そういうふうに解釈してよろしいのでしょう

か。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 被告席、侮蔑。被告席

ですので、それから後、その被告の方は、どの

ように、普通一般で使われる、裁判なんかで使

われる被告と、私たちは言葉を重ねてしまいま

すけれども、それがどのように発展して、その

被告がどのように右へ行くのか、左へ行くのか

分からない状態の中で、そういうところへ誰か

をお招きして、聞きたいこと、言いたいこと、

その座る席を被告席。別に侮蔑とか、そういう

意味とは全然違います。 

 本当に聞きたいこと、言いたいこと、その席

でいいんじゃないですか。侮辱とか、そういう

思いは全然入らない、入っていません。 

 自分が受けた気持ちはそう思いましたので。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） ただいまの川田議員の

お言葉から、被告であると言われることは、非

常な侮蔑のことだと、そういうふうに解釈でき

ます。 

 ということは、被告というのは侮蔑に値する

ことなんだと、そういう意識が川田議員の中に

あるから、そういうことになったんだと、私は

解釈いたします。 

 法律的に、先ほどちょろっと言われましたけ

れども、被告というのは、ニュートラルな言葉

であって、決して犯人だとか何だとかいうこと

ではないんですよ。 

 ところが、世の中には、警察に捕まっただけ

でも、それこそ犯人であるかのごとく攻撃し、

被告という言葉を聞いただけで、過剰に反応す

る。もうそれが悪いこと、悪人だと。あなた、

心の中にそういうのが出てきているんじゃない

ですか。だから、そういうふうに侮辱だと。 

 私は被告でも何でもないのに、侮辱されたと。

人格を否定されたとまでとる。 

 被告という言葉に対して、あなたの潜在意識
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の中に、そういう誤った、法的なものとは全く

関係ない、社会の偏見に近いものが存在するか

ら、そういう反応になったのだと思わないでは

いられないんですが、その点、どんなものでし

ょうか。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） お答えします。 

 被告、今、山戸議員が言われたように、余り

好ましい言葉の使われ方ではないと、誰もが認

識するところではないでしょうか。 

 私がその中に、そういう思いを持っているか

持っていないかは、それは当たりません。 

 例えば、この人はとてもけちな人だと。自分

の心の中に、自分のけちを持っているから、自

分の心を隠したいために、この人をけちだと言

って、この人を非難する。 

 でも、人の心の中は分かりません。どれだけ

被告の部分を悪く思っている面積、言葉の中に

あると。私はちょっとしかないと。 

 そういうその人の思いの中に、山戸議員が持

っているような、私を見ているような、その部

分が、私の思いの中に、どれくらいの面積を占

めているかということによっても変わると思い

ますけれども。 

 そうではあっても、私はこの被告というのは、

余りふだんは使いません。だから、どうして議

会で、通年使ってこられたと言っているけれど

も、私は初めて聞きましたので、嫌だなと思っ

ただけのことです。 

 それでも、今からもずっと使われていくおつ

もりなのかどうかは分かりませんけれども、私

は嫌だなと思った、そのことを言っただけです。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） 私は、川田議員、あな

たの心の中まで問題にしているんじゃないんで

すよ。あなたの表現を取り上げてお尋ねしてい

るんですよ。 

 だから、その表現の裏に、その表現としてあ

わわれているそういう言い方の中に、そのもと

となった部分に、被告というものに対するあな

たなりの意見、考え方がある。それは、ひょっ

としたら、被告になっただけで、被告と言われ

ただけで、それこそ犯罪者と一緒で、指弾され、

罰を受けるようなひどい立場なんだというふう

にとっているんじゃないですかとお尋ねしてい

るんです。 

 もし、私はそうじゃございませんと。被告と

言われることもあるでしょう。被告になった人

が、即座に悪いということではないと思ってお

られるのであれば、そのようにお答えいただけ

れば結構なことなんです。 

 被告は被告なんであって、刑が確定している

わけでも何でもない。世の中では、いろんな、

被告という言葉に対して、変な取り方をして、

すぐにそれだけでも攻撃の対象にされてしまう、

そういう誤った、非常な偏見みたいなものが流

通しています、日本にはね。 

 けども、法的に考えるならば、それは誤った

ことなんだ。 

 川田さんが被告という言葉に対して、世間で

よくあるような、誤った攻撃的な態度は、私は

とらない、思ってもいないということであれば、

それで結構なんです。そう言っていただければ、

それで結構なんです。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） お答えします。 

 私は、被告という言葉を使うことによって、

その人が犯人だとか決めつけるような言葉は、

心の中には持っておりません。 

 だって、過ち、ミスの、その方が結局無実で

あったとか、そういうことに、そこがスタート

の、座る席ですので、そういう名前がついてい

るかどうか、ということだけですので、そうい

う気持ちは持っておりません。 
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 その気持ちを隠すために、被告というのは嫌

だよねという思いもありません。一切、被告に

ついて。 

 でも、私は嫌だなと、そういう気持ちは持っ

てないにしても、被告席と言われたところへ、

私は犯人扱い、犯人でないかも分からない。で

も、それずっと分かるのって後じゃないですか。

結果が出るのは。 

 だから、そういうことに決めつけないで、そ

こをナチュラルな椅子の名前にしたらどうでし

ょうかと、私は個人的にはそう思います。 

 思っておりません、侮辱とか。被告席に対す

る思いは。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） ただいまの川田議員の

懇切丁寧なお言葉を、私なりに言うならば、被

告でも何でもないものを被告ということは間違

っている。しかし、川田議員は、被告だからと

いうことで、攻撃されるものではない。被告と

いう立場そのものは、攻撃されるべき立場では

ない思っている。ということで、解釈している

んですけれども。 

 例えば、先ほど、再三言うんですね、被告と

ついただけでも、はや自分は世間から攻撃され

るんだとか、もう世間から爪はじきにあうんだ

とかいうふうに考える。あるいは、爪はじきに

していいんだと考えるような人たちがいる。 

 それに対して、川田議員は、そのような偏見

は持ってない、そういうことのようです。 

 では、お尋ねいたします。 

 その川田議員が、なぜ寺田議員は侮辱したと

いうことになるんですか。寺田議員だって、被

告という言葉を、決して犯人だとして言ってい

るとは限らない。言っているわけじゃない。少

なくとも、今までそういう言い方はしていませ

ん。 

 川田議員が今言われたと同じように、それは

単なる過程の上、一つのステップの上での言葉

なんであって、攻撃する言葉でも、侮辱する言

葉でも、何でもない。今、川田議員が言われた

と同じことなんです。 

 それを、なぜ寺田議員に限って、そういうふ

うなことになるのか。自分は正義の味方だけれ

ども、彼は駄目なんですか。 

 じゃあ、お尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 私は、被告と呼ばれた

方を犯人扱いする気持ちも、全然ありません。

そういう立場になったことはございませんけれ

ども。 

 今から、いずれの結果が出るかどうかの出発

でございますので、言うつもりはございません。

けど、そうかといって、この席がそういうもの

である役割を果たしているものではないと思い

ます。だから、その席を、裁判所の何でもない、

普通の議会運営委員会の椅子に被告という名前

をつけるのは、私は自分の感情として、感じた

こととして、嫌だなと思いました。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） 今、川田議員からお聞

きしたら、確かに被告でもないものを被告だと

言った。しかし、その被告というのは、先ほど

から川田議員も言われるように、ステップの一

つの出発点なのであって、別に決まったこと、

罪悪というか、罰を受けるものとして決まった

ものではない、そうですね。 

 だったらお尋ねします。なぜこれが戒告を求

める懲罰に当たるのか。 

 これは、誤っていると。寺田議員に過誤はあ

ったんでしょう。誤りはあったんでしょう。違

うものを違う表現をしているんだから。それは

誤りです。あなたの心の中に、そういう被告と

いう言葉に対する偏見がないのであるとすれば、
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なぜこれが、寺田議員に限って、偏見に基づい

た、あなたに対する侮辱に当たるのか。私には

理解できませんので、答弁よろしくお願いしま

す。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 被告でもないのに被告

という、ステップだということで、被告という

ことは、そこのあたりは意見が一致していると

思います。 

 なぜこれが懲罰になるのかということで、誤

りだと。偏見なのであれば、これはおかしいの

ではないかということですよね。 

 先ほどもこれについては、私の心の中では、

もうお分かりいただけたと思いますけれども、

懲罰に当たらない。 

 初めはすごく、そう思いました、私も。被告

席へ座った方をどうこうじゃなくて、私が感じ

たイメージ、そこに座ったことがないので、そ

ういう椅子があって、名前があって、私のため

に用意している、そういうものが、そういう名

前で進んでいくことについては、自分も抵抗が

ありました。 

 でも、よくよく考えてみますと、今、山戸議

員が、ずっと昔、今、聞いたことです、慣例で

そういう名前があるということは、今聞いたこ

とですので、それは懲罰ということに、本当に

私も悩みに悩んで、もう一つは、よくないかど

うかは、感じ取り方にもよるかも分かりません

けれども、その椅子を、議会運営委員会の椅子

を、そういう名前からかえていただけたらと、

いろいろ自分の中で、ずっと、言ったものの解

決はどうなんだということを繰り返しながら、

それに値するのではないだろうと、自分も本当

にぎりぎりの時間まで決定を、時間を随分かけ

て、皆さんには御迷惑をおかけをしております

けれども、そういうことで懲罰には当たらない

だろうということで、取り下げようと思ったこ

とについては、先ほどから述べさせていただい

ております。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） 寺田議員の発言、つま

り被告席という表現は妥当なものではない。し

かし、あなたを侮辱したものではないというこ

とは、そういうふうに理解していただいたもの

と解釈いたします。 

 ただ、これずっと、このこととは直接関係な

いんですけれども、この席上、あなたはまるで、

私たちがあなたを排除しているような表現をさ

れてきました。ずっと。 

 私たちは、理由もなしに、あれはろくなもの

じゃないからといって、理由もなしに排除した

ことは、一回もありませんよ。そんなことは。 

 例えば、議会運営委員会においても、この部

分はこういうふうな意味で、妥当でないからと

いう形で、あなたに相談をした。 

 ところがですよ、それを、私たちの言うこと

を頭から、言うならば、少数派だから聞くに値

しないと、その逆で、あなたは、多数派に対す

る偏見を持って、多数派の言うことだから聞く

に値しない。私たちはそういうふうに、あなた

によって排除されているとしか思えないんです。 

 これは、ここで言うべきことではないかもし

れないけれども、あえてそういうふうに、あな

たが先ほどから再々言われますので、少数派で

あるがために排除されたと。 

 私は、先の答弁で言いましたように、あなた

を少数派だからという理由で排除したことはな

い。あなた、逆に言うならば、あなたは私たち

を多数派だという理由で排除しているように思

えてなりません。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（野々下昌文君） 以上で通告による質

疑は終わりました。 
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 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） ほかに質疑ありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

 寺田公一君から、本件について一身上の弁明

をしたい旨の申出があります。 

 この際、これを許可することに御異議ありま

んか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、この際、一身上の弁明の申出を許可

することに決しました。 

 寺田公一君への入場を許します。 

（寺田公一議員 入場） 

○議長（野々下昌文君） 寺田公一君に、一身

上の弁明を許します。 

 １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） １３番、私に対する

処分要求の議案について、一身上の弁明の機会

をいただきましたので、私の弁明をさせていた

だきたいと思います。 

 皆様、御承知のとおり、この処分要求という

のは、議員が議員によって侮辱をされた、一人

の提案で取扱いのできる懲罰動議であります。 

 懲罰というのは、非常に重い。このことを皆

さん、しっかりと頭に置いていただきたいと思

います。 

 それでは、私の弁明に移ります。 

 そもそも私が発言をした言葉、これは人によ

れば非常に失礼な言葉になるかもしれませんが、

これまでも度々として、いろいろなところで、

議会の仲間の中では使われてきた言葉でありま

す。 

 それが、不適切であると言われればそうかも

しれません。 

 そもそも今回、議会運営委員会というのを、

議長から要請をされました。 

 この議会運営委員会というのは、議会の運営

を円滑に行うために、議長が必要と認めたとき

に、議会運営委員会に対してその審議を要請し、

審議をした上で議長に対して答申をすることが、

議会運営委員会の本来の役目であります。 

 よって、審議内容によっては、ほかのいかな

る圧力から、影響を受ける可能性もあるという

ことから、委員の発言内容については、いかな

る処分の対象から、本来ならば外されるべきも

のではないかというふうに、私は思っておりま

す。 

 議会の運用のところでも、そのように書かれ

た文書もあることも確かです。 

 昨今の議会運営委員会の主な議題というのを

ひも解いてくると、今議会でもそうでありまし

たが、川田議員の一般質問の発言内容の妥当性

を、議長から諮問されることによる審査という

のが、数多くあったことは、皆さん御承知のと

おりであります。 

 今回の処分要求書の発端となった議会運営委

員会の内容についても、川田議員の発言内容に

ついて、議長として判断をしかねる案件として、

議会運営委員会にその処理を諮問されたもので

ありました。 

 よって、議会運営委員長として、私は公正な

審議を確保するために、当該議員は除斥として

審議をするということを宣誓して、審査をやっ

ております。 

 ただ、当該議員から、委員会の傍聴を求めて

きたことはありませんでしたので、本人に対し

て退席を申し伝えることもいたしませんでした。 

 後日、議長並びに事務局職員に対して、不服

を申立て、……………抗議をしてきたことに対

して、私は宿毛市の議会議員として、本当にい

いのかという、資質について疑問を持たざるを

得ません。 
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 ともあれ、議会事務局に対して、議会運営委

員会の議事録を作成するために、確認のために

録音しておりました音声を聞いた上で、その場

の前後の状況把握もできない状況で、その言葉

だけを捉えて、理由として処分要求を出すこと

に対して、私個人としても、非常に憤りを感じ

ております。 

 最後に、私は、議会運営委員長として、委員

各位の意見を聴取した上で、適切に処理をして、

議長に対して答申ができたと、自信を持って宣

言をいたします。 

 以上、私の弁明といたします。 

○議長（野々下昌文君） 以上で、寺田公一君

の弁明は終わりました。 

 寺田公一君の退席を求めます。 

（寺田公一議員 退席） 

○議長（野々下昌文君） 懲罰の動議について

は、その提出とともに、委員会条例第７条第１

項の規定により、懲罰特別委員会が設置されま

したし、また議会規則第１６１条の規定により、

委員会の付託を省略して、議決することができ

ないことになっております。 

 よって、本件を懲罰特別委員会に付託いたし

たいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 異議なしと認めます。 

 懲罰特別委員会の定数は、委員会条例第７条

第２項の規定により、８人となっております。 

 お諮りいたします。 

 懲罰特別委員会の委員の選任については、委

員会条例第８条第１項の規定により、今城 隆

君、堀 景君、三木健正君、髙倉真弓君、山上

庄一君、山戸 寛君、岡﨑利久君、松浦英夫君、

以上８人を指名いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました８人の諸

君を懲罰特別委員会の委員に選任することに決

しました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午後 ５時２９分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ５時３９分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 休憩中に懲罰特別委員会を開き、委員長及び

副委員長が互選されましたので、報告いたしま

す。 

 委員長、山戸 寛君、副委員長、髙倉真弓君、

以上であります。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ５時３９分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ６時０７分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 日程第４、寺田公一議員に対する処分要求の

件を議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、寺田公

一君の退席を求めます。 

（寺田公一議員 退室） 

○議長（野々下昌文君） これより、本件につ

いて委員長の報告を求めます。 

 懲罰特別委員長。 

○懲罰特別委員長（山戸 寛君） 懲罰特別委

員長。本委員会に付託された寺田公一議員に対

する処分要求の件について、審査結果を報告い

たします。 

 委員それぞれから意見を出していただいたと

ころ、全会一致をもって、懲罰を科すべきでは

ないことに決しました。 

 以上、本委員会に付託されました寺田公一議
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員に対する処分要求の件についての報告を終わ

ります。 

○議長（野々下昌文君） 以上で委員長の報告

を終わります。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午後 ６時０９分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ６時０９分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 格別質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

 これより、寺田公一議員に対する処分要求の

件を採決いたします。 

 本件に対する委員長の審査報告は、寺田公一

君に懲罰を科すべきではない、であります。 

 本件は委員長の審査報告のとおり、決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（野々下昌文君） 全員起立であります。 

 よって、寺田公一君に懲罰を科すべきではな

いことに決しました。 

 退席されました寺田公一君の除斥を解き、出

席を求めます。 

（寺田公一議員 入場） 

○議長（野々下昌文君） 暫時休憩いたします。 

午後 ６時１１分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ８時３４分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 この際、議長より報告いたします。 

 川田栄子君より、発言取消しの申出がありま

すので、この際、これを許します。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ４番、６月１７日の議

会運営委員会で要請を受けた発言の一部取消し

については、その場では、取消しをしないと言

いましたが、市民の方々からの抗議及び御意見

も受け、よく考えた結果、発言の取消しをする

べきであるとの思いに至りましたので、６月１

６日の私の一般質問における発言の中で、「絶

賛されております。」の次から、「浸水地域を

控えた」の前まで。「これは民間ビジネスで

す。」の次から、「そこに民間が割り込むこと

で」の前まで。「紙面報道がありました。」の

次から、 

「このようにですね」の前まで。「人の感染が

あります。」の次から、「安心を求めて」の前

までの発言について、取消しをお願いいたしま

す。 

 私の発言で御迷惑をかけた皆様方に、この場

をお借りしまして深くおわびを申し上げます。 

 誠に申し訳ありませんでした。 

○議長（野々下昌文君） お諮りいたします。 

 ただいまの発言取消の申出を許可することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 異議なしと認めます。 

 よって、川田栄子君からの発言取消の申出を

許可することに決しました。 

 引き続き、松田川小学校関係の発言取消の申

出があります。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ６月１６日の私の一般
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質問における発言の中で、「お考えくださ

い。」の次から、「高い場所がよい」の前まで。

「起きるというのでしょうか。」の次から、

「この問題は」の前までの発言について、取消

しをお願いいたします。 

 私の発言で御迷惑をかけた皆様方に、この場

をお借りして深くおわび申し上げます。誠に申

し訳ありませんでした。 

○議長（野々下昌文君） お諮りいたします。 

 ただいまの発言取消の申出を許可することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 異議なしと認めます。 

 よって、川田栄子君からの発言取消の申出を

許可することに決しました。 

 寺田議員から、訂正の申出がありますので、

発言を許します。 

 １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 寺田でございます。 

 私の処分に対する一身上の弁明の許可を頂い

た発言中、不適当と思われかねない発言があり

ましたので、議長並びに事務局職員に対して、

不服を申立て、抗議をしてきたことに対して、

私は、宿毛市の議会議員として本当にいいのか

という、資質について疑問を持たざるを得ませ

ん、というふうに、書換えをお願いしたいと思

います。 

 よろしくお願いいたします。 

 本当に御迷惑をおかけをいたしました。 

○議長（野々下昌文君） ただいまの発言訂正

について、議長はこれを許可します。 

 日程第５、議案第１号から議案第２２号まで

の２２議案を一括議題といたします。 

 これより、「議案第１号から議案第１１号ま

で」の１１議案について、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「議案第１号から議案第１１号まで」の１１

議案は、これに同意することに異議ありません

か。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 異議なしと認めます。 

 よって、「議案第１号から議案第１１号ま

で」の１１議案は、これに同意することに決し

ました。 

 これより、議案第１２号及び議案第１３号の

２議案について、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「議案第１２号及び議案第１３号」の２議案

は、これに同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、「議案第１２号及び議案第１３号」

の２議案は、これに同意することに決しました。 

 これより、「議案第１４号から議案第２２号

まで」の９議案について、委員長の報告を求め

ます。 

 予算決算常任委員長。 

○予算決算常任委員長（髙倉真弓君） 予算決

算常任委員長。 

 本委員会に付託されました、議案第１４号、

議案第１５号及び議案第２１号の３議案につい

て、審査の概要と結果を御報告いたします。 

 議案の審査に当たっては、効率的な審議を行

うため、本委員会を２つの分科会に分けて、６

月１８日と６月１９日の２日間にわたり審議を
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行いました。その後、６月２３日に意見調整の

ための全体委員会を開催し、各分科会の主査の

審議の経過の報告と質疑を経て、意見調整を行

った結果、本委員会に付託された議案３件につ

きましては、原案を適当と認め、可決すべきも

のと決しました。 

 以下、分科会における主な審査概要について

御報告いたします。 

 まず、第１分科会主査より、次のような審査

概要の報告がありました。 

 議案第１４号別冊、令和２年度宿毛市一般会

計補正予算（第４号）の１２ページ。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、７目企画

広報費、１８節負担金補助及び交付金、コミュ

ニティ助成事業助成金２５０万円についてであ

ります。 

 本事業は、一般財団法人自治総合センター助

成事業を活用し、市民が自主的に行うコミュニ

ティ活動に必要な施設整備に対し、２５０万円

を上限に助成するものであります。 

 本予算は、和田地区の屋外放送設備の老朽化

に伴い、情報が隅々まで行き届いていない状況

であり、さらに木製の柱が倒壊するおそれがあ

ることから、整備するものであります。 

 委員からは、一般的な難聴地域でも活用でき

る助成となっているのか、との質問があり、執

行部からは、地区からの要望があり、地域のコ

ミュニティ活動に必要な事業であれば申請する

ことができる、との回答がありました。 

 委員からは、地域によっては、防災行政無線

が聞こえない。地区の放送設備もない、という

ところがあるので、そういった地域のことも配

慮をお願いしたいとの意見がありました。 

 続きまして、同じく１２ページ、第２款総務

費、第１項総務管理費、１５目防災対策費、１

２節委託料、津波避難タワー建設設計委託料２，

７６８万７，０００円についてであります。 

 本予算は、旧武道館用地及び駅前公園に設置

予定の津波避難タワー建設に関わる設計予算で

あり、２か所の避難タワーの基本設計、実施設

計、地質調査の委託料を補正計上するものであ

ります。 

 委員からは、街区の高齢者からは話を聞いて

もらいたい、といった声や、担当者に話を聞い

てみたいという声が届いている。 

 新型コロナウイルス感染症の影響で難しいか

もしれないが、今後、担当課としては、地区住

民の意見を直接聞くための意見交換会を行う予

定はあるのか、との質問があり、執行部からは、

本年において説明会を開く予定だったが、新型

コロナウイルス感染症予防の観点から中止とな

った。そのかわりとして、地区長と協議の上、

文書により避難タワーの必要性等を説明、アン

ケートによる意見も聴取した。 

 設計等が進む中で、お示しできる材料が出て

きた際には、必要があると考えている。 

 しかし、新型コロナウイルス感染症の状況に

よっては、何らか別の方法での周知も必要と考

えている、との回答がありました。 

 委員からは、新型コロナウイルス感染症を考

えると、住民との意見交換会開催は難しいかも

しれないが、できる限り、地域住民の方との意

思疎通を図り、よりよいものにすることを求め

る、との意見がありました。 

 続きまして、同じく１２ページ。第２款総務

費、第１項総務管理費、１５目防災対策費、１

８節負担金補助及び交付金、自主防災組織育成

事業補助金２００万円についてであります。 

 本予算は、西町防災対策委員会が防災用対策

として整備する２から３人用のテントと、大型

テントの購入経費に対して補助するものであり

ます。 

 財源については、自治総合センターの助成を

充当することとしております。 
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 委員からは、テントの個数、内訳はどうなっ

ているのか、との質問があり、執行部からは、

屋外で使う２から３人用のテントを１００個程

度、大型テントを６張り購入する予定である、

との回答がありました。 

 本予算に関連して、委員からは、自主防災組

織に対しては、補助する中で防災倉庫や備品等

の整備を行ってきているので、それらを活用し

た避難訓練等を定期的に行ってもらうよう、積

極的な働きかけを求める、との意見がありまし

た。 

 続きまして、同じく１６ページ。 

 第９款教育費、第２項小学校費、２目教育振

興費及び、第９款教育費、第３項中学校費、２

目教育振興費に計上されております一人１台端

末購入関連経費、総額１億２，５０９万円につ

いてであります。 

 本予算は、国のＧＩＧＡスクール構想に基づ

き、義務教育段階での児童生徒につき、一人１

台の端末を整備するもので、これまでは４年間

をかけて、全児童・生徒に整備する方針であっ

たが、今年度中に整備を完了するよう、国から

の通達があり、対応するものであります。 

 委員からは、どのような端末を導入する予定

なのか、またランニングコストはどのように考

えているのかとの質問があり、執行部からは、

標準仕様としてタブレット端末のようにタッチ

パネルで操作できるものに、有線のキーボード

を接続したものとなる。 

 また、できる限りシンプルで、更新が必要と

なるソフト等を入れない予定としている。 

 端末の中には、無償の学習用ソフトが入って

おり、それを活用すれば、ランニングコストは

ほとんどかからないと考えている、との回答が

ありました。 

 委員からは、貸与する端末は、基本的には学

校内で使うことになると思うが、将来、リモー

ト授業等が導入される場合には、各家庭でネッ

トワーク環境の整備状況に違いがあることを念

頭に、対応を工夫していくことを求める、との

意見がありました。 

 次に、第２分科会主査より、次のような審査

概要の報告がありました。 

 議案第１４号別冊、令和２年度宿毛市一般会

計補正予算（第４号）の１２ページの、第２款

総務費、第１項総務管理費、２５目新型コロナ

ウイルス対策費、１８節負担金補助及び交付金、

漁業災害対策資金利子補給金１２４万２，００

０円についてであります。 

 内容については、新型コロナウイルス感染症

の影響で、被害を受けた事業者が、融資を受け

る際に発生する利息を軽減するための利子補給

であります。 

 委員からは、養殖業者が非常に打撃を受けて

いる。特に、鯛は価格が低迷している、という

話を聞いているが、現状の把握はしているのか、

との質問がありました。 

 執行部からは、影響が大きい魚種が、養殖の

マダイである。一時期はただでも売れないとい

う状況になっていたが、今もそれに近い状況で

ある。鯛は売れるサイズが決まっており、宿毛

湾で飼われている鯛を継続して養殖すると、売

れないサイズにまで成長してしまう。商品価値

がなくなるくらいなら、原価割れでもいいので、

とってくれるとありがたいという状況が続いて

いる、との回答がありました。 

 また、委員からは、新型コロナウイルス対策

について、国の２次補正が決まり、漁業のほか

に対象となるような業種、業態はないか、との

質問がありました。 

 執行部からは、国から２次補正で示されてい

るのは、肉を給食用に、行政が主導して買取り

をする予算メニューはある。自治体がどのよう

に広く取り組むかであり、基本的に全ての業種
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に対応することができると思う、との回答があ

りました。 

 これに対し、委員からは、国や県の施策の対

象から漏れる事業者に対して、注意喚起し、対

象外だからといってはねるのではなく、現状把

握をしっかりとしていただきたい、との意見が

ありました。 

 次に、１４ページの第５款農林水産業費、第

２項林業費、４目林道費、１２節委託料、管理

委託料１７９万１，０００円についてでありま

す。 

 内容については、林道黒川線のヨウザイダニ

橋が林道台帳に記載されていなかったことが判

明したので、林道橋の点検を行い、全ての点検

結果と合わせて、今年度中に個別施設計画を作

成する必要があるため、計上したものでありま

す。 

 委員からは、林道は基本的には山に仕事があ

る場合には使用するが、ほとんど使用されない

林道も多く、雨のために掘り下げられ、車が通

れない状況になっているところがあるが、その

把握と維持管理について、どのように考えてい

るのか、との質問がありました。 

 これに対し、執行部からは、よく崩れる林道

については、市もパトロールなどを行っている

が、全てを把握し切れているわけではない。基

本的には、森林組合と林道を使用している地元

の方からの情報提供に頼っている部分がある、

との回答がありました。 

 これに対し、委員からは、林道維持管理は現

状把握に努めてほしい、との意見がありました。 

 次に、同じく１４ページの第６款商工費、第

１項商工費、５目観光費、１２節委託料、コロ

ナ対策誘客事業委託料２６１万４，０００円に

ついてであります。 

 内容については、新型コロナウイルス感染症

の影響により、疲弊した宿泊業や飲食業を初め

とした地域経済に活気を取り戻すために企画を

し、密を回避できる、屋外で行える自転車イベ

ントを８月９日、１０日に開催する。宿毛の見

どころを周遊し、宿毛の食材を使ったバーベキ

ューを提供するなど、宿毛のグルメを楽しんで

いただくものであります。 

 委員からは、飲食できる場所をどこに配置す

るのか、構想は練っているのか、との質問があ

りました。 

 これに対し、執行部からは、スタート・ゴー

ル地点である宿毛市総合運動公園にテイクアウ

トのメニューを持ってきてもらい、食事できる

ようにし、後はサニーサイドパークでバーベキ

ューができるように考えている。 

 ほかにも、１日目の出井の甌穴にエイドステ

ーションを構える計画をしている、との回答が

ありました。 

 これに対し、委員からは、芳奈から橋上に抜

けるところが一時停止になっているが、以前の

プレイベントのときに、とまったのは１チーム

だけであった。先導するリーダーに、必ず交通

規制を守るということを徹底してもらえれば、

後の方はリーダーについていくだけである。事

故を防ぐために、交通規制やルールを守るよう、

注意していただきたい、との意見や、自転車イ

ベントの費用対効果の検証を行ってもらいたい、

との意見がありました。 

 次に、同じく１４ページの第６款商工費、第

１項商工費、５目観光費、１８節負担金補助及

び交付金、幡多広域観光協議会運営事業費負担

金、１，４０８万６，０００円についてであり

ます。 

 内容については、幡多広域観光協議会が行う

キャンペーンに対し負担するもので、クーポン

券付宿泊プランを設定し、そのプランを利用す

る旅行客に対し、幡多地域の観光施設や飲食店

等で使用できる５，０００円分のクーポン券を
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配布するものである。 

 幡多地域の観光客の誘致とともに、クーポン

券により観光消費額を増加させ、幡多地域の経

済活性化を図るものであります。 

 委員からは、これだけの予算を出して費用対

効果はあるのか、との発言がありました。 

 これに対し、執行部からは、宿毛市にどうや

って観光客を呼び込むか、肝になってくる。ど

こでクーポン券を使用したのかが追えるような

仕組みになっているので、データ収集をし、分

析や検証をしていきたいとの回答がありました。 

 以上で、本委員会に付託されました３議案に

ついて、審査結果の報告を終わります。 

○議長（野々下昌文君） 総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（山戸 寛君） 総務文

教常任委員長、本委員会に付託されました５議

案の審査結果を御報告をいたします。 

 議案第１６号は、宿毛市空き家活用移住定住

促進住宅の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例についてでございます。 

 内容につきましては、宿毛市への移住定住を

促進することを目的に設置しております、宿毛

市空き家移住定住促進住宅につきまして、新た

に１軒の住宅の整備が完了しましたので、本条

例の一部を改正しようとするものです。 

 議案第１７号は、宿毛市旅費条例の一部を改

正する条例についてでございます。 

 内容につきましては、現行条例では、宿毛市

内で宿泊する際の宿泊費として７，０００円が

支給されておりますが、沖の島町に宿泊する際、

現状の旅費では宿泊費に不足を生じております

ので、本条例の一部を改正しようとするもので

す。 

 議案第１８号は、宿毛市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例についてでございます。 

 内容につきましては、新型コロナウイルス感

染症の影響により、一定程度、収入が減少した

被保険者に対して、国民健康保険税の減免を行

うために、本条例の一部を改正しようとするも

のです。 

 本改正により、減免の対象となる国民健康保

険税は、令和元年度分、及び令和２年度分の保

険税であり、令和２年２月１日から令和３年３

月３１日までの間に納期限が設定されているも

のとなっております。 

 また、申請時期としては、令和２年度の当初

課税納入通知書発送後から、令和３年３月３１

日までとしています。 

 委員からは、宿毛市休業等要請協力金の申請

において、３０％以上の収入減が証明されたと

しても、山林収入などのほかの収入があり、合

算して３０％を超えない場合は、本事業の対象

とはならないということかとの質問があり、執

行部からは、事業収入、不動産収入、山林収入、

給与収入の４項目のうち、どれか一つでも３

０％以上減少していれば、対象となるとの回答

がありました。 

 また、委員からは、休業等支援給付金は、商

工観光課が所管していると思うが、連携はとれ

る体制となっているのか、との質問があり、執

行部からは、減免申請書に必要な情報をほかの

課から提供を受けるための同意書の欄を用意す

るので、そこで同意いただいた場合には、商工

観光課で保管している情報を確認し、減免の判

断材料にすることになる、との回答がありまし

た。 

 委員からは、申請者の負担軽減を考慮し、申

請については、できる限り簡略化するなど、配

慮を求めるとの意見がありました。 

 議案第１９号は、宿毛市手数料徴収条例の一

部を改正する条例についてでございます。 

 内容につきましては、情報通信技術の活用に

よる行政手続等に係る関係者の利便性の向上、

並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため
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の行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する法律等の一部を改正する法律の一部が施

行されたことに伴い、本条例の一部を改正しよ

うとするものです。 

 議案第２２号は、財産の取得についてでござ

います。 

 内容につきましては、和田分団の消防ポンプ

自動車が老朽化しておりますので、新たに購入

するに当たり、予定価額が２，０００万円を超

える財産の取得となりましたので、地方自治法

第９６条第１項第８号の規定により、議会の議

決を求めるものでございます。 

 以上、５議案につきましては、担当課からの

詳しい説明を受ける中で、慎重に審査した結果、

いずれも原案を適当であると認め、全会一致で

可決すべきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案５件

についての報告を終わります。 

○議長（野々下昌文君） 産業厚生常任委員長。 

○産業厚生常任委員長（山上庄一君） 産業厚

生常任委員長、本委員会に付託されました議案

１件についての審査結果を、御報告いたします。 

 議案第２０号は、宿毛市介護保険条例の一部

を改正する条例についてでございます。 

 内容につきましては、新型コロナウイルス感

染症の影響により、一定程度、収入が減少した

被保険者に対して、介護保険料の減免を行うた

めに、本条例の一部を改正しようとするもので

す。 

 これに関連して、委員からは、申請は難しい

ものか。用紙は市役所に来ないともらえないも

のかとの質問があり、執行部からは、申請書に

ついては、窓口でそのまま書いてもらうことが

可能であるし、ホームページに特設ページを掲

載予定であり、申請用紙を取り込むこともでき

るので、市役所へ直接持参するか、郵送するか

のいずれかにも対応できるようにしている、と

の回答がありました。 

 これに対して、委員からは、広報する際に、

ホームページに頼り過ぎている部分がある。対

象者になり得る皆さんが、本当にホームページ

を活用しているのか、疑問視するところである、

との意見や、果たして自分が対象になるのかな

らないのかが分からない。特にお年寄りは分か

りにくいと思うので、それを分かりやすく説明

できるようなものがあれば、添付してほしい。 

 ホームページも見ない、ＳＷＡＮも見ていな

い、対象者は情報収集が難しい方が多いと思わ

れる。市としては、丁寧に対応できる手だてを、

もう少し考えていかなければいけない。 

 本来であれば、対象であるのに申請しなかっ

た、というような人が出ないように努力してほ

しい、との意見がありました。 

 また、委員からは、同じ市の中で、共有でき

る情報があれば、きちんと共有してほしいが、

どのように考えているのか、との質問がありま

した。 

 執行部からは、申請書に情報の共有の同意を

書いていただくことで、既に書類提出されてい

る他の課に照会し、確認できるような形をとり

たいと考えている。しっかりと連携していきた

いとの回答がありました。 

 これに対し、委員からは、個人情報の関係が

あり、承諾をもらわなければならないことはよ

く分かるが、簡素化できないか。例えば、同意

書の内容を、コロナ関係の情報は市役所内で共

有していただきますというようにすると、各課

横断的に情報がやりとりできるので、スムーズ

に処理ができるとの意見がありました。 

 以上の議案につきまして、担当課より詳しい

説明を受け、慎重に審査をした結果、全会一致

をもって可決すべきものと決しました。 

 以上、本委員会に付託されました議案１件に

ついての報告を終わります。 
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○議長（野々下昌文君） 以上で、委員長の報

告は終わりました。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 格別質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより「議案第１４号から議案第２２号ま

で」の９議案について、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第１４号から議案第２２号ま

で」の９議案を一括採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（野々下昌文君） 全員起立であります。 

 よって「議案第１４号から議案第２２号ま

で」の９議案は、原案のとおり可決されました。 

 日程第６、陳情第８号を議題といたします。 

 これより、「陳情第８号」について、委員長

の報告を求めます。 

○議長（野々下昌文君） 総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（山戸 寛君） 総務文

教常任委員長、本委員会に付託された陳情１件

について、審査結果を報告いたします。 

 陳情第８号、公立学校教員に１年単位の変形

労働制を適用しないよう県への意見書提出を求

める陳情についてであります。 

 本陳情は、閉会中の継続審査となっている案

件でございましたけれども、陳情者から取り下

げたい旨の申出がありました。 

 本委員会といたしましては、全会一致をもっ

てこれを承認することに決しました。 

 以上、本委員会に付託されました陳情につい

ての報告を終わります。 

○議長（野々下昌文君） 以上で、委員長の報

告は終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 格別質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「陳情第８号」については、お手元に配付い

たしました審査報告書のとおりであります。 

 「陳情第８号」は、審査報告書のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、「陳情第８号」については、審査報

告書のとおり決しました。 

 日程第７、委員会調査についてを議題といた

します。 

 各常任委員長及び議会運営委員長から、目下

委員会において調査中の事件については、会議

規則第１１１条の規定により、お手元に配付い

たしました申出書のとおり、閉会中の継続調査

の申出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査

に付することに異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 



 

－ 170 － 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、委員長から申出のとおり、閉会中の

継続調査に付することに決しました。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ９時１４分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ９時２０分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ただいま、市長から、議案第２３号及び議案

第２４号が提出されました。 

 この際、これを日程に追加し、議題といたし

たいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、議案第２３号及び議案第２４号を日

程に追加し、議題とすることに決しました。 

 議案第２３号及び議案第２４号を議題といた

します。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（中平富宏君） 追加で御提案申し上げ

ました議案は、議案第２３号、令和２年度宿毛

市一般会計補正予算及び、議案第２４号、宿毛

市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例

の一部を改正する条例についてでございます。 

 本２議案の内容につきましては、平成２９年

の入札制度改正以降、度重なる積算ミスにより、

入札のやり直しが６件発生しております。 

 特に、市政の重要課題であります庁舎建設予

定地の高台造成工事において、事務の遺漏によ

り市民の皆様、工事関係者の皆様に多大なる混

乱を招いたことにつきまして、宿毛市政を預か

る者として、責任を重く受け止めております。 

 つきましては、私を初め、副市長の給料月額

において、令和２年５月から１年間１０％減額

しておりますが、令和２年７月分の給料につい

ては、市長２０％、副市長１５％の給料を減額

しようとするものです。 

 以上が、御提案申し上げました議案の内容で

す。 

 よろしく御審議の上、適切な御決定を賜りま

すようお願い申し上げまして、提案理由の説明

とさせていただきます。 

○議長（野々下昌文君） これにて提案理由の

説明は終わりました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午後 ９時２３分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ９時２３分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 格別質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午後 ９時２３分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ９時４１分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 「議案第２３号及び議案第２４号」の２議案

は、会議規則第３７条第３項の規定により、委

員会の付託を省略いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 
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 よって、本案は委員会の付託を省略すること

に決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

 これより、「議案第２３号及び議案第２４

号」の２議案を一括採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（野々下昌文君） 全員起立であります。 

 よって「議案第２３号及び議案第２４号」の

２議案は、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ９時４２分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後１１時１０分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 この際、会期の延長を日程に追加し、議題と

いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、この際、会期の延長を日程に追加し、

議題とすることに決しました。 

 会期の延長を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、議事に都合により、会

期を６月２５日まで１日間延長いたしたいと思

います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は、６月２５日ま

で、１日間延長することに決しました。 

 ただいま、寺田公一君ほか１名から、会議規

則第１６０条第１項の規定により、議員、川田

栄子君に対する懲罰動議が提出されました。 

 お諮りいたします。 

 この際、本動議を日程に追加し、議題といた

したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、この際、川田栄子君に対する懲罰の

動議を日程に追加し、議題とすることに決しま

した。 

 議員、川田栄子君に対する懲罰の動議を議題

といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、川田栄

子君の退席を求めます。 

（川田栄子議員 退席） 

○議長（野々下昌文君） この際、動議提出者

から提案理由の説明を求めます。 

 １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） １３番、川田栄子議

員に対する懲罰動議に対する提案理由の説明を

いたします。 

 私が今回、懲罰動議を提案させていただいた

のは、令和２年第２回定例会、今回の議会の一

般質問における川田議員の発言について、問題

発言と思われる部分があるとして、６月１７日、

議長より議会運営委員会での審議の要請がされ

ました。 

 結果として、４か所の部分を削除したほうが

いいということを、議長に答申するとともに、

議員本人に対して、自らの取下げを促しました

が、私は間違ったことは言っていない。取下げ
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はいたしません、と言って、議会運営委員会か

ら退出をいたしました。 

 よって、議会運営委員会としては、議長の職

権による削除を、答申をいたしました。 

 その上、委員会中の４名の議員の発言に、川

田議員に対する侮辱的な言葉があったとして、

処分要求書が提出をされました。 

 処分要求書は、侮辱を根拠として一人で発議

ができる懲罰動議であり、議員の身分に関わる

非常に重い事案であります。 

 その後、市内の３団体や個人から、５つの川

田議員の発言に対する撤回や謝罪を求める文書

が、宿毛市議会議長宛に届くと、本会議開会直

前になって、発言取消を自ら申し出るなど、議

会開会を著しく乱したことは、皆さん御存じの

とおりです。 

 また、本会議の開会ベルが鳴る直前になって、

処分要求書についても取下げをしたい旨の申入

れをしてくるなど、議会の混乱を引き起したこ

とを、宿毛市議会議員の一人として、このまま

看過することはできません。 

 よって、本日の一連の混乱について、宿毛市

議会として、適切に処理をしていただきますよ

う、動議を提出いたします。 

 よろしく御審議の上、適切な御決定をお下し

願いたいというふうに思い、私の提案理由の説

明といたします。 

○議長（野々下昌文君） 以上で、動議提出者

からの提案理由の説明は終わりました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午後１１時１６分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後１１時３７分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 これより、動議提出者の説明に対する質疑に

入ります。 

 質疑の通告がありますので、発言を許します。 

 ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） ９番、寺田議員の説明

に対して質問申し上げます。 

 先ほど、川田議員の一般質問以来の、それか

ら議会運営委員会を通じてとか、それから後の

処分要求書の提出とかいう説明がなされたわけ

です。 

 私が受け取った、議員川田栄子君に対する懲

罰の動議という、この書類には、もう１項目あ

るんです。令和２年６月２４日の本会議におい

て、地方自治法第１２９条、議場の秩序維持に

よる議長から発言を求められたことに対して応

じなかったことという、私がもらったこの書類

には載っているが、寺田議員はそのことを言わ

れませんでした。 

 このことは、取り下げられたのかどうなのか。

それとも、単なる言い忘れなのか、確認したい

と思います。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 山戸議員の質疑にお

答えさせていただきます。 

 私の動議提案書に書いてある問題につきまし

て、説明をいたします。 

 ６月２４日、本日ですが、議場の秩序維持と

いうことで、議長から発言を求められたことに

対して応じなかったということにつきましては、

発言取消の部分で、前段で発言をいたしません

と。自分から取下げをいたしませんと言ってお

ったことがありましたので、まずそれを書いて

おりました。 

 結果的に、自ら取下げを申し出るということ

になりましたので、この部分については、多少、

間違いが出てきたかもしれませんが、私、動議、

前もってつくっておりましたので、このような

形になったというふうに思います。 

 間違いがあれば、訂正をいたしたいというふ
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うに思っております。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） 寺田議員、今お答えい

ただきましたけれども、私は、このときにいな

かったんですよ。だから、寺田議員が今言われ

たことの意味も分からない。 

 一体、どんな状況で、もしこの部分を、私が

先ほどお聞きしたのは、取り下げる気なのか、

それとも単なる言い忘れなのか、お聞きしたわ

けです。 

 言い忘れであったとするならば、言い忘れで

したと。あるいは、取り下げるのであれば、取

り下げるのですと言ってもらえば、それでよか

ったんです。 

 もう一回、お尋ねいたします。 

 言い忘れなのか、取り下げるのか、その点に

ついてだけ確認いたします。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 再質疑にお答えをい

たします。 

 私、先ほど申しましたように、そこの部分、

しっかりと精査ができておりませんでしたので、

言い忘れということで、取下げをさせていただ

きたいというふうに思います。 

 ここの部分について、取下げをさせていただ

きたいというふうに思います。 

○議長（野々下昌文君） この際、暫時休憩い

たします。 

午後１１時４３分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後１１時４５分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 度々申し訳ございま

せん。 

 私の頭も、夜の１２時近くなって、麻痺しか

かっておりますので、私の判断が鈍っていたと

いうことで、山戸議員には、非常に失礼な答弁

をしてしまったことを、まずおわびをしておき

ます。 

 私、この理由書の中に書いている部分につい

て、言い忘れをしておりました。 

 ただ、１点、令和２年度と書いておりますが、

これはパソコンの変換ミスで、「度」は入れる

べきではないというふうに思いますので、その

部分については、削除をさせていただきたいと

いうふうに思います。 

 よろしくお願いをいたします。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） 今、寺田議員から、言

い忘れであったというお話をお聞きしました。 

 先ほど私、少し申しましたけれども、この部

分、この議場にいなかったもので、一体どうい

うことがあったのか、全く検討がつかないわけ

なんです。 

 ただ、ここに告発されておるように、議場の

秩序維持、非常に大事なこのことに対して、川

田議員がそれに抵触するようなことがあったと。

一体どのようなことが、どんな形で抵触するこ

とになっているのか、また、寺田議員は、その

抵触部分はこんな部分であるという部分があれ

ば、具体的にお聞かせ願えればと思います。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 再質疑にお答えをい

たします。 

 確かに、どのような内容かというのを、詳し

くというのは、私も一字一句記録をとっている

わけではありませんので、話が飛んだり、内容

がよく分からなくなるときがあるかもしれませ

んが、またもし理解ができなければ、再質疑を

していただきたいというふうに思います。 

 この質疑に対して、川田議員、ちぐはぐな答

弁を再々行ったりしておりました。そのときに、
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議長からも、答弁が抜けているので、答弁をし

なさいということを促されても、できませんと

いうことも言いましたし、そのような、本当に

かみ合わない会議ということが、終始しました。 

 こういうことが続いたことによって、長時間

の議事になっていったんじゃないかというふう

に、私は感じておりましたので、そのことにつ

いて提議をさせていただいております。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） 秩序維持に抵触するよ

うなことがあったという寺田議員からの説明が

ございました。 

 そのときに、議事進行において、例えば議長

のほうから、その件で小休にいたしますとか、

あるいは休憩にいたしますとかいうような、議

事進行がストップするようなことがあったかど

うか、御記憶であればお聞かせ願いたいと思う

んですけれども。 

 もし、これ以上、もう寺田議員のお答えで、

私の質問は終わりたいと思います。というのは、

それ以上のことを聞いてのことはないし、本当

にそれが議場の秩序維持に抵触することであっ

たかどうかというのは、ある意味では、小休に

しますとか、あるいは休憩にしますということ

を、議長の発言を通じて、議場の整理を図らな

くてはならないということによって、知ること

ができますので。 

 そこら辺の、私がいなかったために、いれば

すぐ分かっていることだろうと思うんですが、

説明お願いします。 

 それで、私の質疑はこれで終わります。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 再質疑にお答えいた

します。 

 私も長時間の議事でありましたので、はっき

りと、議長が小休にするとかいうことを言った

というふうには、認識はしておりません。 

 ただ、非常に川田議員、質疑に対して、私の

心の問題であるとか、私が感じたのだからとい

うことで、質疑者に対して、一向に納得のでき

る返事をしないことを繰り返しておりました。 

 このことによって、長時間の質疑時間が必要

になってきたのではないかというふうに、私は

思いますし、先ほど申しましたように、議長が

再三、しっかりと答えなさいよということを本

人に申し伝えていたと思いますが、それについ

ては、全く聞く耳をかしてくれなかったという

ふうに、私は理解しましたので、このような発

言をさせていただいております。 

○議長（野々下昌文君） お諮りいたします。 

 質疑の途中ですが、本日の会議はこの程度に

とどめ、延会し、２５日午前０時５分より再開

をいたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

 本日はこれにて延会いたします。 

午後１１時５３分 延会 
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川村三千代議員に対する処分要求の件 

 

                                令和２年６月１８日 

 

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 様 

 

                          宿毛市議会議員 川 田 栄 子 

 

処分要求書 

 

  ６月１７日の議会運営委員会において下記のとおり侮辱を受けたので、地方自治法第１３

３条の規定により戒告の処分を要求します。 

 

記 

１ 侮辱を与えた者の氏名 

   川 村 三千代 議員 

 

２ 侮辱の事実又は事情 

  ① 言葉の削除の重みに見識がある方に対してはよいが、重みのわからない発言者にその

言葉は通じない。 

  ② 宮崎、ロサンゼルス・・・、聞きよって恥ずかしかった。 

    よう知っちょる思って恥ずかしかったろう。笑い。 
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山戸寛議員に対する処分要求の件 

 

                                令和２年６月１８日 

 

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 様 

 

                          宿毛市議会議員 川 田 栄 子 

 

処分要求書 

 

  ６月１７日の議会運営委員会において下記のとおり侮辱を受けたので、地方自治法第１３

３条の規定により戒告の処分を要求します。 

 

記 

 

１ 侮辱を与えた者の氏名 

   山 戸   寛 議員 

 

２ 侮辱の事実又は事情 

   宮崎、ロサンゼルス・・・聞きよって恥ずかしかった。 

   よう知っちょると思って恥ずかしかったろう。笑い。 
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山上庄一議員に対する処分要求の件 

 

                                令和２年６月１８日 

 

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 様 

 

                          宿毛市議会議員 川 田 栄 子 

 

処分要求書 

 

  ６月１７日の議会運営委員会において下記のとおり侮辱を受けたので、地方自治法第１３

３条の規定により戒告の処分を要求します。 

 

記 

 

１ 侮辱を与えた者の氏名 

   山 上 庄 一 議員 

 

２ 侮辱の事実又は事情 

   過去４年間、１年４回、注意されない事はなかった。 

   それだけやってきて、そんな調子だ。 

   （削除理由を本人に言う必要なしの意。） 
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寺田公一議員に対する処分要求の件 

 

                                令和２年６月１８日 

 

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 様 

 

                          宿毛市議会議員 川 田 栄 子 

 

処分要求書 

 

  ６月１７日の議会運営委員会において下記のとおり侮辱を受けたので、地方自治法第１３

３条の規定により戒告の処分を要求します。 

 

記 

 

１ 侮辱を与えた者の氏名 

   寺 田 公 一 議員 

 

２ 侮辱の事実又は事情 

   本人を入室させる前の言葉。 

   被告３人並ぶはちょっと・・・笑いある。 

   審議無関係で人格軽視する言葉と嘲笑。 
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                               令和２年６月２４日  

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 殿 

 

                          懲罰特別委員長 松 浦 英 夫  

 

委員会審査報告書 

 

  本委員会に付託の「山戸 寛議員に対する処分要求の件」について審査の結果、下記のと

おり決定したので、会議規則第１１０条の規定により報告します。 

 

記 

 

１ 懲罰事犯の有無 

   懲罰を科すべきではないものと認める。 

 

２ 理由 

   懲罰事犯には該当しない。 
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                                令和２年６月２４日  

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 殿 

 

                          懲罰特別委員長 山 戸   寛  

 

委員会審査報告書 

 

  本委員会に付託の「寺田公一議員に対する処分要求の件」について審査の結果、下記のと

おり決定したので、会議規則第１１０条の規定により報告します。 

 

記 

 

１ 懲罰事犯の有無 

   懲罰を科すべきではないものと認める。 

 

２ 理由 

   懲罰事犯には該当しない。 
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                               令和２年 ６月２３日  

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 殿 

 

                        予算決算常任委員長 髙 倉 真 弓 

 

委員会審査報告書 

 

  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

事件の番号       件          名 審査結果 理 由 

議案第１４号 令和２年度宿毛市一般会計補正予算について 原案可決 適 当 

議案第１５号 
令和２年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算に

ついて 
原案可決 適 当 

議案第２１号 令和２年度宿毛市一般会計補正予算について 原案可決 適 当 
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                                令和２年６月１８日  

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 殿 

 

                        総務文教常任委員長 山 戸   寛 

 

委員会審査報告書 

 

  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

事件の番号       件          名 審査結果 理 由 

議案第１６号 
宿毛市空き家活用移住定住促進住宅の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例について 
原案可決 適 当 

議案第１７号 宿毛市旅費条例の一部を改正する条例について 原案可決 適 当 

議案第１８号 
宿毛市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついて 
原案可決 適 当 

議案第１９号 
宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例につい

て 
原案可決 適 当 

議案第２２号 財産の取得について 原案可決 適 当 
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                               令和２年６月１９日  

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 山 上 庄 一  

 

委員会審査報告書 

 

  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

事件の番号       件          名 審査結果 理 由 

議案第２０号 宿毛市介護保険条例の一部を改正する条例について 原案可決 適 当 
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                                令和２年６月１８日  

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 殿 

 

                        総務文教常任委員長 山 戸   寛 

 

陳情審査報告書 

 

  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１４３条第

１項の規定により報告します。 

記 

 

受理番号 件          名 審査結果 意  見 

第 ８ 号 
公立学校教員に１年単位の変形労働制を適用しな

いよう県への意見書提出を求める陳情 
取り下げ  
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                                令和２年６月１８日  

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 殿 

 

                        総務文教常任委員長 山 戸   寛 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

  

記 

１ 事 件 （１） 総合計画の策定状況について 

      （２） 行政機構の状況について 

      （３） 財政の運営状況について 

      （４） 公有財産の管理状況について 

      （５） 市税等の徴収体制について 

      （６） 地域防災計画について 

      （７） 教育問題について 

２ 理 由 議案審査の参考とするため 
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                                令和２年６月１９日  

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 山 上 庄 一 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 農林水産業の振興対策状況について 

      （２） 商工業の活性化対策状況について 

      （３） 観光産業の振興対策状況について 

      （４） 市道の管理状況について 

      （５） 環境、保健衛生の整備状況について 

      （６） 下水道事業の運営管理状況について 

      （７） 保育施設の管理状況について 

      （８） 介護保険制度について 

２  理  由  議案審査の参考とするため 
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                                令和２年６月２３日  

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 殿 

 

                          議会運営委員長 寺 田 公 一  

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 議会の運営に関する事項 

      （２） 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

      （３） 議長の諮問に関する事項 

      （４） 議会報に関する事項 

２ 理 由 議会運営を効率的かつ円滑に行うため 
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議員川田栄子君に対する懲罰の動議 

 

 上記動議を次の理由をつけ地方自治法第１３５条第２項及び会議規則第１６０条第１項の規

定により提出します。 

 

 理 由 

 令和２年６月２４日の本会議において、地方自治法第１２９条（議場の秩序維持）による議

長から発言を求められたことに対して、応じなかったこと。 

 また、６月１７日の議会運営委員会での発言を理由に、４名の議員について、処分要求書を

提出し、上程された後に取り下げを求めるなど、著しく議会を混乱させたため。 

 

 令和２年６月２４日 

 

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 殿 

 

                      提出者 宿毛市議会議員 寺 田 公 一 

                       〃     〃    山 上 庄 一 
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令和２年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第６号 

 

１ 議事日程 

    第１７日（令和２年６月２５日 木曜日） 

午前０時０５分 開議 

   第１ 議員川田栄子君に対する懲罰の動議の件 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 議員川田栄子君に対する懲罰の動議の件 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１２名） 

   １番 今 城   隆 君     ２番 堀     景 君 

   ３番 三 木 健 正 君     ４番 川 田 栄 子 君 

   ５番 川 村 三千代 君     ７番 髙 倉 真 弓 君 

   ８番 山 上 庄 一 君     ９番 山 戸   寛 君 

  １０番 岡 﨑 利 久 君    １１番 野々下 昌 文 君 

  １２番 松 浦 英 夫 君    １３番 寺 田 公 一 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員（ １名） 

  １４番 濵 田 陸 紀 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        朝比奈 淳 司 君 

   次長兼庶務係長 

   兼 調査係 長 
奈 良 和 美 君 

   議 事 係 長        宮 本 誉 子 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  中 平 富 宏 君 

   副 市 長  岩 本 昌 彦 君 

   企 画 課 長  黒 田   厚 君 

   総 務 課 長  桑 原   一 君 

   危機管理課長  岩 本 敬 二 君 

   市 民 課 長  沢 田 美 保 君 

   税 務 課 長  山 岡 敏 樹 君 

   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
佐 藤 恵 介 君 
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   健康推進課長  松 田 まなみ 君 

   長寿政策課長  中 山 佳 久 君 

   環 境 課 長  山 戸 達 朗 君 

   人権推進課長  谷 本 裕 子 君 

   産業振興課長  谷 本 和 哉 君 

   商工観光課長  上 村 秀 生 君 

   土 木 課 長  川 田 和 徳 君 

   都市建設課長  小 島 裕 史 君 

   福祉事務所長  河 原 志加子 君 

   水 道 課 長  川 島 義 之 君 

   教 育 長        出 口 君 男 君 

   教 育次長 兼 

   学校教育課長 
和 田 克 哉 君 

   生涯学習課長 

   兼宿毛文教       

   センター所長 

岡 本   武 君 

   学 校 給 食 

   センター所長 
平 井 建 一 君 

   農 業委員 会 

   事務局長心得 
小 松 憲 司 君 

   選挙管理委員会 

   事 務局 次長 
埜々下 哲 広 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前 ０時１６分 開議 

○議長（野々下昌文君） これより本日の会議

を開きます。 

 日程第１、議員川田栄子君に対する懲罰の件

を議題といたします。 

 地方自治法１１７条の規定により、川田栄子

君の退席を求めます。 

（川田栄子議員 退席） 

○議長（野々下昌文君） これより質疑に入り

ます。 

 質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。 

 １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） １番、今城です。 

 寺田議員に、川田議員に対する懲罰動議につ

いて伺いたいと思います。 

 私は、川田議員の提出した処分要求書の提出

に当たり、相談も受けて、付き添った立場でも

あります。それから議会運営委員会にも参加し、

その一部始終も分かっています。 

 そういう意味で、ちょっとお尋ねしたいと思

います。 

 川田議員は、議会運営委員会の内容、それを

翌日に、傍聴できなかったのかということで、

テープを聞く機会ができました。 

 その中で、議会運営委員会の中で話された言

葉、私はその場にも参加しましたので、何回も

言っていますが、やっぱり雑な部分の言葉が入

っている。そういう中の論議があったことは間

違いありません。 

 大事な話が話し合われていますけれども、そ

こに川田議員がいたとしたら、やっぱり心が痛

むだろうなということが話されていたことは、

私は実感しています。 

 そのテープを聞いたということで、私は既に

家に帰っていましたが、昼から時間ありません

かということで、そこでしばらく時間をかけて

話を聞いていました。 

 川田議員は、結局、私もこの制度を知りませ

んし、どんなものかも分かりません。今日初め

て体験した、こういう方法だったのかというこ

とがありますが。 

 まず、実感として、どうやってこのつらさを

申告しようかということなんですよね。そこで、

この制度を活用したということになるかと思い

ます。 

 寺田議員は、川田議員がこの制度を活用して、

自分の受けた侮辱の気持ちを申告しようとした

と、この行為について、いかが思われますでし

ょうか、お聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） １番、今城議員の質

疑にお答えをいたします。 

 この処分要求書に至った行為についての私の

考えを聞かれても、分かりません。 

 これは川田議員が出してきたものであって、

私が出したわけではありません。そのことによ

って、私を初め４人の議員は、川田議員を侮辱

したということで訴えられたんです。 

 それも、議会開会前、先ほども言いましたが、

ベルの鳴る直前になって取下げをしたい。４人

の分全部を取下げをしたいという申入れをして

くる。 

 議会で、議事をどのように進めるかというこ

とを諮る議会運営委員会では、もう既に決定し

たことを覆した形で、議長に申入れをする。議

長は、丁寧に、それをまた議会運営委員会を諮

って、どうしますかということで諮りました。

今城議員もそこにいたので、よく分かっている

と思います。 

 私たちの気持ちはどうなるんですか。川田議

員の受けた屈辱、私たち４人が受けた屈辱、ど

う違うんですか。 
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 私は、川田議員から５年間、本当に心の籠も

った謝罪を聞いたことがありません。取下げの

ときにも、いつも、取り下げさせてもらいます。

「もらいます」も言いませんでしたね。当然の

ように、「取り下げます。」という形で言って

きました。 

 私は悲しかった。本当にこの人が、心から取

下げを望んでいるのか。ただ書類上、残るのが

嫌だから取下げを要請しているのか、理解がで

きません。彼女の心を開いてみることはできま

せん。 

 ただ、今回、処分要求書という形で、私たち

をその糾弾の壇上に乗せたということは、彼女

もしっかりと認識すべきだと、私は思っていま

す。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 再度、寺田議員にお尋

ねします。 

 そうですね、川田議員の要求書提出によって、

それぞれ不当と思われる営みが行われたと。そ

れに不服を感じる、そういうことがあろうかと

思います。 

 ただし、この制度は、何のためにあって、何

のために議員に開かれているか。これは、この

権利を使ったことが悪かったんでしょうか。こ

こをもう一回聞きたいんです。 

 この制度を活用したことに、問題があったの

か、なかったのか。 

 不当と感じた、私たちはその申告を受けたこ

とが不当と感じたかどうかは、その後の問題で

す。彼女がこういう形で請求したことが、問題

なのか問題ではなかったのか、そこを確認した

いと思います。 

 お聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 再質疑にお答えをい

たします。 

 この処分要求書という制度を利用したことが

よかったのか悪かったのか、正当なのか、正当

でないのか。これは使った人のほうが分かって

いるんじゃないですか。 

 私が使ったわけではない。そういう制度があ

るということは、私も不勉強で、今回初めて知

りました。２１年間、宿毛市議会において、こ

のような制度を利用して、自分の身分を、侮辱

されたということで訴えてきた議員はおりませ

んでした。 

 ただ、その中で、私も彼女の、先ほども言い

ましたが、いろいろな行動、私も議会運営委員

会の中にずっと、何年も在籍をしておりました。

その中で、彼女の発言について、再三議題に上

がったことがあります。その都度、取り下げた

らどうですか、丁寧に助言したこともあります

よ。その都度、無視をされてきた。私は本当に、

非常に悲しかった。 

 何で私を除外するんですかというような発言

が、先ほどあったと思いますが、除外していま

せん。私以外にも、一般質問について、相談に

乗りますよ、いろんなところで、一緒にやって

いきませんかという手を差し伸べた議員、いっ

ぱいいますよ。それを跳ねのけてきたのは、彼

女自身です。 

 私は、議会、今、山岡君が亡くなって１３人、

彼女の言うように和気あいあい、仲よくできた

らいいです。それを阻んでいるのは、彼女自身

じゃないですか。 

 私は、たまたまこの中では、長く議会に在籍

している人間の一人です。その中で、議会の運

営についていろいろと、本当に、１期に入って

きたときには、助言をしてきたんですよ。それ

を、今まで聞いていただけなかった。このこと

が、今回、私たちが議会運営委員会の中で話さ

れた内容で、処分には当たらないという懲罰委
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員会の結論は出ましたが、いわば、私たち４人

はその訴えがあった時点では、被告席に座らさ

れているんですよ。 

 その心の痛みを彼女に分かってくれとは言い

ません。ただ、そういう立場に、私たち４人を

置いたという責任は、彼女にはあると思います。 

 どんな弁明をしようが、彼女がとった行動は、

今までの宿毛市議会の中では、異例中の異例。

これをおもんぱかって、今の状態にして運営し

た議長に対しては、感謝こそすれ、このことに

ついて文句を言うことは、私はできないと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 再度質問します。確認

もいたします。 

 法制度が確立されています。どうであれ、こ

の制度を活用して川田議員は自分の訴えをなし

遂げようとした、こういうことですよね。 

 これについて、誰もとがめることはできない

んではないかと思っています。どうでしょうか。 

 この制度を使って、何とか自分の気持ちを訴

えようとした。つまり、私はここに違和感があ

るわけです。 

 様々な方法を使って、あるいは私たち議員に、

開かれた、ある意味では、彼女にとって残され

た唯一の方法だったのかもしれません。ほかの

人から見たら、幾らでも方法はあると思ったか

もしれませんが、残された一つの方法が、これ

だったという判断をしたのかもしれません。 

 そして、この形を使って請求した。そして、

そこの途中で、心の移り変わりがあり、いろい

ろ悩んでいるようでした。 

 懲罰が中心的な目的ではなかったのかもしれ

ません。ですから、どうやって届けるかという

ことで、悩んで、揺れ動いたと、私は思ってい

ます。 

 問題は、次です。 

 そこで、私たちはこの議会の中で、今日一日

を通して、いろんな論議をして、それは私たち

が審議して、結論を出したんじゃないでしょう

か。懲罰には当たらない、懲戒には当たらない。 

 ですから、ここで懲罰動議に出るというのは、

私はいかがなものかなと思うわけです。 

 こうやって、出来得る限りの手法を使って、

何とか気持ちを訴えようとした。私は、この中

で、お互いの立場の違い、論議が交わされて、

少しかもしれませんが、相手の立場が見えてき

たという部分は、できたんではないかと思って

います。 

 私は、それは大きな成果だと思っています。 

 そこに対して、さらに、何で懲罰が入るんで

しょうか。このことを活用したことが、悪かっ

たんでしょうか。 

 ということで、私はここに違和感を感じると

いうことがありますので、この意見に対して、

寺田議員、意見をお聞かせください。 

 つい、意見も強く含めて言ってしまいました

が、私としては、違和感を感じるところであり

ますが、寺田議員、この動議について、正当で

あるといえるのかどうか、意見よろしくお願い

します。 

○１３番（寺田公一君） 議長、反問権。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 言っている意味が分

かりません。 

 違和感を感じるという、何で違和感を感じる

のか、説明してください。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 先ほども言ったように、

請求権、彼女が持っている請求権を活用して、

自分の思いを述べた、そういう場になったとい

うことなんです。 

 そのことに対して、懲罰動議を諮っていると
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いうことについて、いかがお考えでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 再質疑にお答えいた

します。 

 私は、処分要求書を出されたことに対して、

懲罰動議で対応したわけじゃないです。間違わ

ないでおいていただきたいと思います。 

 私は、今日の朝１０時から定例会が始まって、

今が１時前ですよね、もう。夜中の。ここまで、

これだけの時間がかかってきてしまったのは、

何が原因ですか。彼女が出してきた、出したま

ま進めたらよかったんですよ。 

 処分要求書４名分、出してきたままに、取り

下げる必要なかったじゃないですか。彼女がそ

れしか伝える方法がなかったというのならば、

そのままやったらよかったんですよ。何で取下

げ要請したんですか。 

 私は、逆に、彼女がここにいれば、何で取下

げたんですかと、取下げを要請したんですかっ

て聞きたいです。 

 議会はルールにのっとって議事を運営してい

ます。これはよく分かっていると思います。そ

れは、これまで延々と先輩議員が築き上げてき

た、いろいろな試行錯誤の上に成り立っていま

す。その中で、私たちは議会の申合せ事項をつ

くって、円滑な議事運営ができることに努力を

しています。 

 これに対して、自分の思いを伝える方法がこ

れしかなかったので、処分要求書を出しました。

いいですよ、出してくれたら。そのまま進める

べきですよ。 

 それを、直前になって、俗に言うドタキャン

ですよね。そんなことを申し出ることのほうが、

ルールにのっとってない。議会ルールが分かっ

てないんじゃないかと、私は思いました。 

 私は今回、今日の議会だけを捉えて懲罰動議

を出させていただきました。 

 これまでにも、懲罰動議を出したらどうかと

いう議論をしたことはあります、確かに。出し

ませんでした。それは、今、今城議員の言われ

た、やはり彼女にも考える時間も要る、努力す

る時間も要る、もう少し長い目で見ろうよと、

みんながそういう意見にまとまったから、懲罰

動議が出なかったんですよ。 

 それを、彼女は、懲罰動議が出なかったから、

私はもう無罪放免とは言いませんが、このまま

続けていいんだ。同じ方法でいいんだというこ

とで、ずっと続けてきたんじゃないですか。 

 私は、できることなら、彼女にもう少し議会

というものを深く理解して、議会の運営につい

て、御協力を願いたい。逆にそうお願いしたい

と思っています。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） これで質問を閉じてお

きたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 以上で、通告による

質疑は終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） ほかに質疑がありま

せんので、これにて質疑を終結いたします。 

 川田栄子君から、本件について一身上の弁明

をしたい旨の申出があります。 

 この際、これを許可することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、この際、一身上の弁明の申出を許可

することに決しました。 

 川田栄子君の入場を求めます。 

（川田栄子議員 入場） 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 
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○４番（川田栄子君） ４番、川田でございま

す。弁明をさせていただきます。 

 ここに書かれてあります、６月２４日の本会

議において、地方自治法第１２９条による議長

から発言を求められたことに対して応じなかっ

たこと、このことは、非常に私にとっては理解

不能でございまして、ここは質疑する場ではご

ざいませんので、私の判断でこの言葉を理解し

ていきますと、質疑に応じた内容のことを問わ

れていると思うんですけれども、処分要求書に

関連する内容については、できる限りお答えし

ました。それから外れた議会のことや、議会運

営委員会のこと、その方向へどんどん広がって

いきますと、収拾がつかなくなりますので、私

の申し出ている処分要求書についての中身につ

いては、一生懸命説明をさせていただきました。 

 ということで、このことについては、応じな

かったということは、そこにあるのかなと思い

ます。 

 そして、６月１７日、議会運営委員会での発

言を理由に、４名の議員について処分要求書を

提出し、上程された後、取下げを求めるなど、

著しく議会を混乱されたため、とあります。こ

れは事実ですので、混乱をさせ、執行部の皆様、

本当に深夜を過ぎた中、頑張ってくれているこ

とに心苦しく思っております。お許しください。 

 私は、少数派の人間であります。今、今城議

員が一緒にやってくださっていますけれども、

一人で行動する人にとっては、この処分要求書

を出せるということを知っておりました。でも、

内容としては分かりませんでした。 

 そして、自分の屈辱の思い、そうそう出せる

ものではございませんが、そういうことを自分

の胸の中でずっと持っておりましたけれども、

未熟さもあり、迷惑もかける、時間もかかる、

そのことについて、使ってはいけない要求書だ

と思っておりました。 

 でも、権利として使えるとありますので、自

分の気持ちを振り切るためにも、私の気持ちを

分かってほしい。罪をつけるのではなく、気持

ちを分かってほしい、その思いで処分要求書を

出させていただきました。 

 それで、本当に時間ぎりぎり、時間の枠を、

本当に自分の中で、どうしようかと迷いの中で、

………………（発言一部取り消し）…………… 

……………………………今ここに書かれてある 

ように、取下げを行いました。 

 そして、お二人の方がその成果となり、あと

のお二方は、日程議事どおり、時間をかけて審

議をさせていただきました。 

 でも、二人だけでも短縮された、私の気持ち

は出してよかったんじゃないかなと、今は思っ

ています。 

 少しでも、迷惑はかかりましたけれども、私

にはこの武器しかありません。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） 以上で、川田栄子君

の弁明は終わりました。 

 退席を求めます。 

（川田栄子議員 退席） 

○議長（野々下昌文君） 懲罰の動議について

は、この提出とともに、委員会条例第７条第１

項の規定により、懲罰特別委員会が設置されま

したし、また会議規則第１６１条の規定により、

委員会の付託を省略して議決することができな

いことになっております。 

 よって、本動議を懲罰特別委員会に付託いた

したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 懲罰特別委員会の定数は、委員会条例第７条

第２項の規定により、８人となっております。 
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 お諮りいたします。 

 懲罰特別委員会の委員の選任については、委

員会条例第８条第１項の規定により、今城 隆

君、堀 景君、三木健正君、髙倉真弓君、岡﨑

利久君、松浦英夫君、山戸 寛君、川村三千代

君、以上８人を指名いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、ただいま指名しました８人の諸君を

懲罰特別委員会の委員に選任することに決しま

した。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午前 ０時４９分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前 ０時５５分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 休憩中に懲罰特別委員会を開き、委員長及び

副委員長が互選されましたので、報告いたしま

す。 

 委員長、山戸 寛君、副委員長、髙倉真弓君、

以上であります。 

 暫時休憩いたします。 

午前 ０時５５分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前 １時４６分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 本日の会議時間は、議事の都合により、あら

かじめこれを延長いたします。 

 本会議の再開時刻は、懲罰特別委員会の審査

の都合により、追って連絡をいたします。 

 暫時休憩いたします。 

午前 １時４６分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ７時１３分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 この際、議長から報告いたします。 

 １４番濵田陸紀君から、会議規則第２条の規

定により、欠席の届出がありました。 

 ただいま、川田栄子君から、会議規則第６５

条の規定により、その一部を取り消したい旨の

申出がありましたので、この際、発言を許しま

す。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ４番。本日の私の発言

の中で、表現が不適切なところがありましたの

で、「迷いの中で」から、「今ここに書かれ

て」の前までの発言について、取消しをお願い

いたします。 

○議長（野々下昌文君） ただいまの、発言を

取り消すことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 異議なしと認めます。 

 よって、ただいまの川田栄子君の発言につい

ては、取り消すことに決しました。 

 日程第１、川田栄子君に対する懲罰の件を議

題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、川田栄

子君の退席を求めます。 

（川田栄子議員 退室） 

○議長（野々下昌文君） これより、本件につ

いて委員長の報告を求めます。 

 懲罰特別委員長。 

○懲罰特別委員長（山戸 寛君） 懲罰特別委

員長 山戸 寛。委員会審査報告を行います。 

 本委員会に付託の、議員川田栄子君に対する

懲罰の動議について、審査の結果、下記のとお

り決定したので、会議規則第１１０条の規定に

より、報告します。 

 １ 懲罰事犯の有無 
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   陳謝の懲罰を科すべきものと認める。 

 ２ 理由 

   議場の秩序を乱すことにより、議会を混

乱させたことは、地方自治法第１０４条の規定

による議長の議場整理権を侵害し、また、同法

第１２９条第１項の規定による秩序を乱した行

為が懲罰事犯に該当する。 

 ３ 審査経過 

   採決については、２回に分けて行い、ま

ず懲罰を科すべきか否かを図った結果、賛成多

数で懲罰を科すべきであると決しました。 

   次に、どのような懲罰を科すかの審議を

行った結果、陳謝とすべきとの意見があり、地

方自治法第１３５条第１項第２号の規定による

陳謝の懲罰を科すことについて採決した結果、

賛成多数で可決しました。 

 以上、審査報告を終わります。 

○議長（野々下昌文君） 以上で委員長の報告

を終わります。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午後 ７時１８分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ７時２１分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

 格別質疑がありませんので、これにて質疑を

終結いたします。 

 川田栄子君から、本件について、一身上の弁

明をしたい旨の申出があります。 

 この際、これを許可することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、この際、一身上の弁明の申出を許可

することに決しました。 

 川田栄子君の入場を許可します。 

（川田栄子議員 入場） 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ………………………… 

……………………………………………… 

 …………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………（発言一部取り消し）…………… 

…… 

 …………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………… 

 ……………………………… 

○議長（野々下昌文君） 暫時休憩いたします。 

午後 ７時２５分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ７時５９分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 この際、議長より報告いたします。川田栄子

君より発言取消の申出がありますので、この際、

これを許可いたします。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ４番、「弁明の時間を

与えていただきまして」から、「ありがとうご

ざいました」までを削除いたします。 

 関係者の皆様に御迷惑をおかけいたしました

こと、この場をお借りしましておわび申し上げ

ます。 

○議長（野々下昌文君） お諮りいたします。 

 ただいまの発言取消の申出を許可することに、

御異議ありません。 
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（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、川田栄子君から発言取消の申出を許

可することに決しました。 

 川田栄子君の退場を求めます。 

（川田栄子議員 退場） 

○議長（野々下昌文君） これより討論に入り

ます。 

 討論の通告がありますので、順次、発言を許

します。 

 １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） １２番、松浦でござ

います。 

 先ほど、懲罰特別委員長より、ただいま議題

となっております、議員川田栄子君に対する懲

罰の動議について、その報告がなされました。 

 懲罰事犯については、陳謝の懲罰を科す。理

由については、議会を混乱させたこと。そして

また、議長の議場整理権を侵害したこと等を挙

げております。 

 私としては、今、委員長から報告されたこの

報告書どおり、決するべきものと考えておりま

す。 

 皆さん、今回の議会どうでしたか。今回の議

会の中で、６月１６日、あの、今は退場してお

ります川田栄子議員の一般質問における発言が

端を発し、今日に至っておるのでございます。 

 昨夜も、今朝の２時まで、そして今日も今、

８時過ぎ。これほど議員各位、そして執行部の

皆さんに御心労をかけてきたのは、まさしくあ

の一般質問にあると、私は思います。 

 中でも、コロナに関係する発言の中で、「… 

……………（発言一部取り消し）…………」こ 

れほど郵政の現場で、ユニバーサルサービスと

関係、全国津々浦々で集配業務をされている皆

さんに対して、そして窓口業務をされている皆

さんに対する誹謗じゃないでしょうか。 

 中平市長も、４月の冒頭、議員協議会の中で、

誹謗中傷につながることは慎んでいただきたい

ということを、全議員の皆さんに発したわけで

ございます。 

 余りにもひどいこの発言、議員としての常識

を、非常に疑います。 

 そうした中で、退職者組合の皆さん、そして

郵政の大先輩である方からも、要望書なりが届

けられておる。私も長年、郵便局で勤務をし、

お世話になったこの郵便局を、これほどひどい

中傷される、本当に情けない気持ちで、この議

場に今、立っておるということを、皆さん御理

解をいただきたいと思います。 

 御案内のとおり、懲罰には懲戒処分の関係で

は４種類、公開の議場における戒告、公開の議

場における陳謝、一定期間の出席停止、そして

除名、この４項目があるわけでございますけれ

ども、今回は、あえて公開の議場における陳謝

という結論になって、委員長が報告されたわけ

でございます。 

 これまでも川田議員に対して、問責決議案等

を初め、そして全ての議会と言っていいほど、

発言について、無責任な、相手を誹謗する、何

回となく発言の訂正、これ以上、もう我慢はな

りません。 

 先ほど、議会運営委員会を開催中に、ある市

民から、私のところに電話がありました。おま

えらぬるいねと。除名までいかなくても、一定

期間の出席停止、これぐらいはしないと、市民

は怒っているぞという発言を、電話をいただき

ました。 

 議会が市民と乖離しては駄目なんです。市民

の皆さんはしっかりとこの議場、見ております。 

 今朝も２時過ぎに家に帰ると、電話がかかっ

てきました。ある市民から。朝から晩まで見て

いた。見ていたと。情けなくて情けなくてたま
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らないという発言なんですよ。市民の皆さんが。 

 そういう面で、陳謝だけでいいのかどうか分

かりませんけれども、今回は委員長の報告のと

おり決するということについては、賛意を表し

ます。 

 しかし、また同じようなことがあるのならば、

しっかりと皆さんと一緒になって議論をしなけ

ればならない。宿毛市議会の恥という思いを持

って、対応していただきたい。市民の代表とし

てのこの１３名、私もその一翼の一人として、

しっかりと市民に対して、取り組んでいく、頑

張っていく、そのことが宿毛市の発展のために

つながる、そういう強い気持ちを持ちながら、

頑張っていきたいというふうに思います。 

 果たして川田栄子議員が、これからこの陳謝

だけで、理解をし、この責任の重さ、懲罰の重

さ、理解するかどうか、大変疑問には思います

けれども、今回については、今日までの問責決

議案、何一つ政治的なあれはないわけですけれ

ども、今回は懲戒処分のレベル２、公開の議場

における陳謝、こうした結論に至った委員長報

告に対し、賛意を申し上げながら、私の討論と

させていただきます。 

 ありがとうございます。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） ５番、川村三千代で

す。私は、川田議員の懲罰動議に賛成をいたし

ます。 

 しかしながら、川田議員には、改めて猛省を

促す意味から、この場に立たせていただきまし

た。 

 この懲罰動議がなされることになった発端は、

川田議員の６月１６日の一般質問の言動による

ものです。 

 言論の自由の名のもとに、議会において根拠

の乏しい、一方的な発言を繰り返し、該当の市

民を初め、関係団体から抗議文、謝罪要請文等

が議長に提出されました。 

 川田議員は、昨日の議会で、発言の削除要請

をし、議会はそれを認めました。 

 しかしながら、市民の思いの込められたそれ

ぞれの文書を、真摯に受け止めているとは思え

ない姿勢が見受けられます。 

 議会運営委員会の場において、謝罪の場を設

けてはと申入れをいたしました。しかしながら、

それは受け入れられることがございませんでし

た。 

 理由としては、文書削除の際に、一度謝罪し

たので、これ以上必要はない、というものでし

た。 

 私は、議会運営委員会の場におりまして、余

りに彼女の淡々とした言動、そこに本当に反省

の意はあるのか、非常に疑問に思いました。 

 郵政関係者の皆様、松田川小中学校、宿毛小

中学校関係者の皆様、民間業者の方々、梓会の

方々に、同じ宿毛市議会に身を置くものとして、

川田議員の姿勢に対し、おわびを申し上げます。 

 最後に、川田議員にこの言葉が届くように願

いながら、私の討論、締めくくりたいと存じま

す。 

 発言の自由の原則、議会は言論の府である。

議会における議員の言論の自由は、最大限に保

証されなければならない。しかし、この議員の

発言の自由は、絶対的なものではない。規律に

よる制約がある。議会の品位を重んじ、発言は

全て簡明にし、議員一人一人が秩序を重んじ、

議会のルールに従った、節度ある発言や、行為

が要求される。 

 以上で、私の賛成討論を終わります。 

○議長（野々下昌文君） 以上で、通告による

討論は終わりました。 

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君）  
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 ほかに討論がありませんので、これにて討論

を終結いたします。 

 これより、川田栄子君に対する懲罰の件を採

決いたします。 

 本件に対する委員長の審査報告は、委員会起

草による陳謝文により、川田栄子君に陳謝の懲

罰を科すことであります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（野々下昌文君） 起立多数であります。 

 よって、川田栄子君に陳謝の懲罰を科すこと

は可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ８時１４分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ８時１５分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 川田栄子君の入場を許します。 

（川田栄子議員 入場） 

○議長（野々下昌文君） ただいまの議決に基

づき、これより川田栄子君に対し、懲罰の宣告

をいたします。 

 川田栄子君に、陳謝の懲罰を科します。 

 これより、川田栄子君に陳謝をいたさせます。 

 川田栄子君に陳謝文の朗読を命じます。 

 登壇してください。 

○４番（川田栄子君） 陳謝文。私の６月２４

日の本会議における言動は、議会の品位を保持

し、秩序を守るべき議員の職責を鑑みて、誠に

申し訳ありません。 

 なお、今回の発端である６月１６日の一般質

問におけるコロナウイルス関連を初めとする私

の誤った発言によって、市内外の個人や、団体

の皆様に多大な御迷惑をおかけいたしましたこ

と、ここに誠意を披歴して、衷心から陳謝いた

します。 

 令和２年６月２５日 宿毛市議会議員 川田

栄子。 

○議長（野々下昌文君） 以上で、今期定例会

の日程は全て議了いたしました。 

 閉会に当たり、市長から挨拶の申出がありま

すので、発言を許します。 

 市長。 

○市長（中平富宏君） 閉会に当たり、一言御

挨拶を申し上げます。 

 去る６月９日に開会をいたしました今期定例

会は、本日までの１７日間、議員の皆様におか

れましては、連日、夜遅くまで熱心に御審議を

いただき、御提案申し上げました２４議案につ

きまして、原案のとおり御決定をいただき、誠

にありがとうございます。 

 今議会を通じ、お寄せいただきました数々の

貴重な御意見や御提言につきましては、今後さ

らに検討をいたしながら、市政の執行に反映を

させてまいりたいと考えております。 

 また、議員の皆様方とともに、この宿毛市民

のために、しっかり頑張っていきたい、そのよ

うに強く思った議会でもありました。 

 これから暑い季節を迎えますので、どうか健

康に御留意されまして、より一層の御活躍をさ

れますことを御祈念申し上げまして、閉会の御

挨拶といたします。 

 本当にありがとうございました。 

○議長（野々下昌文君） 以上で、市長の挨拶

は終わりました。 

 これにて、令和２年第２回宿毛市議会定例会

を閉会いたします。 

午後 ８時２０分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

              宿  毛  市  議  会  議  長                  野々下 昌 文 

 

 

              宿 毛 市 議 会 副 議 長                  川 村 三千代 

 

 

                          議 員   髙 倉 真 弓 

 

 

                          議 員   山 上 庄 一 
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                                令和２年６月２５日  

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 殿 

 

                          懲罰特別委員長 山 戸   寛  

 

委員会審査報告書 

 

  本委員会に付託の「議員川田栄子君に対する懲罰の動議」について審査の結果、下記のと

おり決定したので、会議規則第１１０条の規定により報告します。 

 

記 

 

１ 懲罰事犯の有無 

   陳謝の懲罰を科すべきものと認める。 

 

２ 理由 

   議場の秩序を乱すことにより、議会を混乱させたことは、地方自治法第１０４条の規定

による議長の議場整理権を侵害し、また、同法第１２９条第１項の規定による秩序を乱した

行為が懲罰事犯に該当する。 

 

３ 審査経過 

   採決については、２回に分けて行い、まず懲罰を科すべきか否かを図った結果、賛成多

数で懲罰を科すべきであると決しました。次に、どのような懲罰を科すかの審議を行った結

果、陳謝とすべきとの意見があり、地方自治法第１３５条第１項第２号の規定による陳謝の

懲罰を科すことについて採決した結果、賛成多数で可決しました。 
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一  般  質  問  通  告  表 

                            令和２年第２回定例会    

質問 

順位 
質 問 議 員      質 問 の 要 旨                      

１ 
 ３番 

 三木健正君 

１ 新型コロナウイルス感染症による地域への影響及び予測さ

れる第２波の感染拡大防止への取り組みその対策について 

                        （市長） 

（１）新型コロナウイルス感染症感染拡大防止策の現状及び予

測される第２波の感染拡大防止への取り組みについて 

（２）新型コロナウイルス感染症による経済面での対応につい

て 

  ア 特別定額給付金の申請状況について 

  イ 宿毛市休業等要請協力金の申請状況について 

  ウ 宿毛市コロナ対策緊急支援給付金の申請状況について 

  エ 市内事業者におけるセーフティーネット保証４号・５

号及び危機関連保証の申請・認定状況について 

  オ 上記事項における分析・調査・確認について 

 

２ 新型コロナウイルス感染症への今後の対策について 

                        （市長） 

（１）地域経済維持・活性化への取り組みについて 

（２）観光促進について 

２ 
 １番 

 今城 隆君 

１ 情報公開と文書管理について（市長） 

（１）情報公開について 

（２）文書管理と事務手続について 

 

２ 市庁舎高台造成工事について（市長） 

（１）設計書と入札について 

（２）増額変更の経緯について 

（３）価格決定の根拠について 
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３ 
１０番 

 岡﨑利久君 

１ 備蓄品（食料・水など）について（市長） 

（１）備蓄品を置いている保管場所は、市内に何カ所あるのか

について 

（２）どのような災害を想定し、何人の人に何食備蓄している

のか、どのような物を備蓄しているのかについて 

（３）食物アレルギー対応の備蓄品は、どのようになっている

のかについて 

（４）賞味期限が近くなった備蓄品の利活用について 

（５）災害用備蓄品の整備状況のホームページ等での掲載につ

いて 

（６）乳幼児液体ミルクの導入について 

 

２ 宿毛市都市計画マスタープランについて（市長） 

（１）都市計画マスタープランが果たしてきた役割について 

（２）見直しの背景と目的について 

（３）目標年度について 

（４）都市計画マスタープランの住民参加について 

（５）都市計画マスタープランの実現化について 

（６）都市計画道路について 

（７）これからの宿毛市の未来像をどう描いているのかについ

て 

４ 
１２番 

 松浦英夫君 

１ 市有財産の管理と片島公民館について（教育長） 

 

２ 区長報償費について（市長） 

（１）地区長の任務と役割について 

（２）地区長報償費の支給方法について 

（３）源泉徴収について 

 

３ 新型コロナウイルス対策について（市長） 

（１）人事院の通知と特殊勤務手当について 

（２）規則の改正と関係する職員への適応について 

（３）民間事業所への対応について 

（４）ゴミの清掃業務への危険手当の創設について 

（５）妊婦特別給付金について 

 

４ 津波避難タワーの整備について（市長） 

（１）住民説明会の開催状況と意見内容について 

（２）津波避難タワーの設置場所の再考について 
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５ 
 ２番 

 堀  景君 

１ 教育対策について（教育長） 

（１）小中学校のコロナウイルス対策、対応について 

（２）特別教室のエアコン設置について 

（３）「学校の新しい生活様式」について 

 

２ 防災対策について（市長） 

（１）小深浦地区の市道改良について 

  ア 歩道の設置について 

  イ 道路拡幅について 

（２）災害時のコロナウイルス対策について 

（３）導流提補修工事について 

 

３ 観光振興対策について（市長） 

（１）大島桜公園サイクリングロードについて 

６ 
 ４番 

 川田栄子君 

１ 宿毛小中学校合築ＰＦＩ事業の検証について 

                    （市長、教育長） 

（１）ＰＦＩ事業の確認について 

（２）第２のＰＦＩ事業について 

（３）１年間の総括、コスト及び効果について 

  ア アドバイザリーについて 

  イ 進捗状況について 

  ウ 経費について 

  エ ＳＰＣ（特別目的会社）が倒産した場合について 

（４）評価点について 

  ア 参加資格要件について 

  イ 構成企業の変更について 

（５）設計書のモニタリングについて 

  ア ３０年後の公開について 

  イ 設計書のモニタリングについて 

（６）合築校舎の建築評価について 

（７）避難所としての役割について 

（８）計画のアカウンタビリティー（説明責任）について 

（９）松田川小学校の統合について 

（10）ワークショップについて 

  ア 保護者の呼びかけ参加状況について 

  イ 内容について 

  ウ 報道機関を入れなかった理由について 

（11）有識者の適任について 

 

２ コロナ対策とこれからについて（市長、教育長） 

（１）安全と安心について 

（２）宿毛市非常事態宣言について 

（３）小中学校休校について 

（４）宿毛の経済について 
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７ 
１４番 

 濵田陸紀君 

１ 街の活性化について（市長） 

（１）コロナ対策関連事業の周知について 

（２）真丁地区の水路について 

（３）真丁通りの道の破損について 

 

２ 津波避難タワー建設について（市長） 

 

３ 河戸堰の水門電動化について（市長） 

８ 
１３番 

 寺田公一君 

１ 市長の政治姿勢について（市長） 

（１）高齢化社会対策について 

  ア 「サロン」のような拠点の整備を提起しているが、地

域・方策・予算等具体策について 

（２）松田川の濁水対応について 

  ア 特に、楠山地域に設置されている太陽光発電の開発に

よる影響について 

（３）自転車を活用したまちづくりについて 

  ア 市内各所に置かれているレンタル自転車の利用状況に

ついて 

  イ 自転車に対する市民の認知度について 

（４）公共土木事業の入札について 

  ア 住民監査請求が起こされている問題について 

  イ 再入札が行われることが増えた原因について 

  ウ 発注者の責任について 
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令和２年第２回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

   議  案 

 

議案番号 件 名                議決月日 結  果 

第 １号 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 
６月２４日 同  意 

第 ２号 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 
６月２４日 同  意 

第 ３号 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 
６月２４日 同  意 

第 ４号 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 
６月２４日 同  意 

第 ５号 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 
６月２４日 同  意 

第 ６号 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 
６月２４日 同  意 

第 ７号 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 
６月２４日 同  意 

第 ８号 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 
６月２４日 同  意 

第 ９号 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 
６月２４日 同  意 

第１０号 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 
６月２４日 同  意 

第１１号 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 
６月２４日 同  意 

第１２号 
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ

とについて 
６月２４日 同  意 

第１３号 
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ

とについて 
６月２４日 同  意 

第１４号 令和２年度宿毛市一般会計補正予算について ６月２４日 原案可決 

第１５号 
令和２年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算

について 
６月２４日 原案可決 

第１６号 
宿毛市空き家活用移住定住促進住宅の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例について 
６月２４日 原案可決 
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第１７号 宿毛市旅費条例の一部を改正する条例について ６月２４日 原案可決 

第１８号 
宿毛市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

について 
６月２４日 原案可決 

第１９号 
宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例につ

いて 
６月２４日 原案可決 

第２０号 
宿毛市介護保険条例の一部を改正する条例につい

て 
６月２４日 原案可決 

第２１号 令和２年度宿毛市一般会計補正予算について ６月２４日 原案可決 

第２２号 財産の取得について ６月２４日 原案可決 

第２３号 令和２年度宿毛市一般会計補正予算について ６月２４日 原案可決 

第２４号 
宿毛市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条

例の一部を改正する条例について 
６月２４日 原案可決 

 川村三千代議員に対する処分要求 ６月２４日 取り下げ 

 山戸寛議員に対する処分要求 ６月２４日 

戒告の懲

罰を科さ

ない 

 山上庄一議員に対する処分要求 ６月２４日 取り下げ 

 寺田公一議員に対する処分要求 ６月２４日 

戒告の懲

罰を科さ

ない 

 議員川田栄子君に対する懲罰の動議 ６月２５日 
陳謝の懲

罰を科す 
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   陳  情 

 

受理番号 件 名                議決月日 結  果 

第 ８ 号 
公立学校教員に１年単位の変形労働制を適用しな

いよう県への意見書提出を求める陳情 
６月２４日 取り下げ 

 

 

 


